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本会議開会 

 

開  議    平成２２年３月４日 午前９時１０分 

議  長    おはようございます。定足数に達していますので、ただ今から、平成２２年３月飯島町

議会定例会を開会します。 

この定例会においては、平成２２年度各会計予算をはじめ重要な案件の審議が予定され

ております。議員各位、理事者並びに説明員には会期中を通じて慎重なご審議と円滑な議

事運営にご協力いただきますようお願いをいたします。 

それではこれより本日の会議を開きます。本日の議事日程についてはお手元に配布のと

おりです。開会にあたり町長からご挨拶をいただきます。 

町  長    おはようございます。議会の招集にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。平成２２

年２月１５日付飯島町告示第１６号をもって、平成２２年３月飯島町議会定例会を招集を

いたしましたところ、議員各位には時節柄ご多忙中にもかかわらず、全員の皆様のご出席

を賜り心から厚くお礼を申し上げます。また林代表監査委員さん、市村教育委員長さん、

杉原農業委員会長さんには、お忙しい中ご出席を賜り誠にありがとうございます。 

今年の冬は心配をされました大雪の被害や凍結による被害もほとんどなく、３月を迎え

日一日と温かさが感じられ、南の方からは桜の便りも聞かれる季節となってまいりました。

今後安定した気象状況が続き、春の農作業が順調に進み、豊作の秋を迎えることを切に願

っているところでございます。 

さて２０１０年冬季オリンピック、カナダのバンクーバーで２月１２日に開催し、カナ

ダ西部の都市に史上最多の８２カ国、国や地域から約２,６００人の選手が集まり、１７

日間にわたって７競技８６種目の競技が行われました。特に日本人の活躍はメダルの獲得

数こそ少なかったものの国民に多くの感動を与えてくれたものと思われます。またこの１

２日からは障がい者スポーツの祭典でありますパラリンピックが３月２１日までの予定で

同じくバンクーバーで開催をされます。障がい者の皆様が様々な障がいや生活環境を乗り

越えて、多くの人々に支えられ、一生懸命に頑張っている姿が多くの国民に新たな感動と

生きる力を与えてくれるものと思っております。 

さて、政府は最近の経済雇用情勢を踏まえて、景気の持ち直しの動きを確かなものとす

るため、明日の安心と成長のための緊急経済対策を着実に実施し、これに伴う平成２１年

度第２次補正予算と平成２２年度予算を一体として切れ目なく執行することといたしてお

ります。特に平成２２年度予算におきましては、子育て、雇用、環境、科学技術に特に重

点を置き、国民の負託にこたえて主要施策の実施に取り組むとともに、新成長戦略の推進

を通じて成長のフロンティアを拡大し、新たな需要と雇用を創造していくとしております。

さらに経済成長と財政規律を両立させ、経済成長や国民生活の安定、セーフティネットの

強化という観点からも財政の持続可能性を高めていくこととしております。この予算が一

昨日衆議院を通過し参議院での審議が始まりましたが、これにより新年度予算の年度内成

立が確実となり、引き続き厳しい経済雇用情勢の中にあって、さらなる景気浮揚の足掛か

りとなることを切に期待をしておるところでございます。 

こうした中で平成２２年度の飯島町の予算はさまざまな社会情勢や国の施策を踏まえて、
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「町を元気にみんなでつくる思いやり予算」と位置付け、町が自立し持続発展可能なまち

づくりを目指した５年目の予算であるとともに、施策の基本は１０年計画であります第４

次総合計画に基づく中期計画の後期編に置き予算を編成をいたしました。これら長期構想

及び中期総合計画は平成２２年が最終年度となりますので、次年度におきましては飯島町

の向こう１０年間を見据えた第５次総合計画の策定のため、議員各位をはじめ多くの町民

の皆様の建設的な意見を賜りたいと思っております。予算のポイントといたしましては７

項目を施策の重点に限られた財源を有効に生かすために重点的・効率的な予算配分に意を

払うとともに、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の趣旨にも意を払って、将来に

向けて足腰の強い財政基盤を確立するための財政対策も引き続いて盛り込んだところであ

ります。詳細につきましては明日の提案時に申し上げます。 

本議会定例会にご提案申し上げます案件につきましては、人事案件が２件、条例案件７

件、補正予算案件２件、新年度予算案件８件、その他案件９件の２８件でありますが、さ

らに最終日に契約議決案件１件を追加を提案申し上げる予定でございます。いずれにいた

しましても重要な案件でございますので、なにとぞ慎重なご審議をいただきまして、適切

なる決定を賜りますようお願いを申し上げまして議会招集のごあいさつといたします。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長    日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１５条の規定により、８番 北沢正文 議

員、９番 竹沢秀幸 議員を指名します。 

 

議  長    日程第２ 会期の決定を議題とします。 

本定例会の会期につきましては議会運営委員会において協議をしておりますので、議会

運営委員長の報告を求めます。 

          堀内議会運営委員長。 

議会運営委員長  会期につきましてご報告を申し上げます。去る２月２３日に議会運営委員会を開催しま

して本定例会の会期につきまして協議をしてきました。案件の内容からして本日から３月

１６日までの１３日間と決定されましたのでご報告を申し上げます。以上です。 

議  長    お諮りします。ただいまの委員長報告のとおり、本定例会の会期は、本日から３月１６

日までの１３日間としたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数） 

議  長    異議なしと認めます。従って会期は本日から３月１６日までの１３日間とすることに決

定しました。堀内委員長自席へお戻りください。 

会期の日程については事務局長から申し上げます。 

事務局長    （会期日程説明） 

 

議  長    日程第３ 諸般の報告を行います。初めに町当局からの報告を求めます。 

町  長    それでは私からは３件についてご報告をさせていただきたいと思います。先ず、飯島町

土地開発公社の平成２２年度事業計画及び予算についてでございます。飯島町土地開発公
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社の平成２２年度事業計画及び予算につきましては、去る２月１８日の飯島町土地開発公

社理事会において審議をお願いし、議決をいただきましたので、その概要を地方自治法の

規定によりましてご報告を申し上げます。初めに、平成 1 ７年度から始まりました国道１

５３号伊南バイパス改築工事に伴う用地の先行取得についてでありますが、おかげさまで

順調に買収が進み、平成２０年度の繰越事業分も今年度末には終了をする予定であり、平

成２１年度をもって公社の代行買収は終了することとなりました。今後は平成２４年度ま

での再取得事務、これはいわゆる国庫から入金精算の事務でございますけれども、この事

務を残すのみとなっております。しかし企業誘致をめぐる環境は極めて厳しい状況に置か

れております。わが国がこれまで経験しえなかった厳しい経済状況に直面しながら１年以

上経過いたしましたが、一部明るい兆しもみられるものの、いまだ多くの企業で収益が減

少している状況にございます。そのような中にあっても平成２１年６月には当公社が土地

を用意した栗加工販売施設が竣工をし、その後１２月には久根平工業団地の拡張用地を既

存企業へ売却をすることができました。今後は残されました陣馬工業団地への企業誘致を

積極的に進めるほか、柏木工業団地につきましても当初の計画通り用地につきまして町と

連携をして国県との調整を進めてまいりたいと思います。また現在保有をしております東

小段の共同墓地につきましては計画的に町に売却をするとともに、未販売の分譲住宅用地

につきましても精いっぱい努力して売却をしてまいります。 

次に予算概要について申し上げますが、主な収入見込みといたしまして平成１８年度か

ら２０年度に取得した伊南バイパス用地を、国に 446,000,000 円で売却をするほか、工業

団地及び住宅分譲の宅地等の売却による土地造成事業収益を 172,000,000 円など見込んで、

収入合計では 624,000,000 円余りを予定いたしております。これに対し支出の見込みとし

て、伊南バイパス用地取得原価 446,000,000 円、土地造成事業原価 170,000,000 円など事

業支出の 622,000,000 円余りを予定しております。この結果単年度収支では 2,000,000 円

ほどの黒字となる予算でございます。詳しくはお手元の事業計画書並びに予算書のとおり

でございますので、後刻ご覧をいただきたいと思います。 

次に、財団法人飯島町振興公社の平成２２年度事業計画及び予算についてでございます。

平成２２年度飯島町振興公社予算につきましては、去る２月１８日の振興公社理事会にお

いて審議をお願いしご議決いただきましたので、その概要を地方自治法の規定に基づいて

ご報告申し上げます。平成２２年度の振興公社事業は町の指定管理業務が４年を経過し、

与田切公園の指定管理業務が再指定となります。これに本郷道の駅産地形成促進施設指定

管理業務、千人塚公園指定管理業務、図書館の指定管理業務を加えた４業務と、山岳施設

の管理業務、道の駅本郷の管理業務、観光業務、観光協会事務局業務、信州飯島桜守事務

局業務を実施しつつ、収益事業として千人塚公園のマレットゴルフ、釣り、オートキャン

プ事業を行ってまいります。これらを行う予算の概要についてでありますが、主な収入は

指定管理料の収入、施設利用料収入、委託料の収入、マレットゴルフの事業収入、キャン

プの事業収入など、総額で 40,100,000 円余りとなっております。支出につきましては、

事業費として先ほど申し上げました指定管理業務を中心とする受託事業支出が 36,300,000

円余り、これに一般管理費及び収益事業支出等 3,800,000 円余りを加えて、収入予算と同

額にしてございます。事業費の総額を前年度と比べますと９９％の事業規模となっており

ます。各種管理業務の履行はもとより今後も更なるサービスの向上を図り、飯島町振興公
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社の目的達成のために努力をしてまいります。この公社予算内容につきましてもお手元の

予算書事業計画のとおりでございますのでご覧をいただきたいと思います。 

最後に株式会社エコーシティ駒ケ岳の平成２２年度事業計画及び予算計画について申し

上げます。株式会社エコーシティ駒ケ岳の平成２２年度事業計画及び予算計画につきまし

ては、去る２月２６日開催の同社取締役会において議決をされておりますので、地方自治

法の規定に基づいてその概要をご報告をいたします。最初に平成２１年度の事業及び決算

見込みでありますが事業につきましてはほぼ計画通りに進んでおります。特に１０月から

は平成２３年７月からのテレビの完全デジタル化に向けた対応としてデジタルチューナー

の取り付けを進めております。決算見込みにつきましては各事業がほぼ順調に進んでいる

こともあって黒字決算となる見込みでございます。 

次にお手元に配布してございます事業計画及び予算計画でありますが、平成２２年度の

基本方針及び運営方針としては地域情報機関として加入者の多様なニーズに応えるととも

に、地域経済の発展に寄与し、きめ細かな生活情報の提供と新規加入者の拡大による経営

の安定化を図ることとしております。また主たる事業計画の中ではデジタル放送普及推進

事業計画としてデジタルチューナーの無料配布を平成２２年度中に一部を除きほぼ全市町

村の加入世帯に設置することと計画しております 。予算計画といたしましては収入とし

ては利用料収入及び通信料収入が中心であり、売上高は 609,200,000 円を見込んでおり、

さまざまな諸経費を差し引いた後の損益は 94,170,000 円を見込んでおります。なおデジ

タル化対応につきましては 169,000,000 円あまりを見込んでおり、その経費の財源はほぼ

全額を借り入れによる計画としております。以上、株式会社エコーシティ駒ケ岳の平成２

２年度事業計画及び予算計画の概要でございます。こちらにつきましてもお手元の資料を

後刻ご覧をいただきたいと思います。以上３点につきましてご報告を申し上げました。よ

ろしくお願いします。 

議  長    ただ今報告のありました件につきましては、最終日の全員協議会において質疑を行いま

す。 

次に議長から申し上げます。まず、請願・陳情等の受理について報告します。本日まで

に受理した請願・陳情等は、お手元の請願・陳情等文書表のとおりであり、会議規則第８

９条及び第９２条の規定により所管の委員会に審査を付託します。 

次に、例月出納検査の結果について報告いたします。１２月から２月における例月出納

検査の結果、特に指摘事項はありません。 

次に、本会議に説明員として出席を求めた方は別紙のとおりであります。 

林代表監査委員、杉原農業委員会長、市村教育委員長には今会期中ご出席を願いますが

よろしくお願いをいたします。以上で諸般の報告を終わります。 

 

議  長    日程第４ 予算審査特別委員会の設置についてを議題とします。お諮りします。本件に

ついては別紙のとおり議長を除く１１人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、

平成２２年度飯島町各会計予算及び予算関係議案をこれに付託して審査することにしたい

と思います。ご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って本件については議長を除く１１人の委員で構成する予算審
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査特別委員会を設置することに決定しました。 
    ここで予算審査特別委員会の開催について申し上げます。明日本会議終了後において正

副委員長選出のため予算審査特別委員会を開催いたしますから委員の皆さんはご承知おき

をいただきたいと思います。 
 
議  長    日程第５ 第１号議案人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。     

   事務局長に議案を朗読させます。 

事務局長    （議案朗読） 

議  長    本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    それでは第１号議案人権擁護委員候補者の推薦について意見を求めることについて提案

理由の説明を申し上げます。人権擁護委員は法務大臣が任命する任期３年の委員でござい

ます。現在、新田耕地の湯澤敏美氏が３期目、日曽利耕地の吉川雅治氏が１期目の２名が

在任中でございます。最近における人権擁護を取り巻く案件の増大とこれに伴う全国的な

擁護委員の増強傾向の中で、当町でも現職お２人の委員の意向をも踏まえて法務省に増員

協議をしてまいりましたところ、新委員の候補者の推薦をするよう依頼がございまして、

これによって当町では３名体制でお願いすることといたしました。これを受けて新委員候

補者として本郷第六耕地の米山まつゑ氏を人格識見とも適任者として法務省に推薦をする

にあたり議会の意見を求めるものでございます。なお法務省の手続きは任命までに３ない

し４カ月ほど必要となり、法務省の任命後の任期は平成２２年７月１日から３年間となり

ますので、今議会でご審議をいただき全員の賛同をもってご推薦決議いただきますようお

願い申し上げます。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。質疑を終わります。討論を省略しこれから第１号議案人権擁護委

員候補者の推薦についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案は適任者

としてこれに同意することに賛成の方はご起立願います。 

［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立全員です。従って第１号議案は原案のとおり同意することに決定

しました。暫時休憩とします。そのままお待ちください。 

（暫時休憩） 

議  長    再開いたします。ここで只今推薦同意されました米山まつゑさんからご挨拶をお願いい

たします。米山さんどうぞ。 

［米山まつゑ氏登壇］ 

米山まつゑ氏  ただいま人権擁護委員に推薦いただきました本六耕地の米山まつゑでございます。保健

師としての経験を生かして人権についてわたし自身がこれから学びながらお役に立てるよ

うに努めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

［米山まつゑ氏退席］ 

議  長    再開いたします。 

 

議  長    日程第６ 第２号議案飯島町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題としま
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す。事務局長に議案を朗読させます。 

事務局長    （議案朗読） 

議  長    本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    第２号議案飯島町固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求めることにつき

まして提案理由の説明を申し上げます。固定資産評価審査委員は当該市町村の住民、市町

村税の納税義務がある者、又は固定資産の評価について学識経験を有するものの内から、

当該市町村の議会の同意を得て市町村長が選任をすることとされ、任期は３年とすること

が地方税法に規定をされております。現在、宮脇幸男氏、堀越寿一氏、上原 勇氏の３名

が在任中でありますが、宮脇幸男氏が平成２２年３月３１日に任期満了となります。任期

満了後の委員として引き続き田切在住の宮脇幸男氏を適任者として選任をするにあたり議

会の同意を求めるものでございます。よろしくご審議をいただき全員の賛同をもってご議

決いただきますようお願い申し上げます。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

        討論を省略しこれから第２号議案飯島町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを

採決します。この採決は起立によって行います。本案は適任者としてこれに同意すること

に賛成の方はご起立をお願いします。 

［賛成者起立］ 

議  長    ありがとうございました。起立全員です。従って第２号議案は原案のとおり同意するこ

とに決定されました。 

 

議  長    日程第７ 第３号議案課設置条例の一部を改正する条例を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第３号議案課設置条例の一部を改正する条例の提案理由の説明を申し上げます。本条例

は国の社会保障制度改革によりまして、この４月から子ども手当制度が創設されるという

準備が国においてなされております。このためこの事務の所管を住民福祉課と定めること

と致します。よって本条例の住民福祉課の分掌事務に子ども手当に関する事項を追加する

ものでございます。合わせまして同条例中に漢字表記で「障害者」という表記がございま

すが、このうち「害」の字をひらがなに合わせて改めるようにお願いをするものでござい

ます。細部につきましてはご質問によりまして担当課長から説明させますので、よろしく

ご審議の上ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

１１番 

平沢議員    この条例に対して一言ちょっとあのご質問いたします。改正する条例についてはこれは

社会保障制度改革に準ずるもので、内容については疑義はございません。しかしこの昨今

の福祉医療の職務はほんとにたいへん煩雑であると理解をしております。従ってこの上に

この子ども手当に関する事項が加わることによって、これは職員に対するこの対応はどの

ように考えているか、これは条例でありますから予算も伴うものでありますからちょっと

この点について質問をいたします。 
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副町長     今回予定されております子ども手当につきましては、現在制度としてあります児童手当、

この制度がなくなって新たに子ども手当制度に移行していくということになるかと思いま

す。ただ平成２２年度は変則でございまして、児童手当と子ども手当が並行して実施され

るということになろうかと思います。従いまして２３年度からはこれが新たな法律の下に

子ども手当に一本化されるものというふうに理解をしております。したがって従来の児童

手当の事務の分が子ども手当ので事務に移っていくということになるかと思います。それ

から今までありましたその所得制限制度だとかいったその制度上の複雑さも子ども手当の

制度の中には省かれてくるということになりますので、その辺においても事務の軽減がさ

れていくというふうになろうかと思います。更にこういったあの企画的な事務につきまし

ては電算事務がフルに活用できると、そういったメリットもございますので、その辺も活

用しながら職員の事務の軽減に努めてまいりたいということでご理解をいただきたいと思

います。 

議  長    他に質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        第３号議案課設置条例の一部を改正する条例を採決します。お諮りします。本案は原案

のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第３号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第８ 第４号議案飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を

議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第４号議案飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして

提案理由の説明を申し上げます。条例に定める組合休暇につきましては登録職員団体の構

成員、一般的に組合員というふうに言われておりますが、この職員が勤務時間において職

員団体業務に従事する場合においては町長が許可できるというふうになっております。し

かし国の方からの指導がございまして、この組合休暇につきましては無給休暇と規定すべ

きであるというそういうご指導をいただいております。このためこの件につきまして職員

団体と協議を進めてまいりましたが、このたびその協議が整いましたので組合休暇を無給

休暇に加える改正を行うものでございます。細部につきましてはご質問によりまして担当

課長から説明させますので、よろしくご審議の上ご議決賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

 - 10 - 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        第４号議案飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第４号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第９ 第５号議案飯島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第５号議案飯島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について提案理由のご説明

を申し上げます。被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、

被扶養者から国保被保険者となったものに係る国保税について、資格取得から２年間後期

高齢者医療制度と類似の保険税軽減措置を現在実施をしております。今回の改正につきま

しては高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正によりまして、この軽減措置が

この期間が当分の間延長されるということになりました。従いましてそれのための条例改

正を行うものでございます。細部につきましてはご質問によりまして担当課長から説明い

たしますので、よろしくご審議の上ご議決賜りますようお願い申しあげます。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        第５号議案飯島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を採決します。お諮りしま

す。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第５号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１０ 第６号議案飯島町高齢者地域支えあい拠点施設設置条例の一部を改正する

条例。 

日程第１１ 第７号議案本郷第六地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定につ

いて。以上2議案を一括議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     只今一括上程されました第６号議案及び第７号議案の提案理由の説明を申し上げます。 

最初に第６号議案飯島町高齢者地域支えあい拠点施設設置条例の一部を改正する条例につ

いて申し上げます。平成２１年度地域介護福祉空間整備事業により本郷第六耕地の高齢者

支えあい拠点施設、田切地区交流センター及び本郷地区交流センターが施設整備され、平

成２２年４月から供用開始となるため関係条文に当該施設を加える、そのための条文を整

備し、合わせまして関連する議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

について関係条文の整備を行うものでございます。 

次に第７号議案でございますが、本郷第六耕地高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の

指定についてでございます。平成２１年度地域介護福祉空間整備事業によりまして平成２
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２年４月から供用開始されることとなりました。本郷第六地区高齢者支えあい拠点につき

まして設置目的を効果的かつ効率的に設置するため、本郷第六耕地が管理することがより

事業効果が期待できると判断をいたしました。従って本郷第六耕地を指定管理者の候補者

として選定をいたしました。いずれも細部につきましてご質問により当該担当課長から説

明させますので、よろしくご審議の上ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

７番 

三浦議員    それでは質問をしたいと思います。町内各所に高齢者支えあい拠点施設ということで整

備をされております。高齢者地域支えあい拠点施設としての国の方針にのっとった活用が

まず第一に目的とされるべきではないかというふうに考えております。そこで指定管理者

にどのような説明をして管理を委託するのかということについてお聞きをしたいと思いま

す。 

住民福祉課長  それではお答え申し上げます。ご指摘の件でございますが、過日２月の１５日、２月１

６日の２日間にわたりまして、今まで指定管理をお願いした３耕地、それからこれから第

二次・第三次要望の内定をいただいた１２耕地の皆さんに集まっていただいてそれぞれ説

明会を行っております。今、議員ご指摘の通り、施設の設置目的それから指定管理者制度

による管理、あるいは利用計画及び実際の利用の場面の状況等、あるいは利用率の設定こ

れは会計検査の対象でございますので当然利用率の設定等についてもお願いをし、また実

績報告等についても周知をしたところでございます。 

議  長    他にありませんか。 

４番 

浜田議員    ただいまの件について関連して質問いたします。この事業が地域介護福祉空間整備事業

であるということで、その事業の内容は文書をもって指定管理者に通知されているという

理解でよろしいのでしょうか。それともう一つはそれは指定管理者との契約の中に明文化

されて盛り込まれているのかどうか、この２点についてお尋ねします。 

住民福祉課長  それではお答えします。この件でございますが指定管理につきましても基本協定書の締

結を町長と地元の総代である者が取り交わすことになっておりまして、その協定書の中に

今ご指摘の通りの条文が入っておる次第でございます。 

議  長    他にありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

４番 

浜田議員    ただ今の質問によってですね、町側としてはこの趣旨を徹底させる努力を十分に尽くし

ておられるということは認識しました。しかしながら現実に私どもの耳に入ってくるとこ

ろの一部にはですね、これはあの集会所の新設であるとまあそのような認識が依然として

残っています。ぜひこういった認識をはがすような努力をですね今後とも続けていただき

たいということを申し上げたいと思います。 

議  長    浜田議員に申し上げます。賛成か反対討論か、どちらでしょうか。 

４番 

 - 12 - 

浜田議員    失礼しました。賛成討論でございます。 

議  長    はい他に討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        第６号議案飯島町高齢者地域支えあい拠点施設設置条例の一部を改正する条例、第７号

議案本郷第六地区高齢者支えあい拠点施設指定管理者の指定について、以上２議案を一括

して採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第６号議案、第７号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１２ 第８号議案飯島町都市公園条例の一部を改正する条例を議題とします。本

案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第８号議案飯島町都市公園条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上

げます。今回の改正は飯島町都市公園であります与田切公園の観光客の誘致を促進すると

いうために、乗車定員１０名を超えるバスの駐車にかかる多目的広場の使用料の徴収を廃

止するよう条例の改正をするものでございます。細部につきましてはご質問によりまして

担当課長から説明させますので、よろしくご審議の上ご議決を賜りますようお願い申し上

げます。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

７番 

三浦議員    ただいま有料公園施設の使用料の廃止という提案だというふうに受け止めましたけれど

も、この改正によって誘客を推進できるというふうなことですけれども、その根拠という

ことについてどのような認識でおられるのかお聞きをしたいと思います。年間を通じてこ

のようなことが期待できるのか、またあのこの条例の中には有料公園の施設ということで

野外ステージが載っておりますけれども、この部分についての検討はされたかどうかにつ

いてお聞きをしたいと思います。 

産業振興課長  それではあの先ず最初の関係でございますが、誘客への根拠ということでございますが、

まああの一つの例をとってみますと、平成１８年に指定管理とともにこの多目的広場に駐

車するバスについて有料にするという形でまあ４年ほど経過しておりますが、まあその中

で当初はまあ数十台と来ておりました。その中でその後数年経った後、一気に減少してお

ります。ということはまあ一つ有料になったということとともに、例えば高遠の後、飯島

の方へ来て合わせて桜を見たいという問い合わせがバス会社ないしは観光会社の方から来

ております。その中で実はここがバスが有料だという話をすると「あ、わかりました」と

いう形で来ないというのが現実で、実際バスの駐車台数が減っております。まあここら辺

の含めたなか、それから「おもてなしのという心」の中でも含めまして今回こういう改正

にさせていただきました。それから野外ステージの関係でございますが、この関係につき

ましてはやはりあの施設自体がまああの利用度が若干少ないわけでございますけれど、駐

車とは違いましてやはりああいう施設については有料にした方がいいという考えを持って

おりますので、今の段階では有料という形で内部ではそういう形でしております。以上で

す。 
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議  長    他に質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

７番 

三浦議員    この条例改正によって是非あの飯島町の与田切公園に桜を見に来ていただける方が多く

なることを期待いたします。それと合わせて野外ステージの利用法方について、せっかく

そうした施設があるのでまあ利用者が少ないと言わずに、まあ利用していただけるような

そうした取り組みも是非進めていただきたいということを付け加えて賛成といたします。 

議  長    他にありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        第８号議案飯島町都市公園条例の一部を改正する条例を採決します。お諮りします。本

案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第８号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１３ 第９号議案飯島町コミュニティー消防センター設置条例の一部を改正する

条例を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第９号議案飯島町コミュニティー消防センター設置条例の一部を改正する条例について

提案理由の説明を申し上げます。今回の改正は親町コミュニティー消防センターが国の経

済危機対策臨時交付金事業によりまして、現在保健センター東側に新築移転中でございま

す。この４月から供用開始となること、それから田切のコミュニティー消防センター用地

が国土調査によりまして地番が変更されているということに伴いまして、それぞれの設置

地番について変更をするよう条文整備をするものでございます。細部につきましてはご質

問によりまして担当課長から説明させますので、よろしくご審議の上ご議決を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        第９号議案飯島町コミュニティー消防センター設置条例の一部を改正する条例を採決し

ます。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第９号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１４ 第１０号議案平成２１年度飯島町一般会計補正予算（第８号）を議題とし

ます。本案について提案理由の説明を求めます。 
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町  長    それでは第１０号議案平成２１年度飯島町一般会計の補正予算（第８号）気について提

案理由の説明を申し上げます。予算規模につきましては歳入歳出予算の総額にそれぞれ

27,058,000 円を減額をし、歳入歳出それぞれ5,239,813,000 円とするものでございます。

今回の補正予算につきましては平成２１年度の当初予算及び補正予算により各種の事務事

業を進めてまいりましたが、決算を迎えるにあたりまして事業実績等の見通しにより必要

な補正をするものでございます。なおこれから３月末にかけて流動的な事務事業もありま

すので、必要に応じて３月３１日付で補正をしなければならないもの、また繰越明許費と

して次年度に亘って事業を実施するものが見込まれておりますので、精査のうえ必要な措

置を講じてまいりたいと考えております。この他に主な補正につきましては循環バス運行

事業と地域医療費の給付事業の財源として地域福祉基金の繰り入れを予定しておりまして

が、この取り崩しをやめまして一般財源で賄うこととし財源組み替えをいたしました。こ

の財源組み換えにより特別地方交付税として措置される額が増えますので併せて地方交付

税の増額を補正することといたしました。またＣＡＴＶのチャンネルリース料がエコーシ

ティ駒ケ岳の決算が黒字となる見込みとなりましたので、リース料を支払わずにその額を

将来に備えた高度情報化基金への積み立てをすることといたしました。その他来年度から

支給されます子ども手当と現行の児童手当のシステムを再構築するための経費や、町が独

自で行っております７５歳以上の方を対象にした肺炎球菌の予防接種について県の広域連

合からの補助を得ることができましたのでその収入を計上いたしました。また債務負担行

為の補正といたしまして地域有料賃貸住宅建設事業など２件の追加と、伊南バイパス建設

用地取得関係など４件の変更を補正をすることといたしました。地方債の補正につきまし

ては堂前線の関係事業費の変更に伴います地方債の減額を２件以上お願いするものでござ

います。このほか細部につきましてはそれぞれ担当課長から説明申し上げますので、よろ

しくご審議の上、スムーズな補正予算の執行ができますようご理解とご議決を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

議  長    ここで休憩をとります。再開時刻を１０時２５分といたします。休憩。 

         

          午前１０時０９分 休憩 

          午前１０時２５分 再開 

 

議  長    休憩を解き会議を再開します。 

 

総務課長   （補足説明） 

住民福祉課長 （補足説明） 

産業振興課長 （補足説明） 

建設水道課長 （補足説明） 

教育次長   （補足説明） 

議会事務局長 （補足説明） 

 

議  長    以上で提案説明を終わります。 

４番 
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浜田議員    ここで動議を提出したいと思います。ただいま議題となっております第１０号議案、こ

の中に債務負担行為の項目がございます。でこれは新年度予算における地優賃住宅の一部

を成すものだというふうに私自身は理解しております。で、これに関連いたしまして、本

件に関連して一般質問あるいは請願陳情等も予定されております。従いましてですね、こ

の件は分離して議論するにはふさわしくなく、むしろ本年度予算全体を通しての議論の中

でですね、制約を受けることなく議論されるべきものではないかと、そのことによって慎

重審議が可能になるとこのように考えます。従いまして新年度予算に関係するという意味

で予算審査特別委員会に付託して審査することを望みます。 

議  長    ただいま浜田議員から第１０号議案については予算審査特別委員会へ審査を付託するこ

との動議が提出されました。ただいまの動議に賛成される方は。 

７番 

三浦議員    賛成。 

議  長    この動議は１人以上の賛成者がありますので成立しました。浜田議員の動議を議題とし

て採決します。この採決は起立によって行います。この動議のとおり第１０号議案の審査

を特別委員会への付託にすることに賛成の方はご起立願います。 

［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立少数です。従って第１０号議案については予算審査特別委員会に

付託することは否決されました。 

    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

１番 

久保島議員   ただいまのですね債務負担行為、地域優良賃貸住宅の件なんですが、ここで予約をする

ものというふうに課長の方から説明がございました。そうすると予約をするんであれば既

に入札行為が行われているという中で、少し順序的ですね逆ではないかというふうに感ず

るところもあるわけなんですね、そこら辺について流れについてご説明をいただきたいと

思いますが。 

建設水道課長  それでは私の方からあの最初に若干の経過を含めてご説明をさせていただきます。今回

の地優賃住宅の建設につきましては、その町の中期総合計画の中で重点施策として人口増

活性化の一つの柱として掲げた、若者向けの安価な賃貸住宅の整備、これに基づきまして

国の地域住宅交付金事業を活用して平成１９年度に鳥居原の旧東部保育園跡地に建設した

特公賃グリーンリーフ１２戸の第２弾として建設するものです。なおこの地域住宅交付金

事業につきましては、平成１９年から２３年までの５カ年の計画で、既存の公営住宅の再

生整備と合わせまして、若者定住向促進の賃貸住宅２カ所を平成１９年と２２年に建設す

るという計画での認可を受け、継続して実施している事業です。更に既に１９年度から実

施している特公賃グリーンリーフを含む既存の町営住宅の再生整備事業に、今回建設する

地域優良賃貸住宅の分の交付金も前倒しをして交付を受けておる状況でございます。こう

した経過を踏まえまして昨年秋２回の全員協議会、また１２月議会の一般質問等の答弁に

おきまして、住宅の建設場所と規模、９月の完成に向けて住宅供給公社に実施設計と工事

に入ることについてご説明し、十分ご理解をいただいく努力をしてまいりました。その中

では議員の皆さんから異論はなく、全体として１０月１日の国勢調査に入居が間に合うよ

うに努力してほしいという意見や、住宅整備、周景施設等への希望など積極的な意見が多
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く出されておりますし、まあそういうことで今後新年度予算の中でまた審議、それから条

例等で入居条件、家賃等の審議、それから９月には正式に買い取りの仮契約に基づいて９

月定例議会で財産の買い取りの議決等をお願いをしていく形になっております。そういう

ことで今回の部分については当初はこの４月から住宅供給公社による実施設計、工事着手

というような予定でおりましたが、今まで議会全員協議会の中でご説明した通り、急きょ

９月の入居に間に合わせるということでございますので、そのために今回の債務負担行為

という形になったということでご理解をいただきたいと思います。 

議  長    他に。 

７番 

三浦議員    ただいま経過については説明がありましたけれども、実はあの説明を受けましてまあ住

民の皆さんからもいろいろなご意見を伺っておりますが、なかなか皆さんもいろんなご意

見があって、住民の皆さんの合意が得られているというふうにはこう実感として受けてお

りません。あの実はいろいろ社会情勢も変化を大きくしております。そういう中で雇用が

不安定でありまたそういう中で収入も不安定であるという社会情勢もありますし、またそ

ういう中で飯島町に移り住んで安定した職を持ちながらここで暮らすことができるかどう

かということへの保証があるかどうかということも問題になっていると思いますし、町内

のアパートを見ればまあ派遣の社員の方が減ったとはいうものの、２５％から５０％台の

入居率というふうにお聞きをしているところで、まあ新たに建設することで入居者が確保

できるかどうかということは大変に不安なことだと思います。その見通しがあるのかどう

かお聞きをしたいと思います。 

建設水道課長  この地域優良賃貸住宅につきましては前にグリーンリーフ、鳥居原で建設した特公賃も

そうですが、若者定住向の賃貸住宅ということで、先程来経過の中で申し上げましたよう

に、いくつもの機会の中で飯島町にその若者が住みたい住宅、いわゆる安価で中堅所得者

層向の良質な住宅がないというようなご意見の下にこの計画が立てられ、また町の先ほど

から言っております重点施策の中での人口増を図るために計画を立ててきたものですが、

特公賃住宅では２倍以上の応募がありまして、すべて町外、ＵターンＩターンＪターン、

いわゆる町外からの入居の皆さんにより満杯に埋まって現在もおります。で当初入ったと

きから既に４人ほどお子さんが誕生されておりまして、人口増活性化にはつながっておる

と思います。で今後のこの部分につきましても、やはり魅力は公共施設、特に小学校中学

校それから保育園に近い、役場に近いというこういった立地的な利便、そういったものも

考えますと、あのそれとやはりその先程言いました子育て支援、今度の住宅については一

つの目的が子育て世帯の支援ということも一つの大きな柱になりますので、そういった意

味で非常に良質な住宅それから家賃をある程度抑えた形でいきますので、その点について

は応募があるというふうに思っておりますし、その募集についても力を入れていきたいと

いうふうに考えております。 

議  長    他に。 

４番 

浜田議員    まず第１点、全員協議会等で説明をいただきました。ただあの当然のことでありますけ

れども全員協議会は議会とは違います。従いましてそこでの意見の異論の有無がですねそ

のまま議会の意向であるというふうな認識は私は正しくないのではないかというふうに考
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えております。まあそういった前提の中で先程の質問に関連して質問いたしますけれども、

これはグリーンリーフ以来の既定の路線であるというそういうお話でありますけれども、

一方でこの間経済情勢は激変しております。で一つの事業を行うに当たってはですね普通

はフィージビリティスタディと言いますか、その事業がほんとに実現性を持っているかと

いうことを慎重に調査しなければですね、やはり事業は極めて危うい状況になりうるとそ

のように考えます。従いましてですね普通であれば例えば現在のこの地域の住宅事情、入

居事情、それがどういった動向にあるのか、そういった調査を改めて行ってですね、現在

のこの時点でそれが適切な事業であるのかどうかということを改めて判断するだけの慎重

さを求められるのではないかとそのように私は考えます。従いましてそのような改めての

調査が行われたのかどうかこの辺についてお尋ねしたいと思います。 

建設水道課長  今、浜田議員の言われるような動向調査、意識調査等そういったものは実施はしており

ません。 

議  長    他に。 

９番 

竹沢議員    それでは地優賃はよろしいでしょうか。次の課題、歳入の１９ページ歳出にも一部あり

ますけれども、私もあの一般質問で政策提議いたしまして肺炎球菌の予防接種、高齢者を

中心に５００人以上の方が接種されまして、また幸か不幸か県の広域連合の方から 3,000

円の補助をいただけるということで大変ありがたいことだというふうに思っております。

ところでですねこの町内の医療機関で接種するにつきまして、医療機関によりましてです

ねこの料金が違うわけです。ご案内かと思いますけれども、でこのワクチンそのものは我

が国で１社しかございませんので、原材料の仕入れは同じということでドクターさんのま

あ報酬の部分で差異があるのかなというふうに思うわけですけれども、まあこれはあの今

後の検討課題ということで是非お願いしたいんですけれども、あの医療懇談会ですねある

と思いますので、そういう中で町民の方がその同じ肺炎球菌ワクチンを接種するのにね、

町内の医療機関によって金額が違うということは、問題があるということで、ちょうどあ

の補助金と同じあの 3,000 円でできる医療機関もございますしそれより高いとこもござい

ます。ということで是非あの医療懇等を通じてですねできれば足並みをそろえて予防接種

料金を統一していただけるようにお願いしたいなということが１点であります。これ町長

から答弁を求めます。 

        続いて細かいことで恐縮ですけれども、地域福祉基金には繰り入れをよしてですね一般

財源を充当することによって地方交付税をいただけるとこういうことで財源関係をしたい

と、このことはいいんですけれども、その前段の先ほどの１６ページの方にありますけれ

どもその基金の利子ですけれど 800,000 円減額になっておりまして、これはですね私単純

に思いますと元金は減らないのに利子がこんなに 800,000 円も少なくなるということは、

当初の予算見積もりに甘さがあったのではないかという疑惑を持つわけであります。この

ことについて説明を求めます。 

会計課長    利率につきましては竹沢議員のおっしゃったとおりでございますが、当初は０.６％ク

らいの利率を予定しておりましたけれども、景気後退で一気に今は０.１ないしは０.１５

という利率に下がっておりますので、その分が減額になるということでございます。 

住民福祉課長  ご指摘のありましたとおりあの町内の肺炎球菌の予防接種の料金につきましては、私の
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承知しているところでは 5,000 円から高いところでは 8,000 円ぐらいのという実情は把握

をしております。議員ご指摘の通りこの３月の末に医療懇談会に町長出席をして懇談の場

がございますので、その場で先生方にお願いする場面があるかと思いますのでご理解をお

願いいたします。 

議  長    他にありませんか。 

８番 

北沢議員    それではあの若干細かいことで恐縮でございますが、初めての内容でございますのでお

願いをしたいと思いますが、一つあの幼稚園就園奨励費の関係でございます。町内には幼

稚園という施設がないわけでございまして、これはあの近隣の町村で行っている幼稚園へ

の就園の奨励ということになるわけでございますけれども、対象者がどのぐらい何人ぐら

いいらっしゃるかということについてお伺いをしたいと思います。 

それからもう一つはあのふるさと飯島応援基金の関係でございます。1,000,000 円の増

ということで大変ありがたいことでございますけれども、今年度この事業につきましては

ふるさと応援基金を寄付いただいた皆様にまあひとつのお返しといっては語弊があるんで

すが、まあそういった事業を新しく起こされたという経過もございます。この 1,000,000

については対象人員が何人で、まあそういった事業の効果があったのかどうかそんなよう

な点について感触をお持ちになっておりましたらお願いしたいと思います。 

教育次長    幼稚園の就園奨励費の関係でございますけれども、今、議員さん言われたように町内に

は幼稚園はございません。それであの近隣の幼稚園に飯島町に居住する幼児の保護者に対

して入園料あるいは保育料を減免した場合に、減額あるいは減免した場合にその額を払う

ことになりますけれども、今年度につきましては駒ケ根市の聖マルチン幼稚園、ここで４

名の方がいってございますので、この方たちに対する部分でございます。以上でございま

す。 

総務課長    1,000,000 円の寄付については２名の方でございます。それからあの今年からあの寄付

金をいただいた方々にですね 5,000 円以内で飯島町のこの特産品を贈ろうということで計

画をいたしました。この特産品の中にはまああの選択肢があるわけでございますけれども、

飯島町のＰＲのパンフレットとかそういうものを入れてお贈りをしました。これなぜ

5,000 円かっていうとあの、所得税とか住民税の控除の時に 5,000 円をカットされてしま

いますので、カットされてまでその寄付金をするかっていうとなかなか心理的にはそうい

うわけにいかないので、その分をまあ補てんしようということと、飯島町のＰＲをしてい

こうという二本立ての目標がありましてやっておりました。でそれを行ったところ数名の

方から文書でですね丁寧にお礼の手紙がきました。これかなりそういうことをすることで

飯島町の気持ちも分かってもらえるし、飯島町をまたＰＲしていくし、また続いて寄付を

させていただくというような方もおいでになりましたので、何もしなくて寄付金を募ると

いう従来のスタイルを変えまして、その方がいろんな面でこの効果があるのではないかと

いうふうに現在思っております。以上でございます。 

議  長    はい他に。 

３番 

坂本議員    ３７ページのですね道路維持費の除雪なんですけれども 2,400,000 ということなんです

が、これはプラスですね。これは今年はそんなに雪は降っていないと思うし、この増えた
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っていうのはどうしてなんでしょうか。 

建設水道課長  除雪費の関係、委託費の 2,400,000 の増額の関係だと思いますが、これにつきましては

道路除雪これが当初 513,000 円の予算に対して２月１日までの除雪で 900,000 円、で差額

が 387,000 円ほどもう不足をしております。それから融雪剤散布につきましては当初

600,000 ということで、現在あの現在までの状況ではまだ余裕がありますが、現在までと

いうことはこの補正予算を提出した時点での関係でございます。その後何回か融雪剤散布

それからあの広域２号線に設置してあります「まきえもん」これの融雪剤もその中に含ま

れております。そういった自動散布される部分もありましてそれに対して不足する部分を

今回お願いをしたということでございますのでよろしくお願いします。 

議  長    他に。 

７番 

三浦議員    ３３ページの合併浄化槽の補助金について質問をしたいと思います。他の合併浄化槽に

かかわるものでなく滞納など税の滞納などがあると、それによって補助が打ち切られると

いうふうにお聞きをしました。それであのそうした補助の打ち切りがどのくらい件数が今

あるのかお聞きをしたいと思います。それでやっぱりそうしたそれぞれの実情があると思

いますが、その辺についてはどんなふうな対応をされているのかもお聞きをしたいと思い

ます。 

建設水道課長  合併浄化槽のこのここに書いてある補助金については設置に関する補助でございまして、 

       維持管理に関する補助ではございませんので、よろしいですか。ああ関連してですか。維

持管理に関する補助金についてはあの 10,000 円、やっぱり合併処理区域の皆さんについ

ては 10,000 円補助を出しておるわけです。でこれにつきまして今ご質問の滞納されてい

る方、それから一応あの法定の年３回の保守点検とかそういう適正な管理がされていない

方についてはお支払いをしておりません。でそれについては平成２０年に庁舎内というか

役場関係のすべての補助金について滞納等があるものついてはこれを交付しないというよ

うな要綱を、すべての補助金について適用したと思いますが、それに基づくものでござい

ます。件数についてはちょっとここで把握しておりませんが、ちょっとはっきりしたこと

は言えませんので現在ここで数字は把握しておりません。 

議  長    他に。 

５番 

堀内議員    それでは３７ページの県施行の事業の負担金の関係、それと企業誘致のところの農工の

ことについてちょっとお伺いをしたいと思います。竜東線の設計に対して負担金１５％と

いうことでしたが、これ工事費にも同額の負担がいるのかということと、もう一つは実施

設計がなされておって地元説明では３月には出来るということで、田切区内の皆さんは３

月に説明会をしてもらえるような気持ちでおります。でその説明会がいつできるのか、そ

の点についてをお伺いしたいと思います。またあの農工実施計画変更というのはちょっと

分かりにくいので是非フルネームにやってもらいたいということですので、その辺につい

てもお願いしたいと思います。以上です。 

建設水道課長  竜東線の詳細設計この負担金の関係でございますが、一応この詳細設計、用地測量に関

しては本来ならあの国の認可事業化を受けて交付金事業等を活用すればいいんですが、そ

の事業化が一応新年度平成２２年度の事業化ということで、それ以前に県単の道路改築事
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業を使ってやっております。その関係で１５％の負担がいるということで９月議会にも説

明したとおりでございますが、用地の購入費とか、事業化以降ですが工事については一切

これは負担金はいりません。それから説明会の関係につきましては実は今日あの伊那建設

事務所の方から午後詳細設計ができたということで役場の方へ説明がありますので、それ

を受けてまた地元と相談して説明会に入りたいというふうに考えておりますのでよろしく

お願いいたします。 

産業振興課長  あの農工の実施計画のこのフルネームということでございますが、まあ企業誘致するに

はまあこの農村地域工業導入計画というのがありまして、あのまあちょうど飯島町農村地

域ということなんですけれど、そこに企業を誘致するにはその今まで企業を誘致してきた

ところの中で計画があります。それに対して新しい企業が来るにはその計画を変更しなく

ちゃならないわけでございます。その計画変更ということで今後フルネームで予算書の方

に載させていただきますのでよろしくお願いします。ただあの新年度予算もひょっとした

らちょっと見てございませんがフルネームになっていないかもしれません。よろしくお願

いします。 

議  長    他に。 

１１番 

平沢議員    各課にちょっと共通しておりますがちょっと委託料についてちょっと３箇所ちょっとお

聞きをしたいと思います。最初に２４ページの循環バス運行事業、先ほど減額になった理

由といたしまして入札差金といったようなこともお聞きしております。それでこのそれぞ

れの関係の中でこの委託計画、この方法についてちょっとそれぞれの課で回答いただきた

いと思いますが、まあこれは単なるまあ随意契約で遂行しているものか、それともこの見

積もり合わせをしてやっているものかということで、この１１９３、それから２９２１の

塵芥処理費この関係ですね、それから併せて先ほど同僚議員坂本議員の方からありました

この ４２２１ですねこの道路維持費この関係については私はこの除雪業務については路

線ごとにまあ業者を決めて委託しているのが通例と理解しております。それで今年はまあ

先程言ったように雪が少なかった、これで当初の積載根拠についてはこれはどういうふう

な形でやっているか、これは毎年いつもあの減額じゃなくて増になっているんでね、この

点について３箇所の委託料について質問をいたします。 

総務課長    循環バスについては方式が変わりまして予約制等になりましたので、その回数が予算編

成当時の見込んだ回数との差異というのが当然出てくるかと思いますし、随意契約する段

階でかなり厳しい交渉をしております単価の。そうしたあの当初予算に比べての差額とい

うものが減額になってきていることでございますので、ただ見積もりをもらってそれで契

約するということではなくて、その間にかなり厳しい交渉を行って契約に結び付けている

ということでございます。 

住民福祉課長  それでは３２ページの２９２１塵芥処理費の 6,590,000 円に関連して減額に関連しての

ご質問でございますが、主な内容につきましては４種目ございまして、古紙、それから可

燃・不燃、ビン、缶の４種類でございます。ともにあの指名競争入札で行いまして、

6,459,000 円の中の１番大きいものは古紙でありまして、これは 0 円入札でございました。

それから可燃ごみ不燃ごみ、ビン、缶につきましては年間の契約、ごみの量がいくら出て

もこの金額で請負という指名競争入札を行いまして、可燃ごみで約 1,900,000 、不燃ごみ
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で約980,000 、それからビン、缶で200,000等の減額の内容でございます。 

建設水道課長  先程の除雪、融雪剤の関係の委託料でございます。これについては町の方でそれぞれ設

計単価に基づいてそれぞれの機種ごとに算出をしております。でこれの金額については実

はあの上がっているんじゃなくて１８年からずっとこの単価は下がってきております。ま

あそれはあのちょっと今の経済情勢とかいろいろの関係があると思いますが、今年度は設

計単価が下がっております。それから年間のその除雪費の金額、毎年補正するということ

ですが、例えば２０年でいくと年間 4,500,000 ほど掛かっております。１９年が

8,800,000 ほど掛かっています。そういう面からいうと今年はかなり少なく、雪の量も少

なかったということ、それに気温も温かかったということで少なく抑えております。以上

です。 

議  長    他にありませんか。 

４番 

浜田議員    再び予算書６ページの債務負担行為の中での賃貸住宅の件でありますけれども、先ほど

のお答えでは市場調査は最近はしていないというお話でありました。私自身は若者定住住

宅による人口増というのは大変賛成であります。しかしこれが事業として成り立つかどう

かということには大きな懸念を抱かざるをえません。それは先程お話したような経済雇用

環境が大変懸念されるということなんでありますけれども、一旦事業としてスタートしま

すとですねやはり町としてはこの入居率を１００％に上げることに全力を挙げることにな

ろうかと思います。で元々あの若者定住住宅は町内からの要望がスタートであったという

ふうに先般も説明を受けておりますけれども、現在の運用はですね町外者からの入居とい

う前提になっております。もし仮に１００％入居が成り立たなかった場合にですね、入居

条件を引き下げるような判断がありうるのかどうか、これはあの実は民間アパートとやり

方を間違えると競合関係になる懸念がある中でですね、非常に大きな問題じゃないかと思

いますので、これに対するお考えをお聞きしたいというふうに思います。でそういう経済

環境を考えますとですね、本当に今の建設スケジュールが最も妥当なのかという点も私は

大変懸念しています。それはあの民業圧迫ということも含め、あるいは事業として成り立

つかどうかということも含めてですね、本当に妥当なのかということについては実はもっ

と深堀していただきたいという思いであります。で早める理由としてですね国勢調査に間

に合わせたい、まあこんなことが議論されておるようでありますけれども、私はこの理由

ももう一つよく理解できません。で国勢調査がですね地方交付税の交付の基準の中に人口

に比例する率が入っていて、でこれが非常に有利に働くとまあこんな説明を私聞いたこと

があります。で実際に算定基準を私なりに試算をしてみますと人口１人当たり約年間

160,000 円強ですか、ですので仮に１世帯３人としますと 500,000 円、１人が入居すれば

500,000 円ずつ財政的に強化されるとまあこんな話じゃないかというふうに思うわけです

けれども、実はこれはですね算出基準を考えれば人が１人増えればですねその分、例えば

教育費、福祉費、あるいは消防費そういった人口１人を賄うために当然町が支出をするで

あろうと、従ってその分町の実力に沿わない部分ですね国が交付するとまあこういう理屈

になっているわけですから、その金が交付されたところで町に余裕の資金があるわけでも

何でもないわけですね。その方々を養うための当然の出費としてこれが使われるわけです。

でこの条件を抜いてですね１人当たり 500,000 円歳入が増えるという議論はこれは町民を
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ミスリードするような言い方ではないかというふうに私自身は理解をしております。とい

うことで今の質問はですねまとめますと建設スケジュールの先送り、タイミングについて

考慮されたのかどうか、それから基準を変更する可能性があるのかないのか、それからも

し最後の私の質問に間違いがあるのならばそれを訂正していただきたい。以上でございま

す。 

建設水道課長  質問に対する答えにちょっとそこのところ分かりませんが、先ずこの地域優良賃貸住宅、

今回建てる住宅については特定優良賃貸住宅の供給に関する法律に基づいて建設されると

いうか、その法律に基づいた一つの補助制度要綱として地域優良賃貸住宅というふうに謳

われております。これについてはあの前の鳥居原の特公賃のグリーンリーフでの時もそう

ですが、その中の要件として当然町内からの入居も受け入れなきゃならないと、これはあ

の鳥居原のときもそうでしたが、その中で例えばＵ、Ｉ、Ｊターンなど町のいわゆる人口

増活性化とかそういう施策としての枠取りは最高２分の１までいいですよというようなそ

ういう一つの国とのやりとりの中で、２分の１は町外者を優先しますよというような形で

たった経過があります。でたまたまあの町外者が２回目の抽選の方でも町外者の方が多く

て町外者が全員入ったという、結果的に町外者が全員入ったという形でございます。で今

回の地域優良賃貸住宅につきましても基本はそういうことでございますので、町の施策と

してＵ、Ｉ、Ｊターン町外からの若者を引っ張ってくるという、ひとつのこれについては

変わりはございません。ただ町内で居て、例えば二男の方とかそういう人が結婚したとき

に町外の例えば駒ケ根市とか松川とか隣接地のアパートの方がいいということで、転出さ

れてしまうとこれは若者定住につながらないわけです。ですからその部分での流出防止に

歯止めをかけていくようなことは考えていかなきゃいけないというふうに考えております

ので、この部分についてはまたあの今後審議いただく部分が機会がいくつもありますので、

その中で十分ご審議いただければと思いますが、一応考え方はそういうことでおります。 

４番 

浜田議員    １００％に満たなかったら基準の見直しをやるということ。 

建設水道課長  いや、ですからその基準というのは今言う町内者も当然入れますから、町内者も入れて

その１００％にならないというそういう意味でしょうか。 

４番 

浜田議員    その条件で応募して、７～８割しかいかなかったら、レベルを下げて１００％になるよ

うなことを一部なさいますかということ。 

町  長    この新しいと申しますか第２期目になる住宅建設政策の問題について私の方からちょっ

とまあ総括的にお答えをしたいと思いますが、まああのこうした経済状況下、それからま

たあの一部にアパート経営の皆さん方の心情というものも十分受け止めております。でた

だあの町のこの根幹事業としての人口増活性化に向けての基本構想、中期総合計画それか

らまたその個別計画であります住宅のストック計画だとかいうようなことを総合して今ま

で取り組んできた施策でありますので、何としてもこれは計画通り推進していきたいとい

うことでまあ是非ご理解をいただきたいと思っております。であのまあ現在あの実状いろ

いろあろうかと思いますけれども、例えばまあ現在のアパート経営の皆さん方の心情も察

すること十分余りあるわけでありますけれども、これはこれとしてまた情報を共有しなが

ら町としてできる対策は講じてまいりたいというふうに今考えております。で計画どおり



 - 23 - 

進めていってこれが１００％に満たなかった場合にどうするのかというようなご質問でご

ざいますけれども、是非まあ１００％になるようなひとつの取り組みの中で満杯になるよ

うに期待をしながら事務を進めてまいりたいというふうに思います。それからまあ国勢調

査うんぬんの問題がございました。わずかな期間のところでこの国勢調査の基本的人口と

いうのは５年間これにまあ拘束をされるわけでありますので、是非ひとつまあ浜田議員も

この人口を増やすことがいろんな意味で、単なる交付税だけの問題ではございません。そ

れにまつわるいろんな町の活力活性化にもつながってくる一つの施策につながる課題でご

ざいますので、わずかなところでこれが間に合うか間に合わないかというのはやはり大き

なこれはインパクトのある問題であろうというふうに私も思いますので、是非ひとつ今ま

でも全協等でご説明申し上げてまいりましたけれども、計画通り進めるようにご理解をい

ただきたいと思います。それからあの若干交付税の１人当たりの単位の捉え方について試

算をされておるようでございますけれども、もう少し詳しく町の方から総務課長の方から

すご説明させていただきたいと思います。 

総務課長    地方交付税は浜田議員がおっしゃられた通りでございますけれども、交付税はこの非常

にその複雑でですね、簡単にちょっと１－２分で説明するという内容ではありませんが、

いろんなあの基礎数値によってきますが、主に人口によってくる部分というのはかなりあ

りまして５年間左右されてしまいます。ですので１人も漏れの無いように調査はしたいと

いうふうに思っておりますし、この確かに１人増えればそれだけ経費が増えますけれども、

行政の経費はやっぱりその比例経費の部分はそういうふうになりますが、固定経費があり

ますのでここ２－３年のところで 200－300 円減ったといっても役場の中の固定経費が変

わる部分と変わらない部分とがございますので、まあ収入の確保という面、いろんな町の

活性化という面から人口１人というのはかなり大きいウエートを占めております。ただ単

純にいま１人当たり 160,000 とか 200,000 とかそういうふうに今数字を持っておりません

けれども、５年間の額ということになりますとかなりの額になりまして、比例経費は確か

にかかりますけれども固定経費は同じでいける部分等もありますので、総合的に判断して

人口1人というのはかなり大きいウエートを占めているというふうに認識しております。 

議  長    他にありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

４番 

浜田議員    最初に動議を提出したときに指摘しましたとおりですね、この補正予算案の中にはより

慎重に審議すべき内容が含まれていると私は依然考えております。全般的なものに反対す

るわけではありませんけれども、先程から議論している賃貸住宅の問題についてはですね

十分に説明を受けたというふうには私は思っておりませんし、まだまだ議論すべき項目が

あるというふうに考えております。従いましてこの項目を含む予算案について私としては

賛成するわけにはいきません。以上です。 

議  長    他に。 

７番 

三浦議員    ただいま浜田議員が討論いたしましたが、私もこの飯島町地域優良賃貸住宅建設事業の
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含まれた今補正予算についてはまだまだ慎重審議が必要というふうに、先程の質問の中か

らも受け止めましたので反対という立場をとりたいと思います。 

議  長    賛成討論はありませんか。 

８番 

北沢議員    ただいまあの論議の的は地優賃にかかっているわけでございますけれども、この地優賃

の決定につきましては町が持っております中期総合計画で住民の意見を十分に聞いて策定

された延長線上の問題でございます。先ほど経費の問題がありましたが、経費以上にやは

り飯島町のこの今沈滞したムードをなんとかするためには、やはり若者が定住していただ

いて活力ある町を目指していくと、これは町民の皆さん一致した意見だと思います。従っ

てそういったことに対する起爆剤もしくは今度の中期総合計画の人口増若者定住の根幹事

業でありますこの事業につきまして、何としても町を挙げて成功させるとこういった決意

を持って今回の補正予算を組んでいただいたと、こんなように解釈するものでございます

ので賛成と致します。 

議  長    他にありませんか。 

１１番 

平沢議員    私も賛成の立場で討論いたします。いろいろの意見はあると思いますけれども私はやっ

ぱしこの後期総合計画、やはり基本となるこのふるさとづくり計画に基づいて実施してい

る。だから端的に今の現時点でものを考えるんじゃなくて総合的にやはり判断して、飯島

がプラスになるんだという形の中で大きな意味で考えていかなければならないと思ってい

ます。ということはこの人口増活性化対策これはやはり町の根幹となることはそこにある

と思いつつ、その中にもこの子育て支援とか若者定住、新規企業導入などの一つの足掛か

りになるこの施策でありますから、そこらも勘案しながら総合的に考えていくということ

が私は一番ベターじゃなかろうかと思っております。それで私はこの補正予算には賛成を

いたします。 

議  長    他に。 

９番 

竹沢議員    原案に賛成の立場で討論に参加してまいりたいと思います。反対のあの趣旨の中でです

ね、今審議しているのは平成２１年度の一般会計の補正予算でありますが、おっしゃる趣

旨の中ではこの地優賃の債務負担行為について実はすでにこの事業始まっておりまして、

先般入札も行われたところでありますけれども、事業はもう発車しております。というこ

とは２１年度でいいと思うんですけれども、新年度予算に関係することであり、また一般

質問にあり、また請願にある等々によりまして、予算審査特別委員会で議論すべきだとい

う発言がございましたけれども、それはまだ明日以降提案されるものでありまして、まだ

私どもたまたま予算書をもっていますけれども、これは未来の話でありまして架空の話で

あります。ということで本趣旨でそういうふうにすることは全くおかしい話でありまして

本末転倒であります。まあところでこの事業ですけれども、あの確かにその町内における

民間アパートの経営とかも厳しい事情も私も重々承知しておりますけれども、いわゆるそ

の公共事業として町が行うこうした住宅建設の、まあ県の住宅公社との関係で割賦方式で

やるわけですけれども、要するにその外から来る人たちから見ると公の立場で利用すると

いうことは大変この信頼安心をして飯島町に住んでいただける、そういう看板の事業だと
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いうふうに思うわけであります。であの今度立地するところもですねあの公共施設、小・

中学校、保育園、また商店にも近いという立地も大変良いところでありまして、１００％

以上の応募は当然あるだろうというふうに大いに期待をしてこの事業を推進すべきである

ということも含めましてですね、本補正予算について原案通り賛成の立場で意見を申し上

げます。 

議  長    他に。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第１０号議案平成２１年度飯島町一般会計補正予算第８号を採決します。この採決は起

立によって行います。本案を原案のとおり決定することに賛成の方はご起立を願います。 

［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立多数です。従って第１０号議案は原案のとおり可決されました。 

 
議  長    日程第１５ 第１１号議案平成２１年度飯島町国民健康保険特別会計補正予算第５号を

議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    それでは第１１号議案平成２１年度国民健康保険特別会計の補正予算第５号について提

案説明を申し上げます。予算規模につきましては歳入歳出予算の総額にそれぞれ

17,754,000 円を追加し、歳入歳出それぞれ972,189,000 円とするものでございます。今回

の補正は項目的には前期高齢者の交付金、保健基盤安定繰入金の額の確定によるもの、及

び高齢者の医療制度の円滑運営事業費、高額医療費、疾病予防の事業費、基金積立金の増

額と出産育児一時金の減額について補正をするものでございます。歳入では前期高齢者交

付金 16,871,000 円、高額療養費国庫負担金として 1,700,000 円、及び基金利子を増額を

し、出産育児一時金国庫補助金の 60,000 円、一般会計繰入金 770,000 円を減額する内容

でございます。歳出では高齢者医療制度周知の郵送代 37,000 円、高額療養費 5,000,000

円、疾病予防事業の 160,000 円、及び基金積立金を増額をして出産育児一時金 3,600,000

円を減額した残りの 16,144,000 円を予備費に増額する内容でございます。以上申し上げ

まして細部につきましてはご質問によって担当課長から説明申し上げますのでよろしくご

審議をいただきご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第１１号議案平成２１年度飯島町国民健康保険特別会計補正予算第５号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第１１号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１６ 第１２号議案飯島町道路線の認定について 
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        日程第１７ 第１３号議案飯島町道路線の変更について、以上２議案を一括議題としま

す。本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第１２号議案町道路線の認定について及び第１３号議案町道路線の変更について、一括

して提案理由のご説明を申し上げます。認定につきましては道路法第８条第２項の規定に

より、町道梨の木２号支線、１路線の認定を行うものであります。変更につきましては道

路法第１０条第３項の規定により、町道秋葉線ほか３１路線の変更を行うものであります。

詳細につきましてはご質問により担当課長から説明させますので、よろしくご審議の上ご

議決賜りますようお願いいたします。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第１２号議案飯島町道路線の認定について、第１３号議案飯島町道路線の変更について、

以上に２議案を一括して採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第１２号議案、第１３号議案は原案のとおり可決されまし

た。 

 

議  長    日程第１８ 第１４号議案財産（土地及び建物）の取得についてを議題とします。 

        本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第１４号議案財産（土地及び建物）の取得について提案理由の説明を申し上げます。今

回の土地及び建物の取得につきましては、長野県が進める県営住宅の市町村移管実施要綱

に基づき、赤坂地籍にある県営住宅陣馬団地の管理運営がこの４月１日から当町へ移管さ

れることに合わせ、住宅とその敷地を無償で譲り受けるものでございます。取得面積は土

地が６,９５６.４７平方メートルと建物が簡易耐火構造２階建て住宅６棟３２戸、延べ床

面積で１,６７０.９０平方メートル、税務資産の固定資産評価で 35,649,538 円となるた

め議会の議決をお願いするものでございます。細部につきましては建設水道課長からご説

明申し上げますので、よろしくご審議の上ご議決賜りますようよろしくお願いします。 

建設水道課長  （補足説明） 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

７番 

三浦議員    陣馬団地住宅が飯島町に移管されるということなんですけれども、現在入居者はどのく

らいいらっしゃるのでしょうか。 

建設水道課長  現在２４戸でございます。でこれにつきましてはあの緊急雇用対策の関係、緊急雇用と

いうか緊急経済対策の関係で２戸期限付きの方が出られたということ、それから昨年の秋、

全協でも説明しました一応町がこの譲渡を受け入れるという方向がされてからの入居募集

を停止しておりますので、その関係で空きが出ているということでございます。 
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議  長    他に。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第１４号議案財産（土地及び建物）の取得についてを採決します。お諮りします。本案

は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第１４号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１９ 第１５号議案上伊那広域連合規約の一部変更についてを議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第１５号議案上伊那広域連合規約の一部変更について提案理由の説明を申し上げます。

上伊那広域連合規約について大きく分けて２点について変更するものであります。１点目

は同連合の処理する事務及び広域計画の項目を変更するものでございます。変更する事務

は病院群輪番制病院運営事業補助金に関してでありますが、この制度の国県補助金は平成

１７年度に地方交付税措置へ改められ一般財源化されていますが、上伊那広域連合におい

ては事業を変更せず補助を継続してまいりました。同事業につきまして平成２１年度をも

って補助金交付を廃止しますが、病院の割り振り等は引き続き同連合で行いますので、事

業名称を病院群輪番制病院運営事業に改めるものでございます。２点目は情報センターの

情報処理システムが平成２１年度でおいて新システムへ完全に移行したことを受け、その

市町村負担割合に関して不要となった項目を整理するものでございます。これらについて

地方自治法の規定に基づき協議がありましたので、同法第２９１条の１１の規定により議

会の議決を求めるものでございます。細部につきましてはご質問により担当課長から説明

させますので、よろしくご審議の上ご議決賜りますようよろしく類お願い申し上げます。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第１５号議案上伊那広域連合規約の一部変更についてを採決します。お諮りします。本

案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第１５号議案は原案のとおり可決されました。 

 
議  長    日程第２０ 第１６号議案長野県市町村自治振興組合を組織する市町村数の減少につい

て、 
日程第２１ 第１７号議案長野県市町村総合事務組合を組織する市町村数の減少につい
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て、 
日程第２２ 第１８号議案長野県後期高齢者医療広域連合を組織する市町村数の減少に

ついて、 
以上３議案を一括議題とします。本案について提案説明を求めます。 

副町長     ただいま一括上程されました第１６号議案長野県市町村自治振興組合を組織する市町村

数の減少について、第１７号議案長野県市町村総合事務組合を組織する市町村数の減少に

ついて及び第１８号議案長野県後期高齢者医療広域連合を組織する市町村数の減少につい

て、提案理由の説明を申し上げます。いずれの議案も東筑摩郡波田町が平成２２年３月３

１日に松本市に合併することに伴い、平成２２年３月３０日をもって長野県市町村自治振

興組合、長野県市町村総合事務組合、及び長野県後期高齢者医療広域連合から脱退するた

め、地方自治法の関係規定により協議があったものでございます。よって同法の関係規定

に基づきまして関係市町村数の変更に伴う議会議決をお願いするものでございます。細部

につきましてはご質問により担当課長から説明させますので、よろしくご審議の上ご議決

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第１６号議案長野県市町村自治振興組合を組織する市町村数の減少について、第１７号

議案長野県市町村総合事務組合を組織する市町村数の減少について、第１８号議案長野県

後期高齢者医療広域連合を組織する市町村数の減少について、以上３議案を一括して採決

します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第１６号議案、第１７号議案、第１８号議案は原案のとお

り可決されました。 

 

議  長    以上で本日の日程は全部終了しました。 

        本日はこれで散会とします。ご苦労様でした。 

 

 

午後 ０時１７分 散会 
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本会議再開 

 
開  儀    平成２２年３月５日  午前９時１０分 
議  長    おはようございます。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程についてはお手元に配布のとおりであります。議事進行についてお諮り

します。これから提案になります第１９号議案から第２８号議案までの１０議案について

は、いずれも平成２２年度予算及び予算関連議案でありますので、これを一括議題として

総括質疑の後、予算審査特別委員会へ審査を付託したいと思います。これにご異議ありま

せんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第１９号議案から第２８号議案までの１０議案については、

これを一括議題として総括質疑の後、予算審査特別委員会へ審査を付託することに決定し

ました。 
 
議  長    日程第１ 第１９号議案平成２２年度飯島町一般会計予算。 
        日程第２ 第２０号議案平成２２年度飯島町国民健康保険特別会計予算。 
        日程第３ 第２１号議案平成２２年度飯島町後期高齢者医療特別会計予算。 
        日程第４ 第２２号議案平成２２年度飯島町老人保健医療特別会計予算。 

日程第５ 第２３号議案平成２２年度飯島町飯島町介護保険特別会計予算。 
日程第６ 第２４号議案平成２２年度公共下水道事業特別会計予算。 
日程第７ 第２５号議案平成２２年度飯島町農業集落排水事業特別会計予算。 
日程第８ 第２６号議案平成２２年度飯島町水道事業会計予算。 
日程第９ 第２７号議案飯島町福祉医療費給付金給付条例の一部を改正する条例 
日程第１０ 第２８号議案飯島町都市公園条例に基づく与田切公園及び飯島町公園条例

に基づく与田切公園の指定管理者の指定について 
以上平成２２年度予算及び予算関連１０議案一括議題とします。町長の施政方針並びに

提案理由の説明を求めます。 
町  長    おはようございます。平成２２年３月議会定例会を招集し、ただいま上程されました平

成２２年度の一般会計予算案をはじめ各特別会計及び事業会計予算を含めた８議案及び関

係条例等２議案を提案するにあたり、新年度の施策に関する私の所信の一端と、これに基

づく予算案の大綱について申し上げ、議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力を賜り

たいと思います。 

まず、国政についてであります。昨年８月の衆議院議員総選挙において民主党が勝利を

収め、長年続いた波自民党中心の政治に終止符が打たれました。政権交代したことで民主

党は今までの政治手法を一変させ、マニフェストに基づいた政策展開を進めるため「事業

仕分け」による事業の見直しや国直轄事業の見直しなどを行いました。しかしその財源の

確保は思いのほか厳しい状況となっており、国政全般にわたる新たな枠組みについても今

も不透明なところがあるなど、地方にとっては常に注視していかなければならない状況で

あります。 
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経済に目を転じますと、昨年度は２００８年の米国の住宅融資や大手証券会社の経営破

たんに端を発した世界規模での経済不況、金融危機が大きく影を落とし、この脱却に向け

て各国とも経済再生に向けたさまざまな政策を打ち出して対応をしてきました。その結果、

一部に世界経済は持ち直したとの見解もありますが、わが国においては雇用情勢の悪化や

個人消費の低迷が依然として続いており、経済は緩やかなデフレ状況にあるといわれてお

ります。このような状況の中、政府は定額給付金の支給や補正予算による臨時交付金の交

付などさまざまな経済危機対策・雇用対策に取り組んできました。当町でもこれらの交付

金などを活用し数多くの事業に取り組んだ結果、平成２１年度決算は５０億を超える規模

になる見込みであります。このように社会の情勢は目まぐるしく変化しておりますが、私

は常に申し上げていますように、飯島町に暮らす全ての町民の皆様が安心して日々の生活

を営み、幸せと生きがいを感じることのできる地域づくり、また子ども達が夢や希望を感

じられるまちづくりを行うことが使命であると思い取り組んでおります。 

平成２２年度は第４次総合計画やふるさとづくり計画、行財政改革プランなど各種計画

の最終年となり、また将来のまちづくりの姿を現す第５次総合計画、国土利用計画などの

策定の年であります。さまざまな性格を持つ本予算でありますが、町の財政が健全でなけ

れば町民の皆様の要望にお答えできないばかりでなく町に活力が出てまいりません。未来

の飯島町を見据えた諸施策を的確に講じ、活力と創造に満ちた町の将来の礎を築くことを

念頭に置き、全力を傾注してまいる所存でありますので議員各位並びに町民の皆様に格段

のご理解とご協力を賜りますようまずもってお願いを申し上げる次第であります。 

そこでまず経済情勢と国の予算編成についてであります。わが国の経済・雇用情勢は依

然として厳しい状況が続くもとみられるものの、海外経済の改善や緊急経済対策の効果な

どにより景気の持ち直し傾向が続くことが期待をされています。しかし、その一方でデフ

レの影響など景気を下押しするリスクが存在することに留意をする必要があるともみられ

ております。また国の「平成２２年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」によれ

ば、政府は昨年１２月に閣議決定をした「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の実

施や、平成２２年度予算に盛り込まれた家計を支援する施策などにより民間需要が底堅く

推移することに加え、世界経済の緩やかな回復が期待されることなどから景気はゆるやか

に回復していくと見込んでおります。また景気の持ち直しの動きを確かなものとするため、

子育て、雇用、環境、科学・技術に重点を置いた主要施策の実施に取り組むとし、さらに

経済成長と財政規律を両立させ、国民生活の安定などから財政の持続可能性を高めていく

こととしています。その結果、今後１年度程度の間に実質ＧＤＰが０.７％程度押し上げ

られ１００万人程度の雇用の下支え・創出効果を見込んでおります。こうした考えの下、

平成２２年度の国家予算は「コンクリートから人へ」「新しい公共」「未来への責任」

「地域主権」「経済成長と財政規律の両立」の５つの基本理念により編成をされておりま

す。その結果一般会計予算規模では約 92 兆 3,000 億円となり、前年度比約 3 兆 8,000 億

円、４.２％の増。また一般歳出では約53兆 5,000 億円となり、前年度比1兆7,000 億円、

３.３％の増となり、子ども手当ての創設、高校の実質授業料の無償化、米生産農家への

個別所得補償など、民主党の政権公約による施策が盛り込まれたため、初めて 90 兆円の

大台を突破した予算となっております。しかし景気低迷により税収が大きく落ち込むこと

などから、その財源不足額を新規国債発行で賄っており、税収が約 37 兆円であるのに対
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しその額は当初予算としては初めて 40 兆円を超え、約 44 兆円となっております。これに

より平成２２年度末での長期債務残高は約 660 兆円となり、地方も合わせますと約 860 兆

円に達する状況で極めて深刻な状況となっています。これを国民１人当たりに換算いたし

ますと約 700 万円であると報じられています。この点につきましては今後の地方財政にも

影響を及ぼすことが予想されますので、特に留意する必要があると考えております。また

地方経済を立て直すには、まず各企業や都市部での景気の好転が必要不可欠であります。

現在のところ国の経済対策へのビジョンが不透明な状況でありますが、今後の対応に大い

に期待しつつ、町は町としてできることを行い、町内の産業が元気になるよう取り組んで

いかなければならないと考えております。 

次に地方財政について、平成２２年度における国の地方財政対策は個人所得の大幅な減

少や企業収益の急激な悪化により、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が引き

続き落ち込む一方で、社会保障関係経費の自然増や公債費が高い水準で推移をすることな

どにより、公務員の定数削減や人事院勧告に伴い給与関係経費が大幅に減少してもなお財

源不足が過去最大の規模になると見込んでおります。その一方で国は「平成２２年度予算

編成の基本方針」において「地域のことは地域で決める」という考えの下に、地域主権の

確立に向けた制度改革に取り組むとともに、地域に必要なサービスを確実に提供できるよ

う地方財政の所要の財源を確保することで住民生活の安心と安全を守るとともに、地方財

政を支える地域の活力を回復させるとしております。これらにより平成２２年度の地方財

政計画の規模は、総額約 82 兆 1,000 億円で昨年に引き続き減少となっておりますが、こ

のうちの地方交付税総額を見てみますと約 16 兆 9,000 億円となり、前年度に比べて約 1

兆 1,000 億円、率にして６.８％の増額となっています。また関連する臨時財政対策債に

つきましても前年度に比べ約 2 兆 6,000 億円の増額で、この２つを合わせた実質的な交付

税総額は約24兆 6,000 億円となり、前年度に対しまして約3兆6,000 億円、１７.３％も

の大幅な増額となっております。 

県の平成２２年度当初予算案は、医療・福祉・雇用などの直面する課題に対処して、今

の暮らしの安心を確保するとともに、地域経済を活性化し将来に向けた活力あふれる地域

づくりを推進するために「活力と安心により明日の長野県を拓く予算」をテーマとして編

成をされております。その額は３年ぶりに増額に転じ総額では 8,615 億円となり、前年度

に比べ３.５％増加した予算となっています。歳入面では企業の業績低迷などにより税収

入は約１５％との落ち込みとしたものの、地方交付税及び臨時財政対策債の増額を見込ん

でおる状況であります。歳出面では大規模地震などの大規模災害時の緊急輸送路を確保す

るための対策として、道路の改築や橋の耐震補強などを重点的に実施するほか、特別養護

老人ホームの入所待機者の増加に対応するため社会福祉施設等の整備を進めるなど、緊急

性の高い公共事業へ重点的に配分された予算となっておます。また今後の財政見通しとし

ては「現在、行財政改革プランに沿って財政の健全化に正面から取り組んでいるが、年々

増加する社会保障関係費や公債費負担への対応が必要であることから引き続き財源不足を

見込んでおり、基金の取り崩しにより対応せざるを得ない厳しい財政状況にある」として

おります。今後の財政運営としては中期総合計画に沿って戦略的に施策を実行できる持続

可能な行財政基盤を構築するため、歳入の確保と更なる歳出の削減に向け取り組んでいく

こととしております。 
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次は町の財政見通しでございます。当町の財政状況は極めて厳しい状況が続いておりま

す。平成２０年度決算においては世界的規模の急激な景気悪化の影響により、法人町民税

を中心とした税収が落ち込み、また地方交付税額の減少が重なるなど歳入面で大変厳しい

年度でありました。この収入減を補うため財政調整基金を取り崩して対応したことにより

基金残高も急激に減少したところであります。数値で見ますと、経常収支比率は経常的経

費の支出を抑えるよう努力しましたが、税等の収入もそれ以上に減額となったために結果

的に３.８ポイント悪化し９０.０ポイントとなりました。また基金の残高については前年

度に比べ 3 億円ほど少ない約 11 億 2,000 万円となったところであります。その一方で地

方債に関係する指標である実質公債費比率については、計画的に実施をしております起債

の繰り上げ償還の効果もあって１６.４％に抑えることができました。将来負担比率は１

０３.１％となり健全化判断比率の４つの指標から見れば当町は健全なレベルであると判

断しています。しかし今後の見通しとしましては下水道事業などの据え置き期間の満了に

よる元金の返済開始などにより、実質公債費比率は上昇する見込みであります。基金残高

においても上伊那郡の市町村の中でも少ない状況であり、将来負担比率についても毎年改

善はされておりますが県下でも数値の高い方であり、さらなる改善が求められている状況

であります。また上伊那広域連合によるごみ処理施設の建設や、伊南行政組合の運営によ

る昭和伊南総合病院への支援対応によっては今後負担金の増額も発生してまいりますので、

町の内部の状況と他の団体の状況を見据えた財政経営を行う必要があります。その他、少

子高齢化による社会保障費の自然増などは抑えられない状況にあり、町が今後依存財源が

減少していく中で増加する一方の財政需要や現在の行政サービスの水準をいかにして維持

し、どのように対応していくかは最大の課題であり、慎重に見極めていかなければなりま

せん。 

このように当町の行財政運営につきましては、経済情勢は元より国の地方財政対策に大

きく左右されるところであり、その見通しは新政権の新たな方策によるところも大きく不

透明な部分もあるわけですが、国や県の財政状況と同様に大変厳しい状況にあると考えて

おります。今後も引き続き情報収集と分析を行い、行財政改革を進めるとともに堅実な行

財政運営に努めてまいります。 

そこで予算編成にあたって、平成２２年度は長期構想、これは２００１年から２０１０

までの１０年間でありますが、及び中期総合計画、２００６年から２０１０年の５年間で

ありますが、この構想・計画の最終年度となり、自立葉が決まって６年目の年となります。

中期総合計画実現に向けたまちづくりを進めると同時に「飯島町ふるさとづくり計画」及

び「飯島町集中改革プラン」で示した事項に基づく行財政改革を継続的に推進をしなけれ

ばなりません。しかし現在、社会全体が抱えている少子化対策、福祉対策などに対応する

ためには、単なる改革の実に終始するのではなく、計画に沿って施策の重点的配分を行う

必要があります。また景気回復の兆しも見えにくいことから地域経済や雇用対策などのた

めにも、町としてできる限りの積極的な予算を編成する必要があるとも考えているところ

であります。平成２２年度は新政権となって初めての国の予算編成となりますが、その基

本理念の一つに地域主権があります。これに基づき地域経済を支える地域の活力を回復さ

せるとの考え方により地方財政への所要の財源が確保されたところであります。そこで全

ての事務事業を画一的に削減するというのではなくて、行政改革を推進する一方で厳選し
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た事業への予算を重点的に配分するという選択投資型の予算編成いたしました。併せて自

立し持続可能なまちづくりへの基盤を安定化させるよう将来に向かって少しでも力をつけ

ていく年と位置付けたところであります。 

次にまちづくりの重点施策についてでありますが、平成２２年度の予算の性格は中期総

合計画の後期計画の総仕上げの年度となりますが、次の計画へつなげていく年度とも位置

づけ、厳しい財政状況下においても「次代を担う子どもたちの育成支援」や「町の活力」

を強力に推進することを念頭に、平成２２年度予算の軸足を「町に元気を、みんなでつく

る思いやり予算」と位置付け、継続事業の確実な推進も含めて以下の点を基本とした施策

の選択をし、予算の重点配分を行いました。 

１として、住民との協働のまちづくりを推進します。「協働のまちづくり」の推進母体

となる各地区の地域づくり委員会では年々多くの事業に取り組んでいただいております。

今後も町民の皆様と行政が自立したまちづくりの良きパートナーとしてさまざまな事業に

取り組んでいけるよう町も協力、支援をしてまいります。また「農地・水・環境保全向上

対策事業」の実施により「農地とその周辺の環境保全は地域が協働して行う」という仕組

みづくりができております。以前より行われてきております地元施工の取り組みと合わせ

まして事業推進についてサポート態勢をとってまいります。 

２つとして、子育て支援、若者定住・新規企業導入など人口増と活性化を促進します。

平成２２年度は５年に一度の国税調査の年となりますが、当町の国税調査人口は平成 7 年

の調査以来毎回減少をしてきております。年間の出生人数も減少傾向にあり、他の機関に

よる人口推計でも数年後には人口１０，０００人を切ってしまうという試算も出されてい

るなど、人口の減少は大変憂慮されるところであります。子育てをしやすい環境整備や若

者の定住促進、就労の場の確保など人口増・活性化対策に取り組んでまいります。 

３つ目に福祉の充実と環境施策を進めます。社会保障関係の経費は自然増的に年々増え

てまいりますが、健康で元気に暮らしていけるまちづくりを進めるため、子どもの健康増

進や療育支援などの一部を町単独で行うなど、できる限りの充実を図ってまいります。ま

た環境問題への対応は社会全体で取り組まなければならない事項であり、町としましても

小・中学校に太陽光発電施設を設置するなど取り組みを進めているところであります。平

成２２年度においても環境への負担軽減に対する施策を進めてまいります。 

４つとして、地域特性を生かした産業振興を促進します。町内の農林業、商工業など多

くの産業は景気の悪化やデフレの影響などにより大変厳しい状況となっております。この

厳しい時代を乗り越えるために、国や県の補助事業の活用や町独自の支援策を講じてまい

ります。 

５つ目に、安心・安全なまちづくりを進めます。毎年のように全国各地で地震や豪雨な

どによる自然災害が発生をしており、当町においてもその対策は大変重要な課題でありま

す。町では公共施設の耐震化を計画的に進めてきましたが、平成２２年度は飯島体育館の

耐震補強工事を実施をいたします。また交通の安全確保対策として町道へ歩道を設置する

など安心・安全なまちづくりに向けた予算を計上をいたしました。 

６つして、継続事業を確実に執行します。国道１５３号伊南バイパス建設につきまして

は、国において若干の計画変更があったものの順調に工事が進んでおり、平成２４年度に

は飯島工区の事業が完了する予定であります。これに合わせた周辺道路の整備も計画に沿
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って進めてまいります。公共下水道事業の管渠工事につきましては平成２３年度をもって

事業完了となりますので、こちらも計画的に事業を進めてまいります。 

７つ目に雇用を生み出し経済活性化を図ります。雇用情勢については若干の回復傾向が

みられるものの、依然として厳しい状況にあるといわれております。町としましても国の

雇用関係の交付金を利用しまして短期的ではありますが雇用を確保する対策を実施をいた

します。また町独自の対策としまして未就労者を支援している団体への活動補助を行うこ

とといたしました。 

８つ目に国・県事業を促進します。伊南バイパス飯島工区及び竜東線の建設、与田切川、

中田切川の砂防延伸、直轄治山、本郷のため池整備、七久保・片桐中山間農地防災など国

や県の事業推進を強力に働きかけてまいります。 

以上が本予算での重点項目であります。 

それでは提案いたしました平成２２年度の各会計の予算概要について総括的に説明を申

し上げます。各会計の予算規模でありますが、 

・一般会計は4,358,000,000円で前年度対比２.３％の増 

・国民健康保険特別会計は908,000,000円で０.４％の増 

・後期高齢者医療特別会計は107,000,000円で２.９％の増 

・老人保健医療特別会計は9,700,000円で７９.６％の増 

・介護保険特別会計は870,000,000円で１２.０％の増 

となっており、福祉４会計はいずれも前年度に比べて増額の予算となっております。また、 

・公共下水道事業特別会計は470,000,000円で２０.６％の減 

・農業集落排水事業特別会計は 230,000,000 円で１.４％の増となりました。また、水

道事業会計は360,000,000円で２５.５％の減であります。 

これら８会計の合計予算規模は 7,300,000,000 円余で、全体としては１.４％の減とし

て編成をいたしました。一般会計の当初予算が前年度に比べて増加したのは子ども手当て

の支給や飯島体育館の耐震補強工事、町営住宅の建設などによるものであります。国民健

康保険特別会計はほぼ前年度並みの予算規模となりました。老人保健医療特別会計は後期

高齢者医療への移行により平成２２年度で終了となり、会計の残額は一般会計へ繰り入れ

ることとなります。介護保険特別会計は保険給付費の増額により予算規模も増加をいたし

ました。また公共下水道事業特別会計につきましては管渠工事等の減少から予算規模が減

少をしております。農業集落排水事業特別会計は維持管理経費が増加したことから予算規

模も若干の増加となったところであります。また水道事業会計につきましては、公共下水

道事業に併せての水道管布設替工事が中心となっていることから公共下水道事業特別会計

同様予算規模が減少をしております。 

それでは最初に一般会計の主な歳入について説明を申し上げます。町税は先に申し上げ

ましたとおり景気悪化の影響を受けて、町民税は個人、法人ともに前年度に比べて大幅な

減少となる見込みであります。一方固定資産税は課税免除期間が切れ納税となる企業があ

ること、また家屋の新築分等により増額を見込んでおります。軽自動車税は普通自動車か

らの買い替えなどにより微増、町たばこ税は税率の改正により若干の増額を見込んだとこ

ろであります。また地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、

地方消費税交付金、自動車取得税交付金にあっては、国の地方財政計画によりそれぞれ増
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減を見込みました。地方特例交付金につきましては特別交付金の廃止と子ども手当特例交

付金の創設などにより全体として若干の減額を見込んでおります。次に地方交付税であり

ますが、普通交付税にあっては平成２１年度の収入見込み額に比べ若干の増を見込んでお

ります。国の地方財政計画による増額はあるものの、実際に当町に交付される額はさまざ

まな要件により左右されますので、予算編成時の情報を分析しながら見積もりを行いまし

た。また関連する臨時財政対策債につきましては大きく増加をする見込みであり、これら

を合わせますと平成２１年度決算見込みに対し約 80,000,000 円の増額を見込んでおると

ころであります。国県支出金につきましては子ども手当て、まちづくり交付金事業及び地

域住宅交付金事業等の実施により大幅な増額となっております。また繰入金につきまして

は、平成２２年度は基金からの繰り入れをせずに対応するよう予算の編成を行いました。

諸収入は商工業振興資金預託金を 20,000,000 円増額したことに伴いその元金収入が増と

なったところであります。最後に町債ですが約 550,000,000 円で、前年度に比べて８.

１％の増加となっております。このうち臨時財政対策債が約６０％を占め、建設事業など

に充てる町債は 230,000,000 円ほどに止めました。以上歳入について申し上げましたが制

度改正や景気の動向などにより不確定要素を含んでおります。現時点で得た情報を基に慎

重に精査の上それぞれの予算額を計上をしたところであります。 

次に歳出予算の概要について中期総合計画に掲げている施策を基本に説明を申し上げま

す。 

第１、 みんなで知恵を出し、汗を流して協力し合うまちづくり。 

地方分権の時代が到来し「地域のことは、地域で決める」という地域主権が叫ばれてお

ります。地方自治体が自己決定と自己責任を負いつつ行政運営を行っていくためには、持

続し発展するまちづくりを進めなければなりません。そこには町民の皆様の「自らのこと

は、自らが決め、自らが行う」という姿も必要であり、町としては町民の皆様の「自らの

活動」を支援をするとともに、簡素で効率的な構造を構築するため更なる行財政改革を進

める必要があります。そして町民の皆様や地域、企業そして行政がそれぞれの役割を果た

す中で連携協力しながら多くの課題を解決し、未来のまちづくりを共に進めていかなけれ

ばならないと考えております。現在各地区では地域づくり委員会を中心にした活動を行っ

ていただいておりますが、平成２２年度では今までの補助金の考え方を一部変更し、地域

づくり委員会独自の方針により活用できる交付金を創設しましたので大いに活用をいただ

きたいと思います。 

第２、交流の時代の新しい基盤整備を進めるまちづくり。 

生活の基盤を整備することは快適で活力のあるまちづくりを進めるために必要不可欠な

要件となります。平成２２年度におきましても、道路改良、住宅、環境衛生、交通から防

災に至るまで、生活基盤の整備を進めるための諸施策を講じました。まず道路・交通面で

は昨年度から本格運行を始めました循環バス運行事業ですが、地域の皆様の意見や要望等

をお聞きする中で、予約方式を導入して運行をしてまいりました。今後も地域の交通手段

の一つとして多くの方に利用していただけるよう改善を加えながら進めてまいりたいと考

えております。国道１５３号伊南バイパス建設事業につきましては、国の予算見直しの影

響により年次計画が一部変更されたこともありましたが、事業自体の凍結はなく全体計画

どおりの施工がなされる見込みであります。現在のところ平成２４年度中には本郷地籍か
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ら町道堂前線までの区間が工事完了する見込みであり、これに合わせて実施しております

周辺町道の改良も計画通り進んでおります。主要地方道竜東線はそのルートが確定しまし

たので、早期に完成に向けて関係機関と連絡をとりながら進めてまいります。また一般町

道につきましては町道上の原幹線へ歩道を設置することといたしました。この道路は児童

生徒の通学にも利用されており、また車の通行量も多いため歩行者やドライバーなどから

も安全性を求める声が出されていた箇所であります。平成２２年度は約半分の区間の工事

となりますが、周辺の地権者の皆様にもご理解をいただき歩道設置を進めてまいりたいと

考えております。また与田切川・中田切川の河川砂防事業の促進、さらに西山地帯を始め

百間ナギの崩落対策等、治山・治水事業の促進についても国・県へ積極的に働きかけをし

てまいります。消防・防災面や交通安全・防犯対策につきましては、町民の皆様が安心し

て暮らせる環境づくりに努めてまいります。公共施設の耐震化でありますが平成２１年度

に飯島体育館の耐震診断を行い、平成２２年度において耐震補強工事を行います。これに

より町内の公共建築施設については一通り耐震補強工事が完了したことになります。また

一般住宅の耐震対策につきましても耐震診断や耐震補強工事に対する補助を継続し防災対

策を進めてまいります。 

第３は生活の質を高める快適環境のまちづくり。 

生活水準の高まりにより生活様式の向上が進んでいます。質の高い快適な日常生活を営

むための環境づくりは、我が町の素晴らしい自然環境の保全にもつながり、町の魅力を高

めることにもつながる重要なテーマであります。公共下水道工事におきましては前年度に

比べて２割ほど減となる予算規模となりました。平成２３年度には管渠工事が完了する見

込みであり、徐々に工事費は縮減してきておりますが計画に沿って事業を進めてまいりま

す。また飯島処理区の第２池目の建設につきましては、当初平成２２年度からの建設を予

定しておりましたが、現在の処理量から推測したところ、しばらくの間は現状の施設で対

応が可能であると判断し、処理量などの様子を見ながら建設することといたしました。農

業集落排水事業は維持管理を中心にした業務が中心となりますが、若干増額となる予算規

模となりました。つなぎ込み率については公共下水道事業及び農業集落排水事業とともに

年々向上しておりますが、まだ接続していない語家庭にありましては一日も早く接続をし

ていただき、ご利用をお願い申し上げる次第であります。合併処理浄化槽の設置整備事業

は区域を変更した地区も含め引き続き設置促進をしてまいります。一方上水道事業では下

水道事業関連の配水管布設替え工事が中心でありますので、下水道工事の減少に伴って予

算規模は前年度より２５％ほど減少しております。引き続き安心安全な飲料水の供給と健

全経営に努めてまいります。住宅対策面では、若者の定住促進対策としまして新たに飯島

運動場西の町営駐車場に地域優良賃貸住宅の建設を行うことといたしました。２棟１８戸

建ての住宅ですが９月の完成を目標に建設を進めてまいります。Ｉターン者に対する定住

奨励事業につきましても引き続き実施をしてまいります。さらに民間業者との連携で構築

いたしました住情報ネットワークは町の公式ホームページにて情報発信しておりますが、

今後さらなる充実を図ってまいります。これらの施策により、町外から一人でも多くの若

者たちが自然豊かなわが町に定住をしていただくことを切に願っているところであります。

次に環境衛生面についてでありますが、地球温暖化対策は今や地球規模で考えていかなけ

ればならない大きな課題となっており、ＣＯ２削減に向けた取り組みは地方自治体におい
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ても避けられない課題となっています。町でも飯島町地域新エネルギービジョンに基づく

地球温暖化対策を推進するため、平成２０年度に地球温暖化対策推進委員会を設置し、新

エネルギーの導入推進や地球温暖化対策の推進などを検討をいただいてまいりました。こ

のような中、町においては今年度、これは２１年度でありますが、国の臨時交付金を活用

して小中学校全てに太陽光発電施設を設置し、ＣＯ２削減と児童生徒への環境教育の推進

を計画をしたところです。また個人住宅に太陽光発電施設を設置することを促進するため、

平成２２年度より住宅を対象として設置費用の一部を補助することといたしました。今後

も環境対策について重要課題の一つとして取り組んでいきたいと考えております。塵芥処

理費等については必要な予算を計上するとともに、ゴミの減量化対策としてコンポストや

生ゴミ処理機の購入補助を継続して行うよう予算を措置したところであります。町民の皆

様も生活環境の保護に対する意識を高めていただき、是非ゴミの減量化による「資源循環

型社会」の形成にご協力いただきたいと思います。 

第４、共に支え共に生きる健康・福祉のまちづくり。 

安心して笑顔で暮らせること、それは誰もが願うことです。乳幼児から高齢者まで性別

や年齢にかかわらず、共に支えあい、共に安心して暮らせるよう保健・医療・福祉の連携

のもとに各事業の推進のための諸施策を講じてまいります。児童福祉面についてでありま

すが、昨年度に引き続き、子どもの健康増進や健全な育成また保護者の皆さんの負担経験

などにより、子育て支援を重点とした施策を講じましたが、特に平成２２年度は新たな取

り組みとして次の３つの施策を講じることといたしました。まず１つ目としては、小児予

防接種事業として細菌性髄膜炎を予防するヒブワクチンと肺炎球菌ワクチンの予防接種を

町が全額負担することといたしました。ヒブとはヘモフィルス・インフルエンザｂ型菌と

いう細菌の略称で、肺炎球菌とともに髄膜炎などを引き起こし、ケースによっては重症と

なることもあるものであります。どちらの予防接種も生後２カ月から５歳未満までの小児

を対象に行われるものです。接種は保護者の皆さんの判断によりますが、先ほど申し上げ

ましたとおり、個人の負担はありませんので接種について検討いただければと思います。

２つ目の新たな施策としては発達に特徴を持つ園児を支援するための措置として、療育支

援を行うことといたしました。これは保育園内に支援保育士を配置し、集団生活への適応

などを遊びの中から身につけていただくことや、子どもの行動などを理解し、家庭で適切

な対応が取れるよう技術を身につけていただくことを予定しております。発達に特徴のあ

る子どもが元気に明るく社会的自立生活ができるよう取り組んでまいります。３つ目とし

ましては、現在、乳児から中学校３年生までの医療費は町が負担しておりますが、福祉施

策ということで児童手当ての支給要件と同様の所得制限を設けておりました。平成２２年

度からはこの所得制限を撤廃し、中学３年生まで子どもの全員の医療費を町が負担をする

ことといたしました。次に母子保健面でありますが、妊婦健診のうち超音波検査の補助回

数を１回から４回に増やし、その費用を町が負担することといたしました。出産までには

いろいろと出費が重なりますが、その負担を少しでも軽減するよう措置いたしましたので

健診もしっかり受けていただければというふうに思います。また不妊治療に対する助成も

継続をして実施をしてまいります。保育料につきましても昨年同様２名同時入園の場合は

２人目の保育料は２分の１を軽減、同時入園の場合の３人目は無料、同時入園でない場合

でも２子以降の入園は３分の１軽減をするといった措置を継続をしてまいります。また全
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額国費で交付されております子ども手当と従来からの児童手当を合わせまして、中学３年

生までの子ども１人当たり月額 13,000 円を交付をいたします。次に福祉面でありますが、

介護保険事業につきましては高齢化とともに介護認定者も増加し保険給付費は年々増加を

しております。今後も給付の適正化に努めるとともに、地域包括支援センターを中心に介

護予防にも力を入れてまいります。在宅老人福祉事業といたしまして訪問理美容に対する

補助を行っておりますが、平成２２年度から１回あたりの補助金額を 1,000 円から 1,500

円とすることといたしましたのでご利用いただければというふうに思います。障がい者福

祉面では、障がい者がその人に適したサービスを利用しながら、地域社会において自立し

た生活を営めるよう将来にわたり支援をしていくため、障害者自立支援法に基づき各種サ

ービスが行われております。制度の周知を図り適正な運営に努めてまいります。高齢者や

障がい者の福祉施策として給付を行っております。介護慰労金や障害福祉金、福祉年金等

については、行政改革の一環として平成１８年度から段階的に削減をお願いしてまいりま

したが、平成２２年度においても前年と同額を維持して給付をしていくことといたしまし

た。その他７５歳以上の方を対象とした肺炎球菌の予防接種費用の補助を継続をするとと

もに、女性特有のがん検診につきましても国の推進事業対象者へは無料受診クーポンを配

布をいたします。この他町民の皆様がいつまでも健康で暮らせるための各種検診の実施や

保健指導にも力を注いでまいります。さらに国民健康保険特別会計、後期高齢者医療制度

特別会計、介護保険特別会計などにおける医療費や保険給付費等に対応する繰出金の予算

措置を講じたところであります。今後もそれぞれの特別会計の目的に沿った事業の推進に

努めてまいります。なお伊南行政組合運営の昭和伊南総合病院の経営についてですが、町

民の皆様にも大変ご心配をおかけしている案件であります。現在、健全経営に向けて関係

機関を含め一丸となって取り組みを行ってきた結果、その成果は少しずつ現れてきており、

今年度決算見通しでは減価償却前の黒字化となる見込みであります。一方４月からは新た

に常勤整形外科医が着任の目途が立ち整形外科診療が再開できること、また産婦人科につ

いては病院自体の再開までの目途は今のところ立っていないというのが現状でありますが、

この６月には民間の医療法人が駒ケ根市に産科施設をオープンし、伊南の地区のお産にほ

ぼ対応できることとなったことは大変ありがたいことであります。地域医療の問題は一朝

一夕に解決できる問題ではありませんが、今後地域医療再生プランの推進とともに、町と

しても財政的支援などにより地域医療の確保を図るべく懸命の努力を行ってまいる所存で

あります。町民の皆様にもこのような状況をご理解をいただき、一次、二次、三次医療の

棲み分けを行っていただくなどご協力をお願いしたいと思います。 

第５、地域の魅力を生かした産業づくり。 

農業の情勢では国は食糧自給率の向上を図るとともに、農業と地域を再生させ農山漁村

に暮らす人々が将来に向けて明るい展望を持って生きていける環境をつくり上げていくこ

とを目的に、平成２２年度より個別所得補償制度の導入を計画をしています。また米の生

産調整政策も新たな手法へと転換することとなり、農地法の改正も併せ、わが国の農業政

策は大転換を迎えたことになります。一方、中山間地域等直接支払い事業や、農地・水・

環境保全向上対策事業は引き続き実施をされるものの、農業基盤整備の土地改良事業に対

する予算付けは前年比３６.９％と大幅に削減され、ため池や水路改修など事業を計画し

ている当町にとってその影響を危惧しているところであります。当町ではこのような国の
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動きを注視しながら、１,０００ヘクタール自然共生農場づくりを基本として、自然を生

かし環境の価値を付加した農産物づくりを目指してさまざまな施策を講じたところであり

ます。年々深刻化している有害鳥獣の被害対策についてですが、近隣の市町村が防護柵を

設置したことにより当町へ集中的に有害獣が入り込んでいる実態もあることから、その対

応は急務となっております。そこで平成２２年度は農作物有害鳥獣駆除推進協議会が行う

被害対策事業への補助行うこととし予算を計上したところであります。林業関係におきま

しては長野県森林づくり県民税を財源として、里山を中心とした森林整備を行う事業へ補

助を行います。一定の要件はありますが個人の負担は軽減をされますので間伐など森林管

理を進めていただければというふうに思います。次に商工業面では、町内の事業者の皆さ

んが円滑に資金供給を受けられるよう、商工業振興資金の預託金を 20,000,000 円増額を

いたしました。苦しい経済情勢ではありますが町の商工業の発展は町に元気と活力を与え

ます。商工会への補助や資金に対する利子補給など継続して行いますので、みんなで知恵

を出し合いこの難局を乗り切っていただくことを期待するところであります。町でも国の

補助事業や臨時交付金により多くの事業に取り組み、その事業の趣旨に沿って町内業者へ

の受注機会に配慮してまいりました。平成２２年度においても緊急雇用対策として町臨時

職員を採用し、さまざまな仕事をしていただくよう予算措置をしているところであります。

また未就労者を支援していただいている任意の団体がありますが、この活動経費の一部を

支援するよう新たに予算を措置をしたところであります。企業誘致としましてはその計画

策定を円滑かつ迅速に行い、用地確保を行うとともに企業導入について積極的な推進を進

めてまいりたいと考えております。そしてこのような施策が効果を成し、経済の好転につ

ながることを切に願うものであります。 

第６、生きいき学び楽しむ生涯学習のまちづくり。 

子どもから高齢者まで、だれもが学ぶことの喜び楽しさを実感することのできる生涯学

習社会の実現は大きなテーマであります。学校や地域、家庭などにおいて総合的な子育て

支援を行うとともに、町民の皆様の自主的な学習活動やスポーツ活動にも支援をしてまい

ります。また芸術文化活動においても大切に受け継がれてきた伝統芸能や歴史的遺産を守

り、新しい文化にも触れられるようさまざまな施策を講じたところであります。子どもの

放課後の居場所づくりと、地域住民との交流や体験を通して豊かな心を育み、地域の教育

力を高めることを目的に始めました子ども広場推進事業ですが、４地区すべてで開設をさ

れ多くのボランティアの方々の参加により順調に運営がなされているところであり、大変

感謝をしているところであります。また子育て支援と児童の保護及び安全確保のため学童

クラブの開設日数を増やし、より充実した内容として引き続き取り組んでまいります。学

校教育においては「生きる力をはぐくむ」という理念の下で学習指導要領が改訂され、平

成２２年度から移行期間となりますので、そのための教材や資材など経費を予算化いたし

ました。また小学校での外国語教育を進めるため教育指導助手の配置も継続して行います。

中学校においては学力差がつきやすい教科について、生徒の実態に合った個別指導ができ

るよう教科支援教員を配置をいたします。また発達に特徴のある児童生徒へよりきめ細か

な対応を図るため特別支援教育支援員を小・中学校３校へ引き続き配置をいたします。併

せて小学校１年生の学習習慣形成に関しましてても引き続いて配置することといたしまし

た。生涯学習・社会教育面では、図書館事業について多くの皆さんに利用していただける
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よう工夫とサービスの向上に力を入れたいと考えております。地域文化面では、いいじま

文化サロンの取り組みを継続いたします。その取り組みにより、さまざまな分野の文化に

触れその魅力を伝えていただくことに期待するところであります。歴史民俗資料館飯島陣

屋は町の重要な歴史的遺産であります。陣嶺館を含め、より多くの方々に親しんでいただ

きたいと思います。また平成２２年度は国道１５３号線伊南バイパスの建設予定地となっ

ております南割遺跡の発掘調査も実施をいたします。 

最後になりますが先に申し上げましたとおり、国の直轄事業及び県単事業につきまして

も関係諸機関との連携を図りながら、更に事業促進が図られるよう要請等努力をしてまい

ります。 

以上新年度の施策に関する所信の一端と新年度予算案の大綱について申し上げました。

平成２２年度は新しいまちづくりの目標である総合計画の策定の年でもあります。飯島町

の未来を見据え、この町に暮らす全ての人が夢の持てる計画をみんなで作り上げてまいり

たいと思っております。また町長として町民の皆様の先頭に立ち「安心安全で住みよい

町」「暮らしやすい町」「活力のある町」づくりに全力を傾注してまいる覚悟であります。

そのためにも町長以下職員が一丸となって厳しい現状を認識し、更なる意識改革を進め、

常に町民の皆様との気持ちの融合を図るべく、今後の行財政運営にあたってまいります。

町民の皆様とその代表である議員各位の格別なるご理解とご協力を切にお願いを申し上げ、

平成２２年度の施政方針と一般会計並びに特別会計の予算概要の説明とさせていただきた

いと思います。 

続いて一括提案されました第２７号議案飯島町福祉医療費給付金給付条例の一部を改正

する条例について提案説明を申し上げます。今回の改正は長野県福祉医療給付事業補助金

交付要綱の一部改正により、精神障害者対象範囲の拡大として精神保健福祉手帳一級通院

に加えて、二級通院のうち精神医療に限定をして対象に加えるものであります。近隣市町

村に先駆けて町単独事業として中学３年まで児童の医療費補助を行っておりますが、子育

て支援の拡大を図るため所得制限を廃止をいたします。また二重給付の防止のため公的保

険給付に準ずる者としてスポーツ振興協会共済給付を明文化するものでございます。最後

に第２８号議案飯島町都市公園条例に基づく与田切公園および飯島町公園条例に基づく与

田切公園の指定管理者の指定について提案説明を申し上げます。与田切公園につきまして

は都市公園条例に基づく与田切公園区域と公園条例に基づく与田切公園区域とを合わせま

して、現在飯島町振興公社が指定管理者として管理を運営を行っております。振興公社で

はこれらの条例の設置目的を達成するために、利用者のサービスの向上及び施設の効果的

かつ効率的な運営を図りながら適切な管理をしており、今回この期限がまいりましたので

引き続き３年間指定管理者候補として選定をしたところでございます。２７号議案、２８

号議案につきましてはご質問によって担当課長から説明させますので、よろしくご審議を

いただきご議決賜りますようお願い申し上げます。長時間ありがとうございました。 

議  長    以上で平成２２年度予算及び予算関連１０議案にかかる提案説明を終わります。 

    これから平成２２年度予算及び予算関連１０議案を一括して総括質疑を行います。なお

予算審査特別委員会へ審査を付託することになっておりますので、本日は総括的な事項に

ついて質疑されますようお願いをいたします。質疑はありませんか。 

７番 
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三浦議員    それではお聞きをしたいと思います。現在厳しい社会情勢の中で特に高齢者の方や生活

弱者、社会的な弱者の皆さんが滞納・未納問題に直面しているというふうに私は感じてお

ります。そういう中で滞納が未納が増えれば、またそこに対する負担が増加するというよ

うな悪循環が現実起きているのではないかというふうに思っておりまして、なかなかそう

した皆さんがまあ立ち上がるというか、あの生活を再建していくのには厳しい状況が今の

社会状況の中ではあるんではないかというふうに認識しております。そうした悪循環を解

消するためにはそれなりの対策を取らないと、なかなかそうした厳しい状況に置かれてい

る皆さんが社会の中で安心安全に生活していくというのは困難な状況ではないかというふ

うに考えるわけですけれども、減免制度とかそうしたあのまあいろいろなあの対策に対し

て条件の解釈のあのもっと緩和とか、何かいろんな方法もあるというふうに私は考えるん

ですけれども、そうしたあの今後検討をしたりまたお考えがあったりとそういうまあ町長

の先ほどの施政方針の中でも、住民の皆さんがみんな安心安全に健康に生活できることを

目指しておいでになるというふうにもお聞きしておりますので、その辺のお考えをお聞き

したいと思います。 

町  長    こうしたまあ厳しい経済状況、生活状況の中で税をはじめとするまあ未納金の問題につ

いては、理事者以下また各担当で大変まあ頭を痛め、それなりきの努力をいたしておると

ころでございます。申し上げるまでもなく、この税金をはじめとします公金というものは

税法をはじめルールに基づいて的確厳正にまあ対応して徴収をしていくということでなけ

ればならないわけでありまして、そうしたことで努力をしておりますが、まあ年々こうし

た経済状況もあってその収納率というのは下がりぎみ勾配ということで大変まあ厳しい状

況にあることは事実であります。従ってこれはあの町の公金であり貴重な財源であります

ので厳正に対応をしていかなきゃならないといいことは当然でありますけれども、やはり

この徴収にあたってはいつも申し上げておりますように、この本当に収められないのかど

うか、収められるんだけれども少しまあこのいろんな状況の中で猶予する余地があるのか

どうか、そして真に困って収められないのかどうかということを、分類っていいますか色

分けしましてですね、それなりきのそれぞれの対応していく必要があるということで、現

在も１年間で７０件ほどぐらいですか強制執行して徴収をしている部分もございますし、

それから弾力的な運用解釈をしてその猶予をしながらご相談に預かっておるということで、

決して無理できないという部分も多くありますので、そのケースバイケースで相談に乗り

ながら柔軟かつ厳正な対応をしておるということで、今年度新年度においてもその方向の

中でまた職員とともにそういう方向で対応してまいりいたいというふうに思っております。 

議  長    他に。 

１１番 

平沢議員    ただいま２２年度の予算概要をちょっとお聞きをいたしました。それで財政指数の改善

についてちょっと３点ほどお聞きをしておきたいと思います。まああの目を通したところ

によりますと、いろいろな形の中でこの財政力指数は基準財政需要額と基準財政収入額の

関係であります。需要額が減って収入額が増えるとまあこれは好転いたします。それで本

町の場合におきましては一応年々悪化してきておるわけでございまして、平成２０年度が

０.４９と、それから平成２１年度の予想が０.４２になるということをお聞きしておりま

す。これに対してですねこの将来に対して一応不安がないかどういうふうな対策をするか
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っていうことをまず１点。それから財政力指数が年々まあ低下しているのに対して経常収

支比率は２０年度決算ではまあ３.８ポイント悪化すると今報告がありました。それで９

０ポイントとなっております現在、これに対しての本年度の予算でのこの改革策は考えて

いるのかどうか。それから起債制限比率も年々高くなっております。まあつまりこれは悪

化をしておる状態でございます。まあこのような状態で推移していった場合のまあ将来の

この財政運営に対してどのようなお考えでおるか、問題があるか。それからもう１つ、こ

の実質公債費比率の推移見込みでは繰上償還を２１年から行ってきております。これをし

ていかないとこの平成２４年には既に２０％を上回る２０.３％になるという推移がある

わけでございます。それでこの債務の一層の適正管理のために今後もそういう繰上償還、

これに取り組む計画があるのかどうか。この4点をお聞きしたいと思います。 

町  長    まあ２２年度の予算編成につきましては、できるだけまあ住民の皆さんの要望にも厳し

い財政の中で応えていきたいということと同時に、この健全財政の維持というものを引き

続いて対応しながら、将来に憂いのないような財政運営をしていかなきゃならんと、こう

した両方の視点で編成をしてまいりました。まあ今までもあのいろいろ繰上償還のもの、

それからできるだけの行政改革をはじめ経常経費の節減等でやってまいりまして、お陰様

でまああの財政健全化指標の中ではまずまずまあ健全な範疇であるということで運営して

まいりまして、平成２２年度も概ねこの範疇でいくと同時に更なる繰上償還も含めてこの

実質公債費比率も維持していきたいという形でございますので、若干あの数字的なことの

ご質問もございましたので総務課長の方から加えて申し上げたいと思います。 

総務課長    新年度予算におきまして繰上償還を約 95,000,000 円を予定しておりまして、１９、２

０、２１とまあ３年計画でやってきましたけれども、次の計画も引き続いて繰上償還をし

ていきたいということで、実質公債費比率はまあこの前２１年度については１６.４を見

込んでいるところでございますけれども、このようなやり方で改善をしていくとまあ来年

度は１５.３ くらいになるのではないかというふうに見込んでおります。しかし将来的に

はまだ下水道会計の償還等がかなり大きく伸びてまいりますので、再びこれが上昇してく

るというふうに見込んでいるところでございます。でまたあの経常収支比率とか財政力指

数につきましては、来年はですね地方交付税の制度がかなり大きく変わるのではないかと

いうふうに見ておりまして、その歳出の如何によってはですねこの数字がかなり大きく動

いてしまうということでありますけれども、財政力指数についてはだいたい４０から４１、

４２ 、まあ場合によっては３０の後半くらいになるかなというふうに思いますけれども、

これはちょっと機械的にまあ数字が出されてしまいますので何とも申し上げられませんが、

まあだいたいそのくらいで横ばいで推移するものというふうに見ております。それからあ

の経常収支比率につきましては、これもまたあの今、予算規模が非常に大きくなってきて

いるので、改善するというふうに見る見方もありますけれども、中身が問題でありまして、

２２年度の予算につきましては経常的な経費を５％を目標に切ってくださいということで

まあ削減をしたりしておりますので、経常的ない一般財源を充当する額は、全体で５％ま

では削減できない部分もありましたけれども、かなり削減しておりまして、その分が新た

な行政経費に充当されているという予算になっておりますので、若干改善されるというふ

うには見ております。ただ数字的にどのくらいになるかというのはちょっとまだ、当初予

算の規模で数字を出してもほとんど意味がありませんし、またあの今臨時経済対策関係の
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事業をやっておりまして、ここに充当する財源が国の財源プラス一般財源を充当しており

ますので、臨時的経費に充当する財源が若干多くなっているというようなこともありまし

て、経常収支比率は少し改善の方向かなというふうに思っておりますが、数字については

当初予算の段階ではちょっとご容赦願いたいというふうに思っております。以上でござい

ます。 

議  長    他にありませんか。 

        （なしの声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

        このあと１０時４０分から予算審査特別委員会を開催します。委員の皆様は委員会室 1

へご参集ください。本日はこれで散会します。ご苦労様でした。 

 

 
散会時刻 午前１０時５９分 
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本会議再開 

 
開  儀    平成２２年３月８日  午前９時１０分 
議  長    おはようございます。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。 

議事日程についてはお手元に配布のとおりです。 
         
議  長    日程第１ 一般質問を行います。通告順に質問を許します。 
        ６番 倉田晋司 議員 
６番 
倉田議員    発言の許可をいただきましたので、ただいまから通告に従い質問をいたします。今議会

は予算議会であります。総額 4,300,000,000 円余の一般会計をはじめ特別会計など各会計予

算の審議が予算審査特別委員会において行われます。予算の意味につきまして、これは地

方公共団体の予算は直接住民の生活を左右し、その福祉の如何を決するものであると、こ

のように議員必携にも明記をされております。つまり町の予算は編成内容とその使い方に

よって町民の暮らしを直接左右するという重大な性格を持つものであります。さて平成２

２年度は後期５ヶ年計画の５年目最終年度に当たります。また第５次総合計画など策定の

年でもあります。地方財政を取り巻く環境がさらに厳しさを増す中にありまして、限られ

た財源を今まで以上の創意工夫をもって町民に還元し、いかにしてその負託に応えるかこ

れが重要であります。また定住人口の拡大、産業の振興発展、住民福祉の充実向上、さら

には環境問題や雇用の創出、経済の活性化など飯島町が直面する課題、山積する課題、並

びに幅広い町民ニーズにこの予算によってどう応えようとするのか、これが重要であると

考えます。そこで２２年度予算の重点項目は何か、どのような点に施策の重点を置いて実

施しようとするのかについてお聞きをいたしますが、新年度予算は２月２３日に発表され

ました。また３月５日の議会本会議におきまして町長施政方針でその概要説明が行われた

ところであります。「町に元気を、みんなでつくる思いやり予算」このように位置付けた

新年度予算、町民へのメッセージも含めまして重点施策について先ず最初にお伺いをいた

します。 
町  長    それでは今議会の一般質問の最初の質問者であります倉田議員の質問にお答えをしたい

と思います。新年度予算の重点施策ということの中で先ずこの重点項目、またこの重点項

目をもってどう町民の負託に応えていくのかというご質問でございます。このことにつき

ましては今お話のございましたように、先の新年度予算案議案上程の際に施政方針におい

て施策の大綱について述べさせていただき、またその折りにも配布をされております新年

度予算の概要等の資料につきましても掲げさせていただいておるとおりでございますが、

もう一度来年度の重点項目として申し上げ、内容的には大きくまあ８つの柱として取り組

んでまいります。項目的に申し上げますと、１つに住民と協働のまちづくりを目指すこと、

２つには子育て、若者定住、新規企業導入などによる人口増と活性化に向けての施策、３

つ目には福祉の充実と環境政策、４つ目には地域の特性を生かした産業振興のまちづくり

の問題、５つ目には安心安全なまちづくりを目指すもの、６つには継続事業を着実に執行

をしていくこと、７つ目にはこうした経済不況を受けての雇用を生み出す経済の活性化策、
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最後に関連する国県事業の促進要請、こうしたまあ８つの柱を設けて予算編成を行ったと

ころでございます。当町の財政状況は再三申し上げておりますように、依然として厳しい

状況にあるわけでありますが、行財政改革の更なる推進を図りながら第４次現計画や３年

の実施計画の実現に向けた最終年度としての事務事業に必要な予算を計上をいたしました。

これらの事業の推進によりまして住民の負託にできるだけ精いっぱい応えてまいりたいと

このように考えておる次第でございます。以上でございます。 
倉田議員    重点施策については理解をいたしました。次に財政の見通しについてお聞きをいたしま

す。２０年度決算は町民税の大幅な落ち込みなどがありまして、実質単年度収支では

160,000,000 の赤字決算でありました。このため３億余の基金を取り崩して対応しておりま

すが、当然その結果、基金の残高は減少をしております。しかも今後、基金造成はなかな

か難しいのではないかというふうに見られております。また財政健全化判断のための指標、

いわゆる健全化比率でありますけれども、これについて見ますと実質公債費比率が高い状

況にあります。早期健全化基準には当然のことながら至っておりませんが、起債許可団体

移行基準の１８％、このラインに迫っている状況にあります。それから財政の硬直化を示

す経常収支比率、これも９０％と硬直状態に近く、これも懸念材料であります。財政の健

全化これは常に基本に置いて取り組まれていると思いますけれども、平成２１年度も年度

末を迎えております。経済不況が続く中、税収の落ち込みというものが予想をされるわけ

であります。町税収入も前年を下回るのではないかと予想されておりますが２１年度の財

政見通しはいかがでしょうか。また厳しい経済情勢、雇用情勢の中であります。２２年度

の歳入と歳出をどのように見通されたのかお聞きをいたします。 
町  長    それでは間もなくまあ年度末を迎えるこの２１年度の決算に向けての財政見通し、それ

から新年度予算に関係をする２２年度の財政見通しのご質問にお答えいたします。まず現

在の２１年度の財政規模について申し上げますと、２１年度の内容といたしましてはこの

地域介護や福祉空間整備事業、それから国の経済・雇用対策事業、これらを受けてのまた

町独自の対策事業等のまあ有利な国の財源を活用しての事業が多く取り入れまして、大変

まあ事業が大きく膨らんだこともございまして、現年度の一般会計の予算規模は現在のと

ころ 5,000,000,000 円、これは平年ベースで平均してまいりますと約２５％ほど今年は特殊

な財政規模の年であったというふうに思いますが、そうした大幅な 5,000,000,000 というよ

うな枠を超えての今、財政執行を進めておるところでございます。まあこれに対してまた

前年度からの繰越明許費というものも新たに次年度へ繰り越す事業もありますけれども、

まあいずれもこれらの事業は事業費の主な財源は国から交付をされるものでありまして、

事業完了と同時に収入となる見込みでございます。それから一方でこの町税や地方交付税

等の例年の財源はほぼまあ予算通りの収入となる見込みでございまして、例年の歳出予算

の執行においても当初計画した事務事業もほぼ予定通り計画通りの執行ができるものとい

うふうに今のところ思っております。特に歳出予算につきましてはこの事務事業執行後に

予算残となった財源は次年度の繰越財源として留保していきたいというふうに考えており

ます。年度末になりましてもできるだけ無駄をひとつしないような形で、最後までそのこ

とを厳しくとらえて繰越財源の造成に努めたいというふうに考えております。本年度は特

にこの国の補正予算によります今申し上げました経済危機対策の臨時交付金、それから公

共投資の臨時交付金、それから新しいまあ政府になって出てまいりましたきめ細かな臨時
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交付金、この３つの交付金だけでも町では約 300,000,000 円に上る交付金が交付をされ、ま

たされる見込みであるというふうに思っております。これはあのまあ一面厳しい財政事情

の中でなかなか町が今まで取り組むことのできなかった事業、あるいは先送りをしてまい

りました事業が大変あるわけでございますけれども、これらをある程度まあかなりの部分

でこれを取り組むことができるんではないかというふうに思っておりまして、町にとって

も大変ありがたいことであると、住民にとってもありがたいことであるというふうに思っ

ておる次第でございます。 
        次にまあ２２年度の歳入歳出の見通しでございます。これもまあ予算の総括的にもいろ

いろ申し上げておるところでございますけれども、特にまあ国の地方財政計画というのが

毎年編成をされますけれども、この見通しによりまして地方交付税と臨時財政対策債を含

めたこのいわゆる実質交付税の総額は、前年度に比べて大変大きな増額というふうに見込

んでおるところでございます。しかしまあ飯島町に実際交付をされる額そのものは、様々

なまあ要件によって左右をされる要素がございますので、なかなか流動的な面もあるわけ

でありますけれども、予算編成時のいろんな情報、それから最近におけるまあ国の考え方

もできるだけ可能な限りこの情報収集をして分析をしながら予算編成を行ったところでご

ざいます。またあの新政権による新たな政策もいろいろ出ておりまして、具体的な部分が

なかなか見えてまいりません今のところ、特にあの新政権が謳っておりますこの社会資本

の整備の使い勝手の良いこの交付金というものが創設をされるわけでありますけれども、

このことについては予算規模の中には国は入っておるわけでありますけれども、なかなか

その地方の配分基準というものが見えておりませんので、今後この内容が明らかになり次

第また新年度に入って必要な財源措置を講じていく必要があるとこういうふうに思ってお

ります。いずれにいたしましても今後さらなる情報収集を行いながら財政運営に努めてま

いりたいとこのように考えております。 
倉田議員    次に起債の繰上償還についてお尋ねをします。繰上償還を引き続き実施するということ

としております。２１年度に続き 100,000,000 円規模、この理由として健全財政維持のため、

このようにしております。先程も少し触れましたけれども、経常収支比率この繰上償還に

よりましてこれを低減することができる、それから実質公債比率これの増加を抑制するこ

とができる。実質公債費比率は標準財政規模に対する元利償還金などの比率でありますの

でこれがあまり高くてはいけないと、逆にこの予算概要のシミュレーションーションによ

りますと繰上償還をしなければ２２年度に１８％のラインを越えると、さらには２４年度

には２０％を超えるというふうにこのように予測をしております。２５％を超えるとこれ

は早期健全化団体ということで、まあこのような自治体に陥ってはならないわけでありま

して、繰上償還により１７％以下程度に抑えていくとこういう方針と理解をしております。

そこで繰上償還の対象はどのようなものか、例えば高金利のものがあるのかどうか、公的

資金のものがあるのかどうか、それからこの場合その財源をどこに求めるのか、併せて繰

上償還による財政効果これをどのように見積もっておられるのかお尋ねをいたします。 
町  長    次のご質問は繰上償還この実施することによってその対効果、それから今後のどのよう

な見通しの中で繰上償還の問題について対応していくかということかと思います。国のま

あ地方財政健全化対策といたしまして公債費の削減を図るためにこの政府資金、借りてお

る資金の内訳の中で政府資金、この利率が５％以上の起債を保証金なしで繰上償還をする
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という施策ができておるわけでございまして、これを受けて町では平成１９年度から２１

年度まで今年度まで毎年の起債の償還額の軽減を目的に第１次の償還計画を策定をいたし

ました。さらに平成２１年度には第２次繰上償還ということによりまして計画によりまし

て２３年度までこれを継続をしていくというふうに考えておるところでございます。国は

平成２２年度も同様の措置を継続するというふうにしておりまして、当町ではこの政府資

金のうち５％の利率以上の利率の起債はほとんどまあなくなってまいりましたけれども、

一部残っておるものにつきましてもごくまあ償還の残り期限が迫っておりまして、これを

まあ対応してもあまりまあ効果がないというふうに考えておりますので、今後は金融機関

からの借り入れた縁故債というものを対象に町独自の施策として繰上償還の継続をしてい

きたいというふうに計画をしておるところでございます。そこでまあ繰上償還を行う財源

につきましては平成２２年度は一般財源によって対応してまいりますけれども、平成２３

年度からは今のところ減債基金を取り崩して対応をしていくという一応のまあ予定で計画

をしておるところでございます。またこのことはあのその年々の財政事情、繰越金等の余

裕財源等も出ましたらまた対応が異なってまいりますけれども、今のところ一応減債基金

というものをできるだけ積み立てながら対応していきたいとこのように考えております。 
そこでまあこの繰上償還の効果でございますけれども、今いろいろお話にございました

ように、この実質公債費比率というものが大きくその数値が左右されてまいります。平成

２２年度におきましては１５．３％、２３年度見通しで１４．６％程度にまあ持っていき

たいというふうに考えております。従ってあの繰上償還をしなかった場合と比較いたしま

すと今、倉田議員にもお話にございましたように３ないし５％ほどそれぞれ改善をする見

込みを立てております。これはあの先にも申し上げましたがお手元の予算概要の資料の最

後尾の方にもその比較表が載ってございますのでまた見てご確認をいただきたいと思いま

すけれども、しかしながら平成２４年度から３５年くらいまでまあ長い見通しになるわけ

でございますけれども、この下水道関連の起債等が償還が年々まあ現在も事業をやってお

りますので増大していくということで見込みでございます。従ってあの実質公債費比率も

何も手を打たなければ２０％まで上昇するというまあ予測をしておりますので、従いまし

てこの２３年度以降も毎年できるだけ減債基金への積み立てを行って、計画的に繰上償還

を実施するなどして、決してまあ２０％を超えることのないような財政のコントロールを

しながら今後とも計画的に健全な財政運営に努めてまいりたいとこのように考えておりま

すのでよろしくお願いします。 
倉田議員    わかりました。次に町税の収納率、これを高める方策についてお尋ねをいたします。２

０年度決算で町税は調定額が 1,275,000,000 円でありました。これに対し収入額は

1,200,000,000 ということでありましてこの差額 75,000,000 は滞納繰越になりました。国保

税を加えますと 100,000,000 を超えるというこういう規模であります。町税の収納率は２０

年度９４.１％、これは滞納分を含む数字であります９４.１%、きょう年の推移を見ますと

１７年度が９６.２ 、１８年度９６.１ 、１９年度９５.９ 、２０年度９４.１とこのように

年々低下傾向にあります。また国保税について見ますと収納率は２０年度８８％でありま

した。これは滞納分を含んだ数字であります。で、長野県国保連合会これがまとめたそし

て公表資料でありますけれども、この中に平成２０年度の長野県内市町村国民健康保険税

の収納率というものがあります。で、飯島町を見ますとこれは現年分の数字で９５.１％、



 - 7 - 

滞納を含んでおりません。９５.１％で県下８１市町村の中で４１位という状況であります。

まあ９５.１という数字も重要でありますが、４１位というこの総体的な地位も重要であり

ます。まあちょうど真ん中辺ということなんですけれども、それでは近隣の町村はどうな

っているかとこれを見ますと、宮田村は９７.２で１７位、中川村が９８.５で１０位、それ

から松川町が９６.９で２２ 位、高森町９６.２で２６位と、飯島町は９５.１で４１位とこ

ういう状況であります。で、町税についての資料はありませんけれども、概ね同様の傾向

ではないかというふうに考えてしまいます。２１年度の収納率はさらに落ち込みがあるん

ではないかとこういう心配もされております。まあそうなってですね今後滞納が増加する、

また不納欠損が増加するこういう状況が避けられないのではないかというそういう心配の

声も出ております。で、町税は町財政の中でも自主財源の根幹をなすものであります。現

在の厳しい財政状況の中で収納率の低下は町村財源の町財政ひっ迫の大きな要因となるも

のであります。また税負担の公平性を図る、納税秩序の維持並びに町財源の確保を図る、

まあこういった観点から収納対策はかねてからの課題でありました。監査報告でも指摘を

されております。昨年８月決算審査、収納対策に万全を尽くすよう求めております。１１

月の定期監査、財政運営上の最重要課題と位置づけ徴収対策強化を図るようそれぞれ求め

ております。収納対策これにつきましては日ごろから鋭意努力をされていることと思いま

すけれども、現場は先程述べたとおりであります。４月からコンビニ納税というようなも

のも始まるということで納税者の利便性向上など一定の期待はありますけれども、これは

また経費のかかる話でありまして、またこれですべて解消というわけにはいきません。一

方で経済不況も続いております。この問題にどのように取り組んでいかれるのか基本的な

姿勢についてお尋ねをいたします。 
町  長    この町税をはじめとする未納金問題・未収金問題は大変まあいつも申し上げている通り

頭を痛めておる問題でございます。お話にもございました決算審査あるいはまた過日の定

期監査の監査委員さんのご報告ご指摘事項にもございますけれども、この税等の収納率、

年々まあ低下をしてきておりまして、直近の過去３年を見ましても町税の個人法人の住民

税、それから固定資産税、軽自動車合わせますと、平成１８年で９６.１％から平成２０年

では９４.１％と低下をいたしております。またお話にございましたような国民健康保険税

も同様な傾向でまあ減ってきておるということでございまして、まあそこであの常にこの

対策は講じていろんな考え方の下にできるだけ収納率を上げるような努力をしておるわけ

でございます。具体的には副町長を対策本部のキャップとしてそれぞれ関係担当職員を網

羅する中で随時この対策会議に対応をしておるわけでございまして、とにかく全職員がこ

うした実態を情報というものを共有するとともに、日ごろからこの事務を通じて課税事務

の折からもこの収納問題も加味しながら、税の関係職員を中心にして滞納整理等を実施を

してまいっております。この他にまたあの県の収納対策室というのがあるわけでございま

すけれども、ここで特にあの協同で収納率のよくない個人の住民税や国保税を中心に、所

得に関係するまあ課税の部分について一緒になってまあ戸別訪問をして徴収などして、毎

年１１月から１２月くらいに集中的にまあ期間を設けて実施をしておりますし、それから

併せてまあ年間を通して預金等一部の財産を中心にしたこの差し押さえ業務、法的にはま

あ強制執行の範疇に入っていくわけでございますけれども、これも先にも申し上げました

ように７０件に上るひとつの差し押さえ業務を行いながら、わずかでありますけれども収
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納対策を講じておるというふうになっております。まあ今後も申し上げておりますように

このいろんな徴収方針、まあ経済も実態もこういう状況でございますのでなかなかあの一

律的な徴収方針というわけにはまいりません、そういう部分もありますけれども、いろん

なケースを想定しながら個々対応をしながら、少しでも徴収率を上げるような努力をして

まいりたいということと同時に、外国人が非常に多く勤務されておりましたけれども、昨

年の３月ぐらいまでの間に数百人規模で本国にお帰りになってしまったと、このなかなか

あの未納の問題が頭を痛いというかもう実質不可能な部分もございまして、監査委員さん

のご指摘等も参考にしながら不能欠損も一部取り入れてやむなきの事務を入れまして、そ

うしたことをしながらいろんな生活困窮者等々の対応も同時に行いながら、総合的にこの

徴収率の問題を掲げて少しでも一般財源としての財源確保に努めておると、こういうのが

現在の徴収に対する基本的な考え方でございますのでご理解をいただきたいと思います。 
倉田議員    次にこれも収納に関係する問題でありますけれども、県と市町村との地方税共同化事業

につきましてお尋ねをいたします。これはあの県と市町村がそれぞれ行っている徴収事務

を一元化し共同でこれをやっていこうとするものであります。県民税や市町村民税などす

べての地方税を対象として２０１１年度から開始を予定されております。このことは収納

率の低下がその背景にあります。かつて長野県それから県内市町村は収納率はこれ全国で

もトップに近いような成績でありましたが、その地位がじりじり低下をしまして現在では

中間ぐらいあるいはそれ以下という状況になってきていることがその背景にあります。ま

あ徴収徴税コストが高いのでもっと効率的な課税、機動的な徴収業務を目指す、また税源

移譲で住民税の滞納増加が心配されるということから、統一的な研修、職員間の知識技術

を伝授して整合性を高めるべく２０１１年のスタートに向け現在検討中あるいは調整中と

いうことでありまして、準備期間後１年となっております。３月２日の県議会一般質問で

取り上げられておりました。村井知事は納税者間の公平性をより一層確保できるように最

大限の努力をする、それから公平性や税収の確保の面で共同化が有効であると、このよう

に述べまして積極的に推進していく姿勢を強調したと報道されております。この事業に期

待するものは大きいと思われますけれども、現状における取り組み状況進捗状況について

併せて事業開始後の効果についてお尋ねいたします。 
町  長    この地方税の共同化という件につきましてはかつて当議会にも全協でごく概要だったか

と思いますけれども、お話したようにも思っておりますが、お話にございましたようにこ

の県と市町村による、このまあ長野県の場合でございますけれども、この地方税の共同化

事業につきましては本年の１月の段階で県と概ねのまあ市町村の了解が理解が得られてお

るという解釈のもとに、当面は平成２２年度１年間かけて準備をして平成２３年の４月か

ら、特にこの大口のこの未納の納税者これらを中心にしたその徴収収納対策を中心に、ま

あ広域連合という県の広域連合という組織を前提にしてその事務に移行をしていくという

ことになっております。まだまだあの細部を詰めていかなきゃならない部分がありますけ

れども、これはまあ今後１年かけてまた議会の方へも逐次ご報告を申し上げてまいりたい

と思っておりますけれども、でこれはまあ何故そのようなことを考えてやっていくのかと

いうことでございます。まああの県はもちろんでございますし、各県下の市町村、まあこ

れは全国的にそうでございますけれども、それぞれの課税事務を行いそれぞれの徴収事務

を行ってということで、同じ法の一つの法律の中でその事務を進めるにしてもかなりあの
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共通する部分がございますので、これを同じ目的に沿った一体したことの中でコスト削減

低減を図りながら、実を上げていくという一つの考え方に基づくわけでありまして、でそ

の事業効果、統合した場合の効果として考えられておるのがやはりこの人件費を中心にす

るコストの効果でございまして、まあ私どものこの飯島町１０,０００人規模位の人口規模

でまいりますと、まあいろいろあの対応についてばらつきもございますけれども、

2,500,000 ぐらいから 6,500,000 ぐらいのひとつの費用対効果が出るんではないかというこ

とが大まかに試算をされております。それでそうしたことの考え方の中で今後徴収部門を

皮切りにして順次まあ動き出す段階で、固定資産税の家屋評価の問題、これらもまあ評価

基準というものはひとつの目線でございますので、そういったことの評価の問題、それか

ら償却資産の申告課税業務・調査業務等も共同化で移行していくということが当面の日程

に入ってきております。まあ完全な移行、税の徴収まで移行するというのはかなりのまあ

相当年数を係るんではないかというふうにも言われております。でまあいずれにしてもこ

れはあの今年１年方向づけがなされて本格実施する段階で、町の職員体制をはじめとする

この課税事務体制というものは逐次削れるものは削りながら態勢を整えていくとこういう

事務の手順になると思いますのでご理解いただきたいと思います。 
倉田議員    質問を終わります。 
 
議  長    １番 久保島 巌 議員 
１番 
久保島議員   それでは通告に従いまして質問を進めてまいりたいと思います。今議会２日目の施政方

針要旨におきまして２０１０年度の予算概要について町長の方から説明をいただいており

ます。また先発の倉田議員からもですね質問があり、財政の問題に関しては重複する点が

多々あろうかと思いますので、私の質問はポイントを少し絞りましてお伺いをいたしたい

と思います。いつものように町長のお答えあのご丁寧でなくて結構です。端的に簡略にお

願いをしたいと思います。さてあの中期財政フレームという言葉が最近よく提唱されて出

てまいります。当町では３年間の実施計画を毎年ローリングしてですね作成しておりまし

て、来年のものはまあちょっと拝見してないんですが、先程も町長も話がありましたよう

に、財政的にちゃんと考えていっているというところがですね評価するところでございま

す。ただですねその見ますと債務残高それから償還計画、この辺についてはちょっと触れ

られていないというところがあります。１ページ目のところに財政状況についてのページ

がございます。それでまあ事務事業が主眼でございましていわゆる財政には主眼に置いた

ものじゃないもんですから、ちょっとそこのところがこの経済状況の中まあ予測というこ

とは非常に困難かと思いますけれども、返済計画をきちんと立てていくということがよろ

しいんではないかと、まあ借金が増える一方きりでは困りますのでそんなことが望まれる

と、でまあ今予算当初予算の中で、じゃあ実際に先程お話がございました、いろいろと交

付税等の関係で多少変わってくるということもございましょうが、終わってみないとわか

んないじゃちょっと困りますので、その都度状況の分析っていうことは必要になってくる

んだろうというふうに思います。で２０１０年度の当初予算の段階でですね、じゃあその

最大のアピールポイントは８つの事業のうち何なのかということ、それからその財政状況

をどういうふうに健全化していく、健全化していくということをお伺いいたしました。ど
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んなふうに健全化していくというおつもりなのか、その点に関して最初にお伺いしたいと

思います。 
町  長    それでは久保島議員の質問にお答えいたしますが、できるだけまあ簡単にということで

ございますので簡単にお答えをさせていただきたいと思います。平成２２年度の予算の中

でのポイントとそのポイントの中でさらに何が重点的かということかと思います。その前

にあの中期まあ財政フレームというようなことに触れてお話がございましたけれども、町

の予算編成をしていく場合にこの財政見通し、これなくて単年度ごとに終わってみなけれ

ばこの財政結果は分からないというような考え方でもうとうこの予算編成ができるわけで

もございませんし、それから財政運営ができるわけではないと特と申し上げておきたいと

思います。これをまあ具体化しておるのが、あの中期構想・長期計画というのはこれはあ

くまでも将来像のひとつの施策の考え方でございますけれども、その下にまあ３年計画で

設けております実施計画、これはあのまた今年も議会の最終日に提出をいたしますけれど

も、これによってまあとことんこの財政見通しを詰めて、そして財政計画のもとにそれぞ

れの事業計画を盛り込んでいくとこういうことでやっておりますので、なかなかあの昨今

のこういう経済状況やそれから政権のいろんなあの施策の取り組みによって変わってくる

部分が最近多いわけでありますけれども、基本的にはそこからスタートをしておると、常

に毎年このローリング作業をもって見直しながらやっておるということを特とひとつまあ

決してないがしろにしておるわけではございません。すべてはそこから始まるということ

を確認をいただきたいと思います。それであの新年度の重点施策、先程も倉田議員のご質

問にお答えをして８つほどまあ掲げて柱にしておるわけでございます。まあこれはあの特

にどこをというふうには設けてございません。いずれもこれは８項目ともに町の極めて重

要な、細かいまあ事務的な仕事は別にいたしましても、施策の柱としてはどれをとっても

これは町にとっても住民の皆さんにとっても必要不可欠な基本的な重点項目でございます

ので、まあ縦並列と横の一つの同じ目線でもって事業をできるだけ推進してまいりたいと

このように考えておりますのでよろしくお願いします。 
久保島議員   その財政のことに関してもですね少し触れていただきたかったんですが、先ずその今回

今予算でですねまあこれから審議されるわけですが、新規の町債というのがですね

544,600,000 ございまして、そのうち 320,000,000 が臨時財政対策債で後年戻ってくると後

から戻ってくるというものでございます。でも単年度で見れば 544,600,000 のものは増えて

くるということになります。そうしますとですね町債の残高は１２月にもお話しましたが、

だいたい 150 よりちょっと行く程度のところにございます。これがじゃあいくらに今なっ

たのか、でそれで今度はですねその償還の方がじゃあ２１年度を報告しました、２２年度

はどうなったのか、まあこんなようなですねものが示されてくればですね、かなりはっき

り分かるんだろうというふうに思いますが、まあ年間 1,300,000,000 ほどを返還していくと

いうことなんですが、実質公債比率先ほど話がありましたが、１８％を超えないためには

基金の取り崩しもかまわずやるというふうなこれ１２月のお話でございました。今回は

95,000,000 ほどの繰上償還をするわけなんですが、基金の取り崩しなしでやるということ

でございます、その辺の財源の確保について先ほどもちょっと触れていただきましたけれ

ども、もう一度ご説明をいただきたいと思います。 
町  長    現在の町の町債のまあ残高償還計画に関してのご質問でございますが、特にあの今考え
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て見通しをしておる将来的な町の起債残高がどのように推移をしていくかというようなこ

とについては、あの今、久保島議員もパネル等でもってまあ調べていただいてお示しをい 

ただいてありがとうございますけれども、あの前にお配りしてございますこの町の予算概

要の最終ページ２６ページにもあのごく中期的な部分でございますけれども一応お示しを

してございます。なかなかこの通りというわけにはいきませんけれど、今のところこうし

た考え方の中で償還計画を立てながら、そしてその効果をまあ期待していくとこういうこ

とで取り組んでおりますのでよろしくお願いしたいと思いますが、そこであの現在２１年

度この決算見通しでこの残高等についてちょっと説明申し上げたいと思いますが、一般会

計では約 5,600,000,000 円に達する見込みでございます。それから下水道会計では公共、農

集合わせて 7,100,000,000 円、それから水道事業会計で 1,800,000,000 円という形になります。

従ってこれらの起債対象に運営しております３会計合わせますと 14,500,000,000 円という

数字になるわけでございます。大変まああの多額な起債を掲げての財政運営とまあこうい

うことになるわけでございますけれども、でこれらをまあどういうふうにまあ償還計画の

中で償還していくのかということでございます。そこでまあ一般会計につきましては通常

のこの義務的な償還の定期償還これに加えてですね、今後２２年、第１次で１９年度から

対応してまいりましたけれども、２２年から２３年度までの第２次繰上償還計画これを立

ててございまして、これに基づきまして年間約 100,000,000 円の繰上償還を別枠でまあ実施

をしてまいりたいと、その後につきましては各会計年度の可能な範囲内でもって減債基金

への積み立てを行って繰上償還が行えればぜひやっていきたいと、これはあのその時々の

また実質公債費比率等の推移を見守りながら対応していきたいとこういうふうに考えてお

ります。それから下水道事業会計につきましてはやはり同じ毎年の義務的な定期償還に加

えて、この平準化債というのがございます。この年々の急激な償還がこのきたさないよう

な形の中で平準化して毎年計画通りに償還をしていくというこういう制度があるわけでご

ざいますけれども、この平準化債を利用して今償還計画によって進めておるわけでござい

ます。それから水道事業会計につきましては現在のところ定期的な毎年の償還のみでまあ

考えて対応してまいりたいと、こうした考え方でもって今後累積されておりますこの起債

の償還というものを対応して今後の禍根を残さないような財政運営をしていかなきゃなら

ないとこんなことでよろしくお願いしたいと思います。 
久保島議員   さてそこでですね、その 14,500,000,000 円の町債があるわけなんですが、今回の地優賃

住宅、地域優良賃貸住宅の建設の件なんですが、まあ行政的にもコンプライアンスまあ法

律的にもですね別に問題ないんだろうと思いますが、一般社会常識からいくとですねちょ

っと疑問だなあというふうなところがございまして、と言いますのはですね、長野県の住

宅供給公社の事業ではありますけれども飯島町からの依頼があってこそ始まってくるとい

うふうに思います。で完成後飯島町が引き取りますと、で返済は１５年割賦で行いますと

いう契約があって初めて始められるもんじゃないんでしょうか。で既にですね２月１６日

には入札が行われ工事が進んでおります。で引き取り金額はまあこの間の 322,000,000 が上

限という形で出ましたけれどもまあ確定はしていないと、それからまあ償還計画もですね

１５年だけれども金額的には決まっていないと、で設置条例それから運営規則もですねま

だこれから作るということで、普通はまあ後からできるんだというふうにお伺いしており

ますけれども、どうもそれが民間の者にとってはですね解せないと、何でその注文もして
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ないのに工事が進んでいくんだということはあるかと思います。それで今議会で債務負担

行為ということでこの事業が載りまして、一応これがゴーサインということで予約に当た

るんだというふうなご説明いただきました。まあそれにしてもですね３月この間５日です

ので、やはり４日ですのでもう工事は始まっている段階だということでございます。まあ

ちょっとですね９月入居ということにこだわるあまり手続きがちょっと後追いになったと

いう感がですねどうも否めないというふうに思います。この間に１２月の定例会もござい

ました、１月・２月の臨時会もございました。ここでこの補正がですね出されるべきであ

ったんではないかなというふうに思うわけです。いつもの町長の進め方とはちょっと違う

と、その辺にちょっと違和感があると、その辺についてはいかがですか。 
町  長    この地優賃の住宅建設の問題でございますが、まああの何回か説明をさせていただいて

おるわけでございますけれども、普通のあの町が単独で補助を受けて行うこの住宅建設の

事業とはちょっとまあ違う部分がありまして、なかなかあの住民の皆さんにもご理解いた

だけない部分がありますが、一応これはあの住宅づくりの国の特別な交付金事業を採用し

てのまあ住宅建設ということで、この前提となるのがまあ一気に町はそのことが対応でき

ないというようなことの中と、やはりあの専門的なひとつの機関の中でこの建設をしてい

ただくという前提の中で、これはあの全国的な取り組みだと思いますけれども、長野県の

場合でも従来から県の住宅供給公社、これが間に入って町の依頼を受けた形でその事業を

進めていくとこういうまあ１段階中に県の機関が入っておるわけでございますので、従っ

てあのどの時点で議会の議決をいただくということが、あの今までもそうでございました

し、あの県下の中でもお聞きするとほとんどまあ債務負担を起こす前に県の住宅供給公社

は市町村の依頼を受けて、そしてそのまあ仮協定と申しますかそうした前提の中で設計を

して入札をしてその結果でもって町は債務負担を起こしていくとこういうことで進めてま

いりましたので、今回の場合も飯島町はそうした形をとらさせていただきたい、ただあの

これはあの住民の代表である議会の議決事項という形ではその時点では生じませんでした

けれども、やはり十分に説明をして理解をしていただかなきゃならないということでござ

いまして、これはもうこの事業が始まりました平成の１９年度以前から、１９年度は第１

期目の工事が終わったところでありますけれども取り組んだところでありますけれども、

その時点からいろいろと申し上げて１期計画・２期計画の内容をお話して、それから特に

あの第２期計画につきましては昨年の９月・１０月あたりの全協でも図面をお示しをして、

概ねのまあ事業概要あたりもお話をしてご理解をいただいてきたということでございます。

まあそのことがあの債務負担を伴った議決をしてないので町として議会の方向が出てない

じゃないかというまあ誤解を受けておるわけでございますけれども、まああのやはりまた

後で出てまいりますけれども、この９月の国勢調査という５年に一度の節目に何としても

間に合わせたいと、そのことが町の将来にとっても非常に有利なんだということも申し上

げながら、今作業を進めさせていただいておるということでございますので、そこのとこ

ろはひとつ是非ご理解をいただきたいなと、決してあの議会の皆さんに諮らずして進めて

おるということでは決してございませんのでご理解いただきたいと思います。 
久保島議員   まあ手法的にはね、間違いはないんだろうと思いますけれども、住民の目から見ると何

か少し違和感があったかなというふうなことでございます。それでその債務負担行為とし

てですね２１年度の補正予算の中に明示はされました。この債務負担行為っていうそのも
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のがですね、まあいわゆる闇起債と言われている悪い言葉でいえば言われているものでご

ざいまして、実質は町債借金と同じわけでございますよね、でこれが２２年度をもし完成

した場合には正規の起債になるわけじゃあございませんので、そのまま負担行為として残

っていくということでございます。まあ行政の先程言いましたが、行政の常識や法令順守

という点からも問題はないと思います。しかし民間の感覚でいくと少し違和感がございま

す。完成後飯島町が引き取って毎年 23,000,000 ずつ償還していきます、１５年かかってい

くと最後には 350,000,000 ぐらいになるわけです。まあこれは使用料という形で家賃をそれ

に充当していくわけですが、当然それは足りなくなっていくと、で半分以上のものは町の

負担になるということでございます。でこれはいずれ支払いしなければならないお金でご

ざいますので、いわゆる一般の社会でいくとこれは借金と同じということになります。こ

れを含めた借入金残高ということでないとどうもその町債だけ 14,500,000,000 というもの

だけではいけないんではないかなと、償還金の捉え方それから借入残高の捉え方について

ですね町長はどういうふうにお考えなのかお聞かせいただきます。 
町  長    まあこの地優賃住宅の建設に対して将来のまあ起債負担が伴うことについての考え方と、

まあ実際数字がどういうふうになっていくかということかと思いますけれども、あの最初

にお話のございました議会初日に補正予算で議決をいただいたこの債務負担行為これに関

しての、これがあの債務負担というものが闇起債であるということは決してそういう解釈

ではございません。正式にその将来の町の債務を負担することの約束を議会として議決を

いただいて取り付けておるとこういう考え方でございますので、これはあの国もそれぞれ

の県も地方も同じ手法で後年度負担というものは議決をいただいてやっていくということ

でございますから、決してあのなんか闇負担、影の方でこっそりそのあれしておるという

ことでは決してございませんのでご理解をいただきたいと思います。 
でまあこの地優賃の住宅まあいろいろ縷々ご説明というかお話を申し上げて是非ご理解

をいただきたいわけでございますけれども、そこであのこの建設費用について今申し上げ

ましたように、県の住宅供給公社これはあの副知事が理事長でございまして、以下県から

の出向職員とプロパーの職員とで構成されておる１００％県の出資団体というふうにご理

解いただいて、住宅の建設、宅地の開発等を手掛けておるわけでございます。で予算上で

はこれが１５年割賦で町がこの公社に建設していただいて立て替えて全額を建設したもの

を町が債務を負担して払っていくとこういうまあやり方でございまして、全体事業費が今

のところで約 322,000,000 円、このうち国からの交付金として 53,900,000 円が交付されるい

わゆるまあ補助されるということになります。それから県の住宅公社からの買い取り額は

274,000,000 円を今のところまあ見込んでおりまして、毎年の買い取り額が 22,900,000 円に

なるということでございます。でまあその差し引き勘定の中で町は起債を背負い込むこと

になると、これが先程の 14,500,000,000 円にまあ入っていくというような形になるわけで

ありますけれども、これはあの当然、長い目で見てこれが何年度で償還をペイされるかと

家賃とのあれで、ということもまたあのキチンとあれしていかなきゃならない問題でござ

いますけれども、一応あのそうした国の交付金と家賃収入、まあこれはあの耐用年数的に

は３０年以上は当然あるわけでございますので、まるまるこの、この時点で借り入れた額

がそのまま町が償還をして起債として残っていく部分ではないということを、普通のあの

道路や川の問題とはちょっと違うというふうにご理解をいただくと同時に、非常にこの若
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者が３０数名から４０名ぐらい１８世帯入ってくることによっての町のこのいろんな面で

の、雇用の問題それからそこに落ちる税の問題、消費の問題等々考えましてですね、計り

知れないこれは大きな効果が、そのためにまあ少しでも若者を増やして人口を増やしてと

いうところにその議論がスタートがあるわけでございますので、計り知れないいろんな相

乗効果があるということをぜひご理解いただきたいと思います。 
久保島議員   この地優賃住宅の他にもですね債務負担行為になっているものがですね数多くございま

す。そうなるとですね、どうも全体像がつかめてこないと、現在の借入金残高はいくらで

それに償還計画があってその他に債務負担行為があっているんだというふうに理解をする

わけなんですが、そこのところでその先ほども言いましたように、あのこういう分かりや

すいもので残高がどうなっていくのか、それから債務負担行為の先ほど町長おっしゃいま

したように１５年かかって返して、いろいろのものの補助金等がありますから、そこでペ

イになるのはどこだというようなことがですね分かるようなものがですね、こう明示いた

だきたいというふうに思います。でまあ数字はね当然固まらないと思うんですね、でそこ

でまあ何月何日現在の予測というような形で結構でございますので、債務負担行為の一覧

表っていうのは確かあったと思います。それが合計でいくらになってそれがどういうふう

に減っていくのかということがですねちょっと見えないんですね。それも後日で結構です

ので是非議会と町民に分かるような形で、うちの総務課はですねこんなようなものを作る

ことが非常に得意でございまして、非常に優秀な人材いますので是非こんなようなもので

ですね明示いただければと思いますがそれはいかがでしょうか。 
町  長    ちょっとあの実務の細部的なことはまた総務課長の方からお答えしますけれども、いわ

ゆる町がいま抱えておるその時々の債務負担というものの一覧はこのお配りしてございま

す議案の予算書、一番最後の方にずっともう前からの事業が、都度あの決算のたびに修正

をして現在値でもってお示しをしてあるということでぜひご覧をいただいて、これはまあ

理解をしていただけると思います。ただこれがあの将来財政にどういうふうに関わってど

の様に減っていくのかというようなことについてはまた決算の都度あの資料としてご説明

申し上げて、わかりやすいような資料を作っていかないかんと思っておりますけれども、

その辺の内容をちょっと総務課長の方からお答えいたします。 
総務課長    債務負担行為についてはこれは地方財政法の中で決められていることで、１つの契約を

すると次年度以降支出を確実に伴うものということで、次年度以降の予算が拘束されます

ので、議会の議決を得て債務負担行為というのを予算で決めているわけでございます。そ

の内容については町長が説明しましたように予算書の細部の方に資料として付けるように

地方自治法の施行規則で決められておりますのでそのようにしているところでございます。

この中には確実に来年いくら再来年いくらというふうに決まっているものもありますし、

土地開発公社のようにその債務保証をしているものがありまして、例えばそこが返済がで

きなくなったときに新たに現金の支出を生ずるという性格のものもありますので、確実に

現金で支出していくというものについては集計は取れて資料は作ることは可能であります

けれども、そういった限度額を設定して最後は実際にいくら生ずるのかということが不確

定なものは限度額だけで表示をさせていただいておりますので、支出のものについての表

を作ることは可能であるというふうに思っております。 
久保島議員   その支出を伴うもの、それであとはですね保証という形ですかね、まあ普通一般でいう
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と保証人みたいなものですけれども、それを別に明示していただければと思いますので是

非お作りいただいて議会もしくは町民の方に提示していただきたいと思います。 
        さて話をですね時間がありませんので、人口増対策という形で町長の方からですね先ほ

どもお話もございましたように、若者定住に向けて地優賃住宅を建設していくんだという

話がございました。まあいろいろ手を尽くしてきた、景気のこともございまして思ったよ

うな効果が現れなくてですね１２,０００人というのは目標は達成できなかったということ

もございます。まあ今年国勢調査の年に当たってですね少しでも人口を増やしたいと、ま

あ４０人から５０人の若者が来るであろうという期待も込めているということでございま

すが、この地優賃住宅が人口増政策の目玉として位置付けられているわけですが、この費

用対効果っていうんですかね、まあ言い方はあれなんですが、それがほんとに望めるかっ

ていうところがちょっと疑問なわけでございます。まあ毎月 23,000,000 ほどの償還がされ

ていくわけなんですが、まあ町の負担は私のざっと計算するところによると 13,000,000 ぐ

らいは町が出さなきゃかなというふうに思います。それで１８戸５０人に対して年間

13,000,000 ずつ１５年間出資していくわけですが、それでほんとに元が取れるのかなとち

ょっと疑問に感じるとこなんですね、例えば私の考え方でいけば民間のアパートにですね、

まあこれは無理かもしれないですが固定資産の減免とか町外から転入があったら家賃補助

をするとかっていうことの方がですねもっと効果的なんじゃないかなとも、まあお金もそ

んなにいらないなということも感じるわけでございます。まあ次元の違う問題というふう

に町長おっしゃるかもしれませんが、人口増対策っていう面からいけば同じ次元と、同じ

土俵の上というふうに考えられるんじゃないかと思います。まあ町の人口増、民間活力を

発揮していただいてですね大いに貢献していただいた民間アパートの皆さん、この不況下

で非常に空室状況がただならぬ状況になってきております。経営も苦しいと。そこでさら

に良い設備の町営住宅が安価で入れるところがあったら、これはアパート経営の皆さんは

ですねたまったもんじゃないと、まあしかし私どもがお話を聞いたところによると経営者

の皆さんはこの建設に反対はしないと、まあこの運営に対してですね公正に運営していた

だきたいと、当初の目的を達成するために入居条件等については厳しく審査してほしいと

いうような要望が出されております。また民間アパートの皆さんもですね今後この町の人

口増対策に寄与していくために何らかの援助がもらえないかというようなことも望んでお

られる。現在またホームページに空室情報を載せるというふうに約束がされていたわけな

んですが、いま稼働していません。ホームページを開いてみてもですね何も入っていない

という状況でございます。でここのところがですねもう少し対応していただきたい。それ

からまたあの窓口でも是非情報がですね得られるような体制もとっていただきたいという

ふうに思います。この地優賃住宅のほんとに投資効果があるものかどうか、それから民間

への支援について町長お考えというふうにお伺いしました。その辺について触れていただ

きたいと思います。 
町  長    まああの今度の第２期工事としての事業としての地優賃住宅、これがあの町の人口増の

少しでもまあプラス要素として期待をしておることは事実でございまして、そのためにま

あ事業に取り組んでおるわけでございます。でまあその効果とそれから民間のアパートの

皆さんの大変まあこうした状況の中で苦労されておることとの関連してのご質問でござい

ます。１２戸１９年度・２０年度で編成いたしまして現在まあ３３名という実質的な入居
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人口でございまして、これがあの町内だけの企業ではございませんけれども、それぞれ若

者としてそれぞれ職を持って町の住民の１人として、まあいろんな生活面を含めて町に貢

献をいただいておるということはまあ当然のことでございます。で今後さらにまあこうし

たことを支援していくということの中で、若者の定住化促進住宅の補助要綱というのがご

ざいまして、できるだけ町へ自ら住宅を求めて建てていただいて、そして新しいまあ人口

増につながるというようなこと、それでこの新陳代謝もまあ期待しながらということでや

っておるわけでございまして、で今まあ久保島議員のこの建設そのものに対する単なるこ

の費用対効果、まあ当然このことも家賃収入も含めて長い目でどうなるかと、これはあの

分析をしていくことは当然でありますけれども、それ以外のまあひとつの期待される相乗

効果といいますかこれが大変大きいわけでありまして、それらの生活にまあ関連していく

町にいろんな形の中で及ぼすもの、それから人口としてとらえて町がこの交付税等で措置

される影響のものいろいろまああるわけでありまして、是非ひとつあの全体として捉えて

いただきたいと、そのためにあのまあ時期の問題とかいろいろ言われますけれども、そう

した長期計画の中で各地域ともに自治体ともにこうした事業を取り組んでおるんだという

ことをご理解いただきたいと思いますし、あの交付税の点だけを絞ってまいりますといろ

いろまああの分析をしてみますと、今度これがまあ１８世帯４５人前後ぐらいの人口で求

めますと１年当たりこの全体で千数百万の交付税の影響が出てくるということもまあ見込

まれますのでよろしくまあお願いしたいというふうに思っております。 
        それからこの民間アパートの皆さんが自主的にまた意欲的にこれまで事業の取り組みを

して、結果的には町の人口増の施策に呼応していただいておるというふうにまあ感謝をし

ておるところでございますが、なかなかあの良いときはいいんですけれども、経済の状況

によって大変今現在のところ空き室、空室等が増えて大変苦労されておると、これらのこ

とについての心情というものは大変私としても察して余りある心境でございます。この人

口増というものは行政も民間もいろんな立場立場で一緒になって考えて、特にあの民間活

力というものを入れた形が大変よろしいわけでございますので、これからもそうした点に

も力を入れていきたいと思いますが、やはりあのどういう分担でやっていくかということ

についてはですね、やはりあの情報を共有していくと、特にこういう経済状況でございま

すので空き家情報というような言葉も今お話にございましたけれども、当然そういうよう

なことも含めて行政として何ができるかということで、いずれまあこれはあのまた上向き

加減になることを期待するわけでありますけれども、今の町のホームページ等でもこれは

あの協定ができておりまして相互情報交換をしてホームページへ入れていくということの

道で今住んでおります。若干あのその辺の情報不足がこちら側からの働きかけの問題や向

こうからの資料提供、情報提供でもなかったということもあるようでございまして、今あ

の少しページ開きますと少しまあそうした完全な情報というものが把握できてお知らせで

きないという状況でございますので、今あの所管課の方で督励をして関係の皆さん方との

情報交換をして入れてに行くような今して、少しずつ目に付いてきておるように見ていた

だけるかと思いますけれども、まああのそうした情報交換をしながらですね、それからさ

らにまたあのこれはあのアパート経営の皆さんばっかりではございません。中小企業のみ

なさんも同じような今苦労をされておりますので、町として精いっぱいできることと、や

はりこれはあの出来ないこともあるわけでございますけれども、そうしたことを十分対応
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しながら、特にあの中小企業の融資制度対応もこうしたアパート経営者の中にも当てはめ

られる部分がかなりございますので、そうした既存制度の活用も含めながら、またあのア

パート経営者の皆さん方とご意見を聞きながらできるだけの町の支援対策も講じてまいり

たいということでございますので、今後ひとつまたいろいろとご理解をいただきたいとい

うふうに思っております。 
久保島議員   是非ですね強力な支援をお願いしたいというふうに思います。さて今お話しにちょっと

出てきましたけれども、第５次総合計画策定のためにですねアンケートを行いましたとこ

ろ、ショッピングセンター要望、商業環境の整備っていうのがですねかなり多く出まして、

これも人口対策のですね非常に大きなポイントになるんだろうと思います。まあ以前お話、

同僚議員の質問にお答えいただいた中で民間のことなので行政では手が出せませんという

ような話もあったかと思います。しかしですね塩尻市で今回、市長がですね閉店をしたセ

ブン＆アイホールディングスの建物を 90,000,000 円で購入して、１階はショッピングセン

ター、２階、３階以上は町の福祉施設ということを企画しているようでございます。これ

もですねコスモ２１がこれできないんかなということを町民の間から私、方々へ行くたび

んに聞かされております。町民から生鮮食料品のショッピングセンターが欲しいっていう

声はですねもう聞かないで通り過ごすというわけにはいかないという状況になってきてお

ります。で、誘致にですね町長が東奔西走いただいて方々当たっていただきました。でも

結果はダメだったということになりますと、思い切って町が介入していくということも必

要なんじゃないかと、まあ町営化ということもですね一つの選択肢としてないのかなぁと、

今まではコスモ２１の救済という部分で考えていたんですけれども、この次元ではなくて

町民の要望をかなえていくんだという、そういう意味でですね次元としてはまさしく行政

の仕事であろうかというふうに思います。でスーパーとかねあの農産物直売所とか観光設

備とかいうことでいけばですね、町の施設としては十分に利用価値があるんだろうと思い

ます。まあバリアフリーになっていますので養老宅老所なんかも併設してもいいかもしれ

ません。まあそういったですねあそこをうまく利用するということも考えられないかと、

商業環境の整備という点から町長いかがお考えでしょうか。 
町  長    まああの大きく人口増への取り組みの中で商業の活性化というものは大変まあ重要な要

素であるというふうに思っておりますし、またあの第５次総合計画の策定のアンケートの

中にもこうしたあの病院等の問題と同じぐらいの数字でこの町の商店、買うものが近いお

店が近くにないということが非常にあの大きな住民の皆さん方の願望要素として捉えてお

りまして、私も全くそのとおりだと思います。まああの久保島議員もかつてこのコスモ２

１に同じまあ経営の一員として参画された経緯があるので、当然この想いというものは人

一倍強くお持ちかというふうに思いますので、あの共々にまた現在の組合の皆さんともい

ろいろとまあ考え方を意見交換しておりますし、直接、町のあの経営に対してどうこう言

えるこの主体的なことは申しませんけれども、やはりこの商業の振興という一つの住民要

望の中の一つとしてまあ町も町長自らもそうして今までやってきましたけれども、なんせ

まあこの時期の問題がございますし、それから同じあの一つの販売店としてのこの店をあ

そこで構えて将来的にどうだというようなことの中で、いろいろあのプロの皆さん方のお

話を総合して、あの位置で今後ともまた末永く存続をしてというようなことにはどうも消

極的な意見が多いというのが今までの実感でございます。従ってただあのまだしっかりし
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た建物でございますし、人の集まる集積的な施設として生かしていくことは当然だという

ふうに思っております。今いろいろとまああちこち情報を集めながらやっておりますけれ

ども、まあ今後のあの１つの店舗という考え方の中ではやはり１５３のバイパスがああい

う形で現在進めておりますので、大方のそうした道の皆さん方の考え方はバイパス沿線と

いうようなことがひとつの出てまいります。従って後の利活用をどうするのかということ

はまた今後の次の長期計画、土地利用の中でも位置付けていくべきことだと思いますけれ

ども、まあそうそうも言っておりませんこれはあの急いでしていかなきゃならない問題も

ございますので、いろいろと今あの言ってきていただいておる考え方の企業もございまし

たりするものですから、またこれをどういうふうにマスタープラン的に位置付けてという

ことでいま真剣に取り組んでおるところでございます。なのであのもう少しまあ時間をい

ただいて今年度中には何とかその方向としては目途をつけていきたいということでやって

おりますので是非またご理解をいただきたいと思います。 
久保島議員   是非ですね前向きに取り組んでいただきたいというふうに思います。さて次にまいりま

す。今回予算の中でですね中学３年生までの医療費支援とか、Ｉターンや若者定住の皆さ

んの新築住宅の補助なんかありました。そのほかに今回、ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチ

ンの予防接種全額町負担とかですね、この辺のところもまあ福祉の面医療の面でですね安

心して暮らせる町ということで、非常に人口増にもたいへん寄与していくんだというふう

に思います。この辺は非常に評価をしていきたいと思います。ただですね如何せんそのア

ピールが足りなくてですね、どうも知らないという人が多いということで、もう少し上手

にＰＲしていただきたいなというとこでございます。で核家族化が進んでいる今日ですね

そのどうも若いお母さんたちが子どもを生む状況としては非常に厳しくなってきている、

まあもちろん産科の関係もございましてそうだったんですが、ここのところいい見通しに

なってきましたので産科医院についてはまあ駒ケ根の昭和から出る先生のお世話になるん

だというふうになりますが、今度あのいわゆる今その環境整備としてですねタレントであ

の人気歌手のつるの剛士さんという人がいまして、この人は芸能活動ちょうど今上り坂に

なってきたところをですね１年間活動を休止と、これは育児休暇のためということでござ

います。これでですねまた彼の人気が上がっちゃいましてですね、ホームページのアクセ

スも非常に多くなってきているというような状況でございます。こういうことがですねい

わゆる「イクメン」とまあ言っている言葉らしいんですが、まあ育児を楽しんで喜んで行

う人ということでございます。まあヨーロッパの方ではですね進んでおりまして非常に人

口増対策にも出生率の上昇にも役立っているということでございます。まあ今までその母

親学級っていうのがございましたので、それに付随して多分若いお父さんも来てくれてい

る人もいると思うんですが、どうもそのお母さん達だと出にくいというのもありまして、

是非ファーザースクール、まあ父親学級ですね、英語で言ったほうがかっこいいとすれば

ヤングファーザースクールとでも言いましょうか、そんなものを是非当町でも取り入れて

いただいてですね、行政でも支援しているんだぞというところもお見せいただければなあ

というふうに思いますが、その辺についていかがでしょうか。 
        それから男性職員の役場の職員の皆さんの育児休暇ということについてはですねどうい

うふうに考えて取り組んでおられるのか、その辺についても町長のお考えをお伺いします。 
町  長    まああの育児を楽しくと、これが家庭もあの母親だけの専任事項でなくて父親も加わっ
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て楽しく育児をしていくと、大変あのこうしたこれからの時代の課題であり、また大いに

進める内容だと思います。まああの生涯学習等々いろいろございますので細部教育長の方

から申し上げますけれども、町の方私の立場としてこの最近の育児状況、楽しむまあ子育

てということに鑑みてですね、具体的にはこの２２年度からこの両親の学級を再開をして、

特にこの子育てをする心をケアしていくという事業を始めてまいりたいというふうに計画

をしております。まあだいたい年３回ぐらいの開催日程の中で楽しく子育てをする、それ

から自らが楽しく人生を送るということでございますので、育児のいろんなまあ母親、父

親含めたこのまあ言葉としては「イクメン」というふうにいま、そうした部分、それから

ファーザースクールという部分も含めてですね、こうした組み立てをしてまいりたいとい

うことで考えておりますのでよろしくお願いします。それらに関しての町の職員、まあ男

性職員も含めてでございますけれども、これもまあいろいろとこうした町がそのことを取

り組んで行くには、当然職員の意識というものも持ってなきゃまずいと思いますので、こ

の２２年度取り組むにあたりましてまた職員の内部とまたひとつこうした部分も含めて進

めていきたいというふうに思っております。 
教育長     それではあの生涯学習の立場からお答えをしたいというふうに思っておりますが、まあ

少子化対策ということで父親の育児参加、まああのわが国の流れが一層加速していくので

はないかなということは私も思っております。ヤングファーザーではなくてオールドファ

ーザーの立場からあの育児を妻に任せて来たというそういう立場でどことなくこう忸怩た

る思いがありますけれども、まあ生涯学習、社会教育の関連で申しますと、直接的にです

ねファーザースクールという銘を打った取り組みはしてないわけでありますが、それに関

連した事業としまして、例えば公民館で壮年クラブの料理講座というような活動、それか

ら育成会でですね親子でのおやつ作りといったような料理体験、あるいはまたあの父と子

の冒険隊という銘を打ってですね保育園児から小学校の低学年の子どもまで親子の参加型

の活動を入れております。まああのこういうようなことを切り口にして父親が子育てに参

画をしていくという、まあ言わばファーザースクール父親の育児参加というふうにも言え

るのかなぁというふうに考えております。町としましてはまあ次世代育成計画、それから

男女共同参画計画の中でもこれにつきましては触れておりますけれども、まあ３つ程あり

ますが、まあ少子化を考える環境づくりとして子育てセミナーの開催、それから家庭づく

り子育てを男女が共同して行えるよう若い世代への意識啓発というようなことも行ってお

りますし、あるいはまた働きながら子育ての環境づくりとして男女共同参画社会の一層の

形成、それから企業にもですね育児支援、子育て支援ができる体制づくりを啓発していく

というようなこと、それから３つ目としてまああの楽しい子育てのできる環境づくりとし

ては今申し上げたようなセミナー、あるいは広報活動、あるいはグループ、仲間づくりへ

の支援というようなこともあります。あの男女参画プラン、心をつなぐまちづくりパート

Ⅲを策定してございますけれども、その中には育児環境整備それから男女が共に責任を担

う家庭生活の活動というその中で父親の育児参加それから育児休暇制度の推進を提言をし

ていると、またその中で先ほど町長が申し上げたように役場職員の男性の育児参加という

ようなことがまあ道を開けていくというそんなふうな形をとっておりますし、今後一層そ

ういうことを支援していくまあそういう時代ではあるかなあということは私どもも認識し

ております。以上です。 
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議  長    時間。 
久保島議員   時間ですか。 
議  長    もう１０秒です。 
久保島議員   それではですね、それをまとめた形でこんなようなものをですねまた出していただきた

いっていう要望を前回出しましたけれどもこれはいかがでしょうか。 
議  長    時間です。 
久保島議員   時間ですか。終わります。 
 
議  長    ここで休憩をとります。再開時刻を１０時５０分といたします。休憩。 
 
          午前１０時３８分 休憩 
          午前１０時５０分 再開 
 
議  長    休憩を解き会議を再開します。一般質問を続けます。 
        ２番 中村明美 議員 
２番 
中村議員    では通告に従いまして一般質問をさせていただきます。本年は国民読書年に当たります。

近年、国民の読書離れ活字離れが指摘されています。テレビやゲームなどの娯楽が増え、

インターネットで簡単に情報が得られることになったことなどから、大人も子どもの読書

への関心が薄れています。このように活字と向き合う時間が減っている中で、文章を読ん

で正確に理解したり自分の意見を述べたりする言語力やコミュニケーション力が低下して

いると指摘されています。こうした中、言語力を養うために読書の価値が見直されていま

す。様々な本を読むことは単なる知識や情報、教養を高めるだけでなく、他者を思いやる

心を育み豊かな人間性を養うことにつながると、近年は学校では朝の１０分間の読書運動

が浸透したり、また家庭、地域全体で読書を推進するなど読者に対する国民意識が再び高

まりを見せています。そうした中、平成２０年６月の国会決議で２０１０年を国民読書年

とすることが決定されました。決議では政・官・民が協力し国を挙げてあらゆる努力を重

ねると明記しています。しかしながら新政権が２０１０年度予算では取り組みの効果が表

れていた子ども応援プロジェクト事業 155,060,000 円を廃止、その代わりに子ども読書の普

及啓発予算として前年の３分の１に満たない 49,000,000 円が計上されました。私は子ども

の読書活動の関連予算を大幅に削減したことを大変懸念いたします。当町では２２年度に

子どもの図書に関する費用に対してどのぐらい盛り込んでいるのかお伺いいたします。 
町  長    それでは中村議員のご質問にお答えをしてまいります。国民の読書年、これに対して子

どもの読書活動への町の取り組みでございます。最初私の方からお答えをして、細部につ

きましては教育長の方からお答えをさせていただきたいと思います。お話にございました

ようにこの国民読書年、これはその前提として国民の読書年に関する決議というものが平

成２０年の６月６日衆参両議院全会一致でまあ採択をされました。この国民決議では文字

と活字の文化振興法これのまあ制定、施行５０周年にあたる今年、まあ２０１０年でござ

います。国民の読書年に制定をして政・官・民協力の下で国を挙げてあらゆる努力をして

いくというふうに謳われております。またそのもう一方で財団法人の文字活字推進機構、
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これではこの国会決議を受けて国民読書年推進会議をやはり２０年の１１月１８日に発足

をして、平成２１年１０月１９日にはこのロゴやキャッチフレーズ「じゃ読もう」こうい

うまあキャッチフレーズのもとに計画を発表して、公共広告機構の平成２１年７月から新

聞、雑誌、テレビ、ラジオなどで言葉ダイブしようというそれぞれのまあ機関の中で取り

組みが始まったところでございます。そこでまあ今年の１月からは国民読書年の特集番組

の放映や新聞記事の掲載などが始まっておりまして、様々なところで国民読書年にちなん

だ行事や取り組みが始まっておるとこういうふうにまあ認識をしておりまして、大変大事

なことであるというふうに私も思っております。今後のまた具体的な取り組み等につきま

して教育長の方からお答えをさせていただきます。 
教育長     それでは私の方からあの図書費についてどのくらい盛り込んでいるかということであり

ますので、具体的な数値をもってお答えをしたいというふうに思っております。子どもの

図書費でありますけれども、新年度予算におきましては飯島小学校で 667,800 円、それか

ら七久保小学校では301,400円、飯島中学校では531,000円を計上しております。これをで

すね子ども１人当たりに換算いたしますと約 1,800 円程度になりますけれども、七久保小

学校は児童数が少ないものですから１人当たり 2,200 円ほどになろうかなというふうに計

算ではなっております。それからあの学校関係以外でまあ町民の皆さんに使っていただい

ている町の図書館もありますが、でこの中で子どもに対する本、具体的には絵本とかです

ね紙芝居等がございますけれども、そうしたものを含めた児童用の図書の購入であります

が 800,000 円ということで、これは全体の予算の約３割を占めておりまして、まあ 800,000
円は一般の大人向けの図書の購入とほぼ同額というふうになっております。これ以外にも

ですね例えば３歳時健診の折りに保護者の皆さんに読み聞かせをしていただくという、そ

ういう立場からブックプレゼントをずっと続けておりますけれども、これは１人当たり

980 円で総額で申しますと約 80,000 円ほどになろうかと思いますが、絵本を贈ってきてお

ります。これらがあの子どもに対する図書費というふうにご理解いただければというふう

に思っておりますのでよろしくお願いいたします。 
中村議員    よくわかりました。その中にですね今回国の予算に入っている子ども読書普及啓発予算

というのを盛り込んでまた取り組みをされていくことを要望する次第でありまして、次の

質問に入りますが、小・中学校の図書館では子どもたちの成長段階に必要なる本が揃って

いることが理想です。そこで学校要覧に蔵書数が紹介されていますが、現在の蔵書数に対

して充足率はどの程度かその率をお伺いいたします。 
教育長     現有蔵書数それから充足率にかかわるご質問でありますが、あの学校要覧で確認された

ということでありますので数値的にはご存じかと思いますが、ここで改めてお答えをした

いというふうに思っております。学校図書館の図書標準というのがございまして平成５年

３月に文部科学省が定めたものであります。であの今町内の小・中学校の現有蔵書数それ

から充足率でありますけれども、今年度当初平成２１年度当初の数値でございますけれど

も、飯島小学校には９,１２４冊充足率が９９.６％、それから七久保小学校が５,４５３冊

９０.３％、飯島中学校１１,４７０冊１０７.０％というふうに計算ではなります。ただし

これはあの蔵書管理の台帳に基づく冊数でありますので、子どもの人気の高い廃棄したも

のも図書館の中に若干残っているものもありますので、それを加えれば数は当然のことな

がら多くなります。只今申し上げましたその充足率につきましてですけれども、学校図書
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館の運営のまあ重要な一つの指標ではございますけれども、まあ通年にわたって今申し上

げたように例えば購入をしたりそれから破損したような本を廃棄をしていくわけで、廃棄

や受け入れといった蔵書管理を行っている関係で充足率は当然のことながら数値は変動い

たします。ですので充足率を満たしていくということはまあもっともなことでありますけ

れども、ここの経過の中では、学校図書館の廃棄基準というのがございまして、その廃棄

基準に基づいて本を精選して全体のバランスを考慮しながら、限られた予算の中で子ども

にニーズの高いあるいは読ませたい本をこう整理しているわけですが、気をつけなくては

いけないのは古い情報とかですね、例えばあの合併して市町村名が変わったとか、あるい

は国名が無くなったというそういうような本は必然ながら処分していかなくてはなりませ

んし、新しい情報を常に考えながら子ども達に提供していくというそういうとこでありま

すので、充足率ばっかりに目を向けていくとこれはちょっとまずいことになるかなという

ふうに思っております。まあいずれにしても全体的には蔵書の質を高めるという、新しい

情報を常に子ども達に提供するという、そういうスタンスで管理運営をしているところで

あります。またあの町の図書館ではですね、ちなみに今年の１月末現在で蔵書数７１,５３

９冊、その内、子ども用の図書は２６,６６８冊全体の３７.３％になっておりますので申し

添えておきます。以上です。 
中村議員    小中学校の図書館の状況は常に全体のバランスをとりながら、新しい情報、質を高める

努力をされているということをお伺いいたしました。次にですけれども、当町においては

中学校では本年より朝の１０分間読書運動が実施され喜ばしく思います。本が自信を育む

源となることを望みます。また小学校では読書週間には親子文庫の方々が年４回、職員が

年１回と読み聞かせ活動を実施しています。また読書ボランティアの皆さんによる週２回

の読み聞かせ活動があり、その関係者の方々は朝仕事前の時間に読み聞かせをしていただ

いています。子ども達にもとても好評とボランティアの皆様方には大変敬意をいたします。

その他、お話の会、お話の森スペシャル等、子ども達が本に親しめる環境ができてきてい

ることを大変うれしく思います。さて昨年行われた学力調査の結果、教育長は飯島の児童

には国語力がもう少し欲しいと言われました。そのために読書に力を入れたいと言われて

いました。既に読書力を高めるために検討されていると思われますが、本年は国民読書年

ということでもあり、子どもの読書について新たな取り組み等の考えがあるか教育長に伺

います。 
教育長     それでは議員のご質問のお話の中にも若干重なるところもあろうかと思いますが、お答

えをしたいというふうに思っております。まああの今の子ども達は非常にあの多くのメデ

ィアですね、例えばゲームでありますしインターネットというようなところで非常にもう

情報メディアにさらされておりまして、やはり活字離れというようなところはご指摘の通

りだと思いますし、まあ生活スタイルが大きく変わっておりますのでなかなか読書を、本

に向かうという機会が少なくなっていることは私も憂慮するところであります。先ほどち

ょっとあのブックプレゼントのこともお話をいたしましたけれども、まああの子どもが生

まれてですね３歳くらいまでが基本的信頼感、まあ心理学的に言えばそのように申すそう

でありますけれども、母子とのアタッチメントそういうことが非常にあの形成時期である

し、乳幼児期にとっては大事な時期であるということはいろんなところで言われておりま

す。まああの暖かいまなざしを向けて、携帯を扱いながら授乳をするなんていうことはも
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っての他でありますし、少なくとも抱き締めてですね３歳くらいになったらひざの上に子

どもを乗せて、そして絵本を読んで親子のきずなを深めてほしいと、まあそういうことが

長い目で見れば読書力あるいは本に向かう重要なスタートになるんではないかなという、

そんな意味でブックプレゼントを継続しているわけであります。 
それからあの保育園児につきましてもですね今年度県の安心子ども文庫事業というのが

ございまして、各保育園に絵本あるいは紙芝居のこう、それから書架を整備してですね保

育園のころから積極的な読書支援をしてまいりたいというふうに考えております。小学校

でも先程のお話にありましたように読書の時間に地域のボランティアの方に来ていただい

て読み聞かせ等をしておりますし、まあこういうことをさらに進めていきたいというふう

に考えております。であのこれは毎年行っておる学校の行事でありますけれども、まあ読

書週間というのがありますが、学校によってはですね家族読書の時間というのを提唱して

いる学校もありますので、こうした内容をですねぜひ親子でスイッチを切ってそして本に

向かうというようなそういうようなことをうんと提案していこうかなというふうに思って

おりますし、学校もそのような考えであります。今年度あの新たなその子ども達に本を読

ませるということでありますが、先程の学力の向上に合わせてですね読書力をつけたいと

いうことで、学校とも協議をしまして是非進めていこうではないかということで、今年度

からですね中学校でありますけれども週に４日間、月曜日から水曜日までの８時１５分か

ら２５分まで間、１０分間を全校一斉読書の時間というふうに設けようではないかという

ことで学校の方とも連絡してですね協議をして、中学では読書の時間ということを設定し

て日課の中に設定していただくように今年からなりました。まあこれもあの小学校の方は

まあ児童の発育段階もありますので朝の時間に低学年一斉にとることが可能かどうかとい

うことは今後検討していくところでありますけれども、中学校ではそういうことで今年の

読書年に合わせて新たに取り組んでいくということで年間計画で定めたとこあります。日

課の中で定めたところであります。またあの町の図書館もですねこれまでいろんな行事を

やっているわけでありますけれども、それぞれの行事も読書年を意識したイベント、読書

年を意識して啓発活動それから読書の推進、是非あの活字離れをちょっとでも止めようと

そういうことの思いで環境整備を一層進めてまいりたいというふうに考えております。 
中村議員    ただいま新しい事業等伺いました。その取り組みに対して大変期待いたします。私も先

日、飯島小学校の校長先生に子どもの読書について実態を伺いました。本が好きな子は借

りる回数が多い。しかし本が苦手な子はほとんど借りない。本が苦手な子はどちらかとい

うと漢字が苦手ということです。その状況下からすると本の借りる回数が増えても本の好

きな子が増えたとは言えないということです。本を好きになる児童を増やす努力が今後の

重要課題だと思います。子どもの行動を見るとき子どもは目の前の欲望や興味のあるもの

に心を左右されがちです。いわば現実主義といえます。ですから子どもの興味や個性を見

つけ出し、その子がいま興味を抱いている本を開いてあげたら子どもはその本に目が向く

のではないでしょうか。興味のある本に出てくる漢字は読めなければ聞いて内容を理解し

ようとします。そして漢字が書けないとしても漢字を読むことだけはできたりします。ま

た文章の流れで漢字を読めるようになることもあります。従って興味を持つ本を提供する

ことで読書力が高まるように思います。そこで大切なのは子どもの個性、興味を引き出す

観察力と努力が大変に重要であり、この作業こそ親御さんや教員の務めではないでしょう
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か。医学博士の服部幸應氏は、大人になってからキチンと振るまうためのモラルを確立す

るのも３歳から８歳までの時期であり、一生のうちで学ぶ７０％のモラルや習慣はこの時

期に身につくと言われています。このことからも子どもの未来を考えるとき学校教育では

低学年の時期にしっかり手をかけ時間をかけることが重要とうかがえます。読書において

も同じことが言えるんではないでしょうか。子どもの個性、興味を引き出すため今以上の

取り組みをすることは、ひいては教育長の課題の１つでもある子どもの国語力向上にもつ

ながり、飯島の子ども達の成長により良い結果をもたらすと考えますが、教育長はこのよ

うな子どもの個性、興味を引き出すための努力をどう思われるか伺います。 
教育長     興味を引き出すというところでお答えできるかどうかちょっと思いもありますけれども、

いずれにしてもですね今のお話の中で、小さいころから子どもが字を、あるいは読書に興

味を持ち始めるということでございますけれども、だいたい４歳ごろからというふうに言

われております。文字に関心を持ったりということでありましょうか。でまあ多くの子ど

もは小学校の就学前にはですねだいたい自分の名前が書けたりあるいは読めたりするとい

うふうに言われております。まあ既に文字に興味を持っているというふうに、で入学した

ときにはですね、ひらがながだいたい６割の子どもがだいたい書けるというのがまあ経験

でもありますが、保育園における読書活動としてはまあ幼児にとってまあ好きな絵本を読

んでいくということでありますが、それがあの興味につながって自分の選択の幅が広がっ

て、あるいは好みのジャンルが広がってくるのではないかなというふうに思いますし、ま

あこういうような機会と場を多く提供して絵本に親しめる環境を整えたり、まあ家庭にも

先程申しました通り、読書の働きかけをしていく、それでその様なことで子どもの読書活

動を支援していくということが大事ではないかなというふうに思っております。であのた

だ単に興味があるからその本を選ぶというのはまあ小さいころで結構だと思うんですが、

やはり高学年になってくるとやはり難易度の高いあるいは質の高い、あるいはまあ文学で

したら古典と言いましょうか、そういうようなところにも挑戦していく中で語学力とか言

語力とか文字に対する興味とかあるいは知識だとか幅広いものを獲得していってほしいな

というふうには思っております。ただ単に興味だけで進んでいってしまうと、子どもの読

書力はついていかないではないかなというふうには常々思っているところであります。学

校図書館の読書活動では子ども一人ひとりが読書の楽しさを味わうと、それと同時にです

ね調べ学習ということも出て、今最近は総合的学習の時間等もありますのでどうしても調

べる調査活動も増えてきますが、まあそういうようなところで目的を持って読書を行うこ

とによって知識を増やしていくということも大事ではないかなと、いずれにしましてもそ

ういう経験が生涯にわたって大人になってもですね日常的に本を取り出す、本に親しむと

いうそういうことにつながる大事な時期ではないかなというふうに思っております。まあ

一般的に学校図書館は想像力を広げたり思考力を高めたり、まあ生涯学習における自己教

育力を育む場所というふうにも言われておりますし、まあ基本的なコンセプトとしてまあ

子ども達が自由に楽しく利用できる図書館ということを目指しておりますし、そういう本

の提供を今後していくことが大事ではないかなというふうに思っております。まあそんな

立場からも図書館運営、学校図書館、そして町の図書館についても支援をしていきたいと

いうふうに考えております。まああのいずれにしましても国民読書年という年であります

ので、子ども達の文字に対する興味それから読書に対する読書力といいますか、そういう
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ものは一朝一夕についてくものではありません。地道な積み重ねが大事だというふうに思

っておりますので、この機会に多くの町の皆さんにもこの読書、今年はですね読書に対す

る意識をちょっと今までとは違った角度で向けていただければというふうに、この機会を

もって思っておりますのでよろしくお願いします。以上です。 
中村議員    私はあのただいま申し上げました興味を持つということ個性ということですけれども、

これはまずあの子どもが本に取りつく一番最初の一歩ですね、そういう時点でまあ低学年

とか幼少のころの子どもに興味のあるものから本にこう結び付けていくというもので、決

して中学生とかそういう子どもさんにそれだけでということではございません。次にまた

ですねあの国の方から補助事業があるわけですけれども、この補助事業を活用して青少年

向けの小説作家による講演会を企画するということも一つ方法としてあると思うんですけ

れども、こういうことをして読書に関心を抱かせるということはいかがでしょうか。 
教育長     あの今年度のその読書週間っていうのは単発的な行事で各学校で取り組んでおりますし、

またあの生涯学習の立場からもですね読書年にふさわしい行事がどういうものであるのか、

今お話のような作家あるいはその出版関係の方を招いて、あるいはあの著名な文化人です

かね、をお願いして読書に関する講演会とかそんなことは今後検討していきたいというふ

うにこの場でお答えしておきたいと思います。以上です。 
中村議員    講演会を通して小説に興味を持つようになった子どもが増えたとのデータもありますの

で、今後の検討を要望いたしまして次の質問に移ります。先ほど教育長も言われておりま

したが、子どもは５歳ぐらいから個性が豊かになり好奇心おう盛になります。ゲームに走

りだすのもこの時期です。また文字に興味を抱く時期でもあります。先程の服部氏の話の

中からも、この時期をいかに育むかで学校生活にも大きく影響が出てくるでしょう。そこ

で文字に興味を示した子ども達の読書力向上への推進に対してお伺いをいたします。 
教育長     ご質問をちょっと確認させていただきたいと思いますが、それは小学校の読書というふ

うに理解してよろしいでしょうか。 
中村議員    ５歳児ぐらいですね。 
教育長     あの他市町村では諏訪方のある町村ではブックプレゼント０歳、３歳、５歳というふう

に３回やっているところもあるというふうにお聞きしておりますけれども、できるだけ先

ほどのお答えしましたように、今年度あの県の事業を受けまして保育園の絵本それから紙

芝居等を充実をしていくというそういうことは考えておりますが、それをどういうふうに

活用、具体的に活用していくかっていうことは園ごとの対応になろうかと思います。全体

としてこういうふうにしていくということは現在は考えておりません。 
中村議員    そこで私はひとつ提案をさせていただきます。私はこの保育園の時期にですね親子で読

書の時間を大切にする取り組みが教育長も言われておりますが大変に大切だと思います。

そこで提案ですけれども、それは保育参観があるわけですが、その時に親子の読書時間を

設けるということです。と言いますのは園児が親御さんの腕に抱かれて本を読んでもらう

ことで子どもは親の温もりに癒されることでしょう。親御さんも園で子どもの満足そうな

かわいい笑顔に癒され、自身の時間を割いてでも本を読んであげたくなるのではないでし

ょうか。親子のスキンシップが大切な時期にあって子どもの触れ合う時間が少ない家庭で

も保育園で親子読書を通して親子のコミュニケーションが深まり、親子読書が家族のきず

なを深めるために一役買うことになると感じます。このような園での親子読書の取り組み
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を教育長はどのように思われますか。 
教育長     親子で一つの本を介してですね関係を深める、また本を読むというばっかではなくて関

係を深めるということでは私は大事なというふうに受け止めておりますので、今議員のご

提案、親子読書ということにつきましてはですね、園の方にも投げかけてですね、具体的

にはどういうふうに取り組むかということはそれぞれの各園に任せることになろうかと思

いますけれども、親子読書の必要性については私も思っておるところがありますので考え

ていきたいというふうに思っております。 
中村議員    前向きなお考えありがとうございます。次に町長は日ごろ子育て支援には大変尽力され

ており、５カ月児に対してはブックスタート、そして３歳児には未来飛行から本の贈呈な

ど子どもの成長に心を砕かれています。親御さん方からは大変に喜ばれています。子ども

の成長過程において一つの節目の時期が５歳児ごろと言われています。この時期の健やか

な成長のためには心を健やかに育む本に接することが大変重要だと思います。そこで５歳

児に健やかに心を育めるような本の贈呈を要望いたします。ホップステップジャンプと子

どもの成長段階に合わせ、小学校入学までの子どもに３段階での本の贈呈を考えます。そ

して３段目になる本の贈呈を国の子どもの読書の普及啓発予算を活用し、本年度の国民読

書年を契機に実施することを求めますが町長いかがでしょうか。 
町  長    まああの子どもに対するこの読書に対する取り組みというものは、今教育長から縷々申

し上げました内容で今後ともそうした考え方は予算付けの裏付けをもってまあ対応してま

いりたいと、で特にあの私も２月に１回３歳児の子育て未来飛行という１つの行事、検診

の中に必ずお母さん方といろんなお話をする機会を設けております。その折りにあの子ど

もの絵本をお配りして大変喜んでいただいておると、今のご提案はさらにまあ５歳児ぐら

いまでということでございますが、これらもちょっといろいろ予算対応の問題もございま

すので、状況を判断しながらまたこの今後の検討課題というふうにさせていただきたいと

思います。 
中村議員    読書活動に代表される教育分野というのは短期的効果は見えにくいかもしれませんが、

国の将来を左右する重要な分野です。読書は人の痛みを想像し思いやる力といった心豊か

な人生を育む源泉です。健やかな子どもの成長を願って活動されている読み聞かせボラン

ティアの皆様にも喜んでいただくために実りある取り組みを要望いたしまして次の質問に

移ります。 
では２番目の質問です。女性特有のがん検診の無料クーポン券と検診手帳の配布事業に

ついて伺います。２１年度から実施されました女性特有のがん検診の無料クーポン券によ

る検診受診は、現在のところ受診率は子宮がんが６０人で２２.５％、乳がんが１０９人で

３２.４％と前年に比べたら高い検診率と伺っています。大変うれしく思います。また関係

者の方々の努力の賜と思います。そして次年度もこの事業が継続されることは対象者にと

ってうれしいことです。そこで２２年度の検診受診の目標はどのくらいか伺います。 
町  長    ２つ目のご質問でございます女性特有のがん検診の受診目標ということでございまして、

あの目標的には今のお話のありました目標数値を国並みの目標である５０％に引き上げた

いというふうに前提として考えておりまして、それに対する取り組みを若干ちょっと申し

上げてまいりたいと思いますが、いわゆるがんは日本におけるこの死亡原因の第１位であ

るということでございます。そのためにはまあ早期発見早期治療が治癒することへの何よ



 - 27 - 

りのまあ大切なことであるということは、これは誰しもが思って対応しておりますけれど

も、この早期発見のための検診の受診率を上げていくことが何よりもまあ大切であるとい

うことの中で、国や県のがん対策推進基本計画というのがございます。これを今申し上げ

ましたように国は平成２３年度までの５年間に受診率を５０％とする計画を掲げて今現在

進めておるところでございます。で飯島町でも平成１３年に、少しまあ前になりますけれ

ども、健康づくり計画の中でがんの早期発見とこのがんの死亡者の減少を掲げているとこ

ろでございます。それで特にまあ女性特有のがんの検診についてはこの受診率がまだまだ

低いということでございまして、今お話のあった数字でございます。まあこれに対しては

国が経済危機対策等におきましても全額補助事業として国の補助として検診推進の事業が

行われてまいりました。飯島町でもこれを受けて一定の年齢に達した女性を対象にして子

宮がん検診、乳がんマンモ検診等の無料クーポン、この券を検診の手帳と同時にいま配布

をいたしまして、この受診率の向上を図ってまいりまして、今も進めておるところでござ

います。今後もそうした形で進めてまいります。でまだまだこの女性特有のがんの検診が

５０％の目標に半分前後というようなことでございますので、さらにまあ予算計上を伴っ

てその受診率を５０％に近づけていく町としても努力してまいりたいと思っております。

ご承知のようにこの２２年度からは、今まで国がこの検診に対しましては全額１年度に限

って補助をしておりましたものが、２２年度からはまあ財源事情もございまして、２分の

１にまあ縮小をするという国の予算の考え方でございますけれども、まあ飯島町はさらに

その目標を達成するために、その２分の１も町が町費で負担をして、結果的に個人負担な

しで全額町費負担で２２年度は取り組んでまいりたいということで、今までの検診者受信

者に対しては今まで通りの考え方ということでございます。１にも２にも当面の目標であ

ります５０％に近づける努力をしてまいりたいというふうに思っております。 
中村議員    そこで５０％に向けての取り組みということをお伺いいたしました。その検診率の達成

に向けての対策ですね、それは前年度に追加または変更した対策はあるのか内容を端的に

伺います。 
住民福祉課長  それでは補足説明をさせていただきます。町長お答えを申し上げましたとおり、あの２

分の１の補助に２２年度からなります。しかるべき要綱等の改正をしまして、それぞれの

年齢に達した方、２１年度と同様の対策を継続していくという考えでおりますのでよろし

くお願いいたします。 
中村議員    ただいま前年度と同様の対策といいますか内容で取り組むということを伺いました。ち

ょっと懸念いたします。前年度と同じで果たして５０％の結果を得られるのか少々疑問に

思います。この無料クーポン券の対象者においては検診受診が初めての人もおり、受診の

不安から申し込まないという人もあるようです。そこで女性の命を守るためにも検診受診

を高める対策が大切です。私は受診率を高めるために３点ほど提案いたします。まず１と

して不安感を取り除くために前年度受診者の検診してよかったとの声を年代別に載せた啓

発チラシを配布する。次に無料クーポン券を受け取ったときはその気でいても時間が経つ

につれて受診の重要性が薄らいでしまうとか忘れることもあり、受診をしないということ

があるようです。そこで受診日を忘れないようにするために啓発チラシに誕生月を自身の

健康チェックの月に決め、検診受診をしませんかと入れてはどうでしょうか。そして３と

して、身近な各耕地の健康推進委員の方の力を借り、対象者へ受診の必要性を呼びかけて
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いただく、この身近な耕地の人からの声はとても大きな力になると思います。一人でも多

くの方に受診をしてもらえるような活発な啓発活動が必要だと考えますが、この３点の内

容についてのお考えを伺います。 
町  長    あのただいま目標受診率を５０％にまあ上げていきたいと、そういうことの中でまあ予

算の裏付けとそれからまあ年齢的な対応についても今までと同じような考え方の中でやっ

ていくということで、同じ考え方ではちょっと心配であるというご指摘で、全くそのとお

りだろうというふうに思いまして３つほどの提案をいただいております。それで特にあの

やっぱり受診をいただく方々が自分のこととして捉えてもらうと、頼まれたからやるとい

う決してこれは趣旨のものではございませんので、それに対するまあ呼びかけ啓発という

ものがやはり行政の一つのポイントになる、おっしゃるとおりだと思いますので、であの

こうした環境問題につきましてはあの昭和病院が６月から新しいまあクリニックの医院が

開設されて、少しその対応も広がってまいりますし、それから町側の今お話のありました

誕生日への呼びかけ、それから特に健康推進委員さんいろいろな面でを取り組んでいただ

いておるわけでございますので、またそうしたこともあのこの年度末にもまた健康推進委

員さんの会議がございます。また任期改選が４月にございます。私も直接出席をして理事

者も出席をしてそのことも呼び掛けてお願いしてまいりたいと思います。いろんな手法で

とにかくあの啓発をしながらそれを受けとめていただいて、自ら検診を受けていただくと

いうそういう考え方の気持ちを先ず持っていただくことへの呼びかけというものをどうい

うふうにしていったらいいか、今ご提案をいただいたことも含めてですね対応してまいり

たいと思っております。 
中村議員    目標を達成でき事業の効果を図ることを望みます。町長は医療に関して我が町は予防医

療を重視していきたいと言われており、私もその考えに同感です。さて２１年２２年と２

年継続して無料クーポン券、検診手帳の配布事業が実施となりましたが、現在国の経済は

大変に厳しい状況にあり果たして２３年度にはこの事業が継続されるか不透明です。この

事業は最低でも５年間は行わないと一周しません。また２０代３０代に増加傾向にある病

気で早期発見すれば治る率が非常に高いものです。ここで打ち切られたら経済的に厳しい

２０代では実費で受診する人が非常に少なくなると思われます。町長はこの検診は最低で

も５年間は継続すべきだと思われますか伺います。 
町  長    最低でも５年間は対応してまいりたいなというふうに思っております。 
中村議員    そこで今継続すべきというお答えをいただき大変安堵いたしました。また当町にあって

は国の動向に左右されることなく、女性を守るために無料クーポン券と検診手帳の配布事

業を実施年より５年間は継続することを強く求めます。先ほど町長が検診の必要性を言わ

れていました。この５年間は国の動向に関係なく町が負担しても継続するというお考えが

あるかお伺いいたします。 
町  長    まああのこの施策につきましてはここ数年来の課題でございまして、やはりあの町がや

っぱりあの他のがんも含めて、がんの死亡率が郡下の中でもトップクラスであると、多分

１番目だと思います。でこのがん撲滅というものを町の健康基本計画予防検診の１番手に

掲げてある施策でございますので、検討をした結果、昨年はまあ国のそういう２分の１の

考え方が出てまいりましたけれども、それをまあ町も新年度から２分の１を埋めながら、

この施策を取り入れた以上５年間は厳しくても全額町の負担でという思いで今おりますの



 - 29 - 

でよろしくお願いします。 
中村議員    是非とも国の動向に左右されず女性を守る施策としてわが飯島町においては５年間は継

続すると断言していただいたと判断いたしますが、それで間違いないか町長のご意見を最

後にお伺いいたしまして私の質問を終わります。 
町  長    まああの町の財政が破綻をしてしまえばこれは元も子もないわけでありますけれども、

まあそうならないように財政運営に努めてまいります。その限りでは５年間実施をしてま

いりたいと決意を持っておるところでございます。 
中村議員    では質問を終わります。 
 
議  長    ここで昼食のため休憩をとります。再開時刻を午後１時３０分と致します。休憩。 
 
          午前１１時３６分 休憩 
          午後 １時３０分 再開 
 
議  長    会議を再開します。休憩前に引き続き一般質問を行います。 

３番 坂本紀子 議員 
３番 
坂本議員    それでは通告に従い一般質問いたします。飯島町はここ数年で福祉施策全体として郡内

では進んだ町となってきており、私はとても評価をしております。しかしサービスを受け

る住民サイドにはその認識が薄く更なる施策の周知に心掛けていただきたいと思います。

また職員の丁寧で分かりやすい対応を行っていってもらいたいと思います。その中で残念

なことに障がい者や障がい児に対する施策は過去１０年を調べてもあまり私は進んでいな

いと思っております。障がい者手帳を持っていられる方は平成１６年から平成２１年３月

までの段階で５１５人から５５３人と３８人増加してきております。これは身体、知的、

精神の３障がい者全体の数になります。障がい者が自立できる支援の取り組みはどうなっ

ているかということであります。障がい者の中でも軽度の方々に対する取り組みについて

お尋ねします。平成１３年から現在に至る取り組みと今町で特に力を入れている事業は何

なのかお尋ねします。 
町  長    それでは坂本議員から、障がい者施策に対する取り組み等についていくつかのご質問を

いただきました。まず平成１３年度から現在に至る取り組みと、特にまあ町が意を注いで

おる事業の取り組みでございます。今お話にございましたように平成１３年度から平成２

１年度までの間に、障がい者福祉をめぐる国の施策といたしまして、平成１２年４月の介

護保険制度導入、平成１４年４月の精神障がい者に対する在宅サービスの町への移管、平

成１５年度以降措置制度から契約制度へとまあ転換したこの支援制度の下で、サービス量

等の拡充を町としても図ってきたところでございます。平成１８年の４月に施行されまし

た障がい者自立支援法におきましては、障がいのある人が自立した日常生活、あるいは社

会生活を営むことのできるように、必要な障がい者福祉サービスあるいは相談支援等が地

域において計画的に提供されるように福祉施設や事業体系の抜本的な見直しがなされまし

て、県並びに市町村に対して障がい者福祉計画の策定が義務づけられておりまして、この

計画によって飯島町でも福祉サービスあるいは相談支援並びに地域生活支援事業を多目的
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に進めてまいっております。こうした中で町がこれまで実施をしてきた事業の実績やニー

ズを踏まえて、障がいのある人や家族等から相談の対応、あるいは生活に必要な情報の提

供、日常生活用具の給付等々、地域生活の支援事業の充実に重点的に今取り組んでおると

ころでございます。また相談者の状況をよくまあお聞きする中から、関係機関である伊那

の保健福祉事務所、旧保健所でございますけれども、この保健福祉事務所や専門機関であ

る上伊那の広域障がい者総合支援センター、これは「きらりあ」というひらがなで呼ぶ施

設センターがございますけれども、この施設。それから療養機関や保健師、各事業所など

と連携を図りながら適切なサービス提供ができるよう取り組みを現在行っておるところで

ございます。従いまして今お話のこの福祉全体の嵩上げは認めるけれども、この障がい者

福祉に対する取り組みがややもすると後退気味であるというようなお話がございましたけ

れども、私としては決してそういうふうには思っておりませんのでひとつご理解をいただ

きたいと思います。 
坂本議員    今の町長の答弁をお尋ねして、まあ私としてはまあ具体的にちょっと調べました。それ

で過去の話なんですけれども平成１６年までの５年計画の障がい者プランの中で、１とし

て障がい者の自己決定権の尊重ということと、２として障がい者の視点に立った多様なサ

ービスの充実、３として障がい者も含めたすべての町民が責任を担い社会参加や利用でき

る施策の推進に努める、とありましたが、現在の結果としてこれらの計画は現在時点で達

成できたとお考えでしょうか。その点についてお尋ねしたいと思います。 
町  長    まああの障がい者福祉計画等に基づいて年次目標で掲げてやってきておりますけれども、

あの現在１００％達成というわけにはなかなかまいりません。これはあの財源手立ての問

題もございますし、また取り組むその組織的な問題、それからこれを受けていただくサー

ビスを受けていただくそれぞれのまあ機関団体等とのひとつの接点の問題もございまして、

ただあの計画に沿って着々とまあ一つずつその目標に向かって実現に向けて取り組んでお

るということだけは間違いないというふうに考えております。 
坂本議員    現在あの飯島町は「こまくさ園」と「やすらぎ」という２つの施設しかございません。

で障がい者の視点に立った多様なサービスの充実というところと、障がい者の自己決定権

の尊重というところで見ますとその町内２カ所しかないわけでありまして、合わない方は

町外に行っておられるということだと思います。現在「こまくさ園」は就労継続支援Ｂ型

という位置付けで、まあ一般企業での就労が困難な人を雇用し職業能力の向上を図るとい

う中で運営されていると思います。「やすらぎ」は精神障害の方々が来られています。先

ほど質問しましたそういう多様なサービスの充実という点からすれば、平成１３年に移転

改築してから８年経ちましたけれども、内容が充実しているというまあ多少初期に比べれ

ば紙漉の機械が導入されまして、カレンダーとか絵はがきとか名刺とかを作るような形に

なってきてはいますけれども、まあ私としてはここ時々伺いまして４年ほど経ちますけれ

ども、まあ日々淡々とやってらっしゃるというふうに感じております。で２つ目の質問ち

ょっと飛ばしまして３つ目の質問になりますけれども、社協に地域自立支援事業所として

の経営を任せ、やすらぎは日常活動を支援していくとなりましたけれども、その運営上の

問題点というのはどこにあると考えておられますでしょうか。 
町  長    まああの町がこれまで社会福祉協議会に経営委託をしてやってまいりました。この障が

い者のそれぞれ取り組む施設としてこまくさ園とやすらぎがあるわけでございます。こま
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くさとやすらぎ。でこのうちあのこまくさ園につきましては今年度から実質まあ社会福祉

協議会の自立経営ということで行政の手からは離れて、今鋭意その運営の中で努力をして

いただいて充実をしていただいておるということでございますが、もう一方の２階にござ

いますこのやすらぎにつきましては同様に町が従来通り社会福祉協議会に運営委託をして、

間接的な委託事業としてまあやっていただいておるということでございます。でこの地域

活動支援センターのまあ概念そのものが飯島町のような小さな小規模事業所というものの

移行によるものから、毎日まあ実質的には２０人以上で専門職を配置した相談事業を実施

したり、あるいは啓発事業までを行う高機能まで様々あるわけでございますけれども、当

町といたしましては利用者によって環境が激変をしないことを移行の際の最優先課題とし

て社協へ委託をし１年がまあ経過をするところでございます。この支援センターは本来こ

の作業をする工賃を支払うことだけを目的をしておるというわけではございませんけれど

も、作業そのものをすることが社会復帰のための訓練であるということで取り組んでおり

まして、いろいろあのこの生きがい対策それから社会に対する順応の度合い、そしてその

仕事を通じて得た工賃等を得ることによっての喜びとか、いろいろあるわけでございまし

て、年とともにそうしたことを社協とも連携をとりながら、入所者の希望にニーズに沿う

ような形で今努力をしておるということで、いろいろとあの現場的な課題はあるように聞

いておりますけれども、今後とも一層まあ充実に向けて努力をして社会福祉協議会とも連

携をして対応してまいりたいとそのように考えております。 
坂本議員    先日ですね、こまくさ園の所長さんとも社協のトップの方ともお話をしました。その中

でのこまくさ園の問題は通所して来られる方々はそれぞれの障がいの程度も障がいの種別

の違う方々が同じ仕事をしておられ、つまり作業していても能力がまちまちなので一緒に

仕事をしているために指導するサイドも難しいということをおっしゃっておりました。企

業のように能力だけを追求して頑張りましょうという指導はできないということです。そ

してまたもう一つは受託事業というのがありまして、期限を迫られてというかまあ期限を

長めにとった中での作業をしていくんですけれども、あのそういう中でもあのまあ障がい

者の方々そこに行ってらっしゃる方々のテンポによっては間に合わない場合もあるという

ことで、間に合わなければ職員がやっぱり残業をしてまで手伝う、つまりは納期があるの

でそういうこともあると言っておられました。であのこれは現実のことなんですけれども、

それであともう一つはあのそのこまくさ園にこれから入ろうかという新しい方たちがお子

さんを連れて見学に行ったのですけれども、みんな楽しそうに仕事をしているように見え

なかったということで、親としてもここに通わせたくないなと感じたということを言って

おられ、でお子さんはお子さんで、ぱっと見てもう帰りたいと言って、結局このこまくさ

園に通所することを止めましたということも聞きました。それで若い障がい者の方やその

親御さんたちはいろいろな施設を見てらっしゃって、その中でまあ比較検討されてその結

果として他の施設を選んでいるということです。まあこまくさ園は平成１３年に消防署の

状態を直してあそこに作られたわけですけれども、その頃としてはまあ上伊那の中ではま

だそんなにいろんな障がいの施設がない状態の中で発足していると思うんですが、それ以

降いろいろなあのまあ一般の福祉法人のところも入りましたりして、小さいアパートタイ

プのものから、まあ大きな福祉施設からといろいろ出来ました中で、やはりこまくさ園の

状態が、まあ現状としては通所している方はそれでいいのかもしれないけれども、これか
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ら形としてはいろいろと変化していく方向もあるのではないかと私は思っております。社

協としてのこまくさ園に対する今後の計画は何かあるのですかと伺いましたら、それは町

の方でやってほしい、こちらとしては毎年同じ事業をやっていくだけですという答えが返

ってきました。障がい者の親御さんたちはこまくさ園の事業のあり方は新しい利用者のニ

ーズに合っていないと言われます。一体どちらが責任を持ってつまり、町なのかあの社協

なのか、こまくさ園の９事業を進めてくれるのでしょうか。こまくさ園の事業には町の一

般財源から平成２０年で約 10,630,000 円ほど管理費として出しておりまして、また県の補

助金も 7,500,000 円が加わって運営されています。町長としてはこまくさ園の事業に対して

はどのように考えておられるのでしょうか。 
町  長    まあこれはあの今年度からこまくさ園の運営自体は名実ともに社会福祉協議会の方の自

主運営ということで形だけは移管しましたので、この経営のノウハウ等をする内容的に立

ち入ることは町長としてはいかがなものであるかというふうには思いますけれども、さり

とてこれはあの大きな町の障がい者福祉、今お話のように 10,000,000 以上町の予算も割い

て支援を講じておることもございます。従ってあのやすらぎ等も含めて障がい者全体とし

てのまあ内容で、まあ副町長も理事の一員として副会長として送り込んでおりますので、

十分またその辺も整合性を図りながら、ただ、今お話のようにあの福祉協議会社会福祉協

議会としては今あるこまくさの運営状況をさらにまあ前進させる、あるいは脱皮をさせる

ような取り組みの中ではもう限界であると、スペース的にもそうだと思いますし、やはり

取り組む体制組織の問題もあるかと思いますので、そういう意味のことをおっしゃってい

るんではないかと思います。従ってあの町としてはそれをさらに拡大した形の中で障がい

者福祉をどうしていくのかということの中でこの施設入所の問題も含めて、総合的にまた

できるだけ連携をとって対応していきたいとこのように思っております。 
坂本議員    いまの町長のお考えを聞きまして少し安心もしております。非常にあのその事業の内容

ということになりますと、先程最初に言いましたように、障がいの程度の種類が違う方と

種別の違う方が一緒にいられるということで、８人の職員の方で現場は１９名入所してい

るんですけれども、その方を見ているというのはなかなか大変なことでありまして、まあ

中には重度の方がおられまして、そうするとまあ静かに作業に加わっていられずに、やは

りまあ邪魔をするっていうことじゃないんですけれども、一生懸命やっている方のところ

に行ってしまうという場合はまあその重度の方に対しては１人の職員が付きっ切りという

状態になったりとか、まああのそういう状況で作業ができなければ職員室の方で昼寝をし

ているというな形態も現実ではあるわけであります。だからなるべくそのこまくさ園の実

態に即した形の中で職員の配置とそれとまあその運営の中身を見ていっていただきたいと

思います。 
それとあのもう一つは社協の理事の中には必ず障がい者の親御さんを１人、今後だから

社協の中にこまくさ園が位置するとしたら、障がい者の親御さんを１人入れるようなこと

をその点はいかがでしょうか。 
町  長    社会福祉協会の運営組織は飯島町社会福祉協議会そのものが理事会、評議員会制度をも

ってまあ運営しておると、従ってあの理事ほか役員等につきましてもあくまでもこれは社

協自体の責任において人選をし運営をしていくものというふうに解釈をしております。従

ってあの私の町長の立場で今おっしゃったようなその組織の中へ理事を加えていくという
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ことについての答弁はできる立場にございませんのでひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。 
坂本議員    はいわかりました。そうしましたら飛ばしました、２の質問に戻りたいと思います。先

日障がい者を持つ親御さんの方々と町職員とある福祉法人の方との懇談会がもたれました。

その中で私の感じたことは、障がい者を持つ親御さんの同志がどんなお子さんがいてどう

大変なのか、その親同士の間でもお互いが理解できていないという、つまり親御さん同志

の間であまり交流ができていないということです。親しい方々数人の間で相談や悩みを解

決したり慰めあったりしているということは分かりましたけれども、全体の中としてはど

んな方がいらっしゃるか分からないという状況でした。中には孤立しがちなご家族もいら

っしゃるということも分かりまして、まあ見ますと親御さんたちも高齢化している方もい

らっしゃいましたので、お子さんはたぶん３０代とか４０代なのかと思ってその方のお話

をお聞きしました。まあ現在手帳を持つ方は町内に５５３人いらっしゃいますけれども、

その実態も認識されていないのではないかと思われるフシもあります。で、３障がいの実

態とそれぞれの問題点を把握し、交流の開催を今まで積極的にやって来られたのでしょう

か。実態はどのようになっていたのかお尋ねします。また３障がいのそれぞれの問題点を

どう把握しているのかお尋ねしたいと思います。 
町  長    戻ってまああの３障がいそれぞれお持ちの方おられるわけでございますけれども、今お

話のようにいろんなまあ問題点、それから障がいの程度によってあろうかと思います。ま

たそういう一つの現場のお話もまあお聞きしておるわけでございますけれども、参考まで

に申し上げますとこの障がい者手帳所持者、この現在の町の状況でございますが平成２０

年度末でございますけれども、いわゆるまあ一般の身体障がい者手帳をお持ちの方が４７

３ 名、それから療育手帳というのがございましてこの手帳をお持ちの方が７４名、それ

から精神障がいの方でこの保健福祉手帳をお持ちの方が２９名、合計で５７６名というふ

うになっております。でまあ３障がいそれぞれの共通の問題点といたしましては、この障

がい者団体に加入活動されている方が年々まあ少なくなってきておるということ、それか

ら障がいのある方のこの生活全般を一元的に受け止めて適切なこの支援機関につなげたり、

個別のまあ問題を集約して必要な検討を行うということでこれをまあ福祉施策に反映をし

ていくという機能が関係団体、行政にも求められておるというようなことでございまして、

このような地域支援のためのこの各団体そのものがこれを中核的に役割を果たしていくと

いうことは当然まあ無理な話であるわけでございまして、そんなことで町もいろいろと検

討対応をしながら、３障がい交流のための当事者や家族の皆さん方の参加をいただいて、

町が音頭をとってこの障がい団体の充実を図っていくということでございまして、実は具

体的にこの去る２月の２６日でございますけれども、町が主体となってこれ１６名ほど出

席をいただいたということでございますけれども、そういうことを今後さらに充実して進

めていきたいというふうに思っておるわけでございます。そんなことでまあいろいろ問題

点が課題がそこで披れきをされて大変まあ有意義であったというふうにお聞きしておりま

すので、今後ともそうした考え方で進めてまいりたいというふうに思っております。 
坂本議員    今町長がおっしゃられた会議に私も出席いたしまして、なかなか幅広いいろいろな方が

いらっしゃるので、まあそれでもほんとに氷山の一角の方たちが見えていたような気がし

ます。で実際としては重度の方たちはなかなかお子さんを他の方に預けてね来られないと
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いうことで出ていらっしゃらない方もございました。そういう点でもっとああいう機会を

設けてですねやっていただきたいと思っております。で、障がいのある方々や、障がい者

がいらっしゃる家族の方々っていうのは障がいの程度が違えど日々生活していくことが精

いっぱいで、意外と回りを見ている暇がない方々が多くて孤独しがちであります。そして

当事者でなければ分からない数々の悩みを抱えて毎日生活していらっしゃいます。交流会

を開催してもなかなかその日に出られない方も多いのです。であの家族の問題を外に知ら

れたくないと考えている方もいらっしゃいます。しかしあの地域とともにそして助けてく

れる人々とともに生活を作っていかないと、障がいを持っている本人も老いてからが大変

だと思うわけです。また障がい者の親族が亡くなられたとき残された方はどうなるのでし

ょうか。その公開してもよいと考えている障がい者の間で情報を共有し助け合える土台を

町が作るべきと考えますが、町長はどのように考えておられますか。現在ある手をつなぐ

会は親御さんたちの高齢化とそれぞれの考え方の違いで活動がうまくできていないという

ことがあります。一つにまとめるというより同じ方向性を持った方々で小さな組織をいく

つか作っていくということも考えられるかと思います。とりあえず情報の共有に町も参加

して協力していただきたいのですけれどもいかがでしょうか。それはそれぞれの障がいご

とにまああの情報を公開してもよいと考えている方々の名簿を作って交流できる機会をつ

くるということになります。町長としてはどういう考えをお持ちでおられるかお聞きした

いと思います。 
町  長    まああの確かにこの障がいをお持ちの程度、これによっていろんなまあまちまちの考え

もありますし、またこちらの対応としてもまた現場の対応としても難しい問題があろうか

と思います。それからあの加えて今お話のやはり個人情報、プライバシーの問題も非常に

こういう福祉の分野では微妙なこのなかなか一律的には取り組めないという切実な問題も

あるわけでございますけれども、やはりこれはあのそのことを乗り越えてですねやはり情

報を状況を共有することによって、そしてその目線によってまあ行政は必要な手立てを講

じていく必要があるというふうに基本的には私もそういうふうに思っておりますので、い

ろんなあの障壁があろうかと思いますけれども、是非ひとつそのそれぞれの障がいのお持

ちの方もそういう大きな気持ちでひとつ懐を広げていただいた気持の中で受けとめていた

だいてですね、やはり今申し上げたこのざっくばらんな先般開催したような場へも進んで

きていただいて、でそこでのプライベート、個人情報の問題はやはり確実に守られていく

というようなことの確約の中でやっぱり事業に取り組んでいく必要があるんではないかと

いうふうに思っておりますので、今後とも積極的に進めてまいりたいと思っております。 
坂本議員    是非今町長がおっしゃったことを進めていただいて、お互い情報が分からない中で悩ん

でいるよりも本当に電話一本かけて同じ障がいを持つ方同士の間でお話をされればそれで

親御さんとしては満足いくという場合もあるので、これからもそのそういう機会をつくる

ということと、なるべくだったらその情報をお互いが共有、まあ同じ障がいの中で共有で

きるような状況を作っていただきたいと思います。それと先ほどの懇談会の話しの中でも

う一つ出た問題としては、役場の担当者がですねせめて同じ方が５年は担当してもらえる

と安心して相談ができるという親御さんからのお話がございました。支援サービスの内容

も変わる場合もありますし、そういう内容にも熟知している方が居ていただいた方が親と

しては相談がしやすいということで、障がいに対する専門の知識を持った職員に相談窓口



 - 35 - 

を少なくても３年は受け持っていただきたいと思うのですけれども、その点に関してはど

うお考えでしょうか。 
町  長    まああの福祉の担当職員それから担当窓口、これはあのやっぱりその立場立場の皆さん

方の気持ちに帰って対応していくことが必要であるということはもう当然であります。従

ってあのこうした事務をやっていくにはやっぱりあの事務方的な職員とそれから専門的な

まあソーシャルワーカー的なひとつの知識を積んだまあ専門的な職員もどうしてもいろん

なあのこの対応バランスの中で職員対応をしていかなきゃならないということでございま

すので、まああの事務的ないわゆる福祉行政全般的な事務的なものについてはまあ数年ぐ

らいの人事異動の中でやっぱり回転していかなきゃならんということでございますが、今

いう一番その末端に結びついた立場でのこの専門的な職員については、元々がそういう専

門的なひとつの位置付けの職員でございますので、できるだけそうした考え方で今後とも

ひとつの人員体制を配置してまいりたいとこんなように思っております。 
坂本議員    町長の言葉を聞いて少し安心をしましたし、今後もさらにその専門的な知識の中で相談

者の方々の相談を丁寧に受けていっていただきたいと思います。昨年秋のいいちゃん文化

祭でふるさとをくださいという映画を放送したことを覚えていられる方も多いかと思いま

す。障がい者の作業施設を町に作りたいと法人の方からその町へ申し入れがあり、娘は役

場の職員で推進派でしたけれどもお父さんは地主さんたちと反対派になりまして、そんな

中でいろいろな出来事があり最終的には父親も賛成派に回って地主さんたちの理解を取り、

作業施設がその地元にできたというお話でございました。町の中には障がい者といわれる

方々が先ほども言われましたように約５５０人くらいいらっしゃられ年々増えてきており

ますが、住民の方はその実態を知らない方が多いと思います。３障がいとはどんな内容で、

それに伴う支援はどんなものがあるのか、このことを住民に対して周知し障がい者ととも

に生きるまちづくりをしていただきたいのですけれども、町としては周知することを啓蒙

するためのどんな計画をお持ちでしょうか。それについてお尋ねします。 
住民福祉課長  それではお答えをいたします。障がい者の方は様々な状況にあります。今議員ご指摘の

通りそれぞれの育った環境それから就労までそれからあると思いますので、やはりそれぞ

れのニーズに合ったサービスはこんなことがあるんだとか、こういう方向性があるんだと

か、そういうことも含めまして機会を設け広報等で周知をしていきたいというふうに考え

ております。 
坂本議員    今あの広報ということでありましたけれども、あの内容に関してはなるべく細かくあの

丁寧に書いてというか分かるように書いていただきたいと思います。非常にあの私も障が

い者という枠の中で今回丁寧にというか調べたわけですけれども、非常にあの底が広い問

題でありまして、まあ身体障がいっていうのは具体的に言えばまあ生まれたときって言う

よりかも、何か病気とか交通事故とかそういう形で身体障がいになった方もいらっしゃい

ますし、まあ知的、精神、まあ最近言われているのは精神系の障がいなんですけれども、

今子ども達の教育の中ではＬＥＤとかそういう、まあそういう生まれたときからの障がい

を持った子たちがいまして、まあそれに対しては町としても教育現場の中では補助員の先

生達が着いたりしてやっておりますけれども、そういう形の中で本当に障がいの内容は深

いと思いますので、是非、広報では書く場合には丁寧な形の中で分かりやすくやっていた

だきたいと思います。 
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質問の４を飛ばしまして５の質問をいたしたいと思います。国が障がい者プランという

ことでノーマライゼーションで７カ年戦略という中で高齢者も若者も障がい者もすべての

人々が普通の生活を送るため共に暮らし共に生きる社会がノーマルであるという考えを福

祉の理念として掲げ、障がい者を社会から隔離して保護していた方向から地域の中へ溶け

込ませる、支えて共に生きる方向へ政策を変えてきています。こまくさ園は就労継続支援

Ｂ型という位置付けであります。他の自立訓練とか就労移行支援など町としてはどのよう

に考えているのでしょうか。その計画についてありましたらお答ください。 
町  長    この町の福祉施策の基本的な考え方につきましては、これはまああの社会福祉協議会と

もいつもそうしたことを確認しあって進めておるわけでございますけれども、やはりこの

障がいをお持ちの方もそうでない方も共に支えて共に生きる、その福祉のまちづくりとい

うのが飯島町の原点でございますから、大局的にはそういう考え方の中で進めてまいりた

いというふうに思っております。そこで国のあの施設移行後のそれぞれのプランについて

の考え方に関してかと思いますけれども、飯島町におきましては先程もお答えしましたと

おり障がい者の方の施設としては、社協に全面的な自主運営をしております「こまくさ

園」とそれから一部委託方式でやっております「やすらぎ」の２つの施設があるわけでご

ざいます。国の方針は平成２３年度までにこの移行を終えるようにということで示されて

まいりましたけれども、飯島町では先ほど申し上げましたように、平成２０年度で既にそ

うした取り組みで移行が完了をしております。まだまだ様々な課題がございますし財源の

制限もあるということの中で、十分な満足したこれでよしというところまでまだまだいき

ませんけれども、精いっぱいまあ努力をしていただいておるということでございます。従

いまして今後とも十分社会福祉会協議会と連携をとりながら、そうした施設運営にも町も

できる限りの今年度も支援をしておりますけれども、財政支援を含めて対応してまいりた

いとこのように考えております。 
坂本議員    今言われましたのは特にこの「こまくさ園」と「やすらぎ」の中でこの自立訓練、就労

移行支援などをやっていくということでございますかそれは、あの新しい施設とかそうい

うことは考えていないということになりますね。 
町  長    今申し上げましたのはこの直接まあ町が投資を投下した２つの施設についてのことでご

ざいます。でそのほかにもまあ障がいをお持ちの方がほかの他の町村の施設をお願いして、

町もそれに対する負担を伴いながら通所をしとっていただくという施設がありまして、地

元の方からはできるだけまあ自前のそうした施設がほしいということは要望として私の方

へも陳情等できておるわけでございますが、なかなかこれはあの国の補助制度もあるわけ

でありますけれども、町がさらに独自な施設としてこれを抱えていくということは大変ま

あ大きな１つの課題であるわけでございまして、なかなかそれに踏み切れないと、しかも

またその人数がその運営の中で維持できるというようなことが、なかなかこういう施設は

難しいというふうにお聞きして、どこの施設もそういうことで四苦八苦ということである

わけでございますが、直接そういうわけで町が手掛けた計画というのは今持っておりませ

んけれども、一つの考え方としてこうした他の一般のグループホームでありますとかＮＰ

Ｏの施設の問題もありまして、そういう投げかけが一・二町へもきておることは事実でご

ざいますので、その辺のところをまあ空き家なり空き店舗なり、また情報をいただく中で、

そうしたものを含めて何とかひとつ自前と申しますか町内の方は町内でひとつ計画できる
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ような通所できるような施設というものを民間とともに協議をしながら検討して考えてま

いりたいというのが今の現在の姿でございます。 
坂本議員    今町長がおっしゃられました中であのまあ空きアパートを使ってというお話がありまし

た。で中川村では 30,000,000 円でチャオの広場に建物を作りまして、これは新築だそうな

んですけれども、民間の社会法人に運営を任せるということになっていると聞いておりま

す。飯島町は現在多くの空き家アパートがあり、わざわざ新しいものを作らなくてもその

仲介に立ち、障がい者のグループホームとして民間業者の間に町が立って利用するという

ことで、民間の社会福祉法人に繋ぐということもできるかと思います。今町長が言われま

したそれについての今後の具体的に進めていく方向は考えていらっしゃるのでしょうか。 
町  長    まああのそういうひとつの要望も聞いております。ただあの今、先ほども久保島議員で

したか、町のアパートの実態の問題をいろいろまあお聞きしたり把握しておるわけであり

ますけれども、即この目的に沿ったそのアパートの空き家・空き室というものがそれに転

換できるかどうかということは、まあ相手様もあることでございますし、その使途目的が

そうにかなえられるものであるかどうかということも、これは十分慎重に検討しなきゃな

らないわけでございますが、少しあのスペース的に大きく求められるそうしたものがあれ

ば、というようなことで今検討しておる段階でございますので、これはまあひとつそれら

の目的使用も含めてですね早急な検討をいま必要とするというふうに私は認識をしたいと

思っております。 
坂本議員    その町長のお話を聞いて是非それを具体化していっていただきたいと思います。という

のは先ほど手をつなぐ親の会との懇談があったと言いましたけれども、その中で障がい者

の親御さんが亡くなられまして、そのお子さんが残されたときに、やはりお子さん自身も

親御さんから自立はできていなかったのでずっと頼っていたお母さんが亡くなられて、残

された障がい者の人たちは何日も叫んだりやっぱり暴れたりしてとても大変だったという

お話を伺いました。で、障がいといっても幅が広いのでまあこの子たちにとっては自立し

ていくっていうことはちょっと難しいかと思いますけれども、早くからですねそのグルー

プホームというところに、例えば高校を出た段階で入れるような形になりますとかなり社

会適応ができるような形になっております。なので飯島町には特にグループホームという

のがなく、現在あるのは松川とか高森とかになりますので、是非あのグループホームの機

能を作りまして、自立できる障がいが軽ければ自立できるということなので、是非、子ど

も達が自立して社会人となっていけるようなシステムを町も今後の長期計画の中に入れて

いただきまして作っていただきたいと思います。 
それと最後にもう一つ、昨年、障がい者のある団体から農村改善センターを利用して障

がい者同士が集える一般の方々も集える場を作りたいという提案がありました。先程あの

質問の中で就労移行支援か自立訓練にたぶんこれを使えばそういう形になっていくのでは

ないかと思われますけれども、この提案に対して現在町ではどのような考えで進行中なん

でしょうか。それについてお尋ねします。 
町  長    あの昨年その団体からの要請も要望もいただいております。あのご承知かと思いますけ

れども、であの具体的には今あるこの西側の環境改善センター、そこの南の方の一角をそ

うした形で使用できないものかどうかということで検討した経過がございますが、一方で

またこれも再三申し上げておりますように、平成２３年の４月からこの西側の建物全体を

 - 38 - 

ひとつの町の保健センター、それから組織の内部的には教育委員会等々の一つの組織替え

を含めた形での建物使用ということで、これはあの農業政策で建設をしてまいった建物で

ございますけれども、国の考え方によって弾力的な柔軟な使用がまあ可能になったという

ことで、総合的にそうしたものを一部また介護空間等のこの補助制度もいただく中で今検

討して詰めに入っておるところでございます。でその考え方でいきますと少しその方たち

の要望をその建物入れていくというのがちょっと無理であるというふうに今考えておるわ

けでございます。従ってあのそれに代わる一つの考え方として、先ほどの障がい者のグル

ープホーム的な考え方も取り入れる中での検討を合わせてやっていきたいと、別な形で考

えていきたいと、今そういうところではっきりまだ形の見えたものを申し上げることはで

きませんけれども精いっぱい努力してまいりたいというふうに思っております。 
坂本議員    今日の一般質問の中でいろいろと提案を申してきましたけれども、まあこれから長期計

画を策定する作業に入りますし、そのまた短い中での計画になるかと思いますので、ぜひ

障がい者に対する考えとそれからその関係者も、そのあの今回の長期計画の策定委員の中

には障がい者の方が入っておりませんでした。のであの今回の一般質問で私が言ったこと

の内容がその長期計画の中に組み込まれるよう、是非町長の答弁の中にあったことも加え

てやっていただきたいと思いますが、それに対する町長の見解を再度お聞きしたいと思い

ます。 
町  長    次の第５次総合計画、全てのまあ行政課題に対してその目標を考えながら策定していく

作業でございますので、当然のことながら福祉の面、特にまあご質問のありました障がい

者福祉の問題についても今素案策定の中で鋭意詰めとっていただきます。またあの住民懇

談等を経て最終的には基本構想審議会の中で方向付けをいただくという段取りでございま

すので、精一杯努力をさせていただきたいと思います。 
坂本議員    一般質問を終わります。 
 
議  長    ８番 北沢正文 議員 
８番 
北沢議員    それでは、健康づくりを生かした活性化についてあらかじめ通告してございますので、

この問題について質問をしたいと思います。まあ健康づくりこれは一方では幸せづくりと

いうふうに考えておりまして、また活性化とは夢づくりというふうに捉えまして、今回の

テーマを展開してまいりたいと思います。まあそれに入ります前に、今回施政方針が出さ

れました新年度予算の内容について若干触れながらこのテーマをお願いしたいと思います。

新年度予算の特徴のひとつは何といっても子ども手当てであるというふうに考えておりま

す。子ども手当ては次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援すると

いう趣旨であり、未来への投資とも呼ばれております。中学校までの食費、被服費、学費

等の最低限必要な基礎的経費であるとされております。この基礎的経費を保証される親は

自覚をもって元気な子どもを育てなければならないとされ、子どもを持つ親への直接現金

給付は子育てに関する親の自己責任を追及するもので、市場原理主義とは違った厳しさを      

していると言われています。この制度が定着しているかどうかについてはもう少し様子を

みる必要があり、町の新年度予算においても様子見であろうかと推察を致したところであ

ります。まあいずれにいたしましても総額 190,000,000 もの金額が町内で動くわけでありま
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して、うまく町内で還流し活性化つまり夢づくりが進むことを願うものであります。また

歳入面では交付税並びに臨時財政対策債を合わせた見積額は前年度対比で 250,000,000 円余

の増が見込まれ、これら一般財源の増を背景に従来からの懸案事業や私としては最後の社

会資本の整備というふうに申し上げたいと思いますがそういったこと、それから新技術や

医学の進歩を取り入れた予算が組み込まれましたことは、昨今の経済状況を鑑みたときほ

っとすることを禁じ得ないと思います。さて前置きが長くなりましたけれども、そうした

ことを背景に先般施政方針が出されたわけでございますけれども、若干健康づくりの分野

においては数行述べられていたということでございますので、今回の質問でそれを補完し

ていく意味でもこれから質問いたす内容につきましてご答弁をお願いしたいと思います。 
        健康づくりを生かした活性化を言い換えますと、先ほど申し上げましたように幸せづく

りを生かした夢づくり、こういったことへの取り組みございます。まあ予算の中には過去

の現実を反省して対処するもの、また現実に対処するもの、そして未来への布石があると

思いますが、これから質問いたしますことは現実的な対処であると同時に将来への布石で

あります。この部分を積み上げていけば活性化の夢の実現に向かうものと信ずるところで

あります。健康づくりはもちろん個々の取り組みによるところが大きいわけでありますが、

の影響力は地域や医療資本に与える影響が大なるものがあり、基礎的自治体の取り組むべ

き大きな命題であると考えるところであります。そこでまずお伺いしたいのは健康づくり

事業の総括をどの様に行い、今後の健康づくり運動をどのような方向で取り組まれるかに

ついてお伺いをしたいと思います。 
町  長    それでは北沢議員のご質問であります全体的には健康づくりを生かした町の活性化とい

うことのとらえる中で、今まで健康づくり町の事業の総括的な考え方そして今後の転換の

方向等のご質問でございます。今、北沢議員おっしゃいますようにまさにこの健康づくり

は人の幸せづくりそのものであるというふうに私も思うわけでありまして、で過日新年度

予算ご提案申し上げましてそこの記述の中に少し健康づくりにかかる記述が数行であった

というふうなお話を今お聞きしましたけれども、いろいろ言葉として表現する内容はその

想いというものはあるわけでございますけれども、まあ予算書全般に見ていただいてこの

飯島町が健康づくりに対する特にこの予算の充当というものについては決してあの他町村

に引けを取らない、保健予防事業から始まって健康なこの地域づくり人づくりという健康

とはいうものに対する予算の想いというものはそういう状況でございますので是非ひとつ

そのところをご理解いただきたいというふうに思っております。そこでまあこれまでまた

これからもそうでございますけれども、町が実施をしておりますこの健康づくり事業、ま

あ総括をいたしまして、大きくまあ４つの事業から取り組んできておるということでござ

います。 
ひとつにはこの健康づくり推進運動の事業といたしまして、町内の各種団体が参加をす

る推進会議でございます。健康づくり大会の開催や地域の健康づくり活動に対してこの具

体的なまあ助成の一部、助成を行っておる事業があります。この助成状況内容を見ますと

年間を通じて健康づくりのための運動を行っているグループは大変多くございまして、こ

うした予算の支援を伴いながら日常的に健康づくり活動というものが今盛んに行われてお

るというふうに理解をいたしております。 
それから２つ目には健康推進委員会というのがございます。各耕地からそれぞれ複数委
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員として出ていただいておるわけでございますけれども、この健康推進委員さん方が地域

と行政との健康づくりのパイプ役を果たしていただいておると、また自らも取り組んでい

ただいて大変大きく活躍をいただいておるわけでございまして、当然のことながらそうし

た研修や知識のこの普及といったようなもの研修を通じて行いまして、そして耕地や各地

区など身近なところで自主的に健康づくりを推進していただいておるということでござい

ます。これはあの飯島町独特のまあ独自の歴史ある取り組みであるかと思いますが、健康

づくり健康推進委員会制度、まあ制度と申しますかこうした取り組みを始めて既に３６年

間、飯島町ではそうした健康推進委員のお願いした取り組みをやってまいりました。今ま

でに１,０００人以上の皆様がこれに関ってきていただいておる、健康推進委員としてその

都度時代時代に合った研修を積んでいただいて、それで地域でご活躍をいただいておると

いうことで町として誇れる一つのこの健康づくり体制の一つではないかというふうに私も

思っておるところでございます。 
それから３つ目でございますが、小児のまあ子どもの健康づくり事業に取り組んでおり

まして、学校や保育園それから教育委員会などと連携をいたしまして、ここ何年かは生活

習慣、非常に生活習慣からくる病気が最近増えてまいりまして、これらのことを小さいう

ちからひとつ植えつけてもらって、そうした確立運動という形で現在展開をしておるわけ

でございます。で、子どもの成長に最も大切である、最近はなかなかそうした面が影をひ

そめておるようにも見られわけでありますが、この遊びというもの子どもの遊びというも

のは非常にあのまた必要に応じて教育長の方からもお話を申し上げますけれども、見直し

ていくべき課題であるということもございます。そんなことで生活習慣病に対する子ども

のうちからの一つの考え方というものを受け止めてもらうようなことを今までもやってま

いりました。これも今後ともさらに充実をして取り組んでまいりたいというふうに思いま

す。 
それから４つ目にもなりますけれども、この栄養の問題、食生活を通じた栄養改善の普

及の問題でございます。その普及事業として食生活改善推進委員の皆さん方に、これもそ

れぞれの各耕地から代表を選出いただいて大変意欲的に取り組んでおりまして、健康推進

委員のひとつの保健予防的なあり方と同時にこちらは食生活の面からその健康に対する取

り組みをしていただくということになるわけであります。これらのまあ活動を通じて特に

耕地や区の食生活改善事業について町も必要な予算を計上したうえで取り組んでおるとこ

ろでございます。でこの健康づくりというものはやはり時代とともに、また食生活がいろ

いろと変わってまいります。出てくる病気等も成人病を含めていろいろまあ変転をしてい

くわけでございますので、常にこうした考え方を連携しながら求められるその時にあった

ひとつの健康づくりということで今後は取り組んでまいりたいと思います。でまあその方

向性といたしましては、子ども達には早寝・早起き・朝ご飯、それから生活のリズムは家

族みんなで考えてというこういうことで運動を、これは特に教育委員会と共に進めておる

わけでございます。それからそれに子ども達については家のお手伝いやそれから体を使っ

た遊びというものも真剣に取り組んでまいりたいと、それから大人に関しましては従来か

らと同じく健康づくりの３要素とも言われておりますこの栄養と運動とそれから休養と、

これらの３原則を基本に普及に取り組んでまいりたいということと同時に、バランスのよ

い食事や、特にまた最近は心の健康という問題が大きくまあ取り上げられておるわけでご
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ざいます。そうしたことを総合的に各地域のそれぞれを代表する関係機関の皆様と行政と

それから教育委員会等も含めて事業を実践を通じて健康づくりに取り組んでまいりたいと

このように考えておりますのでよろしくお願いします。 
教育長     それではあの健康づくりの総括と運動の展開の方向ということで今町長お答えになりま

したけれども、教育委員会の立場から若干付け加えて申し上げたいというふうに思ってお

ります。あの子ども達の健全な成長発達についてはだれしも望むところでありますけれど

も、特にあの子ども達の少子化、子ども達が少なくなっている現況を踏まえてですね、や

はりあの群れて集団を作っている、意図的に集団を作るという時代になってきております

ので、まあ何度もいろんな、この場でもお答えしましたように、子ども広場を中心に地域

の方の支えによって意図的なかかわりを持たせるような場をつくっていく、まあ群れて遊

ぶ機会を提供するというようなことであります。それからあの心と体のバランスのとれた

発達というようなことの立場からですね、例えば、つばさの会、それから、こりすの会と

いうようなそういう組織を活用しながら、該当する子ども達への支援、心身両面なかかわ

るあの健康づくりというそういう立場でも教育委員会としてさらに運動を進めていきたい

サポートをしていきたいというふうに考えております。以上です。 
北沢議員    大変失礼いたしました。いま健康づくりに対する基本的な今後の方向について確認をさ

せていただいたところでございます。この内容につきましてはよくわかりました。今まで

進めてきたこの内容についてさらに継続して発展させていくとこんなようなお話だったか

と思います。健康づくり、先ほど同僚の議員からもいろんな検診の受診とかそういったも

のの提案がなされておるわけでございますけれども、まず自らが健康づくりにまあ関心を

持つことがそういった受診率の向上にもつながるというようなことがございます。またい

ま子どもの内容につきましてはまあ対体力というようなものが過去の子ども達に比べて若

干日本人の場合には落ちているというような現状もあるようでございますし、またあの聞

きました内容の中では食生活の改善推進委員だとか健康推進委員、まああの非常に活発に

活動されている団体等がございまして、日々健康づくり運動を支えていただいておる、こ

ういったことには敬意を表するものでございますけれども、まあこういった活動が是非マ

ンネリ化しないように今後も効果を発揮するような形でこの健康づくりそのものを進めて

いっていただければというふうに考えるところでございます。 
        次にあの今お話のありました中で、特にあの健康づくりの３要素というお話がございま

したが、このうち特に運動を捉えてこれを奨励しこのことを活性化に結び付けていったら

どうかと、こういった点について質問をいたしたいと思います。というのもこの運動を起

こす環境が整いつつあるというふうに考えているからでございます。それは現在進められ

ております堂前線と国道伊南バイパスの建設に伴う歩道の整備が間もなく竣工を迎えるか

らであります。堂前線、国道バイパスについて申し上げますと、堂前線は現在の国道を起

点とするバイパスまでが１.５キロ、幅２.５メートル、バイパス堂前線交差点から本郷の今

回の工事の起点までそういったところまでが２.５キロ、幅４メートル、それから間にかか

ります橋梁部分が３メートルの歩道が出来上がるわけでございます。堂前線では国道から

８００メートルの諏訪神社付近にはミニ公園が、バイパスの与田切の橋には展望広場が設

けられるというふうに聞いております。のどかな田園風景と二つのアルプスの景観は壮観

であります。また起点はアイタウンやコスモの駐車場を利用することができます。活性化
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はまず人が動くこと集まることが必要だと考えます。話は運動に戻しますと、東京都老人

総研のニュースの最新号が高齢者の筋肉量の減少や骨粗しょう症の予防に必要な運動量を

伝えておりますが、それによりますと一日の合計で少なくとも７,０００歩から８,０００歩

もしくは１５分から２０分の時速５キロ程度の運動が必要だろうとしています。先日行わ

れました、むら夢楽塾でも講師のお薦めは歩くこと、また認知症予防の面でも歩くことが

よいという効果を表すというふうに言われております。かつて飯島町内でもコースを作り

まして生涯学習部門や保健衛生部門等が一体となってこれを推進した時期がありまして、

その後個々では歩いている人を見かけます。また駒ケ根のバイパスが開通した後、夜暗い

道を１人で歩くよりちょっと離れていてもバイパスまで行って歩いているといった話を聞

きます。歩行方法の指導看板や標準的な歩行距離の表示、夜間歩行が安全にできる配慮、

また例えば善光寺までの歩行距離の目標設定とそれを達成した場合の顕彰制度など、ひと

つとして健康づくり、２つとして人が動く賑わい、３つとして設置された歩道の有効活用

等を目指して、幸せづくり夢づくりが展開できないかという点についてお伺いいたします。 

まず動かなければ何も起きない、ちょっとした背中押しがきっかけになろうかと思います。

いかがでしょうか。 
教育長     それではあの施設にからめてのご質問というふうに受け止めております。その前にあの

健康づくりを幸せづくりというお考え、ああなるほどなあというふうに思ってお聞きしま

した。健康というどちらかというと動的なあるいは体型的、理論的なものを幸せという上

位的な分野まで広げるというそういう捉えをあまり私したことがなかったもんですから大

変参考になるとともに、そういう視点でお答えしたいというふうに思っております。最近

あの健康に関する関心は非常に高まってきておりまして、まあ維持増進を目的とした、ま

あ先程議員のお話のあったようなあのウオーキングといいますかそういう人口もますます

増えているように受け止めております。私もあの地域で朝早く歩くと早朝歩いている方も

見かけるようになりましたし、また夕べの道を思い思いに歩く姿を見かけることが多くな

っております。まあそれを裏付けるようにあの公民館のウオーキング講座は大変人気が高

こうございまして、多くの皆さんの参加がありまして非常に関心が高いなあということを

思っております。ウォーキングの専門家の正しい歩き方を指導していただきまして、その

後保健師による健康指導というふうに２つ受講していただくわけですが、まあその後実際

のウオーキングで展開していくということであります。あの町では町民の皆様の体力づく

りということで、健康づくりのために２０数回歩け走ろう大会を続けて実施してまいりま

したが、平成１９年からちょっと名称を変えましてまた内容も少し変えまして、いいちゃ

んウォークという名前に改め開催しておりますし、町の健康づくり大会それからコスモス

祭りに合わせて実施してまいりました。まあこれはあの先程のご指摘のように健康とそれ

から町の活性化につながっていく、ある意味大事な有意義な有効性を持った事業というふ

うに思っております。またあの昨年はですね町内の有志の方が同じ考えを持った有志の方

でありますけれども、地域の活性それから町の振興のためにそのことを目的にしまして手

作りのですね駅伝大会を企画運営していただきました。１００名を超える方の参加があっ

たというふうに伺っておりますし、内容も大変充実して第１回目から当初の目的をほぼ完

遂したのではないかなというようなそういう評価もお聞きしております。でこうしたこと

を見ますと住民の皆さんの健康志向といいますか、それに合わせた運動の願いといいます
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か今後も一層高まってくるようなそういう気がしておりますので、それに合わせた事業も

また改めて検討していきたいというふうに思っております。そこでいま先程議員のご指摘

のあったそういうウオーキングの環境をどういうふうに捉えていくかという具体的な提言

もありましたけれども、住民の皆さんの願いをお聞きしながら住民の皆さんが目的やです

ね目標を具体的に持って健康づくりに取り組めるような、たとえばあそこまで行って帰っ

てくる、それを何回か繰り返すと何キロになるというような具体的な指標といいますか、

そういうようなものも今後、堂前線や伊南バイパスが完成した折りには考えていきたいと

いうふうに思っております。それにはあの今お話しました町民の有志の方でそういうこと

を取り組んでお考えを持っておられる共通の目的を持っておられる方々とよく連絡をとり

ながら、生涯学習部門ともあるいはスポーツ連絡協議会という団体もありますので、そう

いう各種団体との連携をとりながら安全面や皆様のそういう取り組やすい環境を整えてい

きたいというふうに考えております。 
北沢議員    提案を生かしていただけるというご答弁をいただきまして、まあ今後の中でそういった

ことをぜひ進めていただきたいと重ねてお願いをするところでございます。まあ健康づく

り、先ほど子どもから大人まであるわけでございまして、まあ親子が触れ合う機会として

もこれは有効な手段であるし、また、私も含めた団塊の世代が今後高齢化を迎えていくと

いうことの中で、平成３０年問題、要はその人たちが８０歳を迎えたときに日本の国がど

うこういった問題に対処していくかと、こういった問題がぼつぼつ提起をされている時代

になってきているわけでございます。まあそういったことの布石として是非こういった問

題を今後の町の活動、または住民の皆さんに呼び掛けて、そういった対処を今からしてい

くことが肝要かと思います。是非そういった考え方で今後も進めていただくことをお願い

し次の質問に移りたいと思います。 
次の問題につきましてはまあ３要素のうちの栄養という問題にもからむわけでございま

すけれども、食への取り組みでございます。健康づくりの中でも食は欠かすことのできな

い要素であるというふうに考えます。今回の質問につきましては食への取り組みの一環と

して緑提灯運動の研究を深める考えはないかということであります。どこかで見たことが

あるかもしれませんが、この地域ではまだ見慣れない言葉ですが、まあこの地域にも既に

そういった取り組みをされているところもあるようでございますが、この緑提灯運動は北

海道で提唱されまして、先日時たま私あの九州の人吉市の方へ研修に訪れる機会がござい

ましたけれども、この先にも緑提灯の掲げられた店がございましたので、今や北海道から

九州まで全国で目にする機会も多くなっているかと思います。緑提灯応援隊というのがご

ざいまして、この緑提灯応援隊では日本の農林水産物をこよなく愛でる粋なお客様のため

カロリーベースで日本産食材の利用量が 50％を超えるお店で緑提灯を掲げると、こういっ

た運動を展開しているところでございます。要は地産地消や安心・安全、食料自給率を高

めるための取り組みの手段であります。行政が直接やれということでは決してありません。

健康づくりをテーマとして関連して生産者や商業者、消費者がそれぞれの立場で共同して

いく種を研究し、町長がよく言われる種まきをする、まあ、はしを押してこれを促してい

くまあ夢仕掛けの運動として発送したものでありますが、こういった問題に町としていろ

んな面で取り込み研究をされお考えがあるかどうかについて伺います。 
町  長    食生活、まあ食への取り組みが健康に大変まあ大切な要素を持つ意義を持つということ
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は先程も申し上げた通りでございますし、いまお話のあったとおりでございますので、こ

れらに関しても健康づくりの大きな要素の一環として取り組んでまいりたいというふうに

今までも申し上げております。具体的には食生活改善の問題もございますし、それから食

育ネットワークこれらにつきましてもまた十分取り上げて今後の対応をしてまいりたいと

いうふうに思っております。そこでまあお話にございましたようにこの緑提灯というまあ

実際には緑の提灯のようでございますが、今お話のあったようになかなかあの私どもも今

まで聞き慣れない言葉、またあの町民のみなさんも聞き慣れない方が大変多いんじゃない

かと思います。あの今お話のあったような内容かと思いますけれども、若干それにつけ加

えて申し上げていますと、この地場産あるいは国産品のこの食材の使用量がカロリーベー

スで５０％を超える、具体的にはこの商店お店でございます。こういう場合にはこの緑色

の提灯を自ら掲げてこのことをまあ啓発していくということでございまして、それから更

にこの地場産や国産食品の使用量が５０％を超えると、超えた場合には星が１つ、以降ま

あ１０％刻みで使用量が増えるたびに星の数が増えてまいりまして、９０％を超えたこの

お店は販売するお店は星５つ印と、５つの星が付いた提灯を掲げることができるというこ

ととしたようでございます。基本的にはこれはあの商店の自己申告に基づくものでありま

して、おっしゃるように北海道が発祥の地であるというふうに言われております。で今の

わが国のこの食糧自給率４０％であることからすれば大変まあ合理的なまた必要な取り組

みであり数字であるというふうに思いますけれども、やはりこれはあのその提灯を掲げて

お店の品数を大変売るということのみにならずですね、この発想の根底にあるものはやは

り食の安全であり、それから地産地消であり、地域振興をひいてはということにまあ結び

付いていく大変大切なまあ課題であるというふうに捉えております。で現在あの全国的な

緑提灯の登録店数が２,６００店余りというふうにまあ一応はお聞きしておるわけでありま

すけれども、まだまだこれは全国の津々浦々に至るまでというような認識と規模にはなっ

ていないというふうに言われております。 
        でお話にございましたようにこの運動は行政側が自ら行うものではないというふうに私

も思います。ただこの地産地消であり食糧の安全の問題、食生活が健康に及ぼす影響等の

問題、新鮮なというようなことも含めてこれは当然行政としてもその思いは同じにしてお

るわけでございますけれども、この提灯を掲げていくその技術的な部分そのものはやはり

これは民間の一つの発想の中からひとつ取り組んでいってほしいなというふうに思うわけ

でございまして、従いましてこれはあの地域のまあ商工会等もちろんでございますけれど

も、地域の商店の皆さんの総意と協力がなければ、あるいはまた消費者の皆さんの理解が

なければそうしたことは進まないということでございますので、まあ発想としては大変共

感ができるものであるわけでございますけれども、今後具体的な面についてはやはりこの

民間の機関でございますいろんな商工会、それから更に町としては食育推進のネットワー

クというものがございますので、やはりこの地産地消それから自給率を上げるというよう

な総合的な判断の中で、町としましてもできる検討はしてまいりたいというふうに考えて

おるところでございます。以上であります。 
北沢議員    町としてのこういった問題に対する関心は非常に高いとこんなお答えをいただいたわけ

でございます。考えてみますに例えば学校給食センターが始まったときに町内の商店から

品物を購入した時期がございます。個々の商店が対応するというのは非常にこれは手間的
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にも大変でございまして、そういったものをやはりコーディネートする方がいらしてその

ことが実現できたというふうに私は考えております。当時は商工会の事務局長さんがその

役に当たられたというような記憶をしているわけでございますけれども、まあその後徐々

に手間的そういった問題がありまして給食センターの納入業者が減っていたと、けれども

まあ最後までそういったことに努力をいただいた業者さんもいらっしゃるわけでございま

すけれども、まあそういった意味を見ますとやはりこういったような問題、それから地元

のものを消費していくとかそういった問題についてはやはりコーディネート役といいます

か、そういったものを取りまとめていくというような人材が必要であるというふうに考え

るところでございます。従いましてやはりこういったものを推進していくためには人材育

成も必要であるというふうに考えますので、まあこの問題を前に一歩進める意味において

も町の方でもそういった人材育成だとかそういった部分についても是非力を入れていただ

きたいと考えるところでございます。その点について町長の再度のご答弁をお願いし質問

を終わりたいと思います。 
町  長    まああの行政はもちろんでありますけれども、この地域をそれぞれの立場でまあ担って

いただく、その人材というものは大変まあこれはあのこれからも重要なその地域づくりの

大変重要な意味を持つものであるということでございます。それぞれの専門分野の問題も

ございますし、それから広く社会の一つの取り組の中でまた人材を求めてという大変まあ

大きな課題であるわけでございまして、今も町内部ももちろんそうでございますけれども、

いろんなまあこの教育問題も含めての人材育成ということには大変まあ意を注いでおるわ

けでございます。その中にまあ今こうした一つの緑の提灯のような取り組みもあるわけで

ございまして、これもまあ安心な安全な食品の提供それから食生活に対する一つの栄養バ

ランスの問題、運動の問題、みんなこれはあのひとえに人材にかかってくるわけでござい

ますので、すでに農政面なんかでもそれぞれのまあ分野組織の中でこうしたものを取り組

んでいただいておるわけでございますけれども、この今の食育、緑の提灯の問題でどうい

うまあ人材の一つの考え方ができるのかどうか、将来の一つの課題として捉える中でまた

商工会等とも関連して、自給率の向上であるとかまた安心安全な農産物の提供、食料の提

供というようなことの含めたなかで総合的に総体的にまた検討してまいりたいというふう

に思っております。 
北沢議員    若干時間があるわけでございますけれども、いつも私は長いので今回はこのぐらいにし

ておきたいと思います。質問いたしました内容に積極的に取り組む姿勢を答弁いただきま

してありがとうございました。まあいま最後の人材育成、こういったことはやはり今後の

ソフト事業を推進していく上には非常に必要なことだと思います。是非前向きな取り組み

を重ねてお願いし質問を終わりたいと思います。 
 
議  長    ここで休憩をとります。再開時刻は３時１５分といたします。休憩。 
 

午後 ２時５５分 休憩 
          午後 ３時１５分 再開 
 
議  長    休憩を解き会議を再開します。議長から申し上げます。１１番平沢議員は急用のため退
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席をしております。一般質問を続けます。 
        ９番 竹沢秀幸 議員 
９番 
竹沢議員    さて去る３月５日高坂町長の平成２２年度施政方針演説を拝聴いたしました。平成２２

年度は我が飯島町が合併せず自立して６年目であり、向こう１０年間のまちづくりの姿を

表す第５次総合計画策定の年であります。民主党を中心とする３党による鳩山連立政権が

誕生し、民主党が明言したマニフェストにより国家予算も編成され衆議院を通過し、新た

な国政に対応しつつ、かつ我が町の個性を引き出す町長の政治手腕が問われているところ

でございます。町長におかれましてはその卓越された政治手腕をいかんなく発揮されまし

て、町民の負託にこたえてほしいことを冒頭要請する次第でございます。 
通告に基づき具体的な質問に入ってまいります。 
第１の質問項目でございますけれども、町の財産であります町有林の間伐材を有効利用

できないかということで後ほど提案いたしますけれども、これはある町民から提言をいた

だいたので私が代わって質問を行うものでございます。さて町有林の間伐でございますけ

れども、列状間伐も含めまして上伊那森林組合により実施されているというふうに思うわ

けですけれども、その間伐材の現状、どう処理されているのかについてお尋ねいたします。 
町  長    それでは竹沢議員から最初のご質問は、町有地の間伐材を有効利用に関して今の町有林

の間伐の現状というところからお答えをしてまいりたいと思います。町有林のまあ間伐施

業というふうに申しておりますけれども、毎年まあ予算の範囲内でヒノキなどを中心に町

有林の維持を図ってきておりまして、現在平成２１年度ではこれに対する町の予算約

5,000,000 でございます。で新年度予算にも提案申し上げておりますけれども概ねまあ数年

ここそうした 5,000,000 前後の額で予算計上をして、できるだけのまあ町有林の施業、維持

管理というものを進めておる現状でございます。で本年度もう間もなく終わるわけでござ

いますけれども、今年１年間取り組んだこの間伐材につきましては田切の寺社平地区とい

うのがございます。ここの町有林で１.６ヘクタール、それから七久保では権現沢がござい

ましてここで４.９９ヘクタール、２カ所で実施をしております。それで間伐材を搬出をし

て財源としてあるいは用材として収入になるかどうか利用価値があるかどうか、まあこれ

はいろんな考え方があるわけでございますけれども、やはりこの費用対効果というものも

ひとつにはございまして、ひとつには木材市場価格を考慮をしながら森林の立木の成長度

合いを勘案して、特にあの専門的な機関でございます町の林務委員会にもいろいろとご相

談をしながら、適切な時期に適切な施業をしていくということでこれまでもまたこれから

もそういう形で基本的に実施をしております。で特にまあスギとヒノキにつきましては最

初の間伐でいきますと樹齢１５年ぐらいのものから始めまして、だいたいこの時期ではそ

の形成不良木、曲がったものだとかそんなようなものを中心に全体の３０％、一つの目標

に第１回の間伐という形で進んでまいります。でこの間伐の回数が少ない時点だと非常に

まあ混んでおりますので、無理に搬出をするとまあ育てる残った木を大変痛めてしまうと

いうことで、なかなか技術的に場所にもよりますけれども難しい問題があるというふうに

なります。で町ではその手間としてまあ経費がかかりコスト面で大変高くなるということ

が、この間伐材使用と搬出の問題に結果としてまあ出てくるわけでございまして、従って

まあ成長した木についてはできる限りこの搬出間伐というものを心掛けて、資源の利用
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等々勘案しながらそしてこの市場の木材価格、大変まあ現在あの輸入材との関連もありま

して振幅が大きいわけでありますけれども、日々この市場価格というものは動いておりま

すが、総体的には大変まあ今低下しておるということになりますけれども、そしてこの伐

採費用と利用できるその単価、価格というものを相殺をして、余りマイナスになってしま

うわけにはまいりませんのでそんなことを残しながら、できるだけまあ林内に残さないよ

うな形の中でやっておるということでございますけれども、現実的にはなかなかいろいろ

問題もあるということでございます。そうしたことであの専門的には林務委員会の意見を

お聞きしながら、こうした保育間伐というものを中心に町有林の施業をしていくというこ

とで考えております。で少しあの現況をもう少し掘り下げて今の状況を担当課長の方から

補足して説明申し上げたいと思いますのでご理解いただきたいと思います。 
産業振興課長  それでは私の方から間伐されたものはどういうふうになっているかという現状でござい

ますが、先ほど町長からも申し上げましたように、毎年約５ヘクタール前後を間伐実施し

ております。であの今までの段階では搬出間伐ということでまあ単純に言いますと収入間

伐ということになります。ですので当然あの町としてはお金になるものについては収入間

伐をやっておるという現状で、上伊那森林組合の方に搬出から売却までお願いしていると

いう中で、ですのでそのもの自体が県外へ出ていくというのはまあそういう可能性もござ

いますが、まあ地域材として活用されていると思います。現実的には伊南に集成材の工場

もございますし、そこで出されたものは当然あの腰板等にも、それはまあ個人のお家もあ

るかもしれませんし公共施設の方へ回る分もあるかもしれませんが、飯島町の材が飯島町

に使われるという形は必ずしもそういうふうには言えませんが、まあ地域材として使われ

ているのは現実だと思います。以上です。 
竹沢議員    ただいまあの現状について説明がございました。そこであの提案するわけですけれども、

厚生労働省の補助事業でございます福祉空間高齢者支えあい拠点施設について今後建設予

定の耕地が多数あるところであります。聞くところによれば、北村、高遠原、針ヶ平、本

郷 一、豊岡、山久、についてはこの１１日の日に入札があるというふうに承っておりま

すけれども、まあそういったことで今後それら以外を含めましてですね、当町におけるこ

の空間、高齢者支えあい拠点施設につきまして、いわゆる集会施設ですが多数あるわけで

あります。でこの本事業についての予算付けについて努力された町長の実績を高く評価す

るところでございます。そこで今後まあ建設するこの高齢者支えあい拠点施設についてで

ありますけれども、ただいま説明ありましたような搬出間伐材これを有効に活用してです

ね、腰板に利用するとか、あるいは太いものについては柱に利用するとか、まあそういう

ことをやったらどうかということを提案申し上げるわけであります。具体的にはただいま

担当課長からも説明ありましたように、上伊那森林組合が間伐事業を行っておりますので、

その収入材として使える部分については搬出をし、それなりの加工を処理をしているとい

うことでございまして、今申し上げたような使途のために町の財産としての町有林をです

ね活用して、通常の市場価格よりはまあ少し安いような価格で地元の高齢者支えあい施設

の用材として使ったらどうかということを提案申し上げるわけであります。これはあの専

門家の話によりますと技術的にはいったんその乾燥ですねそういう処理なんかをしてやる

ことが技術的には必要だという提言もいただいておるところでございます。こうしたまあ

取り組みを通しましてですね町民の皆様に町有林の存在や意義また財産の有効活用、広く
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はまあ地球温暖化対策への貢献というようなことを含めまして大いに認識していただける

のではないかというふうに思うわけであります。要はこのできる施設は飯島町の財産とい

うふうになるわけでありまして、そういう意味で町長この提案について実行されるかどう

か、また具体的には上伊那森林組合との調整を図る必要があると思いますけれども、そこ

ら辺についてやるお気持ちがあるかどうかについてお尋ねをいたします。 
町  長    このまあ町有林等の間伐材を利活用することについてでございます。一つのご提案とし

てまあ集会施設、福祉空間施設等へのまあ積極的な利用というご提言をいただいておるわ

けでございます。今申し上げましたけれどもこの最初の間伐に着手する１５年生ぐらいの

ところからまあ始めて行くわけでございますが、ここの辺の間伐、まあ比較的樹齢の若い、

当然まあ細いという形になるわけで１０センチ前後くらいという形になりますので、これ

らの第１回の間伐材というようなものを建材として利用するっていうのはほとんどまあ不

可能だというふうに言われております。その集成材等でうんと経費をかけてお金をかけて

張り合わせた集成材を作っていくということになるとちょっとまた別でございますけれど

も、そんなようなこと。それから今、町有林の材のこの利活用について一定の良いものは

これまでも、まあ施設の木造化・木質化というひとつの大きな前提の考え方の中で、まあ

木の温もりでありますとかそれから地域材、この資源の大切にするというような観点の中

からできるだけまあやってまいりました。それでそのようにまあいかないまでもこの端材

的なもの、いわゆるこのまあ森林組合等も取り組んでおりますけれども、物によっては机

の材料になるとか椅子の材料になるとか、それから内装の一部、それから木製品の利活用、

展示的なまあいろんなこと、それから最近ではこのペレットストーブの木質化ということ

で、これは森林組合取り上げてまた県でも全国的にもこうした取り組みが今進められてお

りますので、できるだけまあ無駄のないようにこうしたものをこれからの環境問題を考え

る上でも必要であるというふうに思っております。でまあご提案のこの公共施設に対する、

例えば腰板等への利活用についてでございます。まああの大変結構な考え方であると思い

ます。必要なことであるということでございますが、ひとつにはやはりあの現実問題とし

て、例えば腰板に利用するというような材についてはどうしてもこの成長した太い木でな

いと効率が悪いということになります。できればまあ直径が３０センチ以上くらいのもの

で、そして製材したものは１０センチ以上取れる１５センチくらい取れるというようなこ

とが理想であるわけでございますので、こういう形で考えてまいりますと、この搬出経費

と製材経費とそれから利活用していく建築単価に及ぼす部分とまあいろいろ難しいことが

あります。総体的にはあの結果としてコスト高になるということになってしまうわけでご

ざいます。現実の問題としてはなかなか厳しいというふうに思っております。で竹沢議員

もご承知のようにあのこれまでも特にこの役場の庁舎等は町有林のこの貴重な材を使用し

てふんだんに使用して地域材としてまあ利用してまいりました。それから最近では小・中

学校の大規模改修、これもこれはあの町有林そのものを則ということではございません。

やっぱりあの加工して乾燥してというなこともございますので、この地域林としてこう迂

回して使っておる部分もありますけれども、やはりこれは長野県産材ということになるわ

けでございます。まあそれらのこと。それから今まで先行してやっております各集会所の

空間施設の問題、柏木の集会所等もそうだと思いますが、一部に設計サイドの中でできる

だけまあ地域材を使うようなことのお願いの中で取り組んできた経過もございます。従っ
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てあの今後ご提案のことも含めて、これからまだこれから契約するものそれから予備審査

的なまだ希望を受けておるもの、新年度に入ってもいろいろ続いてまいりますので、でき

るだけ地元の皆さんとの考え方もいろいろございますし、設計サイドでどう組み込めるか

の問題、それから森林組合の実際に加工をしていただくこの部分の問題もいろいろありま

すけれども、総合的に判断をしながら是非積極的に利用できるような一つの間伐材の利活

用をまあお願いするというかそういうふうに考えてまいりたいと思いますのでよろしくお

願いします。 
竹沢議員    それでは次の質問に入ります。ミニ水力発電事業の具体化のためにですね、予算付けで

すとかまた実験モデルの実施ができないかについてご提案申し上げるわけであります。平

成２２年度予算につきましては先ほど３月５日の日に提案がございまして、今後予算審査

特別委員会において審議する運びになっております。先の１２月議会で私が提案申し上げ

た個人住宅に太陽光発電施設を設置した場合の一部補助につきまして予算化していただい

た町長の姿勢を評価するところであります。ところで同１２月議会で私が提案したこのミ

ニ水力発電事業について、町長は前向きに検討したいという答弁をいただいておりますけ

れども、平成２２年度一般会計予算には予算が計上されておりません。そこで本事業をま

あ具体化するためにはまあ予算付けが必要だというふうに考えるわけでございまして、町

全体を見ますとこのわが飯島町は中央アルプスの南駒ケ岳に代表される２,８００メートル

級のですね霊峰に抱かれて、その花崗岩に砕かれた流れ出ずる軟らかい水が豊富にある、

古くからまあ飯の島といいますか飯島町と言われるごとくこの米の適地として今日まで歴

史を刻んできておるわけであります。本事業を行うについてはいくつかのまあ課題がある

わけであります。そういう意味で事業具体化のための研究調査費を予算化すべきでありま

して、平成２２年度中途において例えば６月とかで補正予算を提案する意思があるかお尋

ねをいたしたいと思います。 
町  長    ２つ目のご質問でございますこのミニ水力発電事業、この具体的な取り組みに向けての

特にまあ予算付けの問題等のご質問でございます。今お話にございまたように昨年の１２

月の議会でも竹沢議員同じ内容の質問でお答えをしておるところでございます。私として

もこうしたあのいろんなエネルギーを考える中で、積極的な取り組として太陽光や水力そ

の他諸々のエネルギーの問題ついて検討してまいりたいというふうにお答えをしてきたか

と思います。それであの町ではご承知のように現在地球温暖化のこの対策推進協議会とい

うのがございまして、昨年から約９回ぐらいにわたっての大変まあ熱心に研究検討をいた

だきまして総論的な提案、それからついこの２月には各論的な提案、２回にわたって今あ

るこのエネルギー問題や二酸化炭素のこの排出の問題にからめてエネルギー政策と申しま

すか施策を提言をいただいておりますので、私としてもこれは大変重く受け止めて取り組

めるところから取り組んでいく必要があるというふうに思っておるところでございます。

であの身近なところでこの対策委員会そのものもそうでございますが、ひとつにこの水力

発電の既存水路に自前のこの試作の発電機を作って、そのことがそこそこの発電につなが

っておる現場を私も見せていただきました参考に。非常にまあ手作りでございますので荒

っぽいところもあるわけでございますけれども、一つのまあ今後の行きかたを暗示してお

るもんではないかなあというふうにも思っております。それから特にまたあのあとで観光

教育の問題も出るかと思いますが、飯島の小学校の子ども達が自らこうしたエネルギー問
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題をテーマとして捉えていろいろ研究発表をされたり、それから太陽光や水力についてこ

のシンポジウムに子どもとしてまあ積極的に、飯田の会場でございましたけれども、大変

大きな反響と評価をいただいたという経過がございまして、大変まあ嬉しいありがたく思

ってわけでございます。子ども達のまあ夢というかむしろ将来にわたってのこのエネルギ

ー問題を大変心配をしておりまして、積極的に取り組んでいく必要があるというまあ子ど

もなりきの結論付けがあると、まあいろいろ水利権の問題だとかいうものがからんでまい

りますのでなかなかあの専門的なところはともかくといたしまして、従ってあのこうした

提言や今具体的な動きを見ても私としても前向きに取り組んでいきたいというふうに思っ

ております。同時にこれはあの昨年の１２月の町の議会でございましたけれども、議員の

皆さん方の総意でもって、これはあの電源立地のこの制度の維持延長の問題に絡んで意見

採択をいただいた経過がございます。ここでもまあいろんなエネルギーの中で、特にこの

水力は町の立地条件を生かして取り組むべきであるというご提言もいただいておりますし、

それから先日示されたこの温暖化の協議会のひとつの提言にも基づいて私としてもまあ今

後前向きにひとつ研究をしていくということを申し上げておきたいと思います。ただあの

予算についてはですね何をどう予算化するというその時点で編成時点ではまだはっきりし

ておりません。現在もまだはっきりしていないわけですけれども、ただこれらの一つの時

代的背景を考えてですね、４月に入りましたらひとつ早い時期に庁舎内のこの専門的な研

究プロジェクト、これはまあ水利権の問題から土地の利用計画の問題から、それから売電

からいろいろ商工業どういうふうにまとめて、どういう消費をしていくかというその使用

方法もいろいろございますので、網羅したうえで研究プロジェクト的なものを立ち上げて

研究をしたいと、でその経過の中で必要なまあ調査費的なものがあろうかと思いますけれ

ども、必要があれば補正対応でもってさしていただきたいということでございます。ただ

あの町が直接具体的なその事業主体となってこのことを大々的に取り上げていくというこ

とについては、私自身はそういうふうに考えておりません。これはあのいろんな動きの中

でやっぱりそうした提案の事業者もあるわけでございますので、そこら辺もまたひとつの

検討材料に含めて取り組んでまいりたいというふうに思っております。 
竹沢議員    それではあの只今答弁がありましたように当面この課題について、庁舎内に専門のプロ

ジェクトチームを立ち上げて４月以降取り組んでいただけるというですので、是非プロジ

ェクトチームでの活動を期待するものであります。それで関連して今町長答弁にもありま

したが、このミニ水力発電事業の具体化のために町内には３校の周辺に小川があるわけで

すけれども、この小川を活用してですね実験モデルとしてミニの水力発電施設を設置をし

て発電をするとともに、児童生徒のための環境学習に活用したらどうかということについ

て提案するわけであります。先程町長答弁にありましたが実は１月２３日の日に飯田市に

おいてキッズ自然エネルギー活用コンテストというのがありまして、私参加をしてまいり

ました。ここは長野県テクノ財団それから伊那テクノバレーなどが主催の、今年で２回目

でしたか、この子ども達各学校が個性的な環境教育に取り組んでいる、そういうものの事

例発表のコンテストがございまして、当町からは飯島小学校環境委員会の子ども達が参加

しました。素晴らしい体験発表だったと思います。そこでこの飯島小学校の環境委員会の

報告にもありますけれど、小学校の子ども達もこの飯島地区の中で具体的にそのミニ水力

発電ができそうな場所というのをね、何カ所か子ども達で調査してありまして、候補地と
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いうのをすでに図面化されております。であのこの児童も上の原の某氏のミニ水力発電施

設ね、それをまあつぶさに研究しながらまあそういう研究レポートを発表したわけですけ

れども、まあそういうことであの実際に我が町のそういう子ども達がこういうことに関心

を持って取り組んでいるということでございますし、加えて先ほど町長答弁にありました

が、先般は我が町の地球温暖化対策協議会において目標数値も定めた提言があるところで

あります。で具体的にこの今私が申し上げる３校の周辺の小川を活用してですね、ミニ発

電所を作ったらどうかという提言もその中の委員さんからも出たように承っております。

まあそういうことでありますので、これはあの町長答弁いただくのか教育長になるかわか

りませんけれども、それぞれ学校にですね小さい発電所を作って電気を発電して電球を点

けて、でそれを環境学習に活用すると、こうしたことを提言しますがいかがでしょうか。 
町  長    まああのご提言の件はこのエネルギー問題を考える小さいうちから考えていく、この環

境教育といいますか、身近な現場での環境教育のひとつの形だろうと思いますので大変意

味を持つものだというふうに思っておりますので、いろいろあの水利の条件等もあるかと

思いますけれども、前向きに取り組む考え方の中で教育長の方からその考え方についてご

答弁をさせていただきたいと思います。 
教育長     それではお答えをしたいと思っておりますが、ただその環境教育その発電ということを

ですね教科の中でどういうふうに位置付けているかということをあらかじめ知っておいて

いただきたいと思いますので、少し述べさせていただきたいというふうに思っております。

あの発電につきましては理科で扱うわけでありますけれども、環境教育については他の教

科にまたがるわけであります。そこのところを少し整理をしておかないとちょっと見誤る

部分がありますので、理科の分野でどのように電気が扱われるかということをちょっと述

べさせていただきたいと思います。小学校では理科は３年生から学ぶことになっておりま

して、その３年生からすでに乾電池と豆電球をつなげて、いわゆる電気ということに意識

づけるところからスタートします。それで最終の６年生になりますと発電の仕組みを学ぶ

ようになっております。であのこれは理科の分野ですけれども社会科では生活に必要な飲

料水や電気あるいは産業の廃棄物の処理といった問題トータルにエネルギーに関係して環

境問題について学びます。でそこのところを踏まえておいて発電という仕組みが子ども達

にどういうふうに効果があるのかあるいは意義があるのかということを考えなくてはなら

ないというふうに思っておりますが、まあいずれにしてもあの今の環境問題については子

ども達も関心が高いわけでありますので、実際に先ほど議員のお話にあったように、環境

委員会の子ども達が身近な発電、環境から発電というところに目を向けたわけであります。

そこであのそれまでの活動を振り返って学校の用水路に発電機を置いたらどうだろうかと

いう最終的な提言を子ども達はまとめました。でこうしたことからも学校付近の河川に発

電機を設置し、環境についての意識から設置するということは意義があろうかと思います

けれども、理科の分野から要するに教科としての発電ということになるとこれはちょっと

違った角度になってくるかなというふうに思っております。トータルで環境から考えると

するならば効果的な電力を得るためには５メートルくらいの落差や一定量以上の水量が確

保が求められますし、またあの先程も町長のお話の中にありましたように水利権の問題も

絡んでくるなど乗り越えるべき多くの課題がありますので、そこを子ども達がどう解決す

るか、子ども達の手に負えない部分もありますので、そこのところはどういうふうに越え

 - 52 - 

ていくのかということは関係の皆さんとも連絡をしていく必要があろうかなというふうに

思っております。私個人としてはですね、その発電とかそういうことについては、できた

ら子ども達が自分達で設計をして手作りでやっていくということがより学習効果が高まる

のではないかなというふうに思っております。大人が作って、これがそうだぞっていうふ

うに与えることは簡単ではありますけれども、やはり子ども達が環境にこれだけ意識を向

けたところでありますので、たとえ稚拙な、つたないような施設であってもですね、子ど

も達が設計し問題を超えてそして作っていくという、そしてしかも今年だけで単発で終わ

らずに後輩たちにそれを受け継いでいく、そしてそれを先輩が残していったものであると

いうそういうトータルな学習が大事ではないかな、そのことの方が効果が上がるのではな

いかなというふうに考えております。まあいずれにしても大事な分野でありますので、ど

こに目標を置くかということをよく踏まえて子ども達、それからあの地域、学校とも十分

協議しながら検討していきたいというふうに考えております。 
竹沢議員    只今答弁いただきましてまあ子ども達が自ら設計をしてですね、トータル的な学習の寄

与になるようなそういうふうにやっていきたいという教育長の答弁いただきました。それ

ではあの次に３つ目の質問項目に入ってまいります。３つ目の課題は環境学習、それから

現状の学力向上、それから家庭教育、また地域が家庭教育を支える役割とか具体的な取り

組み等々、まあ総論的な教育問題について議論を深めていきたいというふうに思います。

最初に教育長にお尋ねしますが現状の町内３校、先ほどの飯島小学校環境委員会の取り組

みも含めてですけれど、環境学習の現状はどのようになっているのか実態についてお尋ね

いたします。 
教育長     大変失礼いたしました。それでは３つ目の質問でございますのでこちらでお答えをした

いというふうに思っております。環境学習の実態についてでありますけれども、やはりな

んといっても子ども達には今後持続可能な社会づくりに役立つと、そういう視点で環境を

捉えて育てていってほしい、そういうことを育成を願っております。社会的な構成や経済

など幅広い領域と関係するところもありますので、多くの分野の教育、特に環境にかかわ

って積極的に学びに結び付けていくそういう取り組みが必要ではないかなというふうに思

っております。具体的な学校教育における環境教育でありますけれども、他の教科と、先

程も触れてお話をしましたけれども、発達段階に応じて他の分野と関連しながら知識の習

得だけにとどまらずに、体を通した体験あるいは経験ということが必要になろうかなと、

よりそのことが実践的な環境教育に向かう姿勢になるのではないかというふうに思います。

従いまして先程の発電をどうするかということも私の考えはそこにあるわけであります。

まああの子ども達の取り組みは小学校の場合はどちらかといいますと個人的な体験よりも、

先程あの議員の紹介にありましたように、委員会を通して他所で発表するという対外的に

発表するという集団的なあるいはグループ的な学習が比較的多くなります。もちろんあの

社会や理科といった教科、あるいは道徳といったことについても環境教育に考える場もあ

りますけれども、いずれにしても幅広い学習分野の中から環境教育・環境学習については

学んでいるという実態であります。もう少し具体的に申しますと、まあ４年生以上は七久

保小学校も飯島小学校も環境に対するそれに関連した委員会がありまして、例えば先ほど

も出ておりましたように紹介いたしましたように飯島小学校の環境委員会、七久保小学校

は緑化委員会という名称のようでありますが、身近な環境問題をとらえて活動を始めてお
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りますし、またあの４年生以上は緑の少年団、これはあの中学校にもありまして、森林の

保全、保護それから環境保全の必要性、具体的に現場に出て活動を行っております。中学

生になりますと環境については小学校の経験を踏まえて更に広く深く広い視点から問題を

掘り下げて、そして具体的な活動を行っておりまして、まああの地元でも皆さん方も協力

していただいておりますように資源回収とか、あるいは使用済み乾電池の回収、それから

エコキャップ集めですかね、それからアルミ缶回収等、まあそうしたことを通して実践的

な態度をより身につけていくというところであります。まああの先ほど議員の方でも紹介

がありましたように、今年は飯島小学校の環境委員会が特筆すべき活動として対外的な自

分たちの取り組みを発表してきたわけですけれども、これも非常に高い評価をいただきま

して、リーフレットにもそのことが紹介されておりますので、また機会がありましたら公

表したいというふうに思っております。またあの昨年子ども達が庁舎に来ていただいてそ

の研究成果を発表したというそういう機会もありますので、そこの資料なども折りに触れ

て紹介したいというふうに思っております。まあ細かな小さな子ども達の歩みではありま

すけれども、環境問題につきましては今後ですね先程申し上げたように、いろいろな子ど

も達がいろいろな形で参画してそして受け継いでいってほしいと、そういう環境学習がこ

れからは大事ではないかなというふうに思っております。以上であります。 
 竹沢議員   ただいまあの町内３校の取り組み等についての答弁があったところであります。そこで

ですね、私もこういう課題いろいろ興味を持っておりまして個人的にいろいろ勉強したり

しておりますけれど、あのこれから提案するいくつかの項目について既にやっておるもの

もあると思われますし、これからやっていただくこともあると思いますが、できればその

提言する課題についてですね是非その３校でね足並みを揃えてやっていただきたいという

ことを含めましてまず提案いたします。グリーンカーテンこれはあの確か飯島小学校でや

っていたと思いますが、これはいくつも方法がございまして、要は学校の校舎の南側を使

いましてですね、例えばゴーヤですとかキュウリですとかアサガオなどを栽培することに

よりまして、夏場のこの遮光効果、教室のクール化などに役立つわけでありまして、例え

ばゴーヤやキュウリを作りますとこれは給食の材料に使えます。で、そのツルなんかはブ

ーケだとかアーチか、など工芸品に加工することもできますし、アサガオを作った場合は

そのアサガオを染料で使えますのでそちらのいろいろ工作物とか染物をするとかそういう

ことができるわけでありまして、そのまたアサガオで種を取りましてですね保護者や町民

の皆さんに配るとこういうこともできます。でこういうのをやっておるのが例えば豊丘北

小学校でこういうことをやっております。 
それから太陽熱を利用いたしましてペットボトルね、これを真っ黒くその塗っておきま

して色を、でこれを冬場ですね教室の南側のとこへ置いておきますとこれが太陽熱で温水

になるわけですね、でこれで夕方お掃除するときに冷たい水じゃなくて温かい水で掃除が

できると、こういうような取り組みをやっておる学校が多々ございます。 
それから前にもう私提言したことがあると思いますが、保育園の取り組みでですね、近

くは宮田の西保育園がやっておりますけれど、要するにその何と言うんだ、昔でいうと怪

獣と正義のものがおりまして、例えばウルトラマンですとか仮面ライダーですとかね、で

最近はうちの孫に聞いたら今一番流行っているのはゴレンジャーというやつだそうですけ

れども、いずれにいたしましても幾人かの戦う戦士が合体して怪獣をやっつけちゃう、こ
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ういうのでございまして、これにヒントを得まして宮田でやっているのはエコレンジャー

というふうに名前を付けて、子ども達があのあれはマントみたいなものね、ビニールのマ

ントみたいなものを着て、これは年中さんと年長さんが日替わりで隊員を作りまして、ゴ

ミの分別ですとか再利用、整理整頓などのパトロールをそのエコレンジャーが園内を回る

と、こういう取り組みをやっております。こういう名称で小学校でエコレンジャーを結成

しているところもございます。まあ名称はともかくこんなようなことで、要するに保育園

からね、そういう取り組みをして、また水を節約するとかゴミの問題だとかいろいろ含め

ておやりになったらどうかということであります。他には確か飯島小学校でもやっており

ますけれども、雨水を溜めておいてそれで植物の水をやるとか、あるいは夏場の水打ちを

するとかそういう取り組みもあると思います。あの事例はいっぱいあるわけでこのほかに

もまた子ども達が自分たちで考えると、あ、まだ他に確か飯島ではあれがありましたね、

いらない書類をシュレッダーへかけてそれを薪にか、紙の新聞の薪だかにそういう取り組

みも確かやっておると思いましたが、まあいろいろあの取り組む方法はあると思います。

いくつかの事例を申し上げましたが、教育長いかがでしょうか。 
教育長     あの細かなご提言をたくさんいただきまして大変参考になるというふうに考えておりま

す。あのやはり先ほどもお話しましたように、環境教育っていうのはですね自分たちのあ

り方といいますか、これからどう生きていくかということと非常につながってくる、子ど

も達は具体的には意識はしませんけれども、より良い生活をしていくにはどうしたらいい

かっていうそういう具体的な表れが環境教育の、要するに先ほど議員がお話になったよう

な行動といいますか活動になるかというふうに思っております。従ってそういう個々の取

り組みはそれぞれ大事でというふうに考えておりますが、決して押し付けといいますかね、

これをやりなさいとかっていうのはやはり如何なものかなというふうに思っております。

やはり子ども達が環境を意識して自らそういう願いを持って、これだったら自分たちがで

きるというような個々の活動が大事ではないかな、またそうした意識付けをしていくこと

が大事ではないかなというふうに思っております。まあいわゆる自分で課題を見つけて学

んで考えて主体的に行動できる、そういった生き方も併せて育てていくことが大事じゃな

いかなというふうに思っておりますが、ただあの今ご提言のありましたグリーンカーテン

ですが、最近はいくつかの家庭で見るようになりました。良い提案だというふうに私も受

け止めておりますので、まあ学校では実際にアサガオだとかヘチマの棚でやっている実践

もありますし、それから窓際にですね冬場ペットボトルを水を置いてそれをお掃除の温め

て水を使うというような、そういうことを子どもなりにやっております。戻りますけれど

もそのグリーンカーテンですが今年はぜひ児童の家庭を通じて家庭に広めていきたいなあ

というふうに私は思っております。まあこの機会にこのことをですね多くの皆さん受けと

めていただいて、できるところから町のみなさんもやっていただければありがたいなとい

うふうに思っております。以上です。 
竹沢議員    ただいまのグリーンカーテンについてはまあ家庭まで輪を広げていきたいという答弁を

いただきまして、大変ありがたいことだと思います。それではあの最後にですね総論で教

育力の問題について、教育長２期目も過ぎましていよいよ油も乗り切って、この我が町の

宝であります子ども達の教育のために奮闘していただく願いを込めて申し上げたいと思い

ます。まず学力問題ですけれどもまあ毎年全国一斉に学力テストが行われておりまして、
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我が町の児童生徒はですね全国レベルの平均よりもまあ点数ではやや高いというふうにい

つも承っておりますけれども、午前中の国際読書年の関係で同僚議員の質問もありました

が、特にこの読解力ですとか数学、算数でいえば算式理論の展開図ですとか、そういう部

分の能力をもうちょっと学力を高める必要があるということを承っておるわけでありまし

て、まあこうした課題について教育長としてどう取り組んでいこうとしていらっしゃるの

かについて、それからまああの学校での教育が基本であるわけでありますけれども、家庭

における父親母親の子どもに対する教育、また父親母親自身の教育がどうあるべきかとい

うことも課題になってきているというふうに思うわけであります。であの午前中の同僚質

問に関連してのいくつかの取り組みについての答弁もあったところでありますけれども、

まあそこら辺の課題ついてどう取り組んでいこうとしているのかについて所信を述べてい

ただきたいと思います。 
それから３つ目の課題としてまあおかげさまに町内、特に地域づくり委員会等が立ち上

がってですね、ご協力をいただく中で、各区の区長さんはじめ多くのサポーターの皆さん

のご尽力によりまして子ども広場ができまして、地域の皆さんの力によって地域の子ども

達を育てるという取り組みが始まっておりまして、大変素晴らしいことだというふうに私

も思いますし、またあの一部の育成会等によりましては授業中にいろんな面白い授業を学

校へ飛び込んでいってやるとか、そういうような取り組みもありましたりして、それなり

に我が町の地域の皆さんが学校教育を支える、また家庭教育を支えるためにですね尽力さ

れているという取り組みがあることも承知しておるわけですけれども、ここら辺含めまし

てこの３つの大きなテーマについて、時間の許す限り教育長の思う想いをですね、熱い想

いを是非この場でご答弁いただきたい。 
教育長     ３点、学力、家庭教育、それから地域と家庭との関係についてまとめてのご質問であり

ますので、若干長くなるかもしれませんけれどもお答えをしたいというふうに思っており

ます。まああの学力についてはいろんな方がですねいろんな立場から述べてくださってお

りまして、そのまあいわばその人の数だけ学力論というのはあるというふうに考えてもい

いじゃないかなというふうに思っておりますけれども、私はあの私の受け止めは学力とい

うのはやっぱり自分を今日の自分を変えて明日の自分にする、そこのつなげる重要な要素

ではないかなというふうに捉えて、私個人は思っております。でまあ子どもも大人も誰し

も成長への基本的な欲求は持っているわけでありまして、でこのこうした欲求を支える一

つの重要な要素があの、あるいはその確かな個人の伸びや成長に大事な役割を果たすもの

が学力、いわゆるあの学習によって身に着けた能力というふうに考えております。私はあ

の学力の向上は私自身強い思いがありまして、校長会の折りに学校にはぜひ学力をつけて

ほしいと、あるいはつけるべき力をきちんとつけて伸ばすところはうんと伸ばしてほしい

という、常に思っております。ちょうど４５年前のこの３月でありますがわたし自身１５

の春を泣いた一人であります。再挑戦をして捲土重来改めて学問のところへ飛び込んだそ

ういう経験を持っておりますので、余計に学力をしっかり子ども達にはつけたいというの

はそういう思いをしております。 
広い意味では今申したようなものでありますけれども、もう少し具体的に学力を分析的

な捉え方をしますと、いわゆる学力というと一般的にテストだとかですねそういう数値で

表すというそういう学力の方に比較的目を向けがちではありますが、まあ数値で表しやす
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いといいますか目に見える学力というそういう捉え方もあります。一方目に見えないある

いは数値で表しにくいそういう学力もありまして、学力はこの両面から育てていくという、

要するにトータルなものそういう学力が求められるのではないかな、どちらか一方という

ものではない、まあこれは誰しもお気付きのことだというふうに思っておりますが、まあ

あのしばしばその学力をですね、私もこの考えに賛同するわけでありますが、木に見立て

ですね学力をその全体を成長していく木だというふうに見立てる、そういう考え方があり

まして、まあ目に見えない、先ほど言いましたいわゆる根っこの部分、これが意欲、関心、

態度というふうに言われておりますがやっぱりそういうものは目に見えにくい部分であり

ます。それから目に見える部分というのがやっぱり枝とか葉っぱだとか実だとかそういう

捉え、いわゆる成果として表れる具体的には表れる、でその間をつなぐ幹が表現力だとか

あるいは読解力だとか、先程のあの中村議員のご質問にもお答えしたように、そういう部

分になろうかと思います。そのトータルをもってやはり学力という、だからその一部のみ

に視点を向けて育てていくもんではない、やっぱりトータルで木全体を育てていくとそう

いう構えが大事ではないかなというふうに思っております。従いましてその木が育ってい

くには雨の日もあろうし、風の日もあろうし、照る日もあろうし、そういう厳しさの中で

木は育っていくものでありますから、適切な肥料を与えそれから時にはその木の成長を見

守っていく、様々な体験をその木に、経験といいますかその木に与えていくと、これが子

ども達にとっての多様な生活経験、体験、あるいは基本的な決まり良い生活というふうに

なろうかというふうに思いますが、そういうところを大人が見守り関与していくことが大

事ではないかなというふうに思っております。 
従いまして２つ目の家庭教育に求められるというものでありますけれども、やはり家庭

教育は何といっても人間成長の一番基本的な部分を支える重要なとこであります。まあそ

の子どもの成長にとってですね家庭生活の有り様が反映してくる、まあ家庭生活のあり方

が大事でありますし、家族の中で大人と子どもの関係によることによって豊かな人間関係

が育まれ、健全な成長が図られるというふうに思っております。先ほど学力調査のことで

ありましたが、秋田県と福井県は３回ともトップクラスの成績だったということはご存じ

かというふうに思います。その中で福井県のことですが福井県は特に塾ですか学習塾がそ

れほど多いわけではありません。でどういうところが福井県のその学力、まあ目に見える

学力の分野ですけれども、あるのかということで、大変意味深い、示唆を受けるその調査

があったわけですが、家庭ではですね子どもの自主性を大事にしているというそういう報

告があります。その自主性というのもですね放任ではなくその子どもの自主性を大事にし

ながら、適度な緊張感と親から見守られている安心感をともに子ども達に育てていくんだ

と、まあ具体的に言いますと低学年のころからですね宿題をやってから遊びにいく、まあ

よく言うところでありますが、まあ遊びに行ってから宿題やる子もいますけれども、要は

やるべきことをやらないとやりたいことができないというそういうですね家庭の当然のこ

ととして親子で理解し合っているというそういう報告があります。まあ核家族が進んで生

活が多様化してきている現在ですね、親の価値観も相当変わってきています。中にはです

ね個性を伸ばす、先程言った自主性に任せるというその名のもとに放任のしつけることも

しつけない家庭がないとは言い切れない。あるのではないかなという、子どもが大事だか

らというために苦労をさせない我慢させないといったこともないわけではありません。ま
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あ厳しさがあってこそ優しさが生れ、子どもも健全に育つものだというふうに思っており

ます。まあなんと言っても家庭ではそういう厳しさと乗り越える力を育てていってほしい

というふうに、家庭教育に求められるものとして私の考えであります。それから地域と家

庭教育との関係でありますけれども、先程お話にありましたように、今年度４地区に毎日

ではありませんけれども放課後の子ども広場が開設されて、まあ取り組んできていただい

ているわけですが、まあこの切り口から見ますと保護者にとってはですね地域の大人が自

分の子どもを見守ってくれているという、こうなんですか信頼感といいますか安心感と言

いますか、まあそれがですね地域と家庭との信頼関係を作っていくきっかけになりつつあ

るなあというふうに受け止めております。またあの今後地区の地域のですね公民館には地

域づくり支援員の配置をしておりますし、予定をしておりますし、そういう具体的にそう

いう声も挙がってきている地区もあります。まあそういう支援員を中心にして地域と家庭

を結ぶそのパイプ役にもなっていただきたいなというふうに思っております。まあ具体的

な取り組みのお答えの一端ではありますけれどもそんな考えでおります。以上です。 
竹沢議員    以上で質問を終わります。 
 
議  長    以上で本日の日程は終了しました。これをもって散会とします。ご苦労様でした。 
 
 
         午後 ４時 ８分 散会 
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本会議再開 

 
開  儀    平成２２年３月９日  午前９時１０分 
議  長    おはようございます。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。 

議事日程についてはお手元に配布のとおりです。 
         
議  長    日程第１ 一般質問を行います。通告順に質問を許します。 
        ５番 堀内克美 議員 
５番 
堀内議員    それでは通告に基づきまして一般質問を行います。まず中田切川上流に設置予定の最終

処分場についてをお伺いをいたします。昨年の１２月に中田切川上流の左岸、駒ケ根市側

の養命酒の工場の上流約１キロ、飯島町側では猿ヶ城用水の取り入れ上流３００メートル、

その付近の土地に飯島町内の会社が廃棄物の最終処分場を建設する計画ということをお伺

いをいたしました。予定地は駒ケ根市の地籍でありますが、県の廃棄物の適正な処理の確

保に関する条例、これは昨年の４月から施行になっておる条例でございますが、それによ

りますと最終処分場の敷地境界から１キロメートル以内の環境保全上の利害が関係する住

民、地縁団体等には計画の内容を説明し、意見を聞き、行政・住民の求めに応じて環境保

全協定の締結を行うことが定められております。この１キロメートル以内に該当するのが

飯島町側では田切区春日平耕地ということになります。また１キロメートル以内の農林業

関係者、農業用水利用者等、最終処分場の建設により環境に影響が生じるもの全てが利害

関係者となります。そこで町ではこの計画について承知しているのか、またいつ話があっ

たのかをお伺いをいたします。 
町  長    それでは堀内議員から中田切川の上流の、これはあの駒ケ根の地籍になるわけでござい

ますけれども、ここに設置予定の最終処分場計画があるということで、まず町ではこの計

画を承知しておるのかどうかというご質問でございます。私が確認をいたしましたところ

では、昨年の暮１２月の９日ということになると思いますが、この事業を計画しておりま

すお話にございましたように町内の業者でございますが、この計画、事業計画者から産業

廃棄物及び一般廃棄物の最終処分場を設置をする予定であり、関係住民への説明会などを

開催して今後進めていくので、承知をしておいてほしいという口頭での連絡が担当課にご

ざいました。その折りにお話の内容では施設の設置場所は駒ケ根市の、いま堀内議員おっ

しゃった地籍ということになると思いますが、駒ケ根市であること、それから施設の種類

は産業廃棄物及び一般廃棄物の最終処分場であるということ、それからこれに関係する市

町村としては、あるいはまた住民の皆さんとしては、設置をする敷地の境界から半径１キ

ロの範囲にある区域の駒ケ根市大徳原地区、飯島町では田切地区であるというところまで

を、担当課を通じて承知をいたしております。その後担当課におきましては現地を確認を

現場を確認しておるということでございます。で私自身あの現在までその駒ケ根の土地を

地図とそれから写真で担当課からの資料によって見ておりますけれども、現地をまだ確認

をしてございませんので、いずれ近々のうちに現場も私自身も確認しておかなければいけ

ないなというふうに考えておるところでございます。 
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堀内議員    まあ田切へ連絡のあった時期と多分同じころかと思います。次にお伺いをいたします。

会社による事前説明会が２月１６日田切の公民館において実施をされました。説明会の案

内は町にはなかったようでしたので、私の方から担当部署に説明会の文書を案内文を渡し

まして、是非担当者に出席をしていただきたいということをお話をしておきました。そこ

で職員はこの説明会に出席していたのかその点についてお伺いいたしたいと思いますし、

もし出席しなかったとしたら何故出席しなかったのか、当日も私あの担当者が出席すると

いうことを確認しておりますのでまあその点についてをお伺いしたいと思います。 
町  長    お話のこの業者の説明会につきましては、町に対しましては要請もございませんでした

し、それから町としてこの段階で出席する立場でもないということでございますので、町

といたしましては担当を含めて出席をしておりません。その後まああの堀内議員からのそ

うした資料の提供もいただいたようでございまして、会議の内容も私も文書では一応拝見

をさせていただいておりますけれども、その辺のいきさつにつきましては担当課長の方か

ら申し上げます。 
住民福祉課長  それでは補足の説明をさせていただきます。いま議員ご指摘の通り、中田切川上流に設

置予定の最終処分場の計画につきましては、事業計画者から地元の皆さんに説明会を行う

報告を昨年の１２月９日に受けました。また議員おっしゃる通り、説明会の日程を通知し

た文書を議員から数日前にいただき説明会が開催されることは承知をしておりました。ま

たそれ以前にですね、事業計画者からも正式な事業計画協議のフローチャートに沿った今

回の説明会ではなく、計画を進めるために必要な事業計画協議前の今後の経過概要や計画

の手続きに関する地元への周知のための説明会である旨と、１２月９日に先ほど町長申し

上げましたとおり、私以下現場を確認した際にも事業計画者から事業概要の説明を現場で

受けましたので、そんな経過から当日の説明会には出席をいたしませんでした。なお説明

会終了後、事業計画者から当日の説明会の内容が示された記録書の提出がありましたので、

つぶさに精査をし田切地区の住民の皆さんから出された意見内容につきましては承知して

おりますのでよろしくご理解をお願いいたします。 
堀内議員    まあ私は何でこんなことをお聞きしたかって言うと、私が担当の部署の方に、こういう

説明会があるけれどどうだねって話したら出席させていただきますと、そういう話でした

のでこれあえて質問するんで再度お答えください。 
住民福祉課長  お答えします。今ご説明申し上げましたとおり、１２月９日に現地を調査した際、ちょ

うど居合わせた事業計画者本人がいらっしゃいました。そこで現地をつぶさに調査をし現

状の把握をし、また事業計画の概要について図面等に基づいてつぶさに説明を受けました

ので、そんな意味あいから説明会へ出席しなくていいという判断をいたしました。 
堀内議員    まあくどくなりますが、担当にそういう通知の文書も渡して出席をすると、それから当

日も２月１６日ですが私来まして担当に確認したところ、担当の職員が１人出席するとそ

こまで話があったんで私敢えて言っているんで、もう少しその自分たちの言ったことに責

任を持っていただくようご指導いただきたいと思います。その点についてはまたこれから

のこととしてお願いしたいと思いますが、町長は２２年度の施政方針で町長として町民の

皆さんの先頭に立ち、安全安心で住みよい町、暮らしやすい町、活力のある町づくりに職

員も一丸となって全力を傾注していくと述べております。この問題は地域の安全安心の確

保に極めて重要な課題であります。これからは職場内の意思疎通もしっかりしていただい
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て、行政も地域と一体となった対応を行うよう要望をしておきますのでお願いします。 
さて話を元に戻しますが、業者からは最終処分場の建設について、こんな計画を考えて

いるという事前の説明会が行われたということであります。先程も話がありましたが法律

による正式な説明会は今後計画を作ってからということになっているということです。た

だ主に焼却灰を入れたいということも当日の説明会では言われております。焼却灰は清掃

センター等の残渣でありまして、重金属等非常に危険なものが含まれておる可能性があり

ます。この点につきましてもこれからの計画書の中でいろいろ検討する時期があると思い

ますので、最終処分場建設問題については計画概要書が提出されてからそれぞれ対応して

いきたいと思っております。そうだその場合に計画書が出された場合に、町としてどんな

ような対応をしていただけるかお伺いをいたします。 
町  長    今後まあ具体的に計画概要が町や地元に示された場合の特にまあ町としての対応でござ

います。これはまあ手続き法的な手続きに従ってまた進めていくと同時に、いろんな状況

判断の中でお話合いをしていかなきゃならないという問題だろうというふうに思います。

そこでまあ事業計画概要が許認可期間である県に提出されるわけでございますけれども、

これが提出された場合に町それから関係住民は周辺地域等に対する意見を県に提出してい

くと、県では概要書の縦覧が３０日間というふうになっておりまして、知事意見を付して

関係地区の皆さん方に説明会が行われるというふうになっていくと思います。その折りに

は住民の皆さんのご意見を十分お聞きして、事業計画者いわゆる施工者は概要説明会終了

報告書を県に提出をして事業がまあ取り組んでいくということになります。従いまして今

後は関係の特にまあ田切の地元の皆さんと、それから関係市町村といいますとこの場合は

駒ケ根市という形になると思います。まあその他の近隣する下流の方までの例えば中川村

までどうなのかということはちょっとまだこれからのまた検討事項になろうかと思います

けれども、まあそうしたこと。それから県当局はもちろんでございますし、この河川管理

者としての立場も、国交省も直接間接にはあると思いますし、それから特に県の河川管理

者、知事等々とまあ十分な慎重に協議を重ねて、県や町の条例にのっとって適正な手続き

対応を進めてまいりたいというふうに考えております。 
堀内議員    まあ正式には手続きの時にということでございますが、まあ地元の田切区としましても

いろいろな知識はやっぱ少ないわけです情報も、是非そういう計画書が出された段階では

町も地元と同じような気持ちになって一緒に活動の方をお願いをいたしたいと思います。

それでは次に最終処分場内に埋まっている廃棄物についてをお伺いをいたします。説明会

ではまあ町内の会社ですが、会社の説明会では会長さんからその話をお伺いしております。

計画地内の廃棄物の処理を行う経費を捻出するのが最終処分場の建設を計画した目的と、

まあそんなふうに説明を受けております。そういうことでその建設予定地にはすでに廃棄

物が埋まっているというところであります。そこでお伺いをいたします。この廃棄物につ

きましては何時ごろのものか、また当時は廃棄物による法律等が規制があったのかどうか、

それについてをお伺いいたします。 
町  長    まああのいろいろとお聞きしてみますと、これ紐解いてなかなかまあはっきりしない部

分が非常に多いというふうに感じておるわけでございますけれども、このまあ計画とされ

ておるこの用地内にある産業廃棄物については、まあ地籍としてはいま申し上げておるよ

うに駒ケ根市でございまして、これはあの産業廃棄物の関係、つきましては県が直接まあ

 - 6 - 

指導に当たるということでございますので、内容的にはほとんどまあ承知をしていないと

いうのが現実でございます。そこでまああの業者にまあ担当を通じてお聞きした内容でも

よりますと、昔は穴を掘って埋めていい時代であったのでどのようなゴミが入っているか

も予想もまあ付かないと、いうことをまあ言っておられるようでございます。説明会の折

りにもそういう話が出たというように聞いておるわけでございますが、そこであのこの産

業廃棄物に関するいわゆる規制が出たのが昭和４５年、この時に廃棄物の処理及び清掃に

関する法律というのができまして、昭和５１年にはこの敷地内の土地の中にこうしたもの

を埋めることが禁止をされてきたと、こういうまあ歴史的な規制の経過でございますので、

どうも話をいろいろお聞きしますとこの５１年以前ではないかとこういうふうにまあ私ど

もとしては認識をいたしておる次第でございます。 
堀内議員    まあどうも規制以前の廃棄物であるというようなお答えでございます。それではそこで

お伺いしますが、規制以前の廃棄物というのはそういうことになると責任の所在というの

はあるのかないのかちょっと分かりませんが、あるとしましたら行政責任はあるのか、ま

たそこに埋まっている廃棄物について処分をするのは処理を行うのはどなたが行うのか、

まあ地権者だとかいろいろおると思いますがその点についてをお伺いいたします。 
町  長    この点につきましてもなかなかあの難しいところのようでございまして、この廃棄物、

産業廃棄物は直接まあ県の取り扱う範疇ということになりますので、具体的に埋められて

おるこの当事者の土地である駒ケ根市、まあ駒ケ根市さんとも連携をとりながら結果とし

てその周辺１キロは元より下流域に及ぼす影響というものもございますので、いろいろと

まあ県とも相談をして適正なまあ指導していただくというふうにまあ考えてまいりたいと

思っておりますが、特にこの地権者につきましては県の廃棄物の適正な処理の確保に関す

る条例というのがございまして、廃棄物の不適正な処理が行われないようにその管理に努

めなければならないというふうにされておりまして、定期的な土地の状況やそれから連絡

先の周知、不法投棄をしにくい、しないような環境の整備、ということがまあこの条例の

中で謳われておるわけでございますので、まあこの計画が計画通り進むとすればこれ一端

掘り起こしてというな話になっていくと思いますので、従ってこれは当然今土地の所有者

である業者の責任ということに結び付いていくんだろうというふうに思いますけれども、

今後まあいろんな状況を把握しながらまた駒ケ根市さんとも相談して対応してまいりたい

というふうに思っております。 
 堀内議員   まあ規制以前の問題でまたその処分の責任等についてあまり定かでないというようなお

答えでした。私もあのこの問題をお聞きしてから地方事務所の担当課へ行って話を伺って

きました。どうも行政責任についてはあまりないようであります。廃棄物がこれは当時の

規制では一般廃棄物、産業廃棄物多分区別多分なかったと思いますし、ただゴミという名

前だけだったと思いますので、どうもそんなようかなというふうに伺ってきました。ただ

投棄のものが発見された場合にはその処分を行うのはまず第 1 には原因者ということであ

ります。それから第２に原因者が分からない場合には土地の所有者、そういう話でありま

した。まあそういうことで飯島の企業が所有者ということでまあ処分をするということに

考えているというふうに思っております。 
        それでは次の点についてお伺いをしていきます。規制前ということですのでまあどんな

ものが埋まっているか分かりません。しかし説明会での会社の会長さんの話では、大徳原
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の住民の皆さんの話としてえらいものが埋まっていると、お坊さんに拝んでもらった方が

よいと言われたというその話をされました。これはあの本人が言った通りの言葉でこうい

うことです。またどんなものが入っているかは予測もつかないと、それと加えまして私の

想像では悪い水が流れておるというふうに判断していると、そう言ってその会長さんは言

われております。またこの最終処分場の計画が認められなかった場合にはこの廃棄物は永

遠にこのままにしておきますとそこまで言われております。そうはいっても地元ではそう

いうことでは不安でございます。そこで安全対策についてをお伺いをいたします。現時点

での安全対策について、また最終処分場が建設されなかった場合の廃棄物の処分はどうな

るのか、この２点についてをお伺いをしたいと思います。 
町  長    まあこれはあのそういうまあ規制前の時代とはいえ、そうしたこの非常に掴みどころの

ないものが埋まっておるということについては、駒ケ根市のみなさんもそれからまた対岸

のこの飯島地域、特に田切の皆さん方も大変まあ生活や農業用水等の関連でご不安である

ということはもう当然私もそういうふうに思っております。であのこの計画を進める進め

ない以前の問題として今あるこうした状況をきちんとこのしていくことが一番いいわけで

ありますけれども、なかなかこれは誰がどういうふうにということが難しい、今もその規

制以前の問題の原因者負担というようなこともあるわけでございますか、いずれにしても

大変まああの時間のかかる問題だなあというふうに思っております。であのまた後の質問

にもあろうかと思いますけれども、いずれにしてもこの現況把握をしなきゃいけないとい

うふうに思います。駒ケ根市とも相談して特にあそこにあの具体的な名前を出してもいけ

ませんけれども、醸造会社もそのすぐ近くというかエリアの中にもうまたがっているくら

いの距離で、かねてからこの地下水等も良質な水を汲み上げての醸造業を営んでおるとい

うようなことで、まあその辺の因果関係がどうなっておるのかということも把握していか

なきゃ、お聞きしたいと思っておりますし、いろんなことをまた駒ケ根市さんとも相談を

しながらとにかく現況把握をしていかなきゃいけんだろうというふうに考えておるところ

でございます。 
堀内議員    まあ具体的な話はなかったんですが、現状を把握して対応していただけるという話です

が、廃棄物の埋設地下流での取水は飯島町側のみで駒ケ根市側にはありません。従って廃

棄物による環境への影響は飯島町側のみにあると私は思っております。飯島町では１,００

０ヘクタール自然共生農場づくりを合言葉に、有機栽培による安全安心の農作物作りにつ

いて取り組んでおります。その源であります水の安全については何にも増して大変重要な

問題であります。中田切川の用水は田切区全体と飯島区の高尾を潤して郷沢川を経て、岩

間、赤坂、石曽根、等広い範囲に利用されております。また農業用水に合わせて生活用水

としても利用されております。久根平の工場団地、今もお話ありましたが久根平の工場団

地の企業の中にはあの中田切の隣接のところで地下水を汲み上げております。突然このよ

うな難題が持ち上がり地域の住民は不安でなりません。恒久的な対策につきましては最終

処分場建設問題を含めて今後の対応として当面中田切川の水質の確認が最重要課題ではな

いかと思います。いろいろ調査されて対応されるということですが、下流住民の安全安心

の確保のために町として緊急な水質検査をしていただくことを強く要望いたしたいと思い

ますので、この件についてお答えをお願いします。 
町  長    まああのただいまいろんな、とにかく現状把握をしていく必要があるということを申し
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上げました。まあどういう方法の中でその現状を把握する、まあいろいろのこれはあの水

にかかわる歴史的な経過があって、特別その水質的な問題で今、中田切川やらまたそこか

ら取水しておる地域での自然水としての水質問題はあまり聞いておらないわけであります

けれども、やはり現状把握が必要だろうというふうに思います。そこで今あのご提案とい

うかお話がございました特にあの中田切川を中心とするその水質検査ですね、これはあの

この計画を進める進めない以前の問題としてどうしてもこの時点で早急にやっておく必要

があるというふうに私も思います。駒ケ根市さんとも相談をしたいと思っておりますが、

どの地点のどういう水をまあ調査するのか、まあ出口というか水路がこの、あそこには対

岸にも一つ大きな醸造会社がありますのでその辺の状況も把握しながら、本川そのものの

質もあると思いますし、それからその上流と下流との水質がどう変わっておるかというよ

うな問題もあると思います。いろんな生活用水、生け簀の魚の方へ行っておる水もあると

思いますので、総合的にその辺をポイントを絞ってですねひとつ是非これは水質検査をし

たい。これはあの今までも他の地域でそうしたあの不法投棄なんかがございまして、県と

も協議をして、カドミウムをはじめとする２０数目以上の項目の水質検査を実施した経過

がございます。まあそれらの経験もございますので、是非これはあの地元の不安というこ

とと同時に町としましてもこれはひとつ現況把握の意味で是非、どのくらいかかるのかど

うなのかちょっとまたこれから検討してみたいと思いますけれども、そんな状況で考えて

おりますのでよろしくお願いいたします。 
堀内議員    ただいま水質検査は実施していただくということでお話がありましたので、是非地域の

住民の安全対策ということも含めて早急に進めていただきたいとそんなことをお願いして

おきます。それでは次の質問事項、合併浄化槽維持管理についてをお伺いします。町では

公共下水道、農業集落排水、合併浄化槽設置事業で下水道の普及に取り組んでおります。

下水道計画では合併浄化槽設置による個別処理区域内人口は約２,５００人、町内の２５％

に及びます。本来なら公共下水道等の集合処理により町民等しく恩恵を受けるべきところ

でございますが、事業費が大幅にかかるため農業集落排水事業の集合処理事業から変更さ

れた地域もありまして、やむを得ず合併浄化槽による個別処理で個人管理を行っておりま

す。このことは町の財政負担を軽減し町の財政健全化に大きく寄与をしておるというふう

に思います。このような状況の中で町では集合処理と個別処理による維持管理経費の差額

を合併浄化槽設置者に対して補助分として交付して、町のこのことに対する姿勢を示して

いただいております。この維持管理業務は浄化槽法に基づき設置者に対して年数回の保守

点検、年１回の清掃、これが義務づけられております。そしてこれらの維持管理状況を長

野県が年１回の定期検査で確認するとそういうことになっております。しかし今までは県

の検査体制が整備されていなかったために定期検査についてはほとんど行われていない状

況でございました。しかしながら検査体制が整備されて平成２２年度からは県の年１回の

定期検査が実施されるということで、それぞれ設置者には通知がありました。まあこのこ

とは設置者の負担が大幅に増えることになりますので、以下の点についての見直しについ

てをお伺いしますのでよろしくお願いします。 
まず保守点検回数の見直しについてお伺いします。年間保守点検につきましては法定で

は２０人槽以下の浄化槽が年３回以上ということになっております。町と飯島町合併浄化

槽管理組合では４回以上ということで推進して、現在それぞれ４回の保守点検をやってお
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ります。これを県の定期検査を含めると４回になりますので、年３回に変更して負担の軽

減を図る考えはないかをお伺いをいたします。 
町  長    それでは２つ目のご質問にお答えをいたしますが合併浄化槽の維持管理の問題でござい

ます。保守点検回数のまあ法定点検の制度変更に伴う見直しの考えについてでございます

が、今お話にもございましたけれども、合併浄化処理槽の維持管理にあたりましては年３

回以上の保守点検とそれから年１回の清掃業務が必要となるというのが基本原則でござい

まして、またこれらの業務などが適正に行われているかどうかを検査するために年１回の

法定検査、いわゆるまあ第１１条検査というふうに呼ばれておりますけれども、この検査

があるわけでございます。で現在町と飯島町の浄化槽の維持管理組合におきましてこの法

定検査が平成２２年度新年度から完全実施するにあたりまして、関係する皆さんにこのこ

とを周知してお願いをまあしてきておるところでございます。またこの保守点検の回数に

つきましては消毒薬の適正の補充等のため年４回の保守点検を推進をしております。ご質

問にありましたこの保守点検回数の見直しにつきましては年１回の法定検査が実施をされ

ることにより、浄化槽１基当たり約 5,000 円、これは今お話にございました２０槽以下の

場合でございますけれども、この負担増がまあ生じてまいりますので、今後町の浄化槽維

持管理組合の中で十分まあ検討いただきまして、保守点検回数を４回から法定回数の３回

に抑えてこの合併浄化槽処理設置者の負担増とならない方向で今進めてまいりたいという

ことで検討中でございますので是非そのようにしてまいりたい、ご理解いただきたいと思

います。 
堀内議員    法定の回数でしていただけるよう進めていただけるということですのでその点について

はそんなようにお願いします。次に維持管理費の平準化の指導についてをお伺いします。

公共下水道の集合処理は町が管理しているため維持管理経費は統一されたものになってお

ります。合併浄化槽の管理は設置につきまして多くの業者が行っておりまして、管理もそ

の設置業者がほとんど実施しているということでありまして、維持管理費それから清掃費

これらが非常にまちまちであると、またいろいろお話をお聞きしますと市町村ごとにもだ

いぶ差があるんだというようなことも伺っております。また定期検査の実施に伴いまして

まあ清掃、合併浄化槽内の汚泥の汲み取りですけれどこれが年１回が義務づけられるとい

うことになります。このことは今まで台所等で油、食品残渣等の選別をうまくして浄化槽

に負担がかからないようにしていた人も、適当にやっていた人も一緒になるというような

ことになることになります。きれいに使っておれば汚泥とかスカムの発生が少なくて清掃

も５年に１回くらいやれば済んでいたのが、これからは毎年１回やらにゃあならんとそう

いうようなことになります。そんなようなことで環境に配意した適正な管理を行っている

皆さんには大きな負担増ということになります。清掃についても汚泥の量により清掃方法

を定める等、何らかの対策を検討していただきたいと思います。浄化槽維持管理費の平準

化と飯島式の浄化清掃方法の確立と、併せてもう一つ公共下水道等と同じようにできたら

町で一括管理はできないものかと併せてお伺いをいたしたいと思います。 
町  長    次のご質問であるこの浄化槽の維持管理にそれぞれまあ業者によっても差があるという

ようなこと、これがひとつの統一指導ができないかということでございます。そこで現在

知事の登録を受けた町内のこの合併処理浄化槽の保守点検を行って委託をされておる業者、

１７業者あるわけでございます。これはあの当然町内もございますし町外もある、それか
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らご指摘の通りのこの保守点検等にかかる費用にもそれぞれ違いがあるのも事実でござい

ます。またこれらの保守点検業者の中には各地域の浄化槽管理組合と契約されている場合

もございますし、個々にまあご縁があってそれぞれの会社や住宅建設時、施工業者からの

紹介で個々にまあ契約をされておる、非常にまあ様々なケースでございまして、で町内で

の契約基数、あるいは遠方の業者等の違いによりまして、こうした状況の中からこの点検

費用にまあ差が生じておるとこういう認識でございまして、でご質問でございますこの費

用を町が統一指導することができないのかどうかということでございますが、なかなかこ

れは難しい問題でございまして、他の町村でもそうしたこともいろいろ検討もされておる

ように聞いておりますけれども、直接この業者に対して指導をしてまとめた統一単価を設

定するというようなことは、今のところの考え方では大変難しいというふうにお答えせざ

るを得ないというふうに思っております。ただしまあ業者とのこの委託契約をされている

各地域の浄化槽管理組合やそれから個人の場合でも、この業者に対して価格の公表を求め

ていくと、そのことがまあ一つの水準バランスということに繋がるとするならば、そのこ

とは可能であるんではないかというふうに思っておりますので、その辺のことも含めなが

ら今後飯島町の浄化維持管理組合がございますので、代表の方も出ております。いろいろ

とその組織を通じて検討をさせていただきたいというふうにお願い申し上げます。 
それから関連して、こうしたあの管理組合、維持管理の合併浄化槽の施設を町の一括管

理の下におけないかということでございます。まあかつては町の下水道事業すべての方式

を一括管理というような方向も議論されたようにまあお聞きをしておるわけでございます

が、そうならないという形で現在なっております。で合併浄化槽、現在町では６１５基す

でに設置をされております。まあ今後あの地区でまだまだそうした施設が整っていない戸

数については啓発をしてお願いをして、できるだけ早く水洗化の方向をということでお願

いしておりますが、そうしたものを含めますと将来的にはこれが８３０基程度というふう

にまあなるんではないかというふうに思っておりまして、それでその内容につきましても

まあ浄化槽の種類、一般家庭もあり事業所もあり商店、企業あり、様々な容量の処理方式

があるのがこの浄化槽でございます。でこれらを町が一括管理するということになります

と浄化槽本体を含む機材の修繕や更新、保守点検など維持管理をはじめとするこの公共下

水や農集排と同様に使用料徴収というものが非常に複雑になってまいりますし、そのこと

自体も町が掌握していかなきぁならないと、固有の事務としてまあそのことが加わってく

るというようなこともございます。でまあ基本的には施設が個人の所有物であるというこ

と、それから先ほどもお話にございましたように個々のこの使用管理の状況によってはも

う雲泥の差の経費の違い、かかる経費の違いがあるというこういう問題もございますので、

町の下水道として一括管理この浄化槽をしていくということは到底まあ無理な話であると

いうふうに思っておりますので、是非今まで通りの管理の方法でお願いをしてまいりたい

というふうによろしくお願いをしたいと思います。 
堀内議員    料金の平準化については管理組合等と一緒に検討していただけるということですので、

ぜひお願いしたいと思います。それでは最後に維持管理費の増額継続についてお伺いしま

す。維持管理費補助金は集合処理との維持管理費の差額を町で負担にしていただけるとい

うことで行われてきております。先程も話を申し上げましたように、２２年度からは県の

定期検査が年１回実施されるということになります。保守点検回数は１回減らして３回に
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変更したものとして平成１１年の下水道審議会等でこの合併浄化槽に対する補助金を出す

ときの試算した資料と対比してちょっと計算をしてみました。変わったところは管理費が

４回が３回に減、それから年間汲み取り料これが数年に１回だったのがこうなりますと毎

年１回、毎年１回やると１０人槽の場合は 56,600 円かかります。それから定期検査料

5,000 円このところが変わっておりまして、比較しますと当時の試算では 74,000 円です償

却費にまで含めて合併浄化槽が、この２２年度予想の１０人槽での試算でいくと 115,864
円という数字になります。この差額は約 42,000 円の差額ということになります。それでこ

の金額 115,864 円を下水道等の集合処理槽の１戸平均 63,000 円、これと比較しますと

52,000 円今まで 11,000 円だという差だったのがまあ 52,000 円ということで大きな差になり

ます。合併浄化槽の区域は本人が選択をしたわけではなくて行政の方針に従った結果であ

って、まあこれは事業による格差だというふうに私は考えております。それでお伺いしま

すがそんなような事情もありますので、維持管理費補助金については是非恒久的に交付を

お願いいたしたいと思いますし、これだけ大きな差が出た場合には是非補助金の見直しに

ついてもご検討をいただきたいとまあそんなふうに思いますのでお答えをいただきたいと

思います。 
町  長    今後定期検査の内容が変わってくること、それから時代のまあ推移とともにこの費用の

かけ方も公共、農集、それとこれと比較した場合のまたいろんな考え方の違いが出てきて

おることも事実でございます。まああの今もお話にございましたように、平成１１年から

こうした考え方をしてきておりましてまあ１０年経過しておるわけでございますが、合併

浄化槽の維持管理費補助金ということでこの事業の取り組む区分けによってその差を補助

金という形で埋めて、直接管理とまあ個人管理組合管理のこのバランスをとってきたとい

う経過がございます。でまあご質問にございますけれどこの１１条検査というものが今後

入ってくることによりましてまあ回数としては３回に１回減るということの軽減部分もあ

るわけでございますけれども、資材単価等もまた変わってきておるというようなこともご

ざいまして、いずれにしてもこれはあの現在の公共、農集の使用料をいただいておる部分

も平成２３年度に一応管渠の工事がすべて飯島町で終わるという目標で今やっております。

あの飯島浄水場の第２池のことについては当初あの施政方針の中でもちょっと申し上げて、

余裕容量のあるうちはまあちょっと先行投資は控えていくということが後に残りますけれ

ども、概ねの下水道事業完了するという形になりますので、公共、農集も当然これはあの

これからの使用料体系も見直していかなきゃならんということがございます。同時にこの

今お話のございます合併処理のこの補助金が今適正なのかどうかということも含めてひと

つ２３年度に見直し検討をしたいということの中にひとつ考え方を入れて十分検討をして、

また下水道、上下水道運営審議会にも図りながら方向づけをしてまいりたいというふうに

思っておりますのでご理解いただきたいと思います。 
堀内議員    ２３年度にまあ一応の下水道関係の整備が一通りの終了するということで見直すという

お話ですが、まあ２２年度から大幅にこの維持管理が上がるということは事実ですので、

いつもあのこの補助金の交付は３月に行われておりますので、２２年度の対応もまだ１年

間があると思います。できたらそれに間に合わせて検討していただきたいとそんなことを

要望しておきます。 
まあ今回の２つの質問は地域住民の生活に直結した問題ということで取り上げさせてい
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ただきました。不況の中、町の財政も決して余裕があるものではありませんが、廃棄物問

題は住民の安全を確保し安心した生活を送るため重要な問題です。また浄化槽維持管理補

助金につきましては協働のまちづくりのための個別処理を受け入れていただいた個別処理

地域の皆さんへの気持を汲むというのも大事なことだと思います。まあそれぞれの問題に

ついてそれぞれ検討していただくというようなお話でありますが、是非これからもそれぞ

れの事業について住民の側に立っていろいろ考えていただきますようお願いを申し上げま

して質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。 
議  長    ここで暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 
議  長    再開します。 
        ７番 三浦寿美子 議員 
７番 
三浦議員    それでは通告に従いまして一般質問を行います。最初に官製ワーキングプアと町の現状

についてということでお聞きをしたいと思います。今ではワーキングプアという言葉を知

らない人は少ないと思います。安上がりな労働力として正規雇用から非正規雇用に切り替

えられてきたために起こっている現象です。働けど働けど貧困から抜け出せない年収

2,000,000 円以下の人を指しております。２００６年には 10,000,000 人を超えており、１９

９７年から１０年で年収 1,000,000 円から 2,000,000 円という人が１８０万人増えていると

いう国税庁の調査があります。健康保険税の扶養家族になるための上限が 1,300,000 円とい

うことからも深刻です。このような状況からも貧富の差が拡大していることがわかります。

官製ワーキングプアという言葉を使いましたが、行政にもそういう現象があるのではない

かということでございます。地方財政がひっ迫する中で職員削減が行われてまいりました。

その結果人員不足を補うために賃金の安い非正規の臨時、嘱託職員などを任用する傾向が

強まっていると思われます。そんな中で人事院から平成２０年８月２６日に一般職の職員

の給与に関する法律第２２条第２項の非常勤職員に対する給与についてという指針が出て

おります。また総務省は平成２１年４月２４日に臨時非常勤職員及び任期付き短時間職員

の任用についてという指針を出しておりますが、この指針についてどのように認識をして

いるのかお聞きをしたいと思います。 
町  長    それでは三浦議員から官製ワーキングプア、この町の現状ということの中で、まあ人事

院の通知これが出されておるわけでございますけれども、これに対する町の認識のご質問

でございます。ご質問のこの通知では国の短時間勤務のあり方に関する研究会報告という

ことによってとりまとめられまして、その結果として非常勤職員の基本給与、通勤手当て、

期末手当て等のまあ適正な支給について努力目標が定められております。またこれを受け

た総務省の通知ではどのような業務にどのような任用勤務形態の職員を充てるかについて

は、基本的には各地方公共団体、自治体において判断されるものであって、組織において

最適と考えるこの任用勤務の形態の人事構成を実現することによって、最小のコストで最

も効率的な行政サービスの提供を行うことが重要であるという位置付けでございまして、

非常勤職員の一層のまあ活用による行政コストの削減を謳っておるということでございま

す。またその一方では再任用についても厳格な対応を求めておりまして、町では常勤的非

常勤嘱託職員の就業規則、それと臨時的任用職員の就業規則、これによってそれぞれ必要
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な事項を定めておりますが、常勤的非常勤嘱託職員は専門的知識を持った常勤的な非常勤

職員として位置づけておりまして、１年間の任用を基本的には行っておるということにな

ります。それからまた臨時的な任用職員につきましては緊急臨時的な事務事業に対して６

カ月以内の任用を行っておるとこれを基本原則にいたしております。いずれも任用の必要

性それから勤務状況等に応じて再任用を行っておるところでございます。なお常勤的非常

勤嘱託職員それから臨時的の任用職員の処遇につきましては勤務条件、勤務状況に見合っ

た見直しを現在も検討して進めておるとこういうことで認識をいたしております。 
三浦議員    認識についてお聞きをいたしました。さて飯島町の現状はどうかということでございま

す。ふるさとづくり計画では財政から見たら人件費の占める割合や住民やアンケートなど

から、職員数の適正化が議論をされ職員数の削減が盛り込まれてまいりました。しかし職

員の削減で本当に住民との関係が良くなったのか、この点の検証は私は必要と感じており

ます。また地方分権による地方への事務事業の委譲や制度の変更など昨今の仕事量の増加

と人員削減との相乗的な要因のために、職員の仕事の負担が重くなっているというような

ことを感じてきておるところです。このことが大いに関係をして臨時嘱託職員などの非常

勤職員に頼る結果にもなっているのではないでしょうか。飯島町の臨時非常勤職員、以後

非正規職員と呼ばさせていただきますが、の人数、また雇用の形態、給与所得の現状につ

いてお聞きをいたします。 
町  長    現在町ではこの市町村合併の議論を経て、住民から寄せられた多くのまあ強い意見や行

政に対するいろんなご批判もございました。そうしたことを踏まえながら行財政改革プラ

ンによってこのふるさとづくり計画という位置付けでもって進めておるわけでございまし

て、平成２７年の４月に一応の目途と正規職員１００名体制を目指して、この課を大きく

するあるいは係を大きくするこういった制度を導入する中で正規職員の削減を進めておる

ということで、職員も精いっぱいまあ頑張ってくれておるということでございますが、具

体的なそれらの状況につきましては総務課長の方から申し上げますけれども、こうした状

況を踏まえて今後の行財政運営につきましては、引き続きまあ町の行財政の改革プランに

基づいて職員の定数管理を行っていくということになりますけれども、特に平成２２年４

月、これはあのもう間もなくでございますけれども、この策定予定の飯島町の人材育成の

基本方針その２というものを策定してまいりますけれども、これに基づきまして住民の負

託にこたえる高い意識と能力を持った正規職員を育成して、確保して行政運営を行ってい

くとこういう基本的な方針でございます。なお行財政改革による一般正規職員の削減それ

から地域主権が進む事務事業の増加、及び複雑化、まあ非常に時代とともに変転をしてお

ります。職員一人ひとりが非常に負担が増加しておるという意識も持っておることも事実

でございます。まあそうしたことを総合的に判断をしながら、緊急的なあるいはまた補完

的な業務については引き続いて臨時職員任用等を行いながら、弾力的に考えてこの行政運

営に停滞がないように進めてまいりたいということでございますので、これが嘱託なり臨

時職員というものをほとんどゼロに近づけていくということはなかなかこれは至難の困難

なことであるということを申し上げておきたいと思います。以上であります。 
総務課長    職員の数につきましては平成１６年からふるさとづくり計画に基づいて１０年後に正規

職員を１００人体制にするという計画で今進んできておりまして、平成１５年の時に正規

職員１３２名だったと思いますが、現在は１１９名となっております。で常勤的な職員に
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は正規職員それから嘱託職員、臨時職員というような形できておりますけれども、その数

については平成１５年は確か２０２名だったと思いますけれども、現在は１９２名という

ことで、大体１９５名前後で推移してきております。つまり正規職員が減った分を臨時職

員を増加させて、大体常勤的な職員１９５名前後でここ数年は推移してきているのが現状

でございます。以上です。 
三浦議員    先ほど質問の中に私あの給与の所得の現状ということもお聞きをしたんですけれどお答

えいただきませんでしたね今。お願いします。 
総務課長    まあ人によってあの時間給で単価を決めておりますので異なりますけれども、臨時職員

の場合は年収でだいたい 1,500,000 円前後くらいかなというふうに思いますし、嘱託職員の

場合が 2,000,000 円前後かなというふうに思います。またあの時間外とかそういうのがあり

ますので年収は個々によって違いますけれども、まあ平均的な数字がそのくらいかという

ふうに思っております。 
三浦議員    ただいま飯島町の臨時非常勤の職員の皆さんの状況をお聞きいたしました。雇用状況を

お聞きしました。先ほど私官製ワーキングプアというふうなことを言いましたけれども、

今お聞きしまして、平均の臨時の職員の皆さんの給与が 1,500,000 というふうにお聞きをい

たしました。まあ実態は残念ながら官製ワーキングプアというふうに捉えられるというふ

うに思います。社会的な格差を是正する推進力となるべき行政が自ら安上がりな労働力を

求めるという形になってしまうというふうに感じます。そういう点では非常に社会的にも

道義的にも改善する必要があるというふうに感じるところです。このようなことが長く続

きますと責任ある仕事をできる職員が育たないということもあるのではないでしょうか。

そうした現状について賃金の面からみてどのようにお考えなのかお聞きをしたいと思いま

す。 
町  長    まああのこうした現実を踏まえて、でき得る待遇処遇改善もしていかなきゃならないと

いう考え方は持っておるわけでございまして、具体的に昨年１０月に勤務時間等の改正を

行った際に臨時的任用職員の時給単価の見直しを行ってございます。一般事務職員をはじ

め保育士や保健師、栄養士を中心に処遇の改善を一部図ったところでございます。まあ今

後とも一定期間以上の任用期間を経過をして、勤務状態や能力の優れた臨時職員について

は賃金や手当について処遇の見直しを引き続きまあ考えていきたいというふうに思ってお

るところでございます。また今後の行政運営につきまして飯島町の行財政改革プランに基

づいた職員の定数管理というものを行ってまいりますけれども、基本的には住民の負託に

応えるこの意識と能力を持った正規職員を確保して行政運営を行っていくというふうに考

えております。特に職員の育成につきまして平成２２年４月、先ほど申し上げました予定

の人材育成の基本方針の計画に基づいて、この目指す飯島町職員像というものを明確にし

ながら人事異動や昇任、昇給評価等を通じた意欲や能力を引き出すこの人事管理、日々の

業務を遂行する中で職員の個々に応じてこの意欲を高める職員研修、職員の自己啓発とい

うものをできるだけ引き出すための環境づくりというものを体系的に実施をして、そのい

ろんな相乗効果の中で人材育成に取り組むと、自ら考えて自ら勉強をして行動をする職員

というものを育成してまいりたいということでございます。当然その中には職員の意識改

革というものも持ってもらって、厳しい状況でございますのでその負託に応えていかなけ

ればならないとこういう自覚は当然必要であろうというふうに思っております。 
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 三浦議員   ２２年度に向けて定員管理やまた職員の目指す職員像ということで計画もされていると

いうことですので大変に喜ばしく思うところです。まあ現実に起きている職員の過重な仕

事の量軽減策としてあの町の将来を見据えた正規の職員の採用を計画的に実行することが

必要だというふうに、私の言わせていただこうということで考えておりましたが、ただい

ま述べられましたような計画も立っているということですし、正規の職員を計画的に増員

していくというふうにお聞きをしましたので、そのことについてはお聞きすることを次に

していきたいと思います。特にあのまあこういう中でまあ正規の職員さんを増やすことは

当然ですけれども、先程も町長言われましたが、正規の職員だけではなくて必要に応じて

非正規の職員の皆さんにもお願いをしなければならないと、それは続けていくというふう

にお聞きをいたしました。それで現状の中で町のためにほんとに一生懸命働いてくださっ

ている非正規の職員さんの給与からも、働きがいを感じてもらえるような待遇の改善に私

は具体的にもっと取り組んでいく必要があるのではないかというふうに思います。先程あ

のまあ賃金については引き上げを行ったというふうにお聞きをしております。しかし例え

ばですね、先ほど年収平均 1,500,000 円というふうにお聞きしましたけれども、安定した生

活をするには 1,500,000 円、先ほど私言いましたように、健康保険の扶養になるには

1,300,000 円という限度があります。1,500,000 円といえばそこに 200,000 円足しただけとい

うなかなか厳しい中での給与ですので、それを 2,000,000 円に近づけるそういう努力を是非

していただきたいと、そういう中で近隣の市町村の中には期末手当を支給をしたり、職務

によっては手当てを支給しているところもございます。正規の職員と同等に恒常的な任用

となっている非正規の職員の皆さんの給与については年収 2,000,000 円以下とならないよう

に、私はあらゆる方法また検討しながら改善の方向で進めるべきと思いますがいかがでし

ょうか。 
町  長    あの誤解があっては困るんですけれども、今申し上げた正規職員を今後増やしていくと

いうそのことなんですが、必要な正規の職員は確保をしていくとこういう考え方でござい

ますので、今の嘱託・臨時職員を減らして正規に切り替えて戻していくということではご

ざいませんのでひとつ誤解のないようにお願いして、事務事業にあった必要な定数確保１

００名目標は今のところ変わりないわけでありますけれども、そうしたことに向けながら

も必要な正規職員は退職と採用とのバランスの中で図っていくと、こういうことの意味で

ございますのでよろしくお願いしたいと思います。 
それからお話にございましたように近隣町村というか全国的にこうしたこの取り組み方

の中で、正規と臨時、嘱託というものは職員構成上どうしてもこれはあの必要不可欠でご

ざいまして、各町村ともそういう対応であるわけでございます。ただあのあまり給与バラ

ンスの面でそのことがあまり差があってはいけないというふうにも私も思っておりますの

で、昨年１０月に改正した一部の内容はそうしたこともバランスを取る中での改定である

ということもひとつご理解をいただいて、今後とも他町村とのまあ水準バランス等も考慮

しながら必要なものは見直していくとこういうことでご理解をいただきたいと思います。 
総務課長    臨時職員の期末勤勉手当てに相当する額の支給については、県職、他町村まあ様々な取

り扱いをしておりまして、追加賃金という形で支払っているという例も承知しております。

その臨時職員については現在当町では実質的な期末勤勉手当に相当する額は支払いをして

おりませんので、それは今後の検討課題というふうに認識をしております。 

 - 16 - 

三浦議員    是非あの非正規の職員の皆さんの給与については改善を、期末手当などを支給などを検

討をしていただいて改善を求めていきたいと思います。それからあの正規職員について町

長から答弁がありました。正規の職員としては目標は１００名だというふうに言われたわ

けであります。これから飯島町将来を背負っていっていただく職員を計画的に私は雇用を

していく必要があるというふうに考えております。人数を減らすというただ１００名に近

づけるということではなくて、飯島町に必要な実態に合わせた雇用のあり方ということを

具体的にやっぱり検証しながら、その都度その都度やはりきちんと将来を担える職員を育

てていくという立場で雇用をしていくようにお願いをしたいと思いますが、この点ではい

かがでしょうか。 
        それから私はあの先程言いましたけれども、やはり町の職員としてまた飯島町として非

正規といえども一生懸命働いていただく職員の皆さんの給与が、ほんとに安定した暮らし

が建てられる給与でなければ住民の皆さんにとってもいいことではないというふうに思い

ます。是非そういうところに力を入れていただきたいと思いますので、最善の努力でそう

した処遇の改善をお願いしたいと思います。この点についてもう一度お聞きをしておきた

いと思います。 
 副町長    ただいま議論をされております職員、それからそれを補助していただいております嘱託

あるいは臨時の職員の皆さん、それぞれの立場で一生懸命日夜住民の福祉のために努力を

しておっていただいております。で今議論をされております職員の数の１００人体制って

いうのは、今から５～６年前に飯島を合併するか自立でいくのかというこの議論の中から

生まれたものでございまして、三浦議員もその時の議論に十分参加をしてこの１００人と

いう体制、飯島に見合った数は１００人であると、これを２７年までに目標として達成し

ようということで、これは住民の皆さんと合意された人数でございまして、町もこれに達

成できるよう十分な努力をしながら配慮しておるわけでございますが、この裏には住民の

皆さんの助けがないとできないとこういう大きな条件が付されておったというふうに記憶

しております。すなわち自助、公助、共助、こういったものをキーワードとして行政も進

めてきておりまして、すなわちまちづくり委員会等も立ち上げていただいてそれぞれの立

場でできることはやっていただくというようなことと合わせ持つ非常に表裏一体のもので

ございますが、まあなかなか片方だけ進み片方だけ遅れておるというようなことで、今の

ところバランスがとれておりませんので、その辺につきましてはいずれかの形の中でバラ

ンスをとりながらまた住民の皆さんには頑張れるところは頑張っていただき、町の方の職

員頑張れるところが頑張っていただくというようなことで、お互いに助け合っていくとい

うことになろうかと思います。従っていま町の方では１００人体制ということを前提にし

て取り組みをしておりますが、先ほどからも言われておりますように、国の方からの仕事

量が非常に各市町村に降りてくる量が多いというようなことで、実態としてこれ１００人

が適正であるかどうなのかと、もう一度これを見直しをしなきゃならない時期にきておる

というのが町長の考え方でございます。これがあの第５次総合計画の中での検討事項でも

あり、集中改革プランが２３年度で終わりますのでこの時の反省事項でもあろうかと思い

ます。またこのときに議会の皆さんとの意見調整もしながら、あるいは職員の皆さんとの

意見調整をしながら進めていく事項ではないかと思います。いずれにしても飯島の皆さん

に十分な福祉サービスができる人員、それから職員の能力だとかそういったものを作りな
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がらいきたいということで、先ほどから申し上げておりますように職員の育成計画、それ

から人事評価制度、それから行政評価制度、そういったいろいろな制度を縦横つなぎ合わ

せながら評価をできるような形にしながら体制づくりをしていきたいと思いますので、ま

たいずれかの時期またそれぞれの状況に応じてまたご意見をいただきたいというふうに思

いますのでよろしくお願いいたします。 
三浦議員    ただいま副町長から答弁をいただきました。是非住民の立場また職員の皆さんの安定し

た仕事ができるような配慮をお願いしたいと思います。それでは次に２つ目の項目の質問

をいたしたいと思います。職員研修の充実と有資格者の配置についてということで質問を

いたしたいと思います。先程から職員研修については２２年度に当たって計画があるとい

うふうにもお聞きしておりますが、そのことも踏まえてお答えをいただきたいと思います。

社会的に厳しい環境の中で住民が窓口に相談に訪れる機会がこれからも増えると考えられ

ます。最近の相談内容は多岐に登り、相談者と相談を受ける側との間にギャップがあると

感じております。この場合には相談者に非はないというふうに見るべきだと私は思います。

相談を受ける側に問題があると見るべきではないでしょうか。まずは相談者の気持ちを察

することのできる人間性を育てることが私は大事だと思います。そのためには何が求めら

れるのか。私は体験と差別のない心を育てることが重要であるというふうに考えておりま

す。今までにも福祉現場での実践を通じた研修をすることを私は提案をしました。また私

には実行されているようには写っておりません。社会的弱者の立場や気持ちに触れ合うこ

とで人生が大きく変わることも現実にあります。それは相手の人生も変えていくことにも

つながっております。窓口の対応言葉ひとつで他人の人生を左右する場にもなりかねませ

ん。最近のマスコミ報道などを見ても感じるところです。机上で無い現場での研修実施を

取り入れることで職員の資質の向上にもつながると私は考えます。福祉現場での研修を取

り入れることを提案いたしますが見解をお聞きいたします。 
それで新しい職員研修の基本計画が策定されるということですので、策定に当たって何

より住民の立場に立って弱者を支え共に生きることに重点を置いたものにして実践をされ

ることを望みますが、それについての所見もお聞きしたいと思います。 
町  長    ２つ目のご質問でございます職員研修の問題でございます。人材育成とのまあつながり

があるわけでございますが、町の行政サービス、特にまあ窓口福祉サービス等のこの問題

についてなかなか厳しい見方をいただいておるようでございますが、その見解についてと

いうことでございます。まあこれはあの申し上げるまでもなく、町が様々なこの行政サー

ビス、決してあの福祉の窓口だけの問題ではございません。こうした住民との接し方の中

ですべての面で気持よい受け答え、あるいはその立場になってのご相談がなによりも優先

するということは当然でございますし、私も常にそのことを職員に口酸っぱくまあ言って

おるわけでございます。でその一つにまあこの接遇問題というまあ捉え方がございます。

町の職員の接遇につきましてはこれは遡りますけれども、平成９年ごろでございます。策

定をしております職員の接遇マニュアルということがひとつのまとめた考え方があるわけ

でございます。これ沿って職場での接遇に対する徹底をずっと行ってきておるということ

で、決してこれはあの難しい内容でもございません。極初歩的な当たり前的な一つの掲げ

てある内容でございます。これをまあ忠実にまあひとつ履行していこうということでござ

いまして努めておるところでございますが、それに加えて今再三申し上げておりますこの
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４月からは新しい飯島町の人材育成の基本方針その２という形の中で計画をして、よりま

あこのことを実践していくと、接遇の問題それからまあホスピタリティーこれはあのもて

なしの心という一つの考え方かと思いますが、これらの意識を向上するために飯島町の職

員の心得１０か条なるものを設定いたしまして、職員の一層のまあ意識改革に努めてまい

りたいというふうに思っております。お話にございますこの職員研修につきましては、自

ら学びて考えて行動する職員を育成するために、職員が一人ひとりその持てる能力を最大

限に伸ばせれるような能力開発を支援するという、新しいまあ人事管理の考え方とも連携

しながら、職員自らは自己啓発をしてそして職場研修に積極的に参加をして、それから職

場の外での研修ということも必要でございますので、この自己啓発と、職場研修それから

職場外研修、この研修三本柱というふうに考えておりますが、このことを実行することに

よって毎年研修計画を立てて人材育成に努めてまいりたいと思います。特にこの接遇の問

題それからおもてなしの心の向上のための研修では、実務的に実際にこの実習演習という

ものを取り入れた職場プログラムというものを設定をして、社会人としてそれからまた町

の公務員としてこの研修の充実を図ってまいりたいというふうに思っております。特に窓

口で今このことが非常にまだ足りないというご見解、もし差し支えなければここで具体的

に披れきをしていただいて、そのことがどうであるかということも一つのまた議論の場と

して検討させていただきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。 
三浦議員    ただいま見解所信をお聞きしたところです。であの実際に窓口でのというあのあればと

いうことでしたので、例えばですねあの窓口に相談に行ったときに、ほんとに窓口に訪れ

ると方というのは特に福祉の窓口ではほんとに悩んでどうしようかという中で、不安な気

持ちで勇気を奮い立たせて窓口に相談に行くという方が多いのだというふうに私は思って

おります。そういう中であのまあ確かに制度上はできないこともいっぱいありますけれど、

そこのところの話の聞き方言葉のかけ方で相談に行った人の気持ちというのは受け止めが

大きく変わります。あのほんとに親切に対応していただいたという方もあれば、ほんとに

奈落の底に突き落とされるような気持ちで、あのもう二度と窓口に行きたくないような思

いをして一層悩みを深刻にしてしまう方も現実においでになります。そういうことを考え

ますとほんとに相手の立場に立って相談に乗る姿勢というか、そういうことを学ぶという

か、それはあのほんとにあの何て言うんですかね、心からそういう自分が経験というか重

いを馳せれないとなかなかそういうふうには、相手の方の気持になって話をお聞きしたり

お答えをすることができないんだというふうに私は思っているんです。であの職員の皆さ

んが悪いというわけではなくて、やはりあのそういうあの場がなかなかない方も多いわけ

ですので、そういうことも必要ではないかというふうに思っております。そんなことであ

ります。それであの例えばあのやはりあの相談の窓口っていうのは、法的な面でも言えば

ほんとに的確な対応をすることが住民の皆さんの信頼と安心につながるわけです。それと

同時にやはりそうした受け応えというか相手の方の立場に立った気持に立った対応をする

ことも非常に大事だと思います。で特にあの福祉の窓口では専門的な知識を持って福祉の

現場に精通する私は有資格者を配置するべきだというふうに以前からも言っておりますが、

そのように思っております。昨日同僚議員からの質問で福祉の窓口の専門的な職員の重要

な役割については、私は町長はしっかりと認識をされているんだなというふうに受け止め

させていただきました。是非そういう立場からも有資格者の配置とともに福祉のプロを育
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ててほしいというふうに思います。そのためには必要な専門的な資格を取得する職員へは

是非支援も必要でありしていただきたい、そういうことで有資格者の配置と資格取得への

支援についてお考えをお聞きしたいと思います。 
町  長    ただいまのご質問にお答えする前に、その前段でまあ一部にその窓口へ見えたときに非

常にあの不快な印象ということが出たということの例の中でまあお話をお聞きしたわけで

ございますが、まああのたまたまというか一人のそのことが町の全体の職員像につながる

ということではこれは悲しいことであってはいけないということでございますので、一人

たりともすべての職員がそうした、ただあのご理解いただきたいことは一つの行政業務と

いうものはルールによってまあ処理をしていかなきゃならないということが大前提でござ

います。法律、条例その他いろいろあるわけでございますので、そのことを曲げて運用し

ていくというわけにはなかなかまいりませんので、そのことはまあご理解をしていただい

た上で、先ずもってその見えた方の気持というものを結論を出す前にいろいろと意見交換

してお聞きをして、そしてその立場になってひとつ物事を相談なり解決をしていくように

ということで、いつも言っておることはそこなんでございます。従って一人たりともそう

いうことのないような形で今後とも更に督励をしてまいりますけれども、一部そうしたこ

とがあったことについてはお詫びを申し上げたいと思っております。 
        それから今後のまあ専門職的なことも含めて受け止め、今後の対応的なことのご質問で

ございますが、再三申し上げておりますこの人材育成の基本方針その２つ目ということの

中で４月から策定してまいります。厳しい大変まあ財政事情、経済状況の中で一方では国

等からのまた照会文書や処理文書というものが求められて、そのことが大変まあ山積して

おることのこの行政課題、どういうふうにしてそのことを含めた住民負託に応えていくか

ということが、なかなかこれはあの限られた予算と人材の中でやって難しいわけでござい

ますけれども、そうした中でもやはり特に福祉の問題等についてはいわゆるキャリア形成

をして、専門的な職員の意識というものを形成してそれを支援する、それからこの地域の

これからの時代を処理できうる能力を持つような対応できるようなこの職員の行政として

のプロフェッショナルな職員、これを育成をしていかなきゃならないと、これは分野によ

ってすべて専門職というわけにはまいりません。一般的な事務職員的なことについてはま

た数年間の人事異動のサイクルの中で考えていくことも大変多いわけでありますけれども、

やはりそうした分野については経験やそれからひとつ専門的なプロセスというものがどう

しても必要になってまいりますので、いろんな状況をまた職種を区分けをしながらですね、

そうした形でひとつ対応してまいりたいというふうに思っておりますので、今後ともそう

した採用から育成までの一貫した戦略的な総合的な一つの人材育成、人事管理に努めてま

いりたいとこのように考えておりますのでよろしくお願いします。 
三浦議員    最近は、先程町長申されましたが、目まぐるしく国の法律が変わったり新しい法律がで

きたり、社会状況によっては法の解釈が変わってしまったりそのようなことが起きており

ます。で、福祉の窓口には切実な内容の相談も多く、特に緊急性の高いものもあるために

適切な対応のできる専門的な知識のあるやはり人材が私は必要だと思っております。であ

のまあ正規に有資格者を雇用するということもなかなか難しいということもあれば、嘱託

であっても是非そうした方が近くに居てそうした対応ができるような検討もしていただき

たいというふうに思います。それからやはり一緒に悩み相談など問題解決するにはやはり
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私の見る限りでは今の福祉の現場での職員の体制では十分な対応をすることが難しい、ほ

んとに職員の皆さん忙し過ぎると思って見ております。やはりこうしたことを改善するた

めにはそこに専門的に関われるそうした資格のあるそうした方を配置することは、私はほ

んとに職員の皆さんの仕事をするにあたっても、また窓口に訪れる皆さんの立場に立って

も大変有意義なことだと思いますので、是非検討をいただきたいと、これは早急にお願い

をしたいことだと思います。この状況を、ほんとにあのそうした職員の皆さんの状況を解

消するためにもまああの職員の異動ということも私は慎重に是非、昨日もあの町長答弁の

中でもありましたが、慎重に異動については考えていただきたいと、ほんとに慣れてきた

ころにまた法律、また訪れる方、担当者が変わりますと非常にあの混乱しますので、そう

したことの配慮も求めますがいかがでしょうか。お聞きをします。 
町  長    まああの職員のそれぞれ所管する任務については、これはあの申し上げておるように事

務事業によってはこれは専門的なひとつの捉え方の中で対応することももちろん大事でご

ざいます。ただあの町の職員として採用されて何十年間公務員としてのこの行政を預かっ

ていくという身分の中で、やっぱりこれはある部分ではオールマイティー的な一つの幅広

いこの総務や産業や経済や教育や福祉や、全般的にやっぱり精通していくことも公務員と

しての求められる職員像であるというふうに思っております。地域へ行っても一部のこと

わかっても他のことは全然お答えもできないというようでは困りますので、そのところで

もってまあある程度もう一つの期間の中で人事異動等も組み合わせていかなきゃならんと

いうことでございますので、またあの人事異動の時期も迫ってきておりますが、それぞれ

の部署部署によって十分検討をして副町長ともまた相談をしながら適正なる人事対応をし

てまいりたいというふうに思っております。以上であります。 
三浦議員    ただいま見解をお聞きしました。確かにあの役場の中の職員の皆さんオールマイティー

でどんな仕事でもやはりこなせるような職員に育っていただきたいというふうに私も思っ

ております。そういう中で例えば異動が何年後に異動があるというような計画がおありで

したら、やはりその受け継ぐ職員を育てていくと、そうしたあの継続的な対応のできるよ

うな配慮も是非していっていただきたいというふうに思います。職員の皆さんの中からも

福祉の係には専門家が必要だという声も聞いております。是非住民の皆さんを大切にする

姿勢を示していっていただきたいなというふうに思います。最後にそのことについての町

長の所見をお聞きして終わりにしたいと思います。 
町  長    まああのそれぞれの部署に着いたときには、その携わる間は少なくとも職員自らがプロ

フェッショナルの意識を持って精通して職務に対応するということは当然でございます。

たまたままた一定期間が過ぎて異動になった後の職員、これもまあ育てていくというなん

というもんではなくてですね、自らがこの取り組む勉強の姿勢で経験を踏まえてまた前任

者に劣らないような一つの当然対応していかなきゃならない、これが職員の使命であると

思いますので総合的にまたいろいろ検討して必要な人事体制をつくってまいりたいという

ふうに思いますのでよろしくお願いします。 
三浦議員    質問を終わります。 
  
議  長    ここで休憩をとります。再開時刻は１１時０５分といたします。休憩。 
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          午前１０時４６分 休憩 
          午前１１時０５分 再開 
 
議  長    休憩を解き会議を再開します。一般質問を続けます。 
        ４番 浜田 稔 議員 
４番 
浜田議員    それでは通告に従って一般質問を行います。最初の質問は町内の産業と雇用の状況、そ

れに対する取り組みをお尋ねするものであります。まず町内の商工業の直近の状況をどの

ように把握しておられるかをお尋ねします。本年１月から２月に町長自らが先頭に立って

町内企業を訪問し、併せてアンケート調査を行ったと承っております。調査結果は既に議

員全員協議会で報告があり、またあのホームページでも公表されていただいておりますの

で、これは私は非常に深い関心を持って目を通しております。町内企業の具体的な状況に

目を向け調査結果を公表し実状を町民と共有しようとする町長と産業振興課の姿勢に私は

深い敬意を払うものであります。これを単なる調査に留めることなく結果を分析しどのよ

うな行動に生かせるかをこの場で考えてみたいと考えております。詳細すでに公表されて

おりますので、数字の細部ではなく調査結果全体を眺め渡しての町長の所感、特に現場に

足を運ばれてですね心に留めるべきどのような課題を発見されたのか、まあそのあたりを

端的にお答えいただきたいと思います。 
町  長    それでは浜田議員から最近のこの町内の産業状況、景況感をどう捉えているか、こうい

うことの中でまずこの実態の状況把握、認識ということについてでございます。今お話に

ございました１月から２月にかけて直接まあ４０数社お伺いをして直接経営者の皆さん方

を中心にいろいろ懇談をしながらお話しを聞いてきて理解を深めておるところでございま

す。まああの要約をいたしまして既にお話を申し上げてありますけれども、非常に今回の

不況、これは全国的にそうだと思いますけれども、町内もやはり同じような状況でござい

まして、企業観それから業種観、業種観企業観非常にまちまちであります。従ってあの一

概にこうだというふうに申し上げるわけにも捉えきれない部分が大変多いわけでございま

すけれども、総じてまあ昨年の、このまあ一昨年からこの不況は始まっておるわけであり

ますが、大変まあ心配をし長期低迷傾向ということが続いた中にも、昨年の２月から５月

がまあ一番のいろんな面で底であったんではないかというふうな捉え方が大方の経営者の

皆さんの見方でありますし、実際あの受注的なその量をお聞きしてもそういうふうになっ

ておるというふうに言えるかと思いますが、そのこととは裏腹にですねやっぱりこの利益

率、仕事をしてもなかなかこの利益につながらないと、こういうところが非常に厳しいん

だという認識でございます。まあいわゆるこの受注は少しずつ回復して仕事も増えてきて

いるんだけれども、この受注単価と申しますか加工単価、ほとんど加工が多いわけでござ

いますので製造業は、そのことが極めてまあ低く抑えられてしまうと、向こうの言い値で

やってくれということが特に中国やインドを中心にした最近こう非常に伸びてきておるこ

の加工技術等とのコスト競争、これにまあさらされておるということでございますけれど

も、なんとかこの仕事を維持してある程度今までおってくれた雇用の従業員の技術屋さん

も確保したいということの中でまあ赤字すれすれでまあ営業を操業をしておるんだとこう

いうまあ厳しい事情にあるということでございます。それから雇用の問題につきましても
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いろいろこれもまた千差万別あるわけでございますが、基本的にはやはり、まあ基本的と

申しますか大方は従業員減少という、せざるを余儀なくされたという状況にあるわけでご

ざいますけれども、まあ一方で今後のあの閉鎖事業もあるわけでありますが、当然厳しい

状況は続くんで、慎重に対応するということでありますけれども、やはりあの必要な雇用

は今後とも維持をして更にまたこの景気が上向いてきたときの技術屋さんの確保であると

か、そのすぐ立ち上がれるような体制もしておかなきゃならんというようなことでござい

ますので、厳しいけれども一時的には国の雇用調整助成金等も活用しながら何とかまあ頑

張っとっていただくと、こういうことを一様にまあお話を承っておるわけでございます。

それから設備投資の状況でございますけれども、これはなかなかあの冷え切った状態であ

るとはもう間違いございませんが、やはりあの最近のこの携帯電話にしろ自動車にしろ、

それから家電のテレビを中心にしたものにしろ、新しい技術と製品というものが次々とま

あ取り組んでいかなきゃならん、それを受けてのまあ下請け加工ということでございます

ので、どうしても古い機械、今までの機械ではこなしきれない、競争力厳しいんですけれ

どもいずれは近いうちに、あるいは少しまあ中期的にも機械更新をしてそれの受注に対応

していきたいと、非常に意欲ある部分のお話も大変多く見受けられるところでございます。

従ってまあ全般的には詳細ご報告してある通りでございますけれども、今後とも町といた

しましても商工会と連携をしながら注意深く見守って、これがあの昨年はまあ１月から今

年の年度で言いますと今回の調査も含めてですね３回ぐらい実態調査してまいりましたけ

れども、もう少し増やして、またあの一々お伺いすることも全部できませんけれども、商

工会とも連携して４カ月ぐらいに１度くらいはこのこういう状況でございますので、この

景況感というものをどう考えて捉えているかということも町も承知して、そのことをみん

なで共有して認識を共有して対応していくことが大事ではないかと、そのことがこれから

のまた施策に商工行政の施策にもつながっていくとこういうことでございますのでよろし

くお願いします。 
浜田議員    私もあのこのアンケート結果を大変興味を持ってみているわけでありますけれども、中

でですね上伊那地域の平均に比べて飯島町の企業に人材育成の機運が強いということが特

記事項として記されていたいたように思います。まあ企業秘密もあろうかと思いますけれ

ども、特徴のある技術や技能あるいは生産技術まあこういったことについてですね、町と

して例えば支援できる可能性あるいはそのような要望というものをですねこの企業訪問の

中で町長感じられたかどうか、ちょっとそのあたりの感触はいかがだったでしょうかお尋

ねしたいと思います。 
町  長    まああのざっくばらんにいろいろお聞きしまして、町の企業の中には非常にあの秀でた

部分を特殊な部分も扱っておる企業も多くございます。それにはやはり技術屋さん、ひと

つその受注をこなしていくという技術がどうしてもこれはなければならない、従ってあの

厳しいんですけれどもその技術屋さんを依然これは確保しながら、そして更なるまた受注

の新規に対応していくためにもその技術屋さんというものの能力も伸ばしていかなきゃな

らんと、非常に前向きな経営者のお話をお聞きして大変まあ心強く思っておりますので、

町はそれを支援する一つの形として制度資金の中にいろんなメニューがございます。そう

したものは是非使っていただいて、技術屋さんの養成研修そういったものもひとつ考えな

がら側面的なご支援を当然申し上げていくべきだなとそういうふうに感じております。 
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浜田議員    そういったことであれば是非ともですね企業の側にも提案を求めて具体化を進めていた

だきたいと思います。まあそれぞれの企業が自らの足元を強化してこそ地域と一体となっ

た産業として景気に左右されにくい町の経済の土台を築けるもんだというふうに私は考え

ます。ところで調査結果の中で先ほど町長も申されましたけれども、受注単価が指値同然

で決められて受注が回復しても経営が厳しいという情報がございました。これ大変気がか

りなところであります。この情報はですね、しかるべき機関、例えば県の商工労働部です

とかあるいは長野県の中小企業振興センター、こういった機関などと共有されているので

しょうか。あるいはまだ町の中に留まった情報なのでしょうかその辺をお尋ねしたいと思

います。 
町  長    一般的にはこれはあの今回の調査それから訪問については今わたし自身と申しますか、

町自身の考え方の中で、まあ商工会ともいろいろ連携はとっておりますけれども、そうし

た範疇の中でまあさせてもらったということの把握でございますけれども、また一方で県

やそれからまあ当然あの国なんかもそうでございますけれども、いろいろ資料が流れてま

いります。上伊那もかつてはテクノバレー圏域ということの中で産業振興会等を中心に今

もそのことの分析をしながら担当者が出席しておる部分もありますけれども、だいたい概

ね似たような状況の中の、まあ資料の交換の範疇でございますけれども、加えて雇用問題

についてはハローワークとの連携で常に情報が流れてきておりますのでそうしたことも参

考にしながら、ただあの郡下の全体の状況を見て町がそれじゃこう対応ということでなく

てですね、やっぱり町は町の一つの考え方の中で地元としての対応をやっていく必要があ

るんじゃないかなというふうに思っております。 
浜田議員    まああの県等の情報は当然降りてきていると思いますけれども、私があのここで問題に

したいのは飯島町の町内で起こっている具体的な事例はですね、やはりそれはそれとして

大きな単位で取り上げるべきではないかとそんなように考えるからであります。下請け代

金支払遅延防止法、あるいは下請け中小企業振興法、いわゆる下請け２法ではですね、下

請け業者の利益保護のために親事業者の優越的な立場を利用した様々な行為を禁止してい

ることは皆様ご承知のとおりであります。下請け代金の支払いの繰り延べはもちろんのこ

とですね、買いたたきや代金の減額、報復措置の禁止などがここには盛り込まれているわ

けであります。中小企業庁は下請け駆け込み寺という事業平成１９年度から実施しており

ますけれども、相談件数は平成２０年度の３,８００件に対してですね、平成２１年度まだ

終わっておりませんけれども先月までの１０カ月間では４,２００件、月平均にしますと１.
３倍の相談件数の増加があるとこのように報告されています。またあの下請け事件の減額

事件といいますか下請けの減額事件、要するに支払いを元々の約束に対して減額させると、

こういった事件は年を追って増え続けておりまして、おそらく昨年の５月が最新データと

思いますけれども、約下請けの全国２,０００社に対してですね 3,000,000,000 円の払い戻し

が行われたとまあ指摘を受けてですね、こういったことが起こっているというふうに公正

取引委員会の方から報告が出ています。親企業を告発するのが大変な勇気を必要とするこ

とを考えればですね、この実態はほんの氷山の一角であって事態はもっと深刻だろうと思

っております。言い換えればですね先ほどお話のあった飯島町内企業にこうした違法行為

は行われていないというふうに断言する根拠もないのではないかと、このことを私はとて

も心配しているわけであります。下請け重層構造というのは日本の産業の非常に特徴的な
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生産システムでありまして、２次、３次、４次へと下へ下へと単価を押しつけられてきま

した。大企業は優越的な地位を利用して常に低い単価、ゆとりのない納期でですね、下請

けはその生産の調整弁として都合よく利用してきたというのが事実だと思っております。

その一方資本金１００億円以上の大企業はですねこの１０年間内部留保を約２００兆円も

増やしております。つまり国際競争にさらされて単に元の大企業が厳しいというだけの状

況ではなくてですね、その一方で大企業はかなりの余裕資金を貯めてきたと、この利益を

私は公正なルールに従って下請け業者や労働者に還元させることがですね、全国的な問題

というだけではなくてこの伊那谷、とりわけ飯島町も含めたこの地域の経済をですね内需

から拡大させる基本的な方策のひとつだというふうに考えます。つまり中央に利益が吸い

上げられるような状態が続けば当然地域の企業も苦しくなりますし、またそこでの労働者

の生活も決して改善されることはない、この利益は正しいルールに従って地域に戻される

べきだというふうに考えております。とはいえですね企業単独であるいはたぶん飯島町単

独でですねこのことを問題にするということは現実問題としては非常に厳しい反作用を予

想せざるをえないとまあこのようにも私は考えます。これは容易に理解できることであり

ます。従いまして先ほど申し上げましたのは飯島町が行動する自治体として地元の企業の

要求をですね、単に地域特有の問題ではなくて、例えば県に上げあるいは国に上げてです

ね、非常に広域的にこのような不公正な取引がないように要望していくという、そういう

ことを行動として示していただきたいこのように考えるわけであります。こういうことに

ついての町長のお考えをお尋ねしたいと思います。 
町  長    まああの今申し上げましたように、いろんなあの国内、県内のこうした製造業を中心に

した動きがあるわけでありますけれども、やはりこれはあの足元の町の中小企業の振興と

いうものを第一に考えてその対応をしていくということは、今申し上げた通り私もそうい

うふうにしたいと思っておりますし、それからあの企業の個々のお話の中でもいろいろの

資金面での不安のお話も出ております。町としましてはまた新年度予算の中で少し基金の

総枠を膨らましてまあ対応させていただくということでありますが、特にあのやっぱりこ

れはあの借りたものは返さなきゃならないと、その見通しがどうだということで金融機関

が加わってくるわけでありますけれども、今回のあの訪問の中では町にある銀行、信金あ

たりの金融機関にもお伺いをして、是非その辺のところのサポートをお願いしたいという

こともまあ申し上げて、いろいろ今までも取引があるんですけれども、その少しまあ将来

的に不安があるのでこれはだめだというようなことでなくてですね、やっぱりこれは引き

続いて親身になってそのことを手当てしていかないと企業持たないよと、こういうまあお

話を切に申し上げて、今のところなかなかあの浮き沈みがあって厳しい状況があると思い

ますけれども、金融機関はそれなりにまあ努力をしていただいておるんではないかという

ふうなことが今伺われておるわけでございます。 
それからまあその次のこの経済構造の問題ですけれども、これは今お話があるように飯

島町が一単独でこの大企業のこのストックしたものを下へこう流してプールしていくとい

うようなわけにはなかなかまいりません。これは企業の経営でありそのものでございます

けれども、やはりこの今携帯電話なり、まあ自動車はちょっといろいろあるようでござい

ますけれども、新型の自動車なり家電のテレビなりが売れていく、特に海外へのこの輸出

も好調であるというようなこと、そのことがもって明るさが見えてきておるということだ
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と思いますけれども、あのお話をお伺いして地元ではまだまだ到底そうした実感ではない

ということで認識しておりますので、少しまあ下請け中小企業の方へまあ温かい手を差し

伸べてほしいなあと、この原価すれすれで、やってもやらないでも儲からないような仕事

を押し強いるんではなくてですね、そういうことは私も思っておりますけれども、ただこ

れはまあ親企業やこの受注を受ける中小企業との間の信頼関係の問題でございますからい

ろいろ言えることも出来ることもできませんけれども、ただ必要なそのサポートするよう

な町の行政姿勢としてはやってまいりたいというふうに思います。すると同時にあのこれ

は今上への要望というようなことでございますが、１２月にも行われました全国町村長大

会あたりに、これはいろんなこの厳しい経済情勢の中の一つに、地域のホントに苦しんで

おる中小企業対策というものを国を挙げて構造的な部分も含めてひとつ手を差し伸べてほ

しいということを、もう何１０項目の中のまた一つであり大会宣言の中でも捉えてですね、

特に中小企業対策の要望をしてきておるところでございますので、今後ともまたそうした

できる範囲内でのまた上へのつながりのこともまた努力をしていかなきゃいけないなとそ

ういうふうに思っております。 
浜田議員    まああの融資等についてですねあの町が側面から様々な援助をしていくということは理

解できました。ただ私が先ほどから問題にしているのは、もっと露骨なはっきり言えばで

すね単価たたき、これが違法に近い状態である懸念があるということでありまして、でこ

れをあの個別の企業が単独で問題にするというのは非常に難しかろうと、それから町とい

う狭い単位で問題にすることも難しかろうと、またとりわけそれはあの親事業者との取引

関係に直接介入するわけにはいかないわけですからその事情はよく理解できます。しかし

そうは言ってもですね現実にそういう潜在的な可能性がある以上、そのことを必要な監督

官庁にですね伝えて、それに対する指導を強めるということは町全体としても求めていい

んじゃないかというふうに私は思いますので、そのことをお願いしているわけであります。

是非そのような行動もですね併せてとっていただけるようにお願いいたします。 
        それから地方企業の苦しみもさることながらですね、あそこに働く従業員の処遇も下請

けの重層構造の延長線上にあってですね、派遣労働者の切り捨てはその最も冷酷な表れだ

というふうに私は思っております。でこれは次の質問項目である人口問題にも関連いたし

ますけれども、飯島町からは多くの派遣労働者が去っていきました。その分地域の商店の

売り上げも減りました。日本の格差社会を生み出す大きな要因ともなった派遣労働法の改

正がまもなく国会に提出されようとしていますけれども、これは国政の課題であると同時

に地方経済とそこに暮らす人々の生活の安定に直結した問題であることは明らかでありま

す。そういう地域の問題として現在行われようとしていますこの派遣労働法、これに対す

る改定に対してですね町長の総括的なお考えをお聞かせいただきたいと思います。 
町  長    まああの製造面でのそうした厳しい状況と同時に、この雇用問題とはいうものがやっぱ

り地域経済にも大きく影を落としておるという認識は、全くそのとおりで私も思っており

ます。であのこれまで国も経済対策に合わせて雇用対策、１次、２次、３次の補正をもっ

てまあ対応をしてきて、町もそれぞれの予算で認めていただいておるような内容で対策を

講じておるわけでございますけれども、基本的にこのことが今までのその派遣従業員この

ことが去ってまあ企業の縮小がなされておるということは、これはあの町の経済の体力も

それだけ落ちたということにつながることはまあ当然でございますので大変憂慮しており
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ます。しかもあのそうした状況の企業が飯島町には少し規模の大きい企業をはじめとして

数社ございまして、そのことが非常にまあ現実問題として、まあこれは外国籍も含めてで

ございますけれども、大きく影響しておるんだという認識でございます。であのまあ先程

の正規職員と嘱託、臨時等の議論ではありませんけれども、やはりこれはあの基本的には

正規でもってそれぞれの水準の技術力や労働力で横並びでいくことが理想ではあるわけで

ありますけれども、これはあの企業やそれからまた製造工程や技術のノウハウの違いによ

って差がある、そのことをまあ人事的な派遣的なことでつなげていくということはまあこ

れはひとつのこの社会の現実としてまあやむを得ないのかなというふうにも思っておりま

すので、ただあの全体的なこうした生活不安を抱えながら、いつクビになるか分からない

というようなことが従来通りということでは決してよくないかなというふうに思っており

ますので、まあ今度の派遣法に対する法律の成立も当然これはまあ成立をして、企業は必

要な対応をして努力をしていくことの姿勢も大事だというふうに思っております。そのこ

とがまた町内企業のまた活性化、まあ１００％戻るということはなかなか厳しいかもしれ

ませんけれども、そういうことにつながっていくことになるんじゃないかとこんなような

認識でおりますのでよろしくお願いいたします。 
浜田議員    元々のこの派遣法の一番基本的な考え方はですね、臨時的あるいは緊急的かつ専門的な

職種に限ると、常用雇用の代替にしてはいけないと、本来であれば常用雇用にしなければ

いけない人をですね生産の調整弁としてやってはいけないというのが元々基本にあったも

のが、数次にわたる規制緩和という中でですね今日のような状態になったんだというふう

に私は理解しております。いまの町長のご答弁はそういう意味では、最初に私が申し上げ

ましたような常用雇用が本来的であるという考え方と一致するものだとこういう理解でよ

ろしいでしょうか。 
町  長    まあ完全に一致するかどうかということはもう少しいろいろ議論をさせていただきたい

とは思いますけれども、やはりあの１つの製品なりサービスをやるには同じまあ目線の中

でやっぱり同じ技術力の中でやっていくということが、経営者にしてみればこれは期待さ

れる問題であろうというふうに思いますけれども、ただそこにはいろんなあの受注量の波

もあるし、それから簡単なこの臨時的な技術でこの製品づくりに携わる面もあります。ほ

んとにもうプロ的な専門的な技術の部分を必要とする部分もあると、それはあの企業それ

ぞれの実態の中でありますから、当然そういうことは１００％正規でなんちゅうわけには

なかなかいかないと思います。ただ基本的には一つのまあモノづくりの中ではそうしたし

っかりした責任のある仕事をしていくという前提では、やっぱりこの保障のある身分保障

のあるこの人事体系というものが必要ではないかなというふうには思っております。 
浜田議員    まあ細部の議論はするつもりもございませんので、今の最後のご発言は私は非常に肯定

的に受け止めたいというふうに思います。ところであのこれまでのところ国の施策に沿っ

てですね緊急雇用の創出事業などが行われてきましたけれども、まだ景気回復の足取りが

依然不透明な中でこういった事業を今後どのように展開されるお考えなのかについて簡潔

にお答えいただければと思います。 
町  長    経済対策に対応するまあ町の一つの取り組みとして、国から出されておりますこの制度

の中で、１つにはこのふるさと雇用の再生特別基金事業というのがございます。それから

もう１つが緊急雇用の創出事業、あのまあ同じようなことなんですけれども、少しあの期
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間の問題だとかいうようなことの中で捉え方が違いますけれども、いずれにしてもこの抱

き合わせの中で町は補正予算をお願いして展開しております。まだこれはあの３年ぐらい

のスパンでやっておるものもございますので結論は出ておりませんけれどもね、この２１

年度の具体的な取り組んだ状況をもう一辺おさらいをして、担当課長の方から振り返って

申し上げたいと思っておりますが、いずれにしてもこれはまだまだこの解決できる状況の

問題ではないという認識でございますので、新年度予算の中にも予算をお願いしてござい

ますけれども、そういうことを、かと言って町の単独の資金の中で予算の中で全て今まで

の延長をやっていくというわけにはなかなかまいりません。国も当然のことながらこれは

あの状況判断をしながら次なる２２年度の中間では補正予算対応も状況によっては出てく

るかもしれないと、そういうこともまあひとつその時のまた判断によりますけれども、で

きるだけ雇用の創出につながるようないろんな事業に前向きに取り組んでまいりたいとい

うふうに思っております。 
産業振興課長  それでは町長が今申し上げましたように緊急雇用とふるさと雇用の平成２１年度から３

年間の、まあこれからの今後のことも含めましてお願いしたいと思いますが、平成２１年

度につきましてはふるさと雇用の再生特別基金事業が１事業 8,600,000 円、それから緊急雇

用の創出事業が１２事業で 29,000,000 円ということで、まだ現在継続して３月末までとい

うような状況で継続しております。これらに伴います新規雇用の関係４３名という状況で

ございました。それから２２年度の事業につきましては当面継続していくということで、

今回の当初予算にも計上させていただきましてご審議をいただくという状況になっており

ますが、ふるさと雇用事業が２件、それから緊急雇用の創出事業が４件ということで、現

段階で雇用の新規雇用ということで１３名を予定しております。なおあのこの事業３年間

ということでございますので２３年度まであるということで、町の方としましては一応２

３年度も県の予算それから基金の状況を見ながら継続していきたいという方向で考えてお

ります。 
浜田議員    そうしますと雇用の総数は減少するとこういう理解でよろしいのでしょうか。見込みは。 
産業振興課長  平成２１年度で当初予定しておった事業が相当あのできましたので、２２年度の関係に

つきましては新たな事業含めまして新規雇用については若干少なめになっているというの

が現実です。 
浜田議員    もちろんあの町財政の中だけですべてを賄えないというのは承知しておりますけれども、

是非まだ雇用がですね回復したというにはほど遠い状況だと思いますので、補正予算等も

にらみながら是非この取り組みは強化継続していただきたいというふうに思います。それ

からもう一つ雇用の問題と合わせて生活問題に関連してですね、ワンストップサービスと

いいますかセーフティネットの総合相談窓口というものが運用されているというふうに承

っておりますけれども、この実績についてどうであるのかということについてお答えいた

だきたいと思います。 
町  長    まあこうした不況に入ってからあの町の窓口、心配ごとまた相談ごといろいろあると思

います。住民の皆さん方のこの心情を、ということであの窓口的にはずっと一昨年あたり

からの門戸を開いて対応してそれぞれの担当部署でということでございましたけれども、

昨年の１２月からはやっぱりこのセーフティネット的な総合相談窓口という形でちょっと

その形を置き変えましてですね体をしてまいりました。生活の問題それからお金の家計の
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問題、住宅等の問題、いろいろでございますけれども、そうしたことを取り組んでまいっ

ておりますが、いくつかの具体的なお話もあったわけでございます。あの内容的に担当課

長の方からちょっとデータ的に申し上げたいと思います。 
住民福祉課長  それでは補足説明をさせていただきます。議員ご指摘のあのセーフティネットの総合相

談窓口につきましては、１２月から２月末までの３カ月間の実績でございますが、相談者

は延べ３０人となっておりまして、このうち新規の相談でお見えになった方が１６人と半

分強の５３％を占めているのが現状でございます。またあの新規相談者のうちその約９割

強にあたる１５人の方が窓口へお見えに直接なっているという現状もございます。で新規

相談者の１６人の内容でございますがやはり生活困窮ということでその７５％に当たる１

２名の方が生活に関する相談、それから就労が３人、それから住宅に関する件がお１人で

ございました。相談者３０人のうち現在保護の申請も含めまして生活保護を受けられる予

定の方が４人という状況になっております。従いまして２月末までの生活保護の実態につ

きましては昨年３月末に比べまして世帯数は８世帯増の１８世帯、人数はほぼ倍増１３人

増の２７名となっておりまして、まだまだ生活が厳しいあるいは経済情勢が厳しい状態が

続いていると思われますのでよろしくお願いをいたします。 
浜田議員    以前あの産業振興課の窓口でですねほとんどゼロだったという実績がまあ今回のような

数字になったということは、喜ばしいことなのか悲しいことなのかと非常に悩ましいとこ

ろでありますけれども、少なくともそれを必要とする方々にですね、町がこれまで以上に

手を差し伸べられたということについては非常に高く評価されるべきだというふうに思い

ます。是非とも今後ともですね親身になった相談に乗っていただきたいというふうに思い

ます。それと同時にこの今回のご報告によってですねやはり町内に広がっていた生活問題

というのがですね、それまで表面に出ていなかった以上に深刻だということはここで示さ

れたというふうにも私はとても感じるわけであります。実は一昨日の日曜日にワンストッ

プサービスの提案者でもあります湯浅誠さんという方と親しくお話をさせていただく時間

がありました。この方は東京大学の大学院時代からホームレス問題に取り組んでいまして、

年越し派遣村の村長ですとかですね、先ごろまでは内閣府の参与として活躍しておられま

したのでテレビなどでご存じの皆さんも多いかというふうに思います。でこれはあの竜援

塾という日本の歴史や社会や地方自治を学ぶ学習団体が当地に招いて講義を受けるために

お招きしたわけなんですけれども、であのこの団体はあの本議会に請願を挙げていますか

ら総務産業委員会のみなさんも塾の事務局長なんかはご存じだと思いますけれども、講義

の後ですね事務局長を交えてこの地方の貧困についての意見交換を行いました。で湯浅氏

自身はこれまでずっと都市部を中心に活動してこられましたので、地方の生活問題の実態

に非常に強い関心を示されましてですね、まあいろんな情報を交換していこうということ

になったわけであります。でちょっと細かい話に入りますけれども、この湯浅さんによれ

ば貧困問題というのは「溜め」という言葉で語れるのではないかと、「溜め」というのは

ですね溜め池の溜めであります。で具体的には個人の貯金や資産であったり、あるいは頼

れる家族や人脈であったり、あるいは仕事の能力や性格であったり、いろんな要素がここ

には含まれるわけでありますけれども、一言でいえば生活がピンチに陥った時にですねそ

れの支えになる要素全体をまあ湯浅氏は「溜め」という言葉で表現しているわけでありま

す。これはあの決して個人に平等に生まれたときから与えられるものではなくて、もとも
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と非常に厳しい状況の中で成長され方もいますし、あるいはあの母親から毎月１,０００数

百万円いただける方もいるわけでありまして、この「溜め」が小さい方はですねどうして

も社会から滑り落ちやすくて、でしかも滑り落ちたときにそこからそこの途中で引っかか

る機会も非常に奪われてしまう、例えば月ごとの支払いですとそこまでの住居費や生活も

維持できない、そうなると短期的な雇用に頼らざるを得なくなってますます生活が困窮し

ていくと、こんなことをお話しておられました。私が思いますにそういう意味ではですね

住民の最も身近な地方自治体というのはそこに暮らす人々をとっての大切な「溜め」だと

いうふうに思います。その力を私たち自身で測ることも必要ではないかというふうに考え

ております。で実は国もですね先ごろからＯＥＣＤでやっている貧困化率というのをよう

やく公表するようになりました。まあその結果日本は非常に貧しい国だということが露呈

してしまったわけですけれども、あのちょっとここでお話しますのはそういったことを地

方自治体単位でも比較しておくことがですね、私たち町全体が直面している状況を捉えて

何をなすべきかということを見いだす上でも必要ではないかというふうに思っております。

まあこの貧困化率を計算するのは私の考えでは非常に事務用も少のうございますし、プラ

イバシーも侵害しない行為だというふうに考えておりますので、あの湯浅氏は大都会中都

会の規模のデータを今集めようとしておりますけれどもまあそういった調査、それからそ

の後の行動を決定するためにですねちょっとこういうデータの収集にご協力をいただきた

いと私は思うわけでありますけれどもいかがなもんでございましょうかお尋ねしたいと思

います。 
住民福祉課長  ご指摘のとおり非常に大事なことだと思います。このことにつきましては重要に捉えて

おりますのでご提案のあったことについて慎重に検討していきたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 
浜田議員    ありがとうございます。あの年度末の大変お忙しい時にこの作業をする必要はないと思

いますけれども、それぞれの時間をみてですねご協力いただければというふうに思ってお

ります。それでは２番目のテーマであります人口問題の方に移りたいと思います。この間

町長は１２,０００人という元々の第４次の人口目標に対してですね、その引き下げを検討

する必要があるというご発言をたびたびなされているというふうに私は認識しております。

で人口という指標がですね中長期にわたる町の施策の基礎数字として必要であることは私

も理解できます。それによって町の制度ですとかあるいはさまざまな投資ですとかの策定

をするという、いわばフレームという役割ですねこれは理解できます。それから人口とい

うのが過疎が進んで困るということに対応する意味でですね、人口増という希望が生まれ

るということも私には理解できます。しかしこれは非常に複雑な要素を含んでいるもので

ありますから、飯島町で人口が減少してきたそれぞれの要素を分解してですね検討しない

とほんとうの道筋が見えてこないのではないかというふうにも思っておりまして、まずこ

れまでの飯島町の人口推移、その大きな要因が一体何であったのか、でそこには飯島町に

特有な何か原因があるのか、またそういったものがですね今後の町の施策にどのようにそ

の分析結果が反映されようとしているのか、このあたりをまずお尋ねしたいと思います。 
町  長    次のご質問がこの人口、町の人口減少の分析その捉え方でございます。人口の減少の要

因分析も含めてこの若者定住等をどう促進するか、これをテーマに第５次総合計画策定作

業の中で今職員によりますプロジェクトチームを組織して、特にこの人口に対する部分の
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いろんな検証を含めた議論をまあ指示をして進めておってくれます。いずれまたこのこと

はまとめた形の中で公表して第５次総合計画の一つの議論としてやってまいりたいという

ふうに思っております。そこでまああの飯島町の人口減少傾向、これはあの合併以降５０

年を過ぎてきておるわけでございますが、今までのこの推移を見る中で、そうこのいろん

な施策を講じてきてはおるわけでございますけれども、期待したほどの増加には至ってい

ないと、逆にこれはあのその施策をしなかったらどうかっていうことの検証もまあ必要で

ございますので、一概にはそう言えませんけれども、かといってあの過疎に落ち込んでい

くといいようなほどの大幅なこの現象でもないと、だいたい横ばい維持ないしは微減とこ

う言うまあ表現だろうというふうに思っております。まあそれでそれにはさまざまなこの

いろいろな要素があるんだということで、少しあの私どもが分析っていうか振り返ってみ

た中でのことを時間をいただいてちょっと申し上げさせていただきたいと思いますけれど

も、まず過去４年間の人口動態、これはあのまあ自然増とそれから社会動態の社会増減と

いう２つの要素があるわけでございますが、特にこの自然動態、出生と死亡との差し引き

になるわけでございますが、これがあのこの４年間で１年あたりにしてみますと産まれる

方が５０人から７０人程度で推移をしておる、それから亡くなられる方死亡者が１００人

から１２０人、これが飯島町の今だいたいここ数年来の実態でございます。まあ結果的に

５０人前後が減少という残念な自然状態にある、それからあの社会動態、これはあの転入

する人と転出をする人のまた差し引きなるわけでございます。まあいろんな要素があるわ

けでございまして、でこれがあの最近の３年間では転出転入ともに５００人台から６００

人台の状況で若干まあ転出が幾分上回ってきておると、これもまあちょっと残念な状況に

もあるわけでございますが、そういう規模で推移をしてきました。ところがこの平成２１

年昨年でございますが転入者が前年の約半分３３０人ほどになってしまったのに対して、

転出がほぼこれは２カ年ぐらい連続で続いておりますけれども同じ規模の５５０人ぐらい

という大変大きなまあこの振幅があるわけでございまして、従ってこの特に１年間２１年

度は２００人差し引き大幅な社会減となってしまったとこういうことでございます。これ

はまあもうご承知の通りこの経済不況の中で一部の企業が派遣会社の派遣職員が住所をも

ってアパート等におった方たちが、特に外国籍多いわけでありますけれども、会社の都合

等によってまあ大量に帰国をされてしまったというのが一番大きな原因でございます。そ

れから特にまたあの若い世代の皆さんが今どういうふうにこうしたことの中で住居という

ものを構えておるかということでございます。まああの若い世代の皆さん多くの方が結婚

を契機にいろんな所帯を持つわけでございますけれども、これがやはりあの近隣の町村へ

転出してアパート暮らしを始めるというようなこと、でやがてその内にその自治体の中で

まあ住み慣れたというようなことの中で家を建ててそこに居を構えてしまうとこういう実

態があるわけでございまして、こうしたことがずっと続いていきますとやはりあのいろん

な住環境の要素というものも若い衆は特にいろいろ持っておるわけであります。お店の問

題であるとか買い物のしやすい、あるいはまた娯楽にしてもですねいろんな多様なものが

あるところにどうしてもというようなことがありますので、こういうことが長い間続くと

どうしてもこうしたこの飯島町の実態の中でも社会動態というものはそのことがマイナス

に働くというようなことも出てこようかと思います。それから特にここ１年ぐらいの間で

はまあ名前はそういうことでございますけれども、あの中核商店街の店が店を閉めたとい
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うようなこともございまして、非常にそのことが微妙に影響しておるんだなというふうに

も思っておるわけでございます。いずれにしてもこれはあのやはりそこに住むことに魅力

がないと、特に若い人たちのこの人口というものは求めるこの要素になりませんので、そ

のところを今後まあ５次の総合計画の中ではいかにしてこの、自然増はまあひとつのまた

子育て支援やなんかで一方ではやっていかなきゃなりませんけれども、この社会増減とい

うものについてのことを真剣に魅力づくりを考えていかなきゃならんと、このことが一つ

の大きなポイントであると、このように考えながらそして振り返って今までの微減できた

一つの人口動態の飯島の実態というものを分析しておるところでございます。以上であり

ます。 
浜田議員    ただいま町長から人口推移の分析というお話がございましたけれども、ちょっと私の目

からしますとですねかなり主観的、大変失礼ですけれども、若者増に結び付けた分析とい

うふうに聞こえてしまいました。もう少しあの増減のですね詳しい中身を数字で追う必要

があるんではないかと私はそのように思います。私の手に入る限りでは非常に大括のデー

タしかございませんでしたけれども、実際には転出先が県内近隣であるのかあるいは遠く

の市町村に転出されたのか、それから年齢層はどうだったのか、まあこの辺をですねもう

少し丁寧に見ないと政策の優先順位が出てこないのではないかと私はそんなふうに思うわ

けであります。で例えば日本の全体の人口は２００５年あたりに出生死亡がだいたいバラ

ンスしてその後ほぼ均衡状態というふうに私認識しておりますけれども、例えば長野県は

ですねちょうど２０００年あたりがピークでそこから人口が激減しています。で主な理由

は自然動態ではなくて社会動態つまり転出者がですね劇的に増えてしまったというか、転

入者が激減したと、まあそんな話であります。これは例えば企業統計見てみないとわかり

ませんけれども、おそらくグローバリズムでですね企業が海外にどんどん進出して、で日

本の人口全体が横ばいである中でですね長野県は急速にそれを支える構造を失ったんでは

ないかと、まあそんな風に見えるわけです。まあ私自身も実は山梨から諏訪あたりの企業

といろいろ関係を持っておりましたので外注化が進む実態を目の当たりにしていましたけ

れども、もしそうだとするとですね人口問題っていうのは例えば県については産業の主流

をどこに置き換える、まあこんなことと絡んでいたはずであります。そういったものを飯

島なら飯島で見る必要があるのではないかとまあこういうふうに思うわけであります。ち

ょっと時間も押してまいりましたのでまたの機会にまあこの辺もう少し詰めた議論をさせ

ていただきたいと思いますけれども、そうそう人口の問題っていうのはですね非常に複雑

な要素を含んでいると思っております。人が増えてほしいという要求の中には例えば商店

がにぎやかになって品ぞろえも増えてほしいとまあそういった要望もありますし、あるい

は都会に出いった家族若者に戻ってきてほしい、あるいは高齢者障がい者が地元で暮らせ

る故郷で暮らせるように過ごせるようにしてほしい、あるいは地域の活性化の担い手が欲

しいと、まあこういう多様なものがですね人口という形でくくられてしまっているわけで、

これを単一な指標にまとめることの中には非常に大きな問題があると思います。優先順位

の問題も当然出てきます。ということでですねあの是非引き続きこの人口問題に対する分

析はですね進めていただきたいということをお願いしまして私の一般質問を終わりたいと

思います。 
議  長    答弁は。 
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浜田議員    失礼しました。答弁をお願いいたします。 
町  長    ひとつ前のご質問の中でこの町の減少、微減ですか傾向の中をどう分析して次の長期計

画に生かしていくかということの中で、当然あの今、ごく概略を申し上げた、時間が無い

もんですから、今あの職員のプロジェクトの中ではそうしたことを一つずつ、転出にして

もどこへ行く、何人ということのデータで分析しておりますんでまたの機会に。それから

あのまあ人口問題をひとつその長期計画の中で位置付けてということでありますが、お話

にございましたようにこの人口というのはいくつを数字をかけて、どれとどれをかけてど

うこう決め付けて、これが町の将来何なんだと言ってもなかなかこれはその通りいくわけ

のもんではありません。あくまでも１つの目標でありしかもその目標が努力目標というこ

とだし、願望ということでもあると思いますので、やはりこのことはあの町の人口の規模

というものをしっかり将来を見据えた形で議論をしていただいて、そしてそこをひとつの

一番の頭に掲げたこの中で政策というものをつくっていくということがやはり基本的な大

事であると、こういうふうに思いますので今後ともまた十分基本構想審議会等の中で議論

をいただくようにお願いしたいと思っております。 
浜田議員    質問を終わります。 
 
議  長    ここで昼食のため休憩をとります。再開時刻を午後1時30分と致します。休憩。 
 
          午前１１時５６分 休憩 
          午後 １時３０分 再開 
 
議  長    会議を再開いたします。休憩前に引き続き一般質問を行います。 

１１番 平沢 晃 議員 
１１番 
平沢議員    初めにハイチに続き、南米のチリを巨大地震が襲った。多くの死傷者被災者が出ている。

建物が倒れたり交通や通信が寸断したりしている。市民生活や経済活動に深刻な影響が出

ております。今度の地震の規模はマグニチュード８.８とされる。地震のエネルギーは日本

でも記憶に新しい６,４００人以上の方が亡くなった阪神大震災のマグニチュード７.３の７

００倍に相当し、１９００年以降に世界で起きた地震では５番目の規模だと言われており

ます。被災なさった方々に謹んで哀悼の意を表するところでございます。震源地から遠く

地球裏側に当たる日本にも津波の影響が及んでおります。太平洋沿岸の住民に避難指示や

勧告が出されました。鉄道など交通も一時ストップしております。また気仙沼の水産業で

は 240,000,000 円余の被害に遭遇しております。人災がなかったことがせめてもの幸いだと

思っております。今回の地震のメカニズムの本格的な解明はこれからだが、日本で予測さ

れているこの東海地震なども同様のメカニズムで起きると予測されております。予知につ

なげるためにもチリの地震から学ぶことは多いと思われます。私ども本町も東海地震の指

定地域でありますから、この教訓を避難指示など早めの対応に生かしていただきたいこと

を願望しておきます。 
        それでは今議会一般質問でまあ初めてでありますがトリを務めることになりました。町

長には連日９人の議員の答弁で大変お疲れだと思いますが、一般質問は町民の皆様の議会
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活性化の的にもなっておりますから、町長の率直な意見と所信をお伺いしたいと思います。

それでは通告に従いまして以下大きく２点について質問を行います。１つとして元気の出

る政策運営方針について、それから２つ目として高齢化の進ちょくに伴う高齢者対策につ

いて順次質問を進めてまいります。平成２２年度は第４次総合計画やふるさとづくり計画、

行財政改革プランなど各種計画の最終年になり修正の年でもあります。住民の協働のまち

づくり推進の目玉として人的支援を行った耕地担当制での職員の配置は発足５年を迎えて

おりますが、各区、各耕地さまざまな状況であると理解をしております。現状を町長はど

う判断しているかまず最初にお伺いいたします。 
町  長    それでは今議会一般質問の最後の質問者であります平沢議員の質問にお答えいたします。

最初は元気の出る施策の運営方針、１番目にこの耕地担当制度の現状と認識の問題でござ

います。お話にございましたように町では住民と行政の協働によるまちづくりの具体的な

まあ取り組みのひとつとして、区長さんそれから耕地総代さん、自治会長さんはじめ多く

の皆さんのご意見をお聞きしながら、平成１７年の８月から職員の耕地担当制度これを導

入をいたしまして、正規職員全員を各耕地それから自治体の担当として、課長職について

は各地区のまあ４区の担当としてやっておるところでございます。この制度の目的はもう

一遍まあおさらい的に申し上げますと大きく分けて３つあるわけでございますが、１つは

住民自治の推進、２つ目には自治活動の推進・支援、３つ目には職員自らのまあ育成とい

うところにあるわけでございまして、そうした中で職員が具体的にこの果たす役割といた

しましては７つほどのひとつ目的に沿った行動取り組みを求めておるわけでございます。

１つには地域と行政のつなぎ役的なことを務めること、それからいろんなまあ地域との情

報収集あるいはこちらからの提供を行うということ、それから事務的ではありますけれど

も耕地宛ての文書等の配布の問題、それからこれも逆に住民からの役場宛ての文書の受け

取り収受、また必要に応じて地域主催の会議等に出席をしていろいろまあコミュニケーシ

ョンを図るというようなことと情報伝達、意見交換の場であること、そうしたことを通じ

てまあ自治活動を支援して、その他いろんなあの町と行政と地域とのパイプ役を務めてい

くとこう言うまあ考え方でやっておるわけでございますが、なかなかあの評価的にはいろ

いろ議論のあるところであることは私も承知をしておるところでございますが、そんなこ

ともありましてこれまで２回にわたってまあ総代さんや自治会長さんに対するアンケート

を行っております。その意向を確認する中で改善すべき事項を確認したうえで今この制度

を継続しているという状況でございます。平成２０年度の超査では耕地担当制の必要につ

いては、必要である、あるいはどちらかといえば必要である、を合わせた回答で８割が必

要というふうに回答をいただいております。またあの耕地担当制度の効果については、効

果があった、どちらかといえば効果があった、これを合計しますと５２％効果があったと

いうふうに回答をいただきまして、効果がないというふうに言われた方も３７％ほどに数

字の上ではなっております。そこでまあ耕地担当制度に期待をするものを複数回答でお聞

きしておるわけでございますが、多い順には、やはりこの目的の一つでもあります地域と

行政とのつなぎ役を果たしておるというのが６５.８％、２番目が自治活動の支援をしてお

るとまあお手伝い的なことが多いと思いますが、これもまあ６５.８％全く同じ数字、続い

て文書の配布が６３.２％等々でございまして、いずれもまあ５割を超えて耕地によってあ

るいは総代さんによって耕地担当制度の受け入れに違いはありますけれども、総じてこれ
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まで地域と行政のつなぎ役を中心にその役割を果たしておるということで、地元の地域の

求めに応じて対応することを基本にして更にまあその役割が果せれるようなひとつ積極的

な対応をするようにということで、職員にも指示をいたしておるところでございます。で

町の職員が耕地や自治会の求めに応じて総会等の場で説明をしたり懇談をしたりするとい

う機会が一方では少しまあ少ないということでありますが、中には耕地によってはそうし

たお声のかからないというようなこともございまして、総代さんや自治会長さんにはでき

るだけまあそうしたことの機会にも参加をイベントも含めていただくようにということで

お願いをしておりますけれども、なかなかあの耕地によってはその取り扱い考え方がまち

まちであるということは事実でございます。現在第５次総合計画の素案づくりを進めてお

るわけでございますが、この素案ができた段階で今年の７月から８月になると思いますが、

この内容というものを耕地や自治会単位でそれぞれ懇談会を計画いたしております。これ

はあの一番いままでのこの発足以来、前回の中期総合計画の時にもまあ一部取り組んでお

りますけれども、９年間５年間の計画を策定する上でのこの職員が自ら担当制度の職員と

してこの地区に伺って説明責任を果たすと、また意見収集をしてくるということは大変大

きな重い業務になろうかと思いますけれども、一応そういうことで耕地担当制度に基づい

た職員がこの説明会に当たっていくということを考えておりますので、是非ひとつ職員も

なかなか大変であると思いますけれども自分の行政に対する意識・想いというものを共有

しながらこの仕事を果たしてこなしていってほしいということで期待をしておるところで

ございます。以上でございます。 
平沢議員    ただいまアンケートの結果に基づきながら報告をいただきました。このそもそもこの住

民との協働のまちづくりこの推進のためにですね始まっております。今もアンケートで聞

きますように、効果がない３７％ここに非常に大きな私はギャップを感じているわけでご

ざいます。それで今までの過程を見てみましても町長はその都度まあ時間をかけて長い目

で見てほしいとまあ再三こういうふうに申されておりました。これについてはですね監査

委員からも議会としてもこの課題提起をただいま行ってきております。住民との協働のま

ちづくりこのふるさとづくり計画に基づくこの制度の評価と活用について、まあ再度検討

すべきと提案いたしますが町長の所信をお聞かせください。 
町  長    まああの今までのこの評価、地元で受け止めていただいておる評価、数字にしてまあ７

割近いものが数値がやっぱり意味があるということ、それから一方で３７％ほどがどうも

あまり意味をなさないと、これは当然いろいろの受け止め方はあって当然だと思いますけ

れども、できるだけこれをあの目的に沿ってしかもまたこれはあの活用をいただくという

地域の受け皿としてのですね、やっぱり受け止め方もぜひやっていただくというこの双方

でこの実を上げていくという考え方が必要でございますので、いろいろとまああの時間も

かかると思います。思いますがやはりこれはあのややもするとこの行政の敷居が地域との

この段差、距離があるというようなことの中で、できるだけこれを縮めていこう解消して

いこうというひとつの大きなというか所期の目的でございますので、引き続いてこのこと

はどういう形にしろ改善を加えながら進めていきたいというのが私の今の考え方でござい

ます。 
 平沢議員   只今お聞きをいたしましたとおりこの必要であるが８割、これはやはり行政改革の一端

として考えていかなければならないという結果だと思っております。それで住民の声を迅
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速的確に行政に反映させるために私は役場職員全員をですねこの行政相談員、または行政

事務連絡員、こんなような形で変えて任命することについて提案をし、町長の所信をお伺

いしたいと思います。まあ前段で述べたとおりこの耕地担当制度も、まあ言うなればちょ

っときつい表現になりますが、絵に描いた餅的存在であったと理解をせざるを得ません。

昨今の町民と町長の懇談会、これがまあ２月ではこの間の広報を見ますと１０日と２４日

に予定が組まれておりました。この状況はどうであったか。ということはこの行政評価等

がしっかり検証して必要であるこの８割の皆様にこの耕地担当制度を姿を変えてこの行政

相談員制度とこの導入をしたらどうかと私は提案しますが、町長はこれは如何にお考えで

しょうか。 
町  長    新たにあのこの位置付けを行政相談員、職員が全員がそういう立場での方にこの名称替

えといいますか立場替えをしたらどうかというご提案でございます。であの決して絵に描

いた餅であるというふうには私は思っておりませんし、問題はあの中身というものをさら

にこう紐解きながら如何に実効性のあがる方向に持っていくかということの方がまあ大事

であるかなというふうに思います。各町村ともこうした考え方がこう最近導入されて、報

道の接するなかでもこの取り組みが見えております。地元の自治対策連絡員ということの

職員が果たす、だから方向としては間違っているというふうに思いませんけれども、そこ

であの町民の声を迅速的確に行政に反映するために職員に行政相談員のような位置づけを

持たせたらどうかというご提案でございますが、言われるまでもなくこれはあの職員の耕

地担当制度はまさに町民や地域と行政のつなぎ役を務めるということでございまして、情

報の収集と提供を行うことも最も重いまあ任務としてこの制度があるわけであります。従

ってあの耕地というこの一つの呼称の問題についてはちょっとまた次元の違う問題で、今

のこの第５次総合計画のアンケートを見ましてもやっぱりあの賛否両論があるというふう

に聞いておりますが、直接今その議論をしておるところではございませんけれども、あく

までもこの耕地担当制度の現在の姿は平沢議員おっしゃるような、職員が挙げてこの行政

相談員であるんだとこういう目的に合致しているんではないかというふうに思いますし、

また職員も受け止めと任務の中で行動しとってくれるとこういうふうに思っておるわけで

ございまして、この位置付けであります広報・公聴の問題やそれから通報制度のいろんな

町も要綱がございますので、職員自らがこうした町政に対するまあモニター的な役割とい

う立場に立って、地域にいろいろ直結する諸問題をそのパイプ役をひとつ果たしていくと、

こういう事でこれからも考えて実施をしてまいりたいと思っております。ご提案の趣旨は

十分分かりますけれどもまさにそうした考え方で今やっております。 
平沢議員    私がここでちょっと強く申し上げたのはこの端的にそれだけの問題にかかわらず総合的

に取り組んでいただきたい、ということは行政に対する相談はこのまあ既に町長ほっと懇

談も発足以来続けておりますが、先程ちょっとその内容的にはご報告はございませんでし

たが、私の推測からしますとまあ若干減少気味ではなかろうか、それからまあ同じグルー

プとか団体の傾向が非常に多いとまあ一応推測されます。それで現場の社会情勢の中にあ

ってはこの行政に対して要望苦情があってもすべての住民が役場に出向いて申し出ること

は本当におっくうであったり、まあ躊躇しがちであろうかと推測致します。そしてそれが

募るとこの行政に対してのまあ不満につながるのではなかろうかと、まあこうしたことを

なくすためにこの住民と行政のパイプ役これはもちろんでございますが、私は新たに一人
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暮らしの老人高齢者にこの声をかけることによって安全安心のまちづくり、これを進める

上にも一番大事じゃなかろうかと、それで職員は相談された事項につきましては担当課に

伝えてその結果を住民に連絡するといったこのシステムを構築する、これがまあ今先ほど

私申した名前をなんて言うか、先ほどは行政相談員、まああるいは行政事務連絡員、これ

はまあ職員に任命する、これは一概にこの福祉の充実とともに新たな住民参加の行政の取

り組みと私は提案しておりますが町長この点についてはいかがですかお伺いいたします。 
町  長    あの前段でのご質問でこの町長とのほっと懇談の件でちょっとあのご返事できなかった

わけですが、この耕地担当制度もそうでございますし、それからあの町長への手紙、それ

からこのほっと懇談、私もお世話になって以来ずっと取り組んで、一つの行政の開かれた

考え方の中でということで取り組んでまいりました。ほっと懇談も確かに当初に比べては

そうしたあの機会が申し入れが少ないことは事実であります。だいたい月１～２件平均と

いうふうに思っておりますけれども、まあそれはそれなりきにいろいろまたプライベート

に関することから行政全般の問題で、それぞれご返事できるものとそうでないものといろ

いろありまして、これはそれなりきにまた意義があるというふうに思っております。それ

でまあご提案と今その考えの例えば一人暮らしへのご家庭へのこのパイプ役を、あるいは

いろんなこの情報の交換をこの職員が自ら行うと、ひとつにはこれはあのそういうひとつ

の役場職員としてのそうした方々に対する思い、取り組みということはまあ必要であると

いうふうに思いますけれども、このノルマ的にそのことを課してというふうになりますと、

なかなかこれは限られた職員の職務の範囲内であるいは土日も割いてという話になります

と、これはまたちょっと少し大変、今の体制の中では大変であるなあというふうに思いま

すし、またそうした面も含めた今民生児童委員の皆さん方が第一線でそのことを主たるひ

とつの仕事としてやっとっていただきますので、まあその辺のところを間に入ってその民

生委員事務局そのものもそうでございますが、地域に触れることであればまたその相談員、

耕地担当制度も活用した中で間接的には入っていくことはよろしいかと思いますけれども、

ちょっと今の職員全員が即そのことをメニューに加えてやっていくということは今の段階

ではちょっとこれは不可能であるというふうに思っております。 
平沢議員    まあ本町でもまあこの行政相談員、まあこれが定めた日程によって定めた場所で行政相

談を行っていることは私も理解をしております。しかしこの先程申したとおりこの私の提

案はこの高齢者社会に対応できる行政のありようとして新たな発想として住民みんなでつ

くるまちづくり、これはやはり一部の声ではなく生の多くの住民の声が反映されることに

よって、それぞれの皆様が行政に参加をしているんだというこの思いが今後の施策立案に

反映すると私は思っております。行政も企業も商店も同じだと思いますが、腕を組んで机

で待っているのではなく率先して住民の懐に飛び込んでいく、このような改革はかならず

必要な時期が来ると思っております。行政相談員制度はこの財源も要するものではありま

せん。常に住民にアンテナを向けているこの制度ですから、アンケート調査の実績より１

００％に近い実態が把握できると確信しております。早急に取り組むお考えがあるかどう

か再度お伺いいたします。 
町  長    あの言われておる趣旨が、今の現行の耕地担当制のひとつの延長線上にあるというふう

に私も感じるわけであります。地域とのパイプ役、行政としてのパイプ役を果たす問題、

それから地域の問題もまあ吸い上げて、そこにはあの職員も積極的に飛び込んで、また要
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請に基づいてその門戸を開いていくという基本的なところではおっしゃっておるこの職員

の行政相談員的なものと同じではないかなというふうに思いますので、個々のいろんなま

あ事例についての検証を重ねながら今の耕地担当制度を、平沢議員のおっしゃるようなそ

うした一人暮らしを定期的に職員が訪ねてどうのこうのというところはなかなかまいりま

せんけれども、全体としてはそういう考え方の下にこの耕地担当制度というものをより充

実していく方向で考えてまいりたいとこんなように思っております。 
平沢議員    町長としてはちょっと歯切れの悪い答弁だなとちょっと受け止めますが、私はまあこの

構造改革の一端としてこの一応町長前向きにまあ検討していただきたいこういうことを申

し添えておきます。次に住民による自発的な地域活動に対して財政支援と合わせて情報と

知恵を支援することについて質問いたします。町長は２２年予算に向けて施政方針で「町

に元気をみんなでつくる思いやり予算」とこれを提唱しております。町が元気になるには

やはり地域が元気にならなければなりません。従って地域の抱える課題と解決策を住民同

士で話し合ってもらい具体化した活動に支援する、まあ町はお金を出すが口は出さない、

この方程式は今は通用いたしません。物心両面の支援が求められているこの時代でありま

す。行政のトップとしてのお考えをお伺いしたいと思います。 
町  長    地域活動に物心両面の支援をということでございまして、まあ申し上げるまでもなくこ

の多様化するあるいはまた高度化するこの住民ニーズ住民要望というものに、いろんな行

政課題に対してすべてこの行政が対応していくということは到底これはもう不可能である

わけでございまして、限界があるということはご理解いただいておると思いますけれども、

そこでまあ地域の皆さんがそうしたことを自らの発想として取り組みとして連携協力しな

がらこの問題解決をして当たるということで、いわゆるまあ役割分担、自助、共助、公助

とこういうことの分担の中で全体として町が活性化していくことが一番まあ望ましいわけ

でございまして、いわゆる協働のまちづくりというものはそこからまあ原点が始まってお

るということで捉えていただいておると思います。で当然のことながらこの地域に対する

物心両面での支援ということでございます。今までもそういうことでやっておりますし、

地域との行政とのそれぞれの分担の中で如何にまあこの信頼関係の上に立ってそれぞれの

責任を果たしていくかということがまあなによりも大事なわけでございますので、いろい

ろ今協働のまちづくりも地域地域でそれぞれのまあアイデアを出していただいて取り組ん

でいただいております。まだまだ道半ばというふうにまあ申し上げておるわけでございま

すけれども、ほんとにあの始めてまだ数年の中でここまでご尽力といいますか、自らのこ

ととして捉えていただくということはほんとに敬意を申し上げて感謝しておるところでご

ざいます。従ってあのそれに対する支援というものもまあ当然育てるという意味からして

おるわけでございまして、今までもこのまちづくり交付金というようなひとつの考え方の

中で予算面でやっておりますが、ご承知のように２２年度予算は一部そのことをやはりあ

のあまり制約されずに使い勝手の良い方向へ一部方向転換をして、そして使っていただい

てその盛り上げていただくということでございますので、そんなことも含めてまた地域と

の要望もいろいろお聞きしながら物心両面でこのサポートしていくということの考え方の

中で今後とも進めてまいりたいと思っております。 
平沢議員    まあサポートをしていただけるというような形の中で解釈させていただきたいと思いま

すが、この町内４地区にはそれぞれ地域づくり委員会がまあ積極的に活動していることは
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今申したとおり町長認識のことと思います。それで今年度新たにまあ地域づくり委員会交

付金これがまあ創設されておりまして、非常に地域の活性化に向けた活動としては高くま

あ評価するところでございます。まあしかしあの昨年は 2,000,000 で今年は 1,000,000 とこ

んなような形の中で、これがまあシーリングの対象となったと思うと非常に残念でなりま

せん。まあホントにあの自主的に取り組む事業は莫大でありますから、まあ例を挙げて言

いますと例えばこの遊休農地の共同耕作、それから地域の農産物で観光客に好まれる献立、

それから土産品作りとかフラワーロード作り、地域のみんなが集まる場所づくり等、これ

らまあ田切の方でもあの一応予算いただきまして既に実施をしておるところもありますが、

この地域活動にこの町興し、それらの功労金とか表彰をすることについてご提案申し上げ

ますが、この点町長はどのようにお考えでしょうか。 
町  長    あの今までこの 2,000,000 の枠でこの飯島町地域づくり交付金の事業の枠を設定をして、

いろんな事業をメニューを設けながらやって使ってきていただいておると、であの何年か

続けてきた反省としてメニュー的にもなかなか新しいメニューっていうのもあまりこう取

り組むのも狭まってきたというようなこともありますし、それからやっぱりあのその使途

が使い勝手というものが拘束されておるために、その幅広い活動に展開できないというよ

うなことがあったために、その中身を半分ずつにしてひとつのこの条件緩和をした中でど

うぞということでやったためでございまして、あのシーリングをして削ったとあの削減し

たというこの支援姿勢を後退させておるわけではございませんのでそんなふうにご理解を

いただいて、そしてその今ご提案もあったもう少しこのいろいろな集う場面に対してのお

金の使い方について検討した経過もありますので総務課長の方からそのことを補足して申

し上げたいと思います。 
総務課長    今までの地域づくり交付金は主に３年で打ち切りということと、新しい事業について交

付をするというような形でやってまいりました。今年１年課長として担当してみまして、

地域でいろんなあのご意見をいただきましたし、地域でそれぞれ特徴のある活動をしてい

るということで、なかなか新しい事業だけでその地域づくりを進めていくということは困

難でもありますし、いろんなあのイベントとか事業を継続していくということも非常に大

切なことであるということで、地域の特徴を個性を生かした地域づくりができるようにと

いうことで、使い勝手の良いようなそういう交付金でまあ支援をしていこうという形で、

今まであった 2,000,000 円のうちの 1,000,000 円については各４地区へ戸数割、定額割で工

夫をしていこうということで、地域づくり委員会の代表の方とも懇談を交えてそういう方

法にしまして、それは大変考え方としては好評で受け入れられたというふうに思っており

ます。また地域では、そのこちらではどういうものに使いなさいということはしませんの

で、まあちょっと飲食費とかそういう税金というか公費を使うわけですのでそういうとこ

ろは注意をしていただきますけれども、そういうものを使って特色のある地域づくりを進

めていっていただきたいと思っております。であの先ほどいくつか取り組みの例がご紹介

されましたけれども、まあこういった取り組みはちょっとお伺いしますといま産業振興関

係の部分が多いのかなというようなこともありますが、その部分はまた営農センターとか

農業委員会等でも表彰をとかそういうものもありますし、また総務課としても広報で紹介

したりとか、まあ表彰するということばかりではなくて、いろんなところでこう紹介をし

てやる気というかそういう人たちをこうなんていうか支えるそういう体制づくりはいろん
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な形でしていくことが大切であるというふうに認識しておりますので、総務課としてもで

きるだけのことはしていきたいというふうに思っております。 
平沢議員    あのやっぱし地域づくりその活動に対して地域活動この町興しですね、これに対する１

つのやはりその功労的なものか町民がみんな周知できるようなひとつの形の表彰みたいな

形の中をもう少しこうにＰＲする必要があるんではなかろうかと思っております。まあ各

地区のまあ活性化のためにも是非実現に向けてこれは前向きに取り組んでいただきたいと

思います。次に進みます。次に就業機会創出についてまあ特にグリーンニューディール基

金に絞りますけれど、この取り組みについて質問を行います。まあこの雇用問題につきま

しては前段でまあ同僚議員が内容の深い質問をなされていましたので、私は少し方向を変

えて行います。まあちょっと時間が押していますから端的にご答弁願いたいと思います。

この青年時代の経済状況がその後の生活志向に大きく影響するとこれは言われております。

例えばこの青年時代に不況それから経済低迷期を経験した世代においては、このやはり慎

重派っていいますかこの保守的な消費や投資の性向を持つ方が多くなると、この実証的分

析がなされております。アメリカのニューディール政策ではこの若者を動員した森づくり

など国土保全運動が展開されていました。本町ではこの自然豊かでこの農業が基幹産業で

ありますから、それに習うような形でこの農林産関連での就業機会創出やそれから就業へ

の公的助成を拡充するこの積極的な姿勢が望まれると考えますが、この点について町長の

所信をお聞かせください。 
町  長    まああのこうした経済状況下の中でのこの就業機会の創出について、例えばまあグリー

ンニューディール事業に取り組んだらどうかというようなことでございまして、まさにこ

れはあの環境問題とも表裏一体のものであるわけでございます。特に飯島町の産業構造か

ら言って農業やそれからこれからのテーマである環境問題について、当然のことながらこ

うしたことに意を注いで取り組んでいくということはもう当然なことでございまして、今

までも一部にこの雇用の対策事業等を通じてその事業に取り組んで実施をしておるところ

でございます。 
平沢議員    私の申したいのはこの長野県グリーンニューディール基金、これを活用してまあ市町村

が率先して行うこの温室効果ガス排出削減の取り組み、これを支援するために市町村、施

設への太陽光発電やＬＥＤ照明灯の導入、省エネルギー対策整備などに対して助成が行わ

れているわけでございますが、本町ではすでにもう小・中学校へ太陽光発電、また全町を

対象にした防犯灯のＬＥＤ照明化等の取り組みはこれはほんとに高く評価するところでご

ざいます。まあ１,１００ある防犯灯のうちまあ５００個が年内に実施できるというような

こともご報告を受けておりますが、この事業実施機関はこれは平成２１年から２３年の授

業であります。まあ今年度事業でこの補助金を計上してありますが、これは個人的な家庭

のものだと理解しておりますが、この改めて公共施設への推進の意思はこれについてお持

ちでしょうか。お伺いいたします。 
町  長    この具体的なグリーンニューディールの基金事業につきましては今お話にございました

ように、この地域における地球温暖化対策などの取り組みを支援する目的で、経済危機対

策として２１年度国の補正予算に盛り込まれた事業でございまして、２３年度までの３年

間の事業であるということで、２１年度につきましては昨年の７月が事業申請の期限であ

ったというふうになっております。温暖化対策の推進やアスベストの問題、不法投棄の問

 - 40 - 

題、その他まあゴミや二酸化炭素削減、新エネルギーへの切り替えの問題等々たいへん幅

広いわけでございまして、各町村ともこの基金事業に乗っかって取り組んだところもある

わけでございますけれども、町といたしましては特にまあ不法投棄のゴミ回収等をこれに

入れて検討いたしましたけれども、それより先行して緊急雇用創出の事業に取り組んでお

りましたので、当事業については申請をいたしませんでした。同じ効果以上のものは他の

有利な事業で取り組んできたところでございます。まだまだこうした問題はこれから先が

長いわけでございますので、また国の政策もいろいろ出てこようかと思います。積極的に

また取り組んでまいりたいというふうに思っております。 
平沢議員    まあすでに飯島ではこの散乱ゴミ不法投棄の関係も監視事業が行われていると認識して

おります。当面の雇用対策としてまあ考えていただきたいなあと思っていたんですが、今

のご回答でもう既にゴミ監視等の事業が行われているということでございますので、まあ

これは良とするところでございます。まあ時限立法で行われている事業にはいろいろある

わけでございます。この退職者を該当にする、ふるさと雇用創生特別基金事業、それから

中高年齢対象の緊急雇用創出基金事業、これらの事業がございますのでこのような有効活

用を望むところでございます。 
それでは次に２つ目の高齢者対策について、１番として生きがいを与える変化に富んだ

施策について質問を行います。まあ町長は施政方針の中で福祉の充実をまあ強く提言をし

ておられます。が、高齢者対策としてまあ７５歳以上の方の肺炎球菌の予防接種費用の補

助等の早期の取り組みは、これは本当に他町村先駆けてまあ高くこれは評価するところで

ございます。それからまあ敬老にささやかな祝い金とか記念品を贈ることも結構ですが、

高齢者が一番悩んでいることはまあ何であろうか、そのことがまあ一番の問題ではないで

しょうか。そこで高齢者にとって毎日朝を迎えるのが楽しみだとか、今日はあれをしなけ

ればならない、明日はこれをしようといった充実した毎日を過ごせるための施策が考えら

れないものかと思います。まあ本町はこの福祉に対しては共に支え共に生きる健康福祉の

まちづくりの下で福祉費サービスを行っていることは理解しておりますが、まあこれがど

うも先例踏襲的なサービスになっているんじゃないか、変化に富んだ施策としてこそ充実

した老後の確率がされると思います。まあ従ってこの町が事業主体ですでに行っている１

２耕地で新築、増改築がなされた高齢者支えあい拠点施設、この活用を新たな取り組みと

して考えるべきだと提案しますが、この問題については町長はいかがお考えでしょうかお

伺いいたします。 
町  長    ２つ目のご質問でございますこの高齢者対策、今後まあ生きがいを与えるような変化に

富んだ施策の考え方はということでございます。お話にございますように高齢者の皆さん

が地域で生き生きと生活をするためには、この豊富な知識や経験それから技術を生かして

いただきながら、仲間づくりやまあ社会活動を通じてこの生き生きとした毎日が生きがい

のある生活を送っていただくということは当然まあ必要なことでございまして、まあその

一つとして今お話にございました老朽化したりあるいは使い勝手の悪いような耕地の集会

施設である集会所を新たにまあ目的に合ったような高齢者支えあいの拠点施設として再整

備をしていくということで、公民館等の地区の交流センターとしてもそうでございますけ

れども、少しでも高齢者の皆さんや障がい者の皆さんが活動しやすいようなひとつの施設

整備ということでこの案件についても取り組んでおるところでございます。お話のとおり
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でございまして、是非まあこの施設を高度利用、利活用いただいて、そして耕地や地区内

の利用促進を図っていただいて、高齢者同士のその交流の場だけでなくてですね、地域の

子どもとお年寄りの皆さんの交流、あるいは地域の皆さんとのいろんな交流等を自主事業

としてまあ取り組んでいただいて、それぞれの創意と工夫によってこの１年間の計画を立

てていただいてきながら、これからの一つの高齢者の居場所づくりといいますか、いろん

なことを語り合いの中でその生きがいを求めていっていただくと、こういうメニューを作

っていただくということが大事でございます。同時にまたあの今ふれあいの生き生きサロ

ンというような事業も実施をしておるわけでございますので、是非そうしたことの備品等

の整備も一部にしてあると思いますので、そうしたことも生かしながら一層の地域として

の高齢者の皆さん方の生きがいづくりの場としてご活用をいただくということと同時に、

このことだけであの高齢者の生きがいづくり対策、福祉対策というもので十分というわけ

にはまいりません。いろんなこの施策を組み合わせながら、行政と地域の皆さんとの要望

もいろいろお聞きしながら、これもまあまた物心両面の中でひとつ支えて高齢者が生きが

いを持って生活できるようなひとつの施策を今後とも取り組んでまいりたいというふうに

思っております。 
平沢議員    まあ仏つくって魂入れず、宝の持ち腐れにならないようにこの施設は活用していくべき

だと思っております。で福祉元年ともてはやされて今は昔、国の財政がこの窮迫度を加え

るに従って自治体も福祉行政は少し後退しているんではなかろうかと、まあ本町でも幾多

の高齢者福祉事業を見せていただいております。１４くらいの事業を遂行しておるわけで

ございますが、そのことは認識しておりますが、まあお年寄りはどこで生活することを望

むかまたどこで生活することが幸せかと、このさまざまのデータの中からそれは家庭とい

う結果が出ております。実態はまあ特老は待機まちの状態、私は昨今の実態からみて在宅

福祉に重点的に補助の制度化を国に働き掛けることがまあ将来にとって不可欠な問題だと

思っておりますが、この点は町長どのようにご判断をなさっているでしょうか。 
町  長    高齢者のまあ在宅福祉の問題でございますけれども、平成１９年の１１月に実施をいた

しました要介護者の実態把握の結果におきましても、７割以上の世帯で在宅での介護を希

望しておるというデータが出ております。高齢者が介護や支援が必要な場合でも可能な限

りこの住み慣れた家庭であるいは地域で生活ができるよう介護予防に重点を置くというこ

ととともに、高齢者が安心して自立した生活を確保するために生活支援の各種サービスの

利用促進を図っておるところでございまして、在宅での介護を支援するための介護給付金

やそれからその支給、あるいは介護者間の交流促進、介護教室等をいまのところ実施をし

ておるわけでございます。またあの認知症対策にして在宅のまあ対策でございますけれど

も、相談体制の充実を一層図りながら関係機関とも連携をして、地域のこの認知症サポー

ター養成講座これを今実施をして、地域での支えあいを推進していきたいと一層このこと

に取り組んでまいりたいと、こうしたことの中でなかなかあの施設介護という点につきま

しては、今お話のございましたように施設の数が限られておりますので、とうていまだ待

機者も多くその要望を満たすことはできません。少しずつまあその増加のひとつの計画も

打ち出されておりますけれども、まだまだ郡内には６００人余りぐらいのその待機者もお

るというようなことでございますので、やり在宅に対するこの施策というものがやっぱり

大事であるということの基本的な考え方の中に今後ともそうした取り組みを進めてまいり
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たいと思っております。 
平沢議員    ３と４にあります在宅の老人福祉対策これと高齢者講座の質的向上については、これは

もう少し内容を深めて質問したいと思っておりましたが、時間の制約もございますのでこ

れは次回にさせていただきます。それでは次に高齢者対策としてこの緊急通報システムの

導入について質問を行います。まあ本町には在宅介護を必要とする一人暮らしの老人が平

成２１年１０月現在で２４５人、これは前年度に比べますと１８人増加しております。一

人暮らしのために死後何日もたってから発見されたというような不幸な事件が時折新聞で

報じられております。また火災についても必ずというくらいまあ死亡なさっております。

幸いにも本町にはこのような事態は少なく今後もないとは断言できません。こうしたこと

を事前に防止するための緊急通報システム、これを導入している方が現在どのくらいおら

れるか、この内容についてちょっと説明をいただきたいと思います。 
町  長    今実施をいたしておりますこの緊急通報システムでございますけれども、飯島町一人暮

らし老人の緊急通報装置の貸与事業として、現在一人暮らしの高齢者の２１世帯にこの設

備の導入を設置をしてございまして、急病やまあ災害等の非常事態に迅速な対応を図るこ

ととして目的で実施をしております。利用者の方には月額で 900 円のまあ利用料をいただ

いて、ボタンをこの手もとで押すだけで安全センターに自動的にこの装置がつながるよう

になっております。それから安全センターからは消防署あるいはご協力いただくこのすぐ

近隣の２世帯に確認依頼の連絡が行くとこういうまあシステムでございまして、民生委員

等ともご協力いただく中でこのことがいま稼働しておるわけでございますが、お話にござ

いましたようにいままでこの施設を装置を設置以来、１件のまあこうした使用事例がない

ということで大変まあありがたいと思っておりますけれども、まあ備えあれば憂いなしと

いうことで今後ともこのことについては維持してまいりたいと思っておりますが、ただあ

の現在のシステム平成１３年度より使ってきておりまして、利用者の方もだいぶまあ年齢

も高齢化してきておりますし、それから装置そのもののまたこの迅速性というか老朽性と

いうものもちょっとまあはっきり掌握もしておりませんけれども、やっぱり検証してみる

必要があるというふうにも思っておりますので、いろんな状況を把握する中で時代に合っ

たこの即したシステムとして利活用するような方向で今後とも続けてまいりたいというこ

とで考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 
平沢議員    今聞いたように２４５人のうち２１世帯だとこれは１カ月 900 円の負担金が課されてい

る現状でございます。しかしこの事業の啓蒙をしっかりして、まあこの福祉の充実を進め

る本町にとってはこの全関係者に無償で設置する、これはまあ私は行政の責務と思います

のでしっかりそれに取り組んでいただきたいことを申し添えておきます。最後になります

がこの思いやりは福祉全体として捉え、夢がなければ目標がない、目標がなければ計画が

ない、計画がなければ活動なし、まちづくりはこれ無限運動であります。元気な町をみん

なでつくる活力と創造にあふれるまちづくりに向けての町長の決意をお聞きして質問を終

わります。 
町  長    まあいつも申し上げておることでございますけれども、この高齢者、特に飯島町の高齢

者の方はこうしたあのかけがえのない郷土飯島を築いていただいた最大のまあ功労者であ

るという認識の下にですね、こうした皆さん方が今後とも健康で生きがいを持って楽しく

この生活をしていっていただくと、そのことがまたひとつには飯島町の活力のパワーの先
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輩としての源になるんだということを気持として胸に置きながら、今後とも必要な政策を

進めてまいりたいということでお願いしたいと思います。 
平沢議員    質問を終わります。 
 
議  長    以上で本日の日程は終了しました。これをもって散会とします。ご苦労様でした。 
 
          

午後 ２時２１分 散会 
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本会議再開 

 
開  儀    平成２２年３月１６日  午前９時１０分 
議  長    おはようございます。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。 
        町当局並びに議員各位には連日大変ご苦労様でした。本日をもって今定例会も最終日と

なりました。会期中はそれぞれ任委員会において付託案件につきまして大変ご熱心な審査

にあたられ感謝を申し上げます。去る４日、５日の本会議において付託した新年度予算並

びに予算関連案件、及び請願・陳情等案件について、それぞれ委員長よりお手元に配布の

とおり委員会審査報告書並びに請願陳情審査報告書が提出されております。 
        本日はこれら案件について委員長報告に基づく審議を願うことになっておりますので、

議事運営の諸ルールに則り、慎重にご審議の上、適切な議決をされるようお願いをいたし

ます。本日の議事日程についてはお手元に配布のとおりです。 
        ここで議事日程の前に久保島議員から先の一般質問における発言の一部訂正を求められ

ておりますので、会議規則第６２条の規定によりこれを許し、久保島議員に訂正の内容及

び訂正の趣旨の説明を求めます。 
        １番 久保島巌議員。 
１番 
久保島議員   発言の場をいただきましてありがとうございます。私の先の一般質問におきまして質問

中に一部不適切な表現がございまして、会議規則の規定により一部を訂正いたしたいと申

し出たものでございます。私の一般質問の中でですね、「債務負担行為というそのものが

ですね、まあいわゆる闇起債と言われている、悪い言葉で言えば言われているものでござ

いまして」、というふうに発言をしたようでございます。これは次のように訂正したいと、

「この債務負担行為っていうそのものはですね、闇起債と言われている方もございまして、

このような悪い言葉で言われる方もございますので」、というふうな形で訂正をさせてい

ただきたいと思います。というのはですね、私の発言ですと債務負担行為が闇起債である

というのは一般論・一般観念というふうに聞こえるわけなんですが、これは誤解を生じる

恐れがあるということで、住民の皆さんや行政に対するへ誤った不信感等を抱かれては困

りますので、そんな意味で言われる一般論ではなくて、そういう意見・見解もあるという

ふうなことで訂正をさせていただきたいと思います。以上です。 
議  長    ただいまの久保島議員の申し出の件につきましては、会議規則第６２条の規定により議

長がこの訂正を許可します。 
 
議  長    日程第１ 諸般の報告はございません。 
                 
議  長    日程第２ 第１９号議案平成２２年度飯島町一般会計予算。 
        日程第３ 第２０号議案平成２２年度飯島町国民健康保険特別会計予算。 
        日程第４ 第２１号議案平成２２年度飯島町後期高齢者医療特別会計予算。 
        日程第５ 第２２号議案平成２２年度飯島町老人保健医療特別会計予算。 

日程第６ 第２３号議案平成２２年度飯島町介護保険特別会計予算。 
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日程第７ 第２４号議案平成２２年度公共下水道事業特別会計予算。 
日程第８ 第２５号議案平成２２年度飯島町農業集落排水事業特別会計予算。 
日程第９ 第２６号議案平成２２年度飯島町水道事業会計予算。 
日程第１０ 第２７号議案飯島町福祉医療費給付金給付条例の一部を改正する条例。 
日程第１１ 第２８号議案飯島町都市公園条例に基づく与田切公園及び飯島町公園条例

に基づく与田切公園の指定管理者の指定について。 
以上平成２２年度予算並びに予算関連議案１０議案を一括議題とします。 
議事進行についてお諮りします。審議については予算審査特別委員会に審査を付託して

ありますので、委員長より一括して委員会審査報告を求め、これに対する一括質疑の後、

討論・採決をしたいと思います。ご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって審議については予算審査特別委員長の一括審査報告及び一

括質疑の後、討論・採決をすることに決定しました。 
        それでは委員長報告を求めます。 
        宮下予算審査特別委員長。 
予算審査 
特別委員長   それでは予算審査特別委員会審査報告を申し上げます。３月５日の本会議において、本

委員会に付託されました第１９号議案から第２６号議案の平成２２年度予算８議案と、予

算関連２議案、計１０議案について３月１０日から１２日までの３日間委員会を開き、所

管単位で説明を求め慎重審議した結果、お手元の配布のとおり、第１９号議案平成２２年

度飯島町一般会計予算は可決すべきもの、第２０号議案平成２２年度飯島町国民健康保険

特別会計予算は可決すべきもの、第２１号議案平成２２年度飯島町後期高齢者医療特別会

計予算可は決すべきもの、第２２号議案平成２２年度飯島町老人保健医療特別会計予算は

可決すべきもの、第２３号議案平成２２年度飯島町飯島町介護保険特別会計予算は可決す

べきもの、第２４号議案平成２２年度飯島町公共下水道事業特別会計予算は可決すべきも

の、 第２５号議案平成２２年度飯島町農業集落排水事業特別会計予算は可決すべきもの、

第２６号議案平成２２年度飯島町水道事業会計予算は可決すべきもの、第２７号議案飯島

町福祉医療費給付金給付条例の一部を改正する条例は可決すべきもの、第２８号議案って

飯島町都市公園条例に基づく与田切公園及び飯島町公園条例に基づく与田切公園の指定管

理者の指定については可決すべきものと決定いたしましたのでご報告いたします。 
        なお審査の過程で出された意見などについて以下申し上げます。 
        ２２年度一般会計では広域連合情報センターの情報化新システム構築の町の評価は、と

の問いに、町の公式評価はしていないが職員の聞き取りでは評価は低い。前システムと比

較して３倍の労力が今のところかかっている、とのこと。循環バスの生活交通確保対策協

議会の構成は利用者を委員に加えることを求められていると思うが、との問いに、運行業

者、業者、区代表、女性や高齢者の団体代表で構成し、利用者にはアンケートを実施して

いる。また運転者にも意見を聞いているとのこと。防犯灯ＬＥＤ設置の器具代増について

補助金額の改定は、との問いに、器具代は３倍で補助率は現行３分の２ で上限 20,000 円、

これを25,000円に引き上げポール新設の補助は限度額40,000円とのこと。また要望や提案

としては、人事評価制度は給料表に適用することでモチベーションを高めるので早期に実
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施することを要望する。母子家庭への支援はあるが経済状況・雇用状況から父子家庭に対

する支援も必要だ。アパート経営の団体が設立されたので空き室情報を情報ネットワーク

に合わせて発信してもらいたい。登山道、林道整備に合わせＪＲ駅設置の登山道案内看板

の修繕を行うべきではないか。観光看板は広域的な視野での設置を検討するとのことだが、

道の駅へ町内や周辺観光地が分かるスイッチ式やタッチパネル式の場所表示のような観光

地図の設置を提案する。有害鳥獣防止施設はネット状の柵を設置するとのことだが、地元

分担金は日曽利だけでは戸数が少なく厳しい、他地域との分担割合を考慮する検討を望む。

上の原幹線の歩道設置は２５年前から地域住民が要望してきた事業だ、できればアスファ

ルト舗装ではなくひざに優しい衝撃の少ない材質での設置を望む。ＪＲ飯島駅の階段が老

朽化している、バリアフリー化も含めＪＲに働きかけてほしい。合併浄化槽の維持管理費

は２２年度から大幅増となる、補助増額を２２年度から前倒ししてほしい。発達障害など

に対する町の取り組みは積極的で評価するが、本来国や県がもっと支援すべき。児童相談

所を含め県に支援を願うよう働きかけるべきだ。通学支援は見直しの時期ではないか、ス

クールバス対応を含め検討を望む。学校給食残渣の堆肥化を検討すべきだ。などが出され

ました。 
総括質疑では合併浄化槽管理が不適切で補助金が受けられない対象者が１６人いる。

個々の理由によって管理ができていない状況があると思う。一律的な指導や対応でなく行

政の連携の中で支援が必要ではないか。子どもの数が減少しており心配だ。そのような中

で若者定住、子育て支援に手厚い予算となっている。税収において安定的な財源である固

定資産税は今までの企業誘致の成果として評価できる。今後も継続が必要だ。道の駅の補

助金について運営する利用組合やマネジャーの努力によって経営が安定してきたことは評

価するが、そろそろ施設管理費程度にすべきではないか。人件費は削減されてきたが臨時

職員や嘱託職員の賃金が含まれる物件費が増加している。行政でやるべきことと民間でで

きることの見直しを行うべき。例えば役場職員ＯＢの活用や指定管理者を指定するのであ

れば、そこに任せるといったことが必要ではないか。といった意見が出されました。 
さらに討論では、税のコンビニ収納や地域づくり事業、未就労者対策事業、環境対策事

業など評価する。太陽光発電システム設置の家庭に対する補助事業は普及啓蒙に努めても

らいたい。また地域優良賃貸住宅建設は町内アパート経営者に配慮するよう要望し賛成と

する。地域優良賃貸住宅建設は国勢調査に合わせて人口を確保したい思いは分かるが、町

民に理解されていない部分があるので今後理解を得られる努力を望む。それ以外はさまざ

まな事業の拡充や新規の福祉に重きを置いた事業など評価できる予算となっている。今後

もソフト事業を強化することを要望し賛成とする。福祉医療、ヒブワクチン、肺炎球菌ワ

クチンの全額補助など評価するが、高齢者福祉対策の充実については次期総合計画での対

応を求める。また役場福祉窓口への有資格職員の配置を要望し賛成する。との討論が展開

されました。 
２２年度国民健康保険特別会計の討論では、厳しい国保会計の財政状況を反映している

予算となっている。これを認めるとともに引き続き予防医療の充実を求め賛成とする。ま

た２２年度水道事業会計では浄水場の建物の耐震や壁面の修繕について黒字が見込めると

きには利益余剰金により修繕引当金を計上するよう提案する。といった意見が出されまし

た。 

 - 6 - 

以上主な内容を申し上げまして報告を終わります。 
議  長    これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 
議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。宮下委員長自席へお戻り下さい。 
        これから討論・採決を行います。最初に第１９号議案平成２２年度飯島町一般会計予算

について討論を行います。討論はありませんか。 
７番 
三浦議員    それでは第１９号議案平成２２年度一般会計予算について賛成の立場で討論をしたいと

思います。いくつかの意見・要望を付して賛成をいたします。全体を通じてハードからソ

フトへシフトしたことを感じる予算であります。厳しい社会状況はまだまだ続くと思われ

窓口への相談に訪れる人も増えることが予想されます。ワンストップサービスの生活相談

窓口を住民福祉課に置いてから相談者が３０人と増えております。専門的知識のある有資

格者を配置することなど窓口を充実するよう求めます。また合併浄化槽の維持管理補助金

の対象外となった世帯が２ケタを超えております。適正な管理ができていないことが主な

理由といいますけれど、補助金の支給停止だけではそのような状況を根本的に解決するこ

とはできないと考えます。根底にある問題の解決が必要です。私はこの問題に限らず滞納

問題なども含めてそれぞれの実情に合った、相手の立場に立った必要な援助・支援を役場

庁内全体の認識として連携した取り組みを求めます。 
さて２２年度予算は福祉・医療・子育てなど今まで行ってきた私どもの要望が施策に反

映もされております。私としては中でも介護慰労金の継続は評価をしております。またこ

れからの高齢者の皆さんの対応についても是非長期総合計画の中に盛り込んでいただき、

住民の皆さんが安心して暮らせるような対応をお願いしたいと思います。住民の暮らしを

守ることを最優先した行政運営に努めていただきたいということを要望し、以上意見と要

望を付して賛成討論といたします。 
議  長    他に討論はありませんか。 
３番 
坂本議員    同じく賛成の立場で討論いたします。協働のまちづくりを進める上で町内 4 地区に地域

づくり委員会交付金を新設したことは更なる住民の活性化を進めることになり、商工業振

興資金の預託金の拡充には事業者にとって苦しい経営の助けとなることでしょう。福祉の

分野においては細かな政策をとっていただいたことは、住民にとって日々の生活の中で必

要なことであり評価するものであります。ただ障がい者の代表が第５次総合計画策定のメ

ンバーに加わっていないので、その点十分に考慮されて政策づくりをしていただき、飯島

町障がい福祉計画に沿った中でグループホーム、ケアホームの立ち上げに尽力されたい。

地域優良賃貸住宅の入居者募集においては町内のアパート・マンション組合に配慮した募

集要綱を作っていただきたい。以上に２点意見を付して賛成といたします。 
議  長    他に討論はありませんか。 
１番 
久保島議員   賛成の立場で討論させていただきます。今予算では福祉医療に力を注ぎ、中学生までの

医療費無料化の要件の緩和、またヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンの全額町費負担と県下

に先んじて取り組むことに対しまして高い評価と誇りさえ感じるところでございます。ま
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あしかしながら経常収支比率や実質公債費比率からみても将来の不安はぬぐい去ることが

できません。これらの償還金のピークがこれからまだ迎えてくるというところにございま

す。今後いわゆる民間委託ではない民への移管が行われ、行政改革がさらに進み、よりス

リムな行政を目指す必要があるんだと思います。民でできることは民に任せる、そういっ

た決断が望まれるところであります。更なる財政健全化の施策を図るとともに、町民と町

の状況と情勢・情報などを共有化し、町民が誇りを持ち住んでよかった、そんな飯島町で

あるように住民の目線に立った行政運営をされることを希望いたしまして、希望と期待を

込めまして賛成とさせていただきます。 
議  長    他にありませんか。 
１１番 
平沢議員    私は第１９号議案平成２２年度飯島町一般会計予算案について賛成の立場で討論を行い

ます。税収入の減少など本当に厳しい財政状況の中ではありますが、財政健全化を目指し

た効率的な財政運営が求められております。住民の全てが満足する予算を編成することは

至難であることは認識しております。ふるさとづくり計画と集中改革プランに基づいて健

全財政維持の取り組みで効率的な財政運営は、これは高く評価するところであります。特

に協働のまちづくり、子育て、若者定住、福祉充実、環境施策等の重点事項は、町の活性

化とともに新しい活力と創造に満ちた町の将来の体系を確立するものと認識いたしました。

しかしながら本町にとってはライフラインとして重要な１５３伊南バイパス、また竜東線

と合わせて幹線道路整備等ハードな事業が山積しております。有利な交付金、補助金等の

活用で債務負担行為を極力抑えて、自立のまちづくりの基本となる住民協働の更なる推進

に心掛けて現下の経済を踏まえて住民福祉の増進に趣を置き、目に見える形の財政効果が

現れる執行予算を願望いたしまして本予算に賛成するものであります。 
議  長    他にはありませんか。 
９番 
竹沢議員    私及び同僚議員が過去に提言した課題を具現化して予算化された、この点について触れ

ながら今議会に提案された予算案に賛成する立場で討論に参加してまいりたいと思います。

１つ、住民と協働のまちづくり予算、20,000,000 程度でございますけれども、コンビニエ

ンスストアでの税・料金等の納付について提案がありまして実現となりました。昨今の経

済雇用情勢から滞納整理をさらに強化し現金化に努力をいただきたいと思います。滞納整

理についてですが過去の私の経験で言うと生活困窮者は分割納付で良いわけですけれども、

支払い能力のある納税者につきましては強制執行、財産差し押さえ、積極的に実行してい

ただきたいと思います。またこの支払い能力のある納税者ほど行政批判を行うものであり

まして、税金を払って初めてまじめな普通の町民と同じでありますから、支払い能力のあ

る滞納者には厳しく対応してほしいというふうに思います。 
        なお以前に提案いたしましたクレジットカードによる納税につきましても全国的には拡

大されておるところでありますので、今後検討していただきたいというふうに思います。

加えて税の電子申告が昨年の１２月１４日より飯島町も開始をいたしました。当時町内の

税理士も要望してこの課題が実現したわけでありまして、うれしく思うわけでありまして、

今後、固定資産税の償却資産申告も可能になるわけでありまして、未加入の事業所及び税

理士会計事務所への普及拡大に努力をいただきたいというふうに思います。 
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２つ目、人口増活性化促進予算 284,000,000 ほどでありますけれども、妊婦検診の回数増、

今後の事業計画について同僚議員提案によりまして事業継続をお願いするところでありま

す。議員の提案のどおり地域優良賃貸住宅については９月までに入居募集を行っていただ

いて、町全体の活性化となるよう町外からの入居者獲得に努力をいただきたいと思います。

併せて同僚議員提案のように町内アパート経営の厳しい経営状況を理解し、今議会にも同

団体からの請願があるところでありますけれども、それなりの措置を講じていただきたい

と思います。 
３つ目、福祉予算環境施策関係ですが 43,810,000 でありまして、議員提案の太陽光発電

補助、同僚議員提案の長野県で初めて実施されますヒブワクチン・肺炎球菌ワクチン接種

などを町費全額費用負担ということで高く評価するわけであります。同ワクチンは近年の

うちに我が国の政権が法定予防接種に法律改正をする計画のようでありますけれども、そ

れはそれとして長野県で一番早く実施をしたこの決意につきましてこの地方分権に即した

対応でありまして、私が常に申し上げておるところの他市町村に負けない個性あるまちづ

くり、すなわちキラリ輝く飯島町ということで、こうした政策をおやりになっていること

についてその町長の姿勢を高く評価するものであります。町としても普及活動を強化して

いただいて接種率を高めて、飯島町の宝であります子ども達を健康に元気に育てていこう

ではございませんか。このほかたくさん同僚議員の提案によりまして予算化や制度の改革

など着実に行われていることを評価するところでございます。飯島町の平成２２年度予算

は合併せずに６年目を迎えるわけでありまして、町の将来を示す第５次総合計画の策定の

年でもあり、高坂町長２期目の前半から後半に向けての仕上げを構築する意義と課題を持

つ予算だというふうに受け止めております。従いまして平成２２年度一般会計予算「町に

元気を、みんなでつくる思いやり予算」に賛成をいたしまして討論といたします。 
議  長    他にありませんか。 

（なしの声） 
議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第１９号議案平成２２年度飯島町一般会計予算についてを採決します。この採決は起立

によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり決

定することに賛成の方はご起立ください。 
［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立全員です。従って第１９号議案は原案のとおり可決されました。 
 
議  長    次に、第２０号議案平成２２年度飯島町国民健康保険特別会計予算について討論を行い

ます。討論はありませんか。 
７番 
三浦議員    それでは平成２２年度飯島町国民健康保険特別会計予算について賛成の立場で討論をし

たいと思います。厳しい社会状況の中、保険料を払えない状況になると滞納後回収するこ

とがなかなかできない状況になってしまう。悪意での滞納は極めて少ないとみております。

先ごろ、全日本民主医療機関連合会の調査結果が信毎にも載りました。経済的な理由で受

診が遅れ結果として死亡に至ったことも考えられる事例が昨年４３件に上ったことを発表

し、保険料を払えないために無保険、資格証、短期証の人がお金がないために受診を控え、
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病状の悪化で命を落としたと考えられるものが３３例あったと発表しました。これは氷山

の一角と考えられます。国民皆保険の目的はお金の有る無しにかかわらず、だれでも健康

な生活を送るために医療が受けられるように設けられたものであります。先の調査のよう

なことがこの飯島町内でも起きてはなりません。今まで以上に配慮をお願いしたいと思い

ます。特に無保険者を出さないこと、短期証の取り扱いは慎重にし、本人の手元に届かな

いことが無いように対応をしていただきたいということを申し述べまして賛成の討論とい

たします。 
議  長    他にありませんか。 

（なしの声） 
議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
        第２０号議案平成２２年度飯島町国民健康保険特別会計予算について採決します。この

採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長の報

告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 
［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立全員です。従って第２０号議案は原案のとおり可決されました。 
 
議  長    次に、第２１号議案平成２２年度飯島町後期高齢者医療特別会計予算について討論を行

います。討論はありませんか。 
（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
第２１号議案平成２２年度飯島町後期高齢者医療特別会計予算を採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のと

おり決定することに賛成の方はご起立ください。 
［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立全員です。従って第２１号議案は原案のとおり可決されました。 
 
議  長    次に、第２２号議案平成２２年度飯島町老人保健医療特別会計予算について討論を行い

ます。討論はありませんか。 
（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
第２２号議案平成２２年度飯島町老人保健医療特別会計予算を採決します。この採決は

起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとお

り決定することに賛成の方はご起立ください。 
［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立全員です。従って第２２号議案は原案のとおり可決されました。 
 
議  長    次に、第２３号議案平成２２年度飯島町介護保険医療特別会計予算について討論を行い

ます。討論はありませんか。 
（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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第２３号議案平成２２年度飯島町介護保険医療特別会計予算を採決します。この採決は

起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとお

り決定することに賛成の方はご起立を願います。 
［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立全員です。従って第２３号議案は原案のとおり可決されまし 
 
議  長    次に、第２４号議案平成２２年度飯島町公共下水道事業特別会計予算について討論を行

います。討論はありませんか。 
（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
第２４号議案平成２２年度飯島町公共下水道事業特別会計予算を採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のと

おり決定することに賛成の方はご起立を願います。 
［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立全員です。従って第２４号議案は原案のとおり可決されまし 
 
議  長    次に、第２５号議案平成２２年度飯島町農業集落排水事業特別会計予算について討論を

行います。討論はありませんか。 
（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
第２５号議案平成２２年度飯島町農業集落排水事業特別会計予算を採決します。この採

決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告の

とおり決定することに賛成の方はご起立願います。 
［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立全員です。従って第２５号議案は原案のとおり可決されまし 
 
議  長    次に、第２６号議案平成２２年度飯島町水道事業会計予算について討論を行います。討

論はありませんか。 
３番 
坂本議員    賛成の立場で意見を述べさせていただきます。上水道料金の未納者が２月１日現在１４

８人もいまして、約 2,580,000 円余りの滞納額となっており、課を超えた収納対策に励んで

もらいたいことと、また漏水等の改善に努めるためにも住民の方々に漏水カ所の通報に心

掛けていただけるよう、啓蒙に取り組んでいただきたいと意見を付して賛成と致します。 
議  長    他に討論はありませんか 

（なしの声） 
議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第２６号議案平成２２年度飯島町水道事業会計予算を採決します。この採決は起立によ

って行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の方はご起立願います。 
［賛成者起立］ 
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議  長    お座りください。起立全員です。従って第２６号議案は原案のとおり可決されまし 
 
議  長    次に、第２７号議案平成２２年度飯島町福祉医療費給付金給付条例の一部を改正する条

例について討論を行います。討論はありませんか。 
（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
第２７号議案平成２２年度飯島町福祉医療費給付金給付条例の一部を改正する条例を採

決します。本案に対する委員長の報告は可決です。お諮りします。本案は委員長報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第２７号議案は原案のとおり可決されました。 
 
議  長    次に、第２８号議案平成２２年度飯島町都市公園条例に基づく与田切公園及び飯島町公

園条例に基づく与田切公園の指定管理者の指定について討論を行います。討論はありませ

んか。 
（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
第２８号議案平成２２年度飯島町都市公園条例に基づく与田切公園及び飯島町公園条例

に基づく与田切公園の指定管理者の指定についてを採決します。本案に対する委員長の報

告は可決です。お諮りします。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第２８号議案は原案のとおり可決されました。 
 
議  長    日程第１２ 請願・陳情等の処理についてを議題とします。 

去る３月４日の本会議において所管常任委員会へ審査を付託した請願・陳情等について、

お手元に配布のとおり総務産業委員長及び社会文教委員長から請願・陳情審査報告書が提

出されております。議事進行についてお諮りします。 
各陳情等の審議についてはこれから委員長より一括して委員会審査報告を求め、これに

対する一括質疑の後、討論・採決をしたいと思います。 
ご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。これから委員長報告を求めます。 
        初めに竹沢総務産業委員長。 
総務産業 
委員長     それでは総務産業委員会の委員会審査報告を申し上げます。去る３月４日の本会議にお

いて本委員会に付託されました２１請願第５号日米地位協定に関わる裁判権放棄の日米密

約の公表と廃棄を求める請願につきましては、３月４日に委員会を開催し参考人として長

野県平和委員会事務局長林茂樹氏の出席を要請し、説明を求め内容を慎重に審議した結果、

お手元の報告書のとおり不採択すべきものと決定しましたので報告いたします。なお審査
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の過程で出された主な意見につきましては、裁判権放棄の日米密約の確かな証拠がない。

従って廃棄を求めることは困難であり不採択とすべきである。一方、裁判権放棄の日米密

約はあると判断する。日本の裁判権放棄は密約の存在を示すもので国家主権の根幹にかか

わる重大な問題であり採択すべきである。などでございました。 
        次に２２請願第１号地域優良賃貸住宅建設事業等に関する請願につきまして３月４日に

委員会を開催し、紹介議員である久保島委員が同席しましたので説明を求め、内容を慎重

に審議した結果、お手元の報告書のとおり採択すべきものと決定しましたので報告いたし

ます。なお審査の過程で出された主な意見につきましては、請願事項の中に町が今後検討

しなければならない項目が多くあり採択すべきである。民間アパート活用は中期総合計画

でも位置付けている。最近のアパート経営は厳しいが融資制度もあるので活用のＰＲは必

要だが採択すべきである。などであります。 
        次に、２２請願第２号地方自治の住民意思の尊重を日本政府に求める意見書提出に関す

る請願につきましては、３月４日に委員会を開催し、地方自治の本旨を伊那谷に実現する

市民の会、竜援塾事務局長の中川氏の出席を要請し説明を求め、加えて紹介議員である坂

本委員が同席しましたので説明を求め内容を慎重に審議した結果、お手元の報告書のとお

り採択すべきものと決定しましたので報告いたします。なお審査の過程で出された主な意

見につきましては、憲法は明治憲法から現在の憲法に改正され、現憲法は平和主義と地方

自治が付加された。地方自治は国と対等である。現官房長官の発言は遺憾である。地方自

治の住民意思の尊重を日本政府に求めるため採択すべきである。一方外交問題にも関連す

る請願であり慎重に対応すべきであり不採択すべきである。などであります。 
        次に、平和市長会議会長、広島市長秋葉忠利他１名より提出があった２１議第１３２号

核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書の決議について、お願いすなわち要請につき

ましては３月４日に委員会を開催し内容を慎重に審議した結果、お手元の報告書のとおり

採択すべきものと決定しましたので報告いたします。なお審査の過程で出された主な意見

につきましては、非核平和宣言を議会で過去に行っており、同種の意見書も過去に採択し

ており採択すべきである。核廃絶は国民の願いである。同請願は２０２０年までの目標年

次を示しており今日的に意義があり採択すべきである。積極的に賛意を表し採択すべきで

ある。２１年９月議会でも同趣旨の陳情を採択しており採択すべきである。などでありま

す。以上報告といたします。総務産業委員長。 
議  長    これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 
議  長    質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

総務産業委員長自席へお戻り下さい。 
議  長    次に宮下社会文教委員長。 
社会文教 
委員長     それでは社会文教委員会審査報告を申し上げます。３月４日の本会議において本委員会

に付託されました、いずれも長野県社会保障推進協議会、代表委員、熊谷嘉隆氏ほか５名

様より提出をされました、２２陳情第１号市町村国保の改善を求める陳情、２２陳情第２

号後期高齢者医療制度の廃止を求める陳情の２件について３月４日午後に委員会を開き、

参考人として同協議会事務局長、平川氏、また担当課、中村課長並びに伊藤係長に出席を
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求め内容を慎重審議した結果、お手元の配布のとおり、２２陳情第１号については不採択

すべきもの、２２陳情第２号については不採択すべきものと決定いたしましたのでご報告

いたします。なお審査の過程に出された意見などについて以下申し上げます。２２陳情第

１号では平川氏への質疑の中で、この医療制度改革をどのようにしたらよいのかとの質問

に、一元化、広域化ということが言われているが、むやみに広域化すると返って市町村間

の格差を埋めずらくなるのでは。国保のように身近なところで運営し、その差を国の責任

で財政調整を行うことが一番良いと思う。また長野県ではどのような滞納者の問題が起き

ているか、では、県の資格証明書の発行は全国と比較して少ない。ここ数年、短期保険証

の発行が増えている。６カ月、３カ月、１カ月の種類があり、大きな市では窓口で止め置

いている。手元にない人が増えている。受診を控えているのではと心配している。窓口に

来るまでは渡さないということは問題ではないかとの答えでした。担当課の説明では現行

６割、４割軽減を国では拡大してよいとのことで町長判断で２２年４月より７割、５割、

２割軽減を行う予定でいる。限度額も医療分と支援分で 40,000 円上がる。飯島町では１人

当たり１世帯当たり約２％ぐらい下がる。また２２年度より県単位で国保の広域化に向け

て計画指針を立てると減額をペナルティーをなくすなどの説明を受けました。質疑では福

祉医療の窓口無料化での減額ペナルティーはあるのか、では、窓口無料化はしないことに

なっていて、一旦２割、３割を支払ってもらい、後払いで福祉医療で戻すシステムになっ

ている。長野県は窓口無料化はしていないのでペナルティーはないとのこと。その後の討

論では陳情要綱のすべてが国の国保会計で既に取り組んでいる。飯島町の２２年度の国保

会計も７割、５割、２割軽減と 630,000 限度額引き上げで進んでいる。国保会計は制度上

の中で運営していかなければならないもの、よって不採択とすべきなどの意見が出されま

した。 
次に、２２陳情第２号では平川氏への質疑の中で、広域連合の下で制度が行われている

ので市町村で声を上げることも大事だ。根本的にはそこへ陳情を持っていくべきでは。各

市町村で参加しないと声を上げないと個別に上げたところだけ無保険者になってしまう。

もう少し拡大した陳情で上げることが効果的ではないか。漠然とした内容ではなく陳情の

内容をもう少し細く挙げる考えは。老健は今年で廃止になってしまう。また戻すというこ

とではなくもっと合理的な方法を視野に入れて内容を示した陳情を出す方が効果的ではな

いか。との質問に、理念として後期高齢者制度の基になっている高齢者の医療の確保に関

する法律が根拠。これが老人保健法と老人福祉法の理念からは大きく外れている。老人福

祉法は心身の健康保持及び生活の安定のためと謳っている。老人保健法でも国民の老後に

おける健康の保持と適切な医療の確保となっていたが、健康の保持が削られ高齢者の医療

確保に関する法律は医療費の適正化の推進が目的となった。これは削減と抑制というニュ

アンスであるとみる。４月から診療報酬が改訂され７５歳以上というのは廃止されるが保

険料を取るだけという仕組みになっている。技術的な手法に関し老健に戻すことが必要と

のこと。担当課への質疑では老健に戻した場合、町の現状にどう影響を及ぼすか、では、

来年度新しい法律ができ２年後施行と決まっている。戻すことは事務作業がかなり膨大に

なる。２０年度と同じことになる。当時システム改修を大規模に行った。そこにはかなり

の税金が使われた。また戻すということは前にあったものを戻すという簡単なことではな

い。現制度については良い悪いは別にして町民に浸透してきたと思う。新しい制度でも徹
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底して説明するにはかなりの準備期間が必要となる。現役世代と高齢者の負担が不透明と

いうことで新しい制度になったもので、もう一度戻すことはどのようにするのか担当でも

分からない。とのこと。また参考人の話では、以前のデータがあるから戻すことは簡単だ

ということだがどうなのか、との質問では、国保連合会のレセプトも改修したのでもう一

度改修し直さなければならない。情報センターもすべて変わっているのでこれもまた変え

なければならない。との答え。その後の討論では７５歳以上の方すべてに保険料負担、診

療報酬についても一般と差別すると、現制度の内容には問題もあるが本陳情は老健に戻す

ことを目的とした陳情だ。そのことについては加入者の方、行政の担当部所それぞれの皆

さんに混乱を招くことになるので不採択にすべきである。また現制度の対象となる方にと

って保険料や今後の医療の問題を考えると改善されているとはいうものの問題の多い制度

である。老健に戻すことはシステム改修に経費や努力、エネルギーがいるということで大

変だと思うが、対象者から見ると一日も早く制度を改善し負担を少なくするようなシステ

ムに変えてほしい。不採択にも採択にもいささか問題を感じるので継続審査として取り扱

うべきでは、との動議が出されましたが、その後否決され、その後現制度は広域連合の下

で行っている制度、国会の改革会議の中では２３年１月法案提出で進んでいる。老健は１

０年くらいかけて検討してきた過程がある。この場に来てまた戻すと医療制度に混乱を生

じることになる。システム改修も税金が係る。事務的にも膨大な費用が係る。これらのこ

とから老健に戻すことは当町にも大変不利な点があるので不採択とする。などの意見が出

されました。以上主な内容を申し上げまして報告と致します。 
議  長    これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 
議  長    質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

宮下社会文教委員長自席へお戻り下さい。 
 
議  長    以上で請願・陳情等の処理にかかる委員長報告及びこれに対する質疑を終わります。 
        これから案件ごとに討論・採決を行います。 
 
議  長    初めに、２１請願第５号日米地位協定に関わる裁判権放棄の日米密約の公表と廃棄を求

める請願について討論を行います。討論はありませんか。 
７番 
三浦議員    日米地位協定に関わる裁判権放棄の日米密約の公表と廃棄を求める請願について、私は

賛成の立場で討論をいたします。この請願については紹介議員として意見書を関係機関に

対し提出するために力を尽くすものであります。２００８年１０月２３日国際問題研究者

の新原氏が裁判権放棄の日米密約について発表をし、一般マスコミでも大きく取り上げら

れました。現在核持ち込みに関する日米密約が政府の解釈はともかく事実として存在する

ことが明らかになっています。これらについてはアメリカの国立公文書図書館の開禁文書

の中にあり、日本政府との間で取り交わされたものであることは明らかです。さてこの日

米地位協定は安保条約を具体化するためのもので、日本国内であるにもかかわらず日本の

法律の及ばない治外法権を補償することなどが盛り込まれたものであります。この地位協

定の第１７条の刑事裁判権で米兵の公務外犯罪について裁判権放棄の日米密約があったと
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いうことが、新原氏によって明らかにされたということです。今までに米兵による殺人事

件、強姦、ひき逃げなどマスコミ報道されてきたものだけでも数知れません。しかし報道

されるのはほんの一握りであります。治外法権を理由に日本の司法の手が及ばず泣き寝入

りするしかない事件は日常茶飯事と聞いております。昨年沖縄県で男性が米兵にひき逃げ

され死亡した事件がありましたが、犯人はアメリカに帰還していてアメリカで裁かれるよ

うです。日本国内で日本人が被害に遭っても日本の法律に基づいて裁くことができないこ

とに、事件が起きるたびに日本中で何故なのかという憤りが沸き起ってきました。その理

由が１９５３年１０月２８日の日米合同委員会裁判権分科委員会の非公開議事録の中で見

つかったものです。アメリカ側と公式に約束した日本にとって著しく重要と考えられる事

件以外については、第一次裁判権を行使するつもりはないという内容であり、密約があっ

たという裏付けであります。これまで歴代の政府は政府として密約に合意したことはない

と否定してまいりました。しかしこの公式文書が存在する事実は否定できません。政府は

公文書の存在が確認されている現実を認めるべきであり、米軍の犯罪や事故に関わる日本

の裁判権を国民の権利を守るために取り戻さなければならないと考えます。このまま継続

を許すことは日本の司法の責任と国家主権の根幹に関わる重大な問題を放置することにな

ると考えます。よって請願事項の、日本政府は日米地位協定第１７条の運用に関わる米兵

公務外犯罪の第一次裁判権の実質放棄を確認した日米秘密取り決めを公表し廃棄すること

を請願の趣旨に基づいて関係機関に飯島町議会として意見書を提出することに賛同するも

ので、日米地位協定に関わる裁判権放棄の日米密約の公表と廃棄を求める請願に賛成する

ものです。以上です。 
議  長    反対討論はございませんか。 
        賛成討論は。 
４番 
浜田議員    本請願を採択すべきとの立場から討論を行います。昨年１１月の沖縄県でのひき逃げ事

件、死亡事件は記憶に新しいところでありますけれども、この場合には日本の警察が事情

聴取するまでに２カ月という期間を有したそういう事件でありました。それも多くの世論

に押されてですねようやくそこまでたどり着いたと。で２００１年から２００８年まで８

年間の間に米軍人の公務外犯罪は約３,０００件、そのうち８３％が不起訴になっています。

同じ時期に日本人の起こした事件その不起訴率は５０％ほどです。深刻な犯罪になればな

るほど米軍人のですね公務外の犯罪に対する不起訴率は低いと、明らかに不公平な取り扱

いが行われているということはこの数字からみても明らかであります。もともと不平等な

日米地位協定の下で日本に駐留する米軍の事件に関してですね、実質的に重要と認められ

る事件のみ裁判権を行使するとの通達が法務省の刑事局が１９５３年に全国の地検に送付

しているということが明らかになりました。これはあの沖縄の地方紙である琉球新報がで

すね２００８年に伝えています。ところがこの報道の数カ月前、国会図書館がですねこの

書類を閲覧禁止にしています。本来閲覧禁止にするべきは非常に個人のプライバシーに関

わるものに限定されるべきだと思いますけれども、逆に日本国民の主権に関わる文書がで

すね閲覧禁止にされたということで、これはある弁護士が現在係争中の出来事になってお

ります。以上に述べたような根拠から密約の存在する蓋然性は極めて高く、これは国民が

証明するというよりはこの蓋然性に沿ってですね政府が自ら調査して明らかにする必要が
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あるというふうに私は考えます。やや私事になりますけれども、私は高校までの１７年間

極東の中枢司令部がある神奈川県の座間で育ちました。たびたび爆音で授業が中断される

とまあそんな中で教育を受けてきた人間であります。でこの座間の町内での米軍の特権的

な地位というのは子ども心にも明らかでありました。本件は外交問題である以前に日本国

民の基本的な人権がですね正しく守られない、とりわけ基地を抱える自治体の日常的な不

安にわれわれは心を寄せるべきであるというふうに考えます。で住民に最も身近な自治体

こそがこぞってこの事実の解明と是正を求めるべきであるということを申し上げて、これ

を採択すべきとの討論に変えたいと思います。 
議  長    反対討論はありませんか。 
１番 
久保島議員   反対の立場で討論させていただきます。この問題はですねわれわれ地方自治の飯島町議

会で採択をして陳情するべき内容の問題ではないというふうに判断したところでございま

す。密約があったか無かったかその辺のところもまだ釈然としないという中、またこれが

ですね地域協定の中での話であって、これは全く裁判権を放棄しているというものではあ

りませんので、この地位協定の密約に関して公表をして廃棄するということについてはで

すねここで求めるべきではないと思います。また密約があったか無いかという調査につい

ては行っていただきたいということはございますけれども、私どもでここで論議すべき問

題ではないというふうに感じまして反対とさせていただきます。 
議  長    他に討論ありませんか。 

（なしの声） 
議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

２１請願第５号日米地位協定に関わる裁判権放棄の日米密約の公表と廃棄を求める請願

についてを採決します。この採決は起立によって行います。本陳情に対する委員長の報告

は不採択です。本案を採択することに賛成の方はご起立願います。 
［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立少数です。従って２１請願第５号は不採択に決定しました。 
 
議  長    次に、２２請願第１号地域優良賃貸住宅建設事業等に関する請願について討論を行いま

す。討論はありませんか。 
１０番 
宮下議員    私は賛成の立場から申し上げます。私２１年の３月の議会におきまして一般質問で新た

な建設により返済と維持管理費を費やすよりも、民間アパートに対し特公賃住宅と同等に

近い入居資格で家賃補助をして入居を推進することができないかといったような趣旨の質

問をさせていただきました。その際には特公賃の性格から別次元の課題であるということ

の答弁をもらったわけですけれども、町長が進める人口増対策の施策を否定するわけでは

ございません。しかし前回の検証とともに現在の経済状況、雇用状況などを総合的に判断

し実行に移すということは行政として忘れてはならないことだと思います。町長がよくお

っしゃる民間活力、これを削ぐようなことがあってはならないと考えます。今回の請願内

容では見ていただくとわかるんですが、事項１の（１）町外からの転入者を最優先や町外

で１年以上定住した者を条件とした入居募集。（２）の当選しなかった者について当会へ
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の斡旋。事項３の現にある民間住宅のリフレッシュや活用に対しての支援。事項４のＩタ

ーン者への 500,000 円補助事業を町外へ十分な広報活動。事項５の現在実施している空き

家情報に合わせて空き室情報を取り扱う部門を専業強化。などこういったものは私は指示

をいたします。ただ事項１（３）の３ＬＤＫで 60,000 円以上というのはグリーンリーフと

の兼ね合いもありますので、事項の中に繰上償還や住民福祉サービス向上の事業に充てる

という部分は理解はできますが、募集までの間に町として十分検討すべき事項であると思

います。また事項２の入居率低下が経営を圧迫していると、こういったことは十分私も理

解いたしますが、商売や経営にはリスクはつきものです。減免措置をという気持ちは小さ

いながらも私も商売をしておりますので、少しでもという気持ちは１００％わかりますが、

今の経済状況ではほとんど全ての経営者が支援をしてほしいと思っているはずです。行政

が全てこれらに全て対応していったとすればやはり財政は立ちゆかなくなってしまうとい

うことになります。残念ながらこの２点につきましては私は検討すべき問題と考えますが、

総体的にはこの請願は町として十分考慮し配慮すべきものと私は判断をいたしましたので

賛成といたします。以上です。 
議  長    他にございませんか。 

（なしの声） 
議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
       ２２請願第１号地域優良賃貸住宅建設事業等に関する請願を採決します。お諮りします。

本陳情に対する委員長報告は採択です。本陳情を委員長報告のとおり採択することにご異

議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って２２請願第１号は原案のとおり採択することに決定しまし

た。 
 
議  長    次に、２２請願第２号地方自治体の住民意思の尊重を日本政府に求める意見書提出に関

する請願について討論を行います。討論はありませんか。 
３番 
坂本議員    賛成の立場で討論いたしたいと思います。戦後新憲法になり第８章に地方自治が新設さ

れたことは誠に画期的なことでありました。が、その内容はわずか４カ条しか設けられて

おりません。平成１２年４月１日より施行した地方分権一括法で立法原則及び解釈・運用

原則が新たに織り込まれ、地方自治の本旨の意味内容を豊かにする方向でそれなりの努力

が払われてきております。で政府は国と地方の協議の場設置法案を３月５日閣僚決定し、

国会に提出する方向で現在準備を進めています。協議の対象の内容は国と地方の役割分担、

地方の行政・財政・税制など自治に関する事項、経済・財政・社会保障・教育などの政策

で地方に影響を及ぼす事項となっておりますので、よってこの地方自治体の住民意思の尊

重を日本政府に求める意見書の具体的な、国においてはこのことを明確にするために、地

方自治の本旨である団体自治と住民自治を実現することは私たちの願いであるという、こ

れに対して賛成の立場で討論いたします。 
議  長    他に討論はありませんか。 
４番 
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浜田議員    本請願を採択すべきとの立場から討論いたします。本請願のきっかけになったのは名護

市の基地移転の反対闘争に関わる官房長官発言でありました。しかし文面から明らかなよ

うに、ここでは基地の是非の問題を論じているわけではありません。地方自治体の住民の

意思が住民投票や市長選挙を通じて、つまり行政トップや議会決議に加えてですね、それ

以上に極めて濃厚に示されたことに対して政府の官房長官という重責にある立場の発言と

して、その結果を斟酌しないという姿勢を示したことに対して私は強く注目するものであ

ります。でここには、この発言には国と地方が上下関係にあるという、非常にあるいは地

方が国の支配下にあるというのに近い認識が示されているというふうに私は懸念しており

ます。先ほど憲法に関する見解もありましたけれども、例えば５０州の連合体であるアメ

リカ合衆国は言うまでもなく、ヨーロッパの各国においてもその強弱の程度はあれですね

国と自治体が対等の位置に立って、国全体にわたって普遍性を確保するという国の役割と、

一方で近接性の原理に基づいて住民福祉を具体的に進めていくという地方自治体が良い緊

張関係を持って調整を進めていくという姿が共通のスタイルとして確立されているという

ふうに考えております。そういう意味で地方に示された意思はですね当然中央政府におい

ても適切な形で考慮されるべきだということをこの際改めてわれわれは表明する必要があ

るのではないかと、そういう立場で賛成の討論にいたします。 
議  長    反対討論はありませんか。討論はございませんか。 

（なしの声） 
議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

２２請願第２号地方自治体の住民意思の尊重を日本政府に求める意見書提出に関する請願

を採決します。この採決は起立によって行います。本陳情に対する委員長の報告は採択で

す。本案を採択することに賛成の方はご起立願います。 
［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立多数です。従って２２請願第２号は採択することに決定しました。 
 
議  長    次に、２１議第１３２号核兵器の廃絶と、恒久平和実現に関する意見書の決議について

討論を行います。討論はありませんか。 
（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
        ２１議第１３２号核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書の決議についてを採決し

ます。お諮りします。本要請に対する委員長の報告は採択です。本要請を委員長報告のと

おり採択することにご異議ありませんか。 
     （異議なしの声） 
議  長    異議なしと認めます。従って２１議第１３２号の要請は採択することに決定しました。 
 
議  長    次に、２２陳情第１号市町村国保の改善を求める陳情について討論を行います。討論は

ありませんか。 
７番 
三浦議員    市町村国保の改善を求める陳情について反対の立場で討論をいたします。この陳情の内

容については今まで国に要求してきたものでありますが、来年度の国家予算に陳情内容が
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盛り込まれております。すでに町の来年度予算の中に国保税の７割、５割、２割軽減が盛

り込まれるなど国の政策が変わってきているために、この陳情の内容では採択に賛成しか

ねるため反対をするものです。しかし自治体によって保険料に大きな格差が生まれている

ことについての是正や、国民皆保険の基礎となっている市町村国保の改善については引き

続き行うことは必要と考えております。まあ今回のこの陳情について内容について現状と

合わないということで反対をするものです。以上です。 
議  長    賛成討論はありませんか。 

（なしの声） 
議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
        ２２陳情第１号市町村国保の改善を求める陳情を採決します。この採決は起立によって

行います。本陳情に対する委員長の報告は不採択です。本陳情を採択することに賛成の方

はご起立願います。 
［賛成者起立］ 

議  長    起立ありません。従って２２陳情第１号は不採択に決定しました。 
 
議  長    次に、２２陳情第２号後期高齢者医療制度の廃止を求める陳情について討論を行います。

討論はありませんか。 
７番 
三浦議員    後期高齢者医療制度の廃止を求める陳情について私は賛成の立場で討論をいたします。

民主党を中心とする政府は昨年の総選挙で直ちに後期高齢者医療制度を廃止するとの公約

で選挙戦を戦い、国民の支持のもと政権を担うこととなりました。一昨年の参議院では後

期高齢者医療制度を老人保健制度に戻すとした廃止法案を、民主党を含む野党で提出をし

成立をしています。このように国民に対し後期高齢者医療制度廃止を約束しており、公約

通り老人保健制度に戻すべきであると考えます。役場担当課の話から老人保健制度に戻す

ためには大きな経費や労力が必要ということもわかります。また今のままでよいのではと

いう意見も出ておりますが、私は議員の立場として住民の目線から見て高齢者を年齢で差

別し医療に格差を持ち込んでいる後期高齢者医療制度は速やかに廃止すべきと考えており

ます。また現在厚生労働省が見直そうとしている内容は更に医療差別の枠を広げるもので

あるというふうに私は理解しております。今は公正平等な医療制度に戻す一番の近道が老

人保健制度に戻すことというふうに考えますので賛成をいたします。 
議  長    反対討論はございませんか。 
１１番 
平沢議員    私は後期高齢者医療制度の廃止を求める陳情に反対の立場で討論をいたします。ただい

ま三浦議員から何点かまあ理由を挙げて賛成討論がありました。もちろん私も住民負担を

軽減することには反対はするものではありません。この制度は平成２０年４月から後期高

齢者医療制度が始まり、ただいま２年が経過しているところでございます。後期高齢者医

療広域連合の下に上伊那広域では８市町村が足並みをそろえて行っているこの医療制度あ

って、高齢者の暮らしに配慮した治療が行われるような仕組みを導入するとともに、在宅

医療の充実や介護サービスの連携の強化など高齢者の生活を支える医療として取り組んで

いると私は理解をしております。従って将来を見据えて総合的に判断をしてこの制度の持
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続可能な道を求めて進まなければなりません。高齢者の医療費を安定的に支えるための制

度でありますから高齢者の方々にふさわしい医療を目指して進んでいきたいことを申し添

えまして、同僚各議員のご賛同を求めるものであります。 
議  長    他に討論ありませんか。 
４番 
浜田議員    私はこの陳情を採択すべきとの立場から発言をいたします。この後期高齢者医療制度と

いうのは病気のリスクの高い高齢者のみを囲い込んで、その中で保険制度をつくるという、

世界でも類例を見ないまあいわば高齢者切り捨ての政策でありました。そして国民の圧倒

的な批判を浴びて前回の総選挙の１つのテーマでもあった政策であります。先ほども賛成

討論の中にありましたように、参議院ではこの廃止を決めております。しかしながらその

後の動きについて私は非常に懸念をしております。ひとつは実際の次の案による実施がで

すね４年後に先送りされたこと、それからこの制度の結果ですね２年ごとに見直しが行わ

れて、その結果、都道府県間の格差も広がりつつあると。今回の保険料の見直しによって

全国の２１都道府県では値上がりが長野県も含めましてですね、原案の方向。で２３の都

道府県は現状据え置きもしくは引き下げということでですね、本来ナショナルミニマムが

保障されなければいけない国民の命と健康にかかわる出来事についてですね、県の間に格

差が生まれつつあるとこれも非常に重要な深刻な問題だというふうに思っております。何

よりもまずそれと同時にこの引き上げに対して昨年１０月政府はこれを、これに対してで

すねあの経済的な支援を与えるということを約束しましたけれども、それが実際に果たさ

れなかった結果、今回の都道府県間の格差につながったものだというふうに私は理解して

おります。何よりもまず選挙にあたって公約としてこの制度の廃止を主張してきた政権与

党自身がですね、これを速やかに自らの選挙前に表明した意思を貫くことが基本ではない

かと。あのサラリーマン川柳の中に有名なものがございました。みなさんご存じかもしれ

ませんけれども、「チェンジとは言ってたことを変えること」こんなことを許してはいけ

ないというふうに私は思っております。そういったことですね、あ、もうひとつこの制度

の改革に対して今年の２月までに３次にわたって見直しの議論が厚生労働省で行われてい

るということを承知しております。そこには４つの案が出ておりましてですね、その内の

１つは７５歳以上を６５歳以上までに引き下げるという、どちらかといえば改悪につなが

るような案も現在検討されているようであります。こういったものも含め現行の制度をで

すねそのまま延命させ、そして都道府県の間に格差を生み、全体として保険料の値上がり

を招く、こういったことを放置するようなことをこれ以上続けてはならない、まあこうい

ったことを申し述べてこの陳情を採択すべきという討論にいたしたいと思います。 
議  長    他にありませんか。 

（なしの声） 
議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
        ２２陳情第２号後期高齢者医療制度の廃止を求める陳情を採決します。この採決は起立

によって行います。本陳情に対する委員長の報告は不採択です。本陳情を採択することに

賛成の方はご起立を願います。 
［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立少数です。従って２２陳情第２号は不採択に決定しました。 
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議  長    日程第１３ 議会閉会中の継続審査についてを議題とします。 
        初めに先の１２月定例会において決定した議会閉会中の継続審査事件の報告を行います。 
        堀内議会運営委員長。 
議会運営 
委員長     議会運営委員会先進議会視察研修の報告をいたします。去る２月２日、３日の２日間、

住民の皆さんに分かりやすい議会運営の先進議会であります三重県の東員町議会、明和町

議会この２議会の研修視察を行いました。まず初めに訪れました東員町は四日市市に隣接

し人口が２５,６００人、当初予算規模で７０億円余という町でございます。四日市コンビ

ナートに隣接しております地域でございます。東員町の議会での研修項目は町内を２つに

分けて行っている議員と語る会、それから議会だよりの迅速な発行、政務調査費、対面方

式による一般質問一問一答、この項目でございました。当日は東員町の正副議長、議会運

営委員８名この皆様で対応していただきました。調査の結果ですが、町内を２つに分けて

議員と語る会の開催、これにつきましては１８年度から年１回２カ所で行ってきたという

ことでございます。質問事項の８割が行政の話であって、出席者が少なくなって固定化し

てきたために平成２１年度、本年度から休止しているということで、どうも出席者が少な

かったということのようでございます。それから次の議会報の発行の迅速性につきまして

は、ケーブルテレビの録画による放映が行われるようになりまして、できたら議会報をそ

の前に発行して見ていただくようにしたいということで、議会があった月の翌月の第１金

曜日に発行するという方法でやっております。それで原稿については質問者は質問事項を

まとめて原稿を作成しまして、答弁については事務局で作成していると、まあ議事録から

起こしていると思いますが、そういうことでございます。またこの議会だよりの中では町

民の皆様の声を聞く手段としてクイズ欄を設けて、クイズに応募していただいてその時に

意見も一緒に出していただくというふうにしているということでございます。それから政

務調査費につきましては従来月20,000円であったものを平成２０年１月から月10,000円に

減額してやっているということであります。議員の中で一人だけ政務調査費を使わない人

がおるということでありますが、使用目的としては資料の購入、研修費、研修会参加費等

でございます。またここの議会ではこのほかに常任委員会研修の研修費が支給されている

ということでございます。ただ政務調査費につきましては町民の皆さんの反応がどうもイ

メージが悪くて説明に苦慮する、まあそんなようにも申しておりました。それから次の一

問一答対面方式ですが平成１６年の１２月定例会から試行を行いまして平成１８年３月定

例会から本格実施ということであります。議場は教室型、ここはまあ言ってみれば馬てい

形の変則ですが馬てい形ですが、教室型であります。議員数が削減されたので教室型の一

番前の中央の席を質問席として利用しているということであります。それから質問時間は

答弁を含めて６０分。で、対面方式のどうも欠点かなと思ってお聞きしてきたんですが、

傍聴されている皆さんにずっと背を向けたまま、質問者の表情が傍聴者の皆さん、同僚議

員にも見えないということがあるということでございます。その他としましては町の各種

委員会、審議会等の委員会については法定の委員会以外には参加しないということで、こ

こ何年か前からお願いしてきているということであります。なお参考までに議員報酬が

250,000円、それに政務調査費が100,000円とそういう内容でございます。 
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それから次に訪れました明和町、これにつきましては松坂市と伊勢市に挟まれた伊勢神

宮にかかわりが深い歴史のある町だということであります。また産業は農業が主体であっ

てほとんどが２種兼業農家ということですので、一応農業ですかね、それが主体というこ

とでいます。人口は２３,０００人、当初予算規模６１億円余でございます。ここでの研修

項目は休日議会の開催について、常任委員会傍聴について、一般質問対面方式について、

この３点でございます。当日は議長さんと正副議会運営委員長、議会の関係者に加えまし

て町長さんもご出席をいただきました。研修内容については休日議会の開催について、こ

れにつきましては平成１１年の６月から日曜議会を開催してきておりましたが、平成１５

年の６月を最後に現在休止状態、もう５年くらいたつんで休止状態ということです。でそ

の休止状態になった原因につきましては、初めはもの珍しさが多くて多くの人が来ていた

だいたんですけれど、一般質問のやりとりが傍聴の皆さんに理解できないということで傍

聴の皆さんの減少、それから固定化が進んだということであります。また休日議会という

のは事務局、また町当局等いろいろと負担が増してきたということが主な理由で休止の状

態だということです。それから委員会の傍聴につきましては、希望があれば行うけれど実

際は今のところ傍聴者がいないというのが現実だということです。それから一般質問の対

面方式ですが、ここも議場が教室型でありまして、先程の東員町と同様、正面の議席を議

員定数の減少により質問席にしております。ここの質問等の一般質問の時間は質問４０分、

答弁４０分、でこれを事務局の職員がストップウオッチで時間を計っておるということで

す。で残りの時間はあの板に書いてこういうとこに表示するというような形でやっている

ということでございました。また答弁につきましては、町長さんは答弁書によらず自分の

言葉で答弁しているということを言われておりました。それから説明員の皆さん答弁は単

刀直入に応えているということで、こういうことがあってこういうわけだからこうだとい

うんじゃなくて、イエスかノーというような形の単刀直入に応えているということです。

その他につきましては委員会の視察については隔年実施で行っているということで、ここ

では事務局と執行部も同行して行っているということでございます。それから議会だより

の一般質問につきましては、ここでも質問原稿は議員が作成し、答弁は事務局の職員が作

成しているということでございます。議員報酬につきましては 220,000 円でございます。

あとこの町の特徴的なところでは、日曜日の窓口対応を実施しているということで、職員

の３分の１が出勤して窓口を実施しておって、来庁者は１日平均１５０人、まあ人口２３,
０００人の中で１５０人ということですので飯島町でしたら約７０人くらいかな、比率で

いくとそんなふうになると思いますが、そんなことです。町民の皆さんには非常に評判が

良いということと、効果としては収納率の向上につながったというふうに申しております。 
今回の研修先につきましては全国議長会の優良議会表彰の資料を参考として選定をして

行いました。いずれの議会でも住民に分かりやすい議会運営についていろいろと苦慮して

おるようで、なかなか答えが見つからないというのが現状かなとそんなふうに研修をした

感想として持っております。当議会としましても今後も研鑽を深め、住民の皆さんに分か

りやすい議会を目指していくことをお伝え申し上げまして、報告とさせていただきます。 
議  長    ただいまの議会運営委員会報告に対する質疑は議会全員協議会において行います。 
        堀内委員長自席へお戻り下さい。 
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議  長    次に、会議規則第７２条の規定によりお手元に配布のとおり、総務産業委員会、社会文

教委員会及び議会運営委員会における所管事務調査等の処理ついて議会閉会中の継続審査

の申し出があります。お諮りします。 
この申し出の事件について議会閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って本件については各委員長から申し出のとおり継続審査とい

たします。 
休憩をとります。再開時刻を１１時１０分といたします。休憩。 
 
午前１０時５２分 休憩。 
午前１１時１０分 再開。 
 
［追加日程・追加議案配布］ 

議  長    休憩を解き会議を再開します。 
ただいまお手元へお配いたしましたとおり、町長、坂本紀子議員、久保島巌議員から計

３件の議案が提出されました。お諮りします。本案を日程に追加し、追加日程第１から第

３として上で議題にしたいと思います。ご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って議案３件を日程に追加して議題とすることに決定しました。 
 
議  長    追加日程第１ 第２９号議案平成２１年度飯島町学校施設太陽光発電導入事業工事請負

契約の締結についてを議題とします。 
浜田教育次長。 

教育次長    第２９号議案について申し訳ございません、字句訂正をお願いいたします。２枚目でご

ざいます。４番目契約の相手方ですが契約の字が違っておりますので、申し訳ございませ

んがご訂正をお願いいたします。 
議  長    事務局長に議案を朗読させます。 
事務局長    （議案朗読）     
議  長    本案について提案理由の説明を求めます。 
町  長    それでは追加議案としてお願いをいたしました第２９号議案平成２１年度飯島町学校施

設太陽光発電導入事業工事請負契約の締結についての提案理由の説明を申し上げます。今

回の工事請負契約につきましては、地球温暖化等の環境問題への対策の一つとし、飯島、

七久保両小学校と飯島町学校の３校に太陽光発電施設を設置をするものでございます。現

下の厳しい財政事情ではありますが、従来の国庫補助に加え、公共投資臨時交付金を利用

することによって、極力一般財源を抑えることに努力をいたしました。３月５日に業者よ

り技術提案を受けまして、内容を審査の上、業者を決定し、この１１日に仮契約を締結を

いたしました。請負金額は消費税を含めて 143,986,500 円、請負業者は株式会社ＮＴＴファ

シリティーズ長野支店でございます。よって法の規定に基づきまして本議会の議決をお願

いするものでございます。細部につきましては教育次長から説明を申し上げますので、内

容を十分ご理解をいただきまして審議のうえ、ご議決賜りますようお願い申し上げまして
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提案理由の説明といたします。 
教育次長    （補足説明） 
議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
１１番 
平沢議員    ちょっと１点お聞きしたいと思います。契約の方法でございますが、指定競争入札これ

はまあ今の細部的な説明で結構でございますが、この意向確認型、この件についてちょっ

と説明を願いたいと思います。ということは先だって地元業者を使っていただきたいとい

うようなひとつの形の中でできる範囲は、そういうまあ一括方式は一括発注は聞いており

ましたんですが、この関係についてちょっと説明を願いたいと思います。 
教育次長    今あの議員さんのおっしゃる通り、通常の発注ですと町内業者発注が難しいということ

でございまして、今回一括方式の中で指名競争入札、いわゆる業者を選定した中で一括方

式の提案をさしていただきました。で、意向確認型の指名競争入札でございますが、指名

業者への入札参加意欲及び技術的な適性を的確に把握するために、発注意欲の確認と簡易

な技術資料に基づき審査を行うということでご理解をいただきたいと思います。 
議  長    ほかに質疑はありませんか。 
３番 
坂本議員    内容は分かりましたけど、この指名競争入札に決定するまでの過程は何社くらいの中で。

その中での選定した結果はこのような形だったと思うんですけれども、あの何故、先ほど

平沢議員が言われましたように町内には該当する、町内にはなかったとしても隣町という

か、近い近隣では無かったんでしょうか。 
教育次長    業者につきましては、あくまでも町内業者というのを重視しました。近隣には資格等を

持っている業者はおりますけれども、町の企業を使っていただきたい、いわゆる参入をさ

せていただきたいということで、今回このような方式をとらさせていただきました。 
議  長    他にありませんか。 
１０番 
宮下議員    ただいまの件なんですけれども、今、次長の方からお話いただいてまあ町内業者という

ことなんですが、結局この際には一応このＮＴＴファシリティーズ、この会社は極力この

飯島の地元の業者を使うんだという確認はまずとれているということで理解してよろしい

わけですね。 
教育次長    提案を受けるときに地元業者の参入についても提案をいただく中で審査をいたしました。

使うということでお願いをいたします。 
１０番 
宮下議員    今の話ですとそういうこちらからの要望が入るわけですけれども、それに対して今度締

結した会社はそれを了解したということでよろしいんですね。確認です。 
教育次長    その通りでございます。 
議  長    他にありませんか。 

（なしの声） 
議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 
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議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
        第２９号議案平成２１年度飯島町学校施設太陽光発電導入事業工事請負契約の締結につ

いてを採決します。お諮りします。 
本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第２９号議案は原案のとおり可決されました。 
 
議  長    追加日程第２ 発議第１号地方自治体の住民意思の尊重を日本政府に求める意見書の提

出についてを議題とします。事務局長に議案を朗読させます。 
事務局長    （議案朗読） 
議  長    本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。 
        ３番 坂本紀子議員。 
３番 
坂本議員    それでは、地方自治体の住民意思の尊重を日本政府に求める意見書提出についての趣旨

説明をいたします。沖縄県名護市ではこの１月２４日に市長選が実施され、市民は普天間

基地の辺野古移転に反対を掲げる市長を選びました。就任以来、普天間基地移転問題に慎

重な発言をされてきた鳩山首相の姿勢は、地方自治の本旨を十分に認識されたものと理解

しています。しかし官房長官はこの結果に対して斟酌してやらなければならない理由はな

いと発言されました。住民意思の実現に日々取り組んでいる自治体としてはこの発言に強

い懸念を覚えます。地方自治は現行の日本国憲法において確立され、その目的は住民意思

に基づいて住民福祉を実現するものです。国家の目的も国民の幸福の実現にあり、国は地

方自治体に協力し支援することでそれを達成できます。その根本にあるのは住民の意思で

す。よって国においてはこのことを明確にするために下記の事項を速やかに表明するよう

強く要請します。 
国家政策の立案・実施に際しては、地方自治体において明示された住民意思を尊重し、

その反映に最善の努力を尽くすこと。以上趣旨説明といたします。 
議  長    次に本案に賛成者の意見を求めます。 

４番 浜田稔議員 
４番 
浜田議員    本案に賛成する立場から討論いたします。さまざまな考え方はあろうかと思いますけれ

ども、今回の官房長官の発言はですね、中央政府と地方との関係に対して大変大きな問題

を含んでいたというふうに私は考えております。で、すでに議論されておりますけれども、

現行憲法は明治憲法の後継法というふうに政府の認識でもなっておりまして、天皇から始

まる章立てはそのまま現在の憲法に引き継がれています。でその例えば天皇の主権が国民

に移り、あるいはそれぞれの条項が改正されるという形にはなっておりますけれども、た

だその中でいくつかの条項が挿入されまして、それは例えば第２章の戦争放棄の条項、そ

れと並んで重要なのが第８章の地方自治だというふうに私は認識しております。で、特に

その地方自治の法の中でひとつ端的に考え方が示されているのが第９５条、ここでは１の

地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところによりその地方公共団体の

住民の投票においてその過半数の同意を得なければ国会はこれを制定することができない。
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つまりいかに国といえどもですね、一地方に限定される法律にあっては単にそこの首長の

認識だけではなくて、住民の過半数の同意を得なければ国といえども施行することはでき

ないというまあ法令であります。これは現実に広島、長崎の被爆地への特別法等々でいく

つか適用事例はありますけれども、そういったことと並んでですね、中央政府と地方政府

の関係というのを端的に示した法律であるというふうに私は考えております。で、すべて

これが適用されなければいけないというわけではありませんけれども、ここに典型的に示

されているように、地方は国の従属物ではない。住民に密接した自治組織としてですね、

それぞれ固有の立場の意見を表明する、一方、国はそれを尊重しなければならない。こう

いった関係は明らかであろうと思います。そういったことを改めてこの発言に関連してで

すね国に認識を求める、そういう意味で本案に賛成するものであります。 
議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。ありませんか。 

（なしの声） 
議  長    質疑なしと認めます。提出者は自席へお戻り下さい 
        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 
議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
        発議第１号地方自治体の住民意思の尊重を日本政府に求める意見書の提出についてを採

決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って発議第１号は原案のとおり可決されました。 
 
議  長    追加日程第３ 発議第２号ヒロシマ・ナガサキ議定書のＮＰＴ再検討会議での採択に向

けた取り組みを求める意見書の提出についてを議題とします。事務局長に議案を朗読させ

ます。 
事務局長    （議案朗読） 
議  長    本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。 
        １番 久保島巌議員 
１番 
久保島議員   それでは、ヒロシマ・ナガサキ議定書のＮＰＴ再検討会議での採択に向けた取り組みを

求める意見書提出について提案理由の説明を行います。地方自治法第９９条の規定により

衆参議長並びに内閣総理大臣および総務、財務大臣宛てに意見書を提出するものでござい

ます。地球上唯一の被爆国である日本国民は宗教、イデオロギーにかかわらず、広島・長

崎の議定書の趣旨に賛同いたすものでございます。オバマ米国大統領のプラハ演説以来、

核兵器廃絶に向けた流れは加速を感ずるものになっております。この機をとらえ核兵器廃

絶が早期実現するために明確な期限を決め、核保有国をはじめ各国政府が取り組む必要が

あります。このためヒロシマ・ナガサキ議定書が２０１０年のＮＰＴ再検討会議で採択さ

れることが望まれます。よって国会および政府はこの趣旨に賛同し、同議定書を議題とし

提案していただき、この採択に向けて働きかけていただくことを要請するものであります。

ご審議いただきましてご議決をいただきますようにお願いを申し上げます。 
議  長    次に本案に賛成者の意見を求めます。 
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８番 北沢正文議員 
８番 
北沢議員    私は核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書の決議、これに対して賛成する立場で

意見を申し上げてみたいと思います。ただいまのヒロシマ・ナガサキ議定書のＮＰＴ再検

討会議での採択に向けた取り組みを求める意見書の提案説明があった通りでございます。

世界で唯一の被爆国であります日本、また忘れてはならないのはその後、初の水爆の犠牲

者を出した第五福竜丸事件いうのがございました。まあこの３つの被爆という大きな体験

をしている日本にとりまして、世界に核廃絶を求めることはわれわれに課せられた使命で

あるというふうに考えるところでございます。今始めなければ核廃絶は地球上から廃絶す

るには２０年かかるというふうに言われておりまして、この時期を逃がせばこの実現はさ

らに遠のくのではないかというふうに懸念するところであります。当飯島町議会におきま

しても、昭和５９年１２月１４日に非核平和宣言の町を採択しております。この非核平和

宣言は全町民の願いであり、よって平和市長会議の呼びかけに応じまして政府に対し核兵

器廃絶に向けた主導的役割を果たすよう働きかけるこの意見書の提出に賛同するものでご

ざいます。議員各位の賛同を是非よろしくお願いしたいと思います。以上であります。 
議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 
議  長    質疑なしと認めます。久保島議員自席へお戻り下さい。 
        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 
議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
        発議第２号ヒロシマ・ナガサキ議定書のＮＰＴ再検討会議での採択に向けた取り組みを

求める意見書の提出についてを採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って発議第２号は原案のとおり可決されました。 
 
議  長    以上で本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 
        予算議会ということでご出席をいただきました林代表監査委員、市村教育委員長、杉原

農業委員会長、久保田財政係長におかれましては大変かありがとうございました。 
ここで町長から議会閉会のご挨拶をいただきます。 

 
町  長    それでは３月議会定例会の閉会にあたりまして一言ごあいさつを申し上げます。去る３

月４日から開会をいたしました３月議会定例会におきましては、平成２２年度の各会計予

算をはじめ、諸施策の基本となる条例改正等、いずれも平成２２年度のスタートにあたっ

て重要な案件２９議案を提案をさせていただきました。議員各位には本会議並びに特別委

員会、常任委委員会を通じて慎重審議をいただき、連日わたるそのご苦労に対し心から敬

意と感謝を申し上げる次第でございます。おかげをもちまして平成２２年度予算並びに提

出案件をいずれも原案通り可決決定を賜りましたことに対しまして重ねてお礼を申し上げ

ます。今後行政運営にあたりましては本会議や特別委員会、常任委員会の審議を通じて、

 - 28 - 

また一般質問において広範な行政課題に対して賜りました各位の貴重なご意見等を重く受

け止め、多くの課題に対して町長以下職員が一丸となって、厳しい中にも希望の持てる元

気で活力あるまちづくりのために一意専心努力をしてまいる所存でございます。当面平成

２１年度の経済対策関連事業を初め、現在鋭意取り組みを行っているところでございます

が、多くの部分で平成２２年度への繰越事業となる見込みでございます。できる限り早期

に事業を完了させるとともに、平成２２年度予算とも連携をする中でその効果を上げてま

いりたいと考えております。これに関連をいたしまして３月末までの会計年度内における

国の法案成立との関係、補助事業等の年度末事業の確定精算とまた繰越にかかる各事業の

事業枠等、今現在２１年度の予算執行において未確定な部分がかなりございますので、年

度内の確定数値をもって３月３１日付の最終専決補正をさせていただきまして、後刻ご報

告を申し上げさせていただきたいと思いますので、なにとぞあらかじめご了承いただきま

すようお願いを申し上げます。 
さて議員はじめ住民各位の皆様方には、平成２１年度の町政運営にご協力を賜りました

ことに対して重ねて感謝を申し上げ、来る平成２２年度が災害もなく経済も回復をして、

未来に開かれたみんなで創るまちづくりが進められるよう一層のご理解とご協力を節にお

願いをする次第でございます。近年は異常気象や大地震による災害が世界各地で発生をい

たしております。つい先日はチリで大地震が発生し多くの住民の皆様が犠牲となりました。

遥かに遠くからご冥福をお祈りを申し上げます。わが国でも津波の被害が生じ、東北地方

では一部に被害が出ておりまして、被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げますととも

に、このことは東海地震の地震防災対策強化地域に指定をされております飯島町にとりま

しても他人事ではございません。当町といたしましては引き続き安全安心のまちづくりに

向けた様々な取り組みをしてまいりたいと考えておる次第でございます。 
さて、このところの寒さで春も少し足踏みの感がありましたが、それでも桜の便りは例

年より１週間から１０日も早く北上をしているというふうに報じられております。間近に

卒業式、卒園式も控えております。それぞれに新たな希望を持って巣立っていってほしい

と心から念願をしておるところでございます。 
最後になりましたが、本定例会にご出席をいただきました林代表監査委員さん、市村教

育委員長さん、杉原農業委員会長さんには大変お忙しいところを誠にありがとうございま

した。私からも心からお礼を申し上げる次第でございます。議員各位をはじめ皆様方には

いよいよご健勝でご活躍あらんことを心からお祈りを申し上げまして、３月議会定例会閉

会のご挨拶と致します。長期間、誠にありがとうございました。 
 
議  長    以上をもって平成２２年３月飯島町議会定例会を閉会します。 
 
          

午前１１時４８分 閉会 
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上記の議事録は、事務局長 折山 誠の記載したものであるが、その内容の相違ないこ

とを証するため、ここに署名する。 
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